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１．基本方針 

廃棄物埋設地は、大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対して安

全機能が損なわれないものとする。 

廃棄物埋設地は、海岸線から約 3km 離れた標高 30m 以上の台地に設

置し、断層のすべり量が既往知見を大きく上回る波源を想定した場合

でも、廃棄物埋設地に津波が到達する可能性はない。 

したがって、津波によって、廃棄物埋設地の安全機能が損なわれる

おそれはないことから、耐津波設計は不要とする。 
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２．津波による損傷の防止 

２．１ 検討の基本方針 

津波評価に当たっては、既往津波に関する調査として、文献

調査により既往津波の規模観を把握し、敷地に津波が到達した

履歴がないことを確認する。次に、既往知見を踏まえた津波の

評価として、敷地に影響を与える可能性が最も大きい地震に起

因する津波の評価を行い、想定される津波の規模観について把

握する。 

以上の結果を踏まえて、安全機能を有する施設の安全性評価

として、津波に対して安全機能が損なわれるおそれがないこと

を確認する。また、すべり量が既往知見を大きく上回る波源モ

デルについても、津波に対して安全機能が損なわれるおそれが

ないことを確認する。 

なお、評価に当たっては、当社再処理施設における津波影響

評価(「日本原燃株式会社再処理事業所再処理事業変更許可申

請書」(令和 2 年 7 月 29 日付け許可 原規規発第 2007292 号))

を参考にした。 

２．２ 既往津波に関する検討 

(ⅰ) 文献調査 

a. 既往津波 

敷地周辺に影響を及ぼしたと考えられる既往津波について、

宇佐美ほか(2013)(1)、渡辺(1998)(2)、気象庁の発表等(3)～(21)

により、文献調査を行った。 

(a) 近地津波 

敷地周辺に影響を及ぼしたと考えられる津波規模 m(宇
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佐美ほか(2013)(1))が 2 以上の主な既往の近地津波を第 1

表に、敷地周辺における主な既往の近地津波の津波高を

第 2表に示す。また、主な既往津波高とその位置を第 1図

に示す。 

敷地周辺に影響を及ぼしたと考えられる主要な津波と

して、津波の大きさ、波源からの伝播距離及び津波によ

る被害の大きさを考慮し、敷地周辺に影響を及ぼしたと

考えられる主要な津波として、1611 年の津波、1677 年の

津波、1856 年の津波、1896 年明治三陸地震津波、1933 年

昭和三陸地震津波、1968 年十勝沖地震に伴う津波及び

2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う津波の 7 つの津波を

抽出した。抽出した津波の推定波源域については第 2図に

示す。 

2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う津波以前の津波高

について、敷地近傍を含む鮫・蕪島より北方の範囲で比

較する。 

敷地北方の記録においては、1856 年の津波が、むつ市

大畑・湊で津波高 4m、函館市函館で津波高 3m であり、他

の津波と比較して大きい。一方、敷地南方の記録におい

ては、1968 年十勝沖地震に伴う津波が、三沢市塩釜で

5.1m、八戸市河原木で最大 4.8m であり、他の津波と比較

して大きい。この津波による尾駮の記録は、1.2m～1.5m

である。 

さらに、相田(1977)(17)によれば、第3図に示すように、

数値シミュレーションによる 200m 等深線上の波高を基に
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した、海岸での平均的な津波高が示されている。これに

よると、八戸付近より北方においては 1856 年の津波が最

大となっている(相田(1977)(17)以降の津波を除く)。 

また、2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う津波の津波

高は、第 2表及び第 1図に示すとおり、敷地近傍の出戸か

ら新納屋の範囲においては、1968 年十勝沖地震に伴う津

波とほぼ同程度の大きい津波である。この津波による尾

駮の記録は、3.5m である。 

以上より、敷地近傍に影響を及ぼしたと考えられる近

地津波は、1856 年の津波、1968 年十勝沖地震に伴う津波

及び 2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う津波と評価する。 

(b) 遠地津波 

敷地周辺に影響を及ぼした主な既往の遠地津波を第 3表

に、敷地周辺における主な既往の遠地津波の津波高を第 4

表に示す。 

敷地周辺に来襲した遠地津波の中では、1960 年チリ地

震津波が八戸市河原木で最大 5.3m であり、敷地近傍の出

戸から新納屋の範囲における津波高は、尾駮で 1.0m が記

録されている。 

そのため、遠地津波の津波高は近地津波の津波高を上

回るものではないと評価する。 

(c) 既往津波の調査結果 

既往津波に関する文献調査の結果、敷地近傍に大きな

影響を及ぼしたと考えられる既往津波は、1856 年の津波、

1968 年十勝沖地震に伴う津波及び 2011 年東北地方太平洋
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沖地震に伴う津波と評価する。 

b. 潮位 

敷地近傍における潮位の観測は、国土交通省港湾局むつ小

川原港で実施されている。2008 年 4 月から 2013 年 3 月まで

の観測結果によると潮位は以下のとおりである。 

最高潮位      T.M.S.L.＋0.999m 

朔望平均満潮位  T.M.S.L.＋0.670m 

平均潮位      T.M.S.L.＋0.049m 

朔望平均干潮位  T.M.S.L.－0.767m 

最低潮位      T.M.S.L.－1.04 m 

(ⅱ) 既往津波の再現性の確認 

a. 対象津波 

解析モデル及び計算方法の妥当性確認のため、既往津波に

ついて数値シミュレーションを行い、計算結果と実際の津波

痕跡高との比較による既往津波の再現性の検討を行った。 

再現性の検討においては、過去に敷地近傍に大きな影響を

及ぼしたと考えられる津波である 1856 年の津波、1968 年十

勝沖地震に伴う津波及び2011年東北地方太平洋沖地震に伴う

津波を対象とした。これらの波源モデルのうち、1856 年の津

波及び1968年十勝沖地震に伴う津波の波源モデルの位置及び

諸元を第 4 図に示す。2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う津

波の波源モデルについては、内閣府(2012)(23)において示され

る波源モデルとした。 

津波に伴う水位変動の評価は、弾性体理論(Mansinha and 

Smylie(1971)(24))に基づき海面変位を算定した上で、非線形
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長波理論に基づき、差分法による平面二次元モデルによる津

波シミュレーションプログラムを用いて実施した。また、敷

地は尾駮沼に隣接していることから、尾駮沼からの遡上を考

慮できるモデルを設定した。数値シミュレーションにおける

主な計算条件を第 5表に示す。 

沿岸域及び海底地形のモデル化に当たっては、国土地理院

(29)、日本水路協会(2011)(30)等(31)～(35)を用いて設定し、また、

計算格子分割の設定に当たっては、土木学会(2016)(28)を参考

とし、水深と津波の周期から推定される津波の波長を基に、

最大 1,440m から最小 5m までの格子サイズを設定した。数値

シミュレーションに用いた計算領域(東西約 1,000km、南北約

1,300km)とその水深及び格子分割を第 5 図に、敷地近傍の計

算領域とその水深及び格子分割を第 6図に示す。 

再現性の評価指標としては、相田(1977)(17)による既往津波

高と数値シミュレーションにより計算された津波高との比か

ら求める幾何平均値K及びばらつきを表す指標κを用い、土

木学会(2016)(28)に示される「0.95＜K＜1.05、κ＜1.45」を

再現性の目安とした。 

b. 検討結果 

既往津波高と数値シミュレーションによる津波高の比較を

第 7図に示す。 

1856年の津波においてはK＝1.01、κ＝1.42(n＝71)、1968

年十勝沖地震に伴う津波においては K＝0.99、κ＝1.44(n＝

313)及び2011年東北地方太平洋沖地震に伴う津波においては

K＝0.952、κ＝1.36(n＝660)が得られ、土木学会(2016)(28)の
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目安を満足していることから、解析モデル及び計算方法の妥

当性を確認した。 

２．３ 既往知見を踏まえた津波の評価 

(ⅰ) 地震に起因する津波の評価 

a. 対象とする津波 

地震に起因する津波の評価においては、敷地に影響を与え

る可能性がある津波の波源として、プレート間地震、海洋プ

レート内地震及び海域の活断層による地殻内地震について検

討した。 

b. 数値シミュレーションの手法 

数値シミュレーションにおける主な計算条件、計算領域、

水深及び格子分割については、第 5 表、第 5 図及び第 6 図に

示す既往津波の再現性の確認と同様の条件とした。 

評価位置については、尾駮沼の形状を踏まえ、第 8 図に示

す尾駮沼奥の地点を選定した。また、尾駮沼入り口前面には

防波堤が設置されていることから、防波堤を考慮して検討を

行った。 

さらに、津波による影響を評価するに当たっては、朔望平

均満潮位及び地殻変動量を考慮した津波高について評価する

こととした。 

c. プレート間地震に起因する津波の評価 

プレート間地震は、地震調査委員会(2012)(16)で示されてい

る三陸沖北部のプレート間地震、津波地震及び2011年東北地

方太平洋沖地震で得られた知見を踏まえ、三陸沖北部と隣り

合う領域の連動を考慮した連動型地震について検討した。 
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連動型地震については、三陸沖北部から北方の千島海溝沿

いの領域への連動を考慮した連動型地震及び三陸沖北部から

南方の日本海溝沿いの領域への連動を考慮した連動型地震が

考えられるが、ここでは北方への連動型地震の波源モデルを

設定して検討を実施する。一方、南方への連動型地震につい

ては青森県海岸津波対策検討会(2012)(36)の結果を参照する。 

なお、南方への連動型地震については地震調査委員会

(2019)(37)の知見もあるが、敷地前面の三陸沖北部に超大すべ

り域及び大すべり域を設定した青森県海岸津波対策検討会

(2012)(36)の方が敷地への影響は大きいと評価した。 

(a) 基本モデル 

(一) 三陸沖北部のプレート間地震 

三陸沖北部のプレート間地震の波源モデルについて

は、1856 年の津波が古記録より推定されていることか

ら、同一海域で発生し各地の津波高が数多く観測され

ている 1968 年十勝沖地震に伴う津波を対象とすること

とし、前述の既往津波を再現する波源モデルを基に、

地震規模が既往最大の Mw(モーメントマグニチュー

ド)8.4 となるようにスケーリング則に基づき設定した。

第 9 図に示す波源モデルの位置及び諸元に基づき実施

した数値シミュレーションの結果、評価位置における

津波高は T.M.S.L.＋1.38m であった。 

(二) 津波地震 

津波地震の波源モデルについては、土木学会

(2002)(22)で示されている1896年明治三陸地震津波の波
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源モデル(地震規模は既往最大の Mw8.3)を設定した。

第 10 図に示す波源モデルの位置及び諸元に基づき実施

した数値シミュレーションの結果、評価位置における

津波高は T.M.S.L.＋1.28m であった。 

(三) 北方への連動型地震 

北方への連動型地震の波源モデルについては、日本

海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する専門調査会

(2006)(38)、文部科学省測地学分科会(2014)(39)及び地震

調査委員会(2017)(40)を参考に、敷地前面の三陸沖北部

から根室沖までの領域を想定波源域として設定した。 

波源モデルの設定に当たり、断層面積は地震調査委

員会(2004)(41)及び地震調査委員会(2012)(16)を参考にプ

レート面形状を設定した上で算定した。波源モデルの

平均すべり量については、地震の規模に関するスケー

リング則と地震モーメントの定義式から算定し、その

際の平均応力降下量については内閣府(2012)(23)を参考

に 3.0MPa と設定し、剛性率については土木学会

(2016)(28)を参考に 5.0×1010N/m2と設定した。 

すべり量の不均質性については、内閣府(2012)(23)を

参考に、超大すべり域及び大すべり域のすべり量をそ

れぞれ平均すべり量の 4 倍及び 2 倍に、面積をそれぞ

れ全体面積の 5％程度及び 15％程度(超大すべり域と合

わせて 20％程度)となるように設定した。超大すべり

域の位置については、基本的には三陸沖北部及び十勝

沖・根室沖の領域にそれぞれ存在すると想定されるが、
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保守的に敷地前面の三陸沖北部にひとつにまとめ、内

閣府(2012)(23)及び青森県海岸津波対策検討会(2012)(36)

を参考にプレート境界浅部のすべりが大きくなるよう

配置した。大すべり域の位置は超大すべり域を取り囲

むように配置した。 

さらに、上述のとおり設定したモデルに対し、超大

すべり域及び大すべり域を考慮した平均応力降下量が

約 3MPa となるように地震モーメント(すべり量)の調整

を行い、Mw9.04 のモデルを設定した。また、ライズタ

イムについては 60 秒とした。 

第 11 図に示す波源モデルの位置及び諸元に基づき実

施した数値シミュレーションの結果、評価位置におけ

る津波高は T.M.S.L.＋2.32m であった。 

(b) 不確かさの考慮に係る評価 

三陸沖北部のプレート間地震、津波地震及び北方への

連動型地震のうち、評価位置における津波高が最大とな

る北方への連動型地震について、波源特性、波源位置及

び破壊開始点の不確かさを考慮し評価を実施した。さら

に、不確かさの考慮において評価位置における津波高が

最大となるケースと、南方への連動型地震である青森県

海岸津波対策検討会(2012)(36)の結果の比較を行い、津波

高の高いケースをプレート間地震に起因する津波の最大

ケースとして評価した。 

波源特性の不確かさについては、すべり量の不確かさ

を考慮したすべり量割増モデル及びすべり分布の不確か
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さを考慮した海溝側強調モデルを設定した。第 12 図に示

す波源モデルの位置及び諸元に基づき実施した数値シミ

ュレーションの結果、評価位置における津波高は、すべ

り量割増モデルで T.M.S.L.＋3.01m、海溝側強調モデルで

T.M.S.L.＋3.00m であった。 

波源位置の不確かさについては、すべり量割増モデル

及び海溝側強調モデルのそれぞれについて、北へ約 50km

移動させたケース並びに南へ約 50km、約 100km 及び約

150km 移動させたケースを設定した。数値シミュレーショ

ンを実施した結果、評価位置における津波高が最大とな

るのは、すべり量割増モデルを南に約 100km 移動させたケ

ースで、T.M.S.L.＋3.65m であった。 

破壊開始点の不確かさについては、波源位置を変動さ

せた検討において評価位置における津波高が最大となる

すべり量割増モデルを南に約 100km 移動させたケースにつ

いて、内閣府(2012)(23)を参考に複数設定した。第 13 図に

示す位置で破壊開始点を設定し数値シミュレーションを

実施した結果、評価位置における津波高が最大となるの

は、破壊開始点として P6 を設定したケースで、T.M.S.L.

＋4.00m であった(第 14 図参照)。 

廃棄物埋設地への遡上経路としては中央沢が考えられ

るが、中央沢入口での津波高は評価位置の津波高と同程

度であり、廃棄物埋設地まで到達していないことが確認

できる(第 14 図参照)。 

南方への連動型地震については、青森県海岸津波対策
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検討会(2012)(36)によると、六ヶ所村沿岸に来襲する津波

高について、敷地近傍においては T.M.S.L.＋10m に達して

おらず(第 15 図参照)、公表された浸水深分布からも、敷

地に津波は到達していないことが確認できる(第 16 図参

照)。一方、北方への連動型地震は、第 14図に示すとおり、

敷地近傍の海岸線上における津波高は T.M.S.L.＋10m 以上

であった。 

以上より、プレート間地震に起因する津波について、

評価位置における津波高が最大となるのは、北方への連

動型地震のすべり量割増モデルを南に約 100km 移動させ破

壊開始点を P6 と設定したケースであり、その津波高は評

価位置において T.M.S.L.＋4.00m であった。 

(c) 尾駮沼の固有周期に係る検討 

評価位置は尾駮沼の奥に位置していることから、評価

位置における津波高の算出に当たり、尾駮沼の固有周期

の影響が数値シミュレーションに反映されていることを

確認するため、尾駮沼の固有周期に係る検討を実施した。 

尾駮沼の固有周期を確認するため、第 6図に示す敷地近

傍の計算領域において、周期を変化させた正弦波を入力

し、評価位置における水位増幅率を求めた結果を第 17 図

に示す。沖合い位置に対する評価位置の水位増幅率は、

15 分程度の周期帯においてピークを示し、それ以外の周

期帯については減衰していることから、尾駮沼の固有周

期は 15分程度であると評価した。 

次に、第 14 図に示すケースの数値シミュレーションに
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よる水位変動量時刻歴波形を用いて周波数分析を実施し

た結果を第 18図に示す。評価位置において 15分程度の周

期帯が卓越しており、正弦波入力による検討で評価した

尾駮沼の固有周期の影響を捉えていることを確認した。 

なお、尾駮沼の固有周期を踏まえ、数値シミュレーシ

ョンで設定している格子間隔の妥当性について検討した

結果、第 19 図に示すとおり、格子間隔が土木学会

(2016)(28)により算定される格子間隔の目安に対して十分

小さいことを確認した。 

以上のことから、評価位置における津波高の結果には、

数値シミュレーションにより尾駮沼の固有周期の影響が

反映されていると評価した。 

d. 海洋プレート内地震に起因する津波の評価 

海洋プレート内地震は、地震調査委員会(2012)(16)で示され

ている正断層型の地震について検討した。 

海洋プレート内地震の波源モデルについては、土木学会

(2002)(22)で示されている 1933 年昭和三陸地震津波の波源モ

デルを基に、地震規模が既往最大の Mw8.6 となるようにスケ

ーリング則に基づき設定した。第20図に示す波源モデルの位

置及び諸元に基づき実施した数値シミュレーションの結果、

評価位置における津波高は T.M.S.L.＋1.35m であった。 

以上を踏まえると、海洋プレート内地震に起因する津波は、

プレート間地震に起因する津波を上回るものではない。 

e. 海域の活断層による地殻内地震に起因する津波の評価 

海域の活断層による地殻内地震に起因する津波の評価を行
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うに当たり、第21図に示す敷地周辺海域の活断層について、

阿部(1989)(42)の簡易予測式により推定津波高を検討した。 

簡易予測式による推定津波高を第 6 表に示す。海域の活断

層による地殻内地震に起因する津波の推定津波高は最大でも

0.3m であり、プレート間地震に起因する津波と比べて影響は

非常に小さい。 

(ⅱ) 地震以外の要因に起因する津波の評価 

a. 地すべり等に起因する津波の評価 

(a) 対象地すべりの選定 

文献調査によると、敷地周辺における陸上及び海底の

地すべり並びに斜面崩壊による歴史津波の記録は知られ

ていない。また、陸上地すべりについて、防災科学技術

研究所(2009)(43)及び防災科学技術研究所(2013)(44)による

と、敷地周辺陸域の海岸付近において大規模な地すべり

地形は認められない。加えて、海底地すべりについても、

徳山ほか(2001)(45)によると、敷地周辺海域には海底地す

べり地形は認められない。 

一方、下北半島太平洋側前面海域の大陸棚部付近を対

象に海底地形調査を実施した結果、複数の地すべり地形

が抽出されたことから、抽出された地すべり地形に基づ

く数値シミュレーションにより敷地への影響を評価した。

抽出された海底地すべり地形を第 22 図に示す。 

抽出された海底地すべり地形のうち、地すべり地形の

崩壊規模から数値シミュレーションの対象とする地すべ

りとして SLS-2 を選定し、地すべり前の海底地形を復元し
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た。海底地すべり地形の断面を第 23 図に示す。 

(b) 海底地すべりの数値シミュレーションの手法 

海底地すべりの数値シミュレーションの手法としては、

二 層 流 モ デ ル (Maeno and Imamura(2007)(46)) 及 び

Kinematic landslide モデル(佐竹・加藤(2002)(47))を用い

た。 

数値シミュレーションに用いた計算領域とその水深及

び格子分割を第 24 図に、主な計算条件を第 7 表及び第 8

表に示す。 

(c) 評価結果 

数値シミュレーションの結果、評価位置前面における

津波高は、二層流モデルで 0.07m、Kinematic landslide

モデルで 0.20m であり、プレート間地震に起因する津波と

比べて影響は非常に小さい。 

b. 火山現象に起因する津波の評価 

文献調査によると、敷地周辺に大きな影響を及ぼした、火

山現象による歴史津波の記録は知られていないことから、火

山現象に起因する津波については、影響は極めて小さいと評

価した。 

(ⅲ) まとめ 

既往知見を踏まえた津波の評価として、地震及び地震以外

の要因に起因する津波について評価を行った結果、評価位置

における津波高が最大となるのは、プレート間地震に起因す

る津波のうち、北方への連動型地震のすべり量割増モデルを

南に約100km移動させ破壊開始点をP6と設定したケースであ
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り、想定される津波の規模観は評価位置において T.M.S.L.＋

4.00m 程度であった。なお、地震以外の要因に起因する津波

の影響は非常に小さいことから、地震に起因する津波との重

畳を考慮したとしても想定される津波の規模観への影響はな

い。 

２．４ 廃棄物埋設地の安全性評価 

既往知見を踏まえた津波の評価を実施した結果、敷地周辺に

想定される津波の規模観を踏まえても、廃棄物埋設地を設置す

る高さに津波が到達する可能性はなく、安全機能に影響を及ぼ

す可能性はないと評価した。 

また、当社再処理施設における津波影響評価では、断層のす

べり量が既往知見を大きく上回る波源モデルによる検討も実施

している。その結果においても廃棄物埋設地に津波は到達して

いないことを確認した。すべり量が既往知見を大きく上回る波

源モデルによる検討結果を以下に示す。 

なお、再処理施設における検討のうちすべり量が既往知見を

大きく上回る波源モデルは、廃棄物埋設施設の潜在的な危険性

を鑑みると、検討条件として過大な設定と考えられることから、

すべり量が既往知見を大きく上回る波源モデルについては参考

的な位置付けである。 

(ⅰ) すべり量が既往知見を大きく上回る波源モデルの設定 

すべり量が既往知見を大きく上回る波源モデルの設定に当

たっては、国内外の巨大地震のすべり量に関する文献調査を

実施した。 

内閣府(2012)(23)、杉野ほか(2014)(48)等(49)～(52)による文献
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調査の結果、既往の巨大地震及び将来予測のモデルにおける

最大すべり量については、内閣府(2012)(23)の最大のモデルで

60m～70m 程度であった。 

そこで、この評価においては、すべり量が既往知見を大き

く上回る波源モデルとして、既往知見を踏まえた津波の評価

において津波高が最も高いケースの波源モデルの各領域のす

べり量を3倍にしたモデル(以下「すべり量3倍モデル」とい

う。）を設定した。その結果、超大すべり域のすべり量は

31.19m～93.56m となり、内閣府(2012)(23)の最大すべり量 60m

～70m 程度に対し大きく上回る設定となっている(第 9 表参

照)。 

また、既往の巨大地震及び将来予測のモデルにおけるすべ

り分布を見ると、超大すべり域のようなすべりの大きな領域

は波源域全体には分布しておらず、全体の一部の領域のみに

分布している。そこで、この評価においては、すべり量が既

往知見を大きく上回るもう一つの波源モデルとして、波源域

全体を超大すべり域としたモデル（以下「全域超大すべり域

モデル」という。）を設定した。その結果、平均すべり量は

8.40m～31.19m となり、既往の巨大地震及び将来予測のモデ

ルの平均すべり量に対し大きく上回る設定となっている（第

9 表参照）。 

「すべり量 3 倍モデル」及び「全域超大すべり域モデル」

の波源モデルの位置及び諸元を第 25 図及び第 26 図に示す。 

(ⅱ) すべり量が既往知見を大きく上回る波源モデルによる評価

結果 
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すべり量が既往知見を大きく上回る「すべり量 3 倍モデル」

及び「全域超大すべり域モデル」による検討の結果を第27図

及び第 28図に示す。第 27図及び第 28図より、廃棄物埋設地

は、海岸線から約 3km 離れた標高 30m 以上の台地に設置し、

断層のすべり量が既往知見を大きく上回る波源を想定した場

合でも、廃棄物埋設地に津波が到達する可能性はないことを

確認した。 
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第 1表 主な既往の近地津波(1/3) 

発生年月日 

発生場所 

緯度ψ 

経度λ 

地震 

規模 

M 

津波 

規模 

m 

地震・津波の概要 

869 年 

7 月 13 日 

(貞観 11 年) 

三陸沖 

ψ＝ 37.5～39.5°N 

λ＝ 143～145°E 

8.3 

±1/4 

4 三陸沿岸：城郭・倉庫・門櫓・垣壁等崩れ落ち倒

潰するもの無数。津波が多賀城下を襲い、溺死約1

千。三陸沖の巨大地震とみられる。 

1611 年 

12 月 2日 

(慶長 16 年) 

三陸沖 

ψ＝ 39.0°N 

λ＝ 144.4°E 

≒8.1 4 三陸沿岸及び北海道東岸：三陸地方で強震。震害

は軽く、津波の被害が大きかった。伊達領内で死

1,783、南部・津軽で人馬の死 3 千余という。三陸

沿岸で家屋の流出が多く、北海道東部でも溺死が

多かった。1933 年の三陸地震津波に似ている。 

1640 年 

7 月 31 日 

(寛永 17 年) 

渡島地方東部 

ψ＝ 42.1°N 

λ＝ 140.7°E 

－ 2 

(1～2) 

北海道噴火湾：駒ヶ岳噴火に伴い津波があり、死

700 余、昆布舟流出 100 余。 

1677 年 

4 月 13 日 

(延宝 5年) 

青森県東方沖 

ψ＝ 41.0°N 

λ＝ 1421/4°E 

71/4～71/2 2 陸中：八戸に震害あり。震後約 1 時間で津波来た

り。家屋流潰約70軒。余震が多かった。1968年十

勝沖地震と似ている。 

1763 年 

1 月 29 日 

(宝暦 12 年) 

青森県東方沖 

ψ＝ 41.0°N 

λ＝ 1421/4°E 

7.4 1 

(2) 

陸奥八戸：11 月初めより地震があり、この日大地

震。寺院・民家が破損した。平館で家潰 1、死 3。

函館でも強く感じた。津波があり、余震が多かっ

た。1968 年十勝沖地震と似ているので、もっと沖

の大きな地震かもしれない。 

1793 年 

2 月 17 日 

(寛政 5年) 

三陸沖 

ψ＝ 38.5°N 

λ＝ 144.5°E 

8.0～ 

8.4 

2 

[2.5] 

陸前・陸中・磐城：仙台領内で家屋損壊 1 千余、

死 12。沿岸に津波が来て、大槌・両石で流潰家

71、死 9、気仙沼で流失家 300 余。余震が多かっ

た。  

1843 年 

4 月 25 日 

(天保 14 年) 

釧路沖 

ψ＝ 42.0°N 

λ＝ 146.0°E 

≒7.5 2 釧路・根室：厚岸国泰寺で被害があった。津波が

あり、全体で死 46。 家屋破壊 76。八戸にも津

波。松前・津軽で強く感じ、江戸でも有感。 

1856 年 

8 月 23 日 

(安政 3年) 

青森県東方沖 

ψ＝ 41.0°N 

λ＝ 1421/2°E 

≒7.5 2 

[2.5] 

日高・胆振・渡島・津軽・南部：震害は少なかっ

たが、津波が三陸及び北海道の南岸を襲った。南

部藩で流失 93、潰 106、溺死 26、八戸藩でも死 3

等。余震が多かった。1968 年十勝沖地震に津波の

様子がよく似ており、もう少し海溝寄りの地震か

もしれない。 

1894 年 

3 月 22 日 

(明治 27 年) 

根室半島南西沖 

ψ＝ 421/2°N 

λ＝ 146°E 

7.9 2 

[2.5] 

根室沖：根室・厚岸で家屋・土蔵に被害。死1、家

屋潰 12、津波は宮古 4.0m、大船渡 1.5m 等。 

1896 年 

6 月 15 日 

(明治 29 年) 

三陸沖 

ψ＝ 391/2°N 

λ＝ 144°E 

81/4 4 

[3.5] 

『明治三陸地震津波』：震害はない。津波が北海

道より牡鹿半島にいたる海岸に襲来し、死者は青

森 343、宮城 3,452、北海道 6、岩手 18,158。家屋

流失全半潰8千～9千以上、船の被害約7千。波高

は、吉浜 24.4m、綾里 38.2m、田老 14.6m 等。津波

はハワイやカリフォルニアに達した。Mは津波を考

慮したもの。 
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第 1表 主な既往の近地津波(2/3) 

発生年月日 

発生場所 

緯度ψ 

経度λ 

地震 

規模 

M 

津波 

規模 

m 

地震・津波の概要 

1933年 

3月3日 

(昭和8年) 

三陸沖 

ψ＝ 39°07.7′N 

λ＝145°07.0′E 

8.1 3 

[3] 

『三陸地震津波』：震害は少なかった。津波が太

平洋岸を襲い、三陸沿岸で被害は甚大。死・不明

3,064、家屋流失 4,034、倒潰 1,817、浸水

4,018。 波高は綾里湾で 28.7m にも達した。日本

海溝付近で発生した巨大な正断層型地震と考えら

れている。 

1952年 

3月4日 

(昭和27年) 

十勝沖 

ψ＝ 41°42.3′N 

λ＝144°09.0′E 

8.2 2 

[2.5] 

『十勝沖地震』：北海道南部・東北北部に被害が

あり、津波が関東地方に及ぶ。波高は北海道で

3m 前後、三陸沿岸で 1m～2m。死 28、不明 5、家

屋全壊 815、半壊 1,324、流失 91。 

1958年 

11月7日 

(昭和33年) 

択捉島南東沖 

ψ＝ 44°18.0′N 

λ＝148°30.0′E 

8.1 1 

[2] 

(2) 

択捉島付近：釧路地方で電信線・鉄道・道路に小

被害があった。太平洋岸各地に津波があり、小被

害。 

1963年 

10月13日 

(昭和38年) 

択捉島南東沖 

ψ＝ 44°02.9′N 

λ＝149°49.5′E 

8.1 2 

[3] 

択捉島付近：津波があり、三陸沿岸で軽微な被

害。花咲で 1.2m、八戸で 1.3m 等。 

1963年 

10月20日 

(昭和38年) 

択捉島南東沖 

ψ＝ 44°05.6′N 

λ＝150°00.3′E 

6.7 2 

[2] 

ウルップ島沖：10 月 13 日択捉島沖地震の余震。

津波の高さはウルップで 10m～15m、択捉島で

8m。 

1968年 

5月16日 

(昭和43年) 

青森県東方沖 

ψ＝ 40°41.9′N 

λ＝143°35.7′E 

7.9 2 

[2.5] 

『1968 年十勝沖地震』：青森を中心に北海道南

部・東北地方に被害。死 52、傷 330、建物全壊

673、半壊 3,004。青森県下で道路損壊も多かっ

た。津波があり、三陸沿岸 3m～5m、襟裳岬 3m、

浸水 529、船舶流失沈没 127。コンクリ－ト造建

築の被害が目立った。 

1969年 

8月12日 

(昭和44年) 

北海道東方沖 

ψ＝ 43°22.6′N 

λ＝147°54.3′E 

7.8 0 

[2.5] 

(1) 

北海道東方沖：津波により北海道東部に軽い被害

あり。津波の高さは花咲 129cm、釧路 93cm、八戸

109cm。 

1973年 

6月17日 

(昭和48年) 

根室半島南東沖 

ψ＝ 43°03.5′N 

λ＝145°58.2′E 

7.4 0 

[2] 

(1) 

〈1〉 

『1973 年 6 月 17 日根室半島沖地震』：根室・釧

路地方に被害。全体で傷 26、家屋全壊 2、一部破

損 1。小津波があり、波高は花咲で 2.8m、浸水

275、船舶流失沈没 10。 

1994年 

10月4日 

(平成6年) 

北海道東方沖 

ψ＝ 43°22.5′N 

λ＝147°40.4′E 

8.2 [3] 

(2) 

〈2〉 

『平成6年(1994年)北海道東方沖地震』：北海道

東部を中心に被害があり、傷 437、住家全壊 61、

半壊 348。津波は花咲で 173cm。震源に近い択捉

島では死・不明 10 等、地震と津波で大きな被

害。 

2003年 

9月26日 

(平成15年) 

十勝沖 

ψ＝ 41°46.7′N 

λ＝144°04.7′E 

8.0 [2.5] 

〈2〉 

『平成 15 年(2003 年)十勝沖地震』：太平洋プレ

ート上面の逆断層型プレート境界地震で 1952 年

とほぼ同じ場所。死1、不明1、傷849、住家全壊

116、半壊368。最大震度6弱(道内9町村)、北海

道及び本州の太平洋岸に最大 4m程度の津波。 
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第 1表 主な既往の近地津波(3/3) 

発生年月日 

発生場所 

緯度ψ 

経度λ 

地震 

規模 

M 

津波 

規模 

m 

地震・津波の概要 

2011年 

3月11日 

(平成23年) 

東北沖 

ψ＝ 38°06.2′N 

λ＝142°51.7′E 

MＷ9.0 [4] 

〈4〉 

『平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震』：

震源域は岩手県から福島県までの東側沖合で南北

に長さ 400km におよび、日本海溝付近から沿岸部

近くまで太平洋プレートと陸側プレートの境界面

で東西に 200km と広かった。主として大津波によ

って、死者・行方不明者 1 万 8,000 余と明治三陸

津波に次ぐ被害が生じた。 

注 1：「発生年月日」は、宇佐美ほか(2013)(1)による。 

注 2：「発生場所、緯度、経度」及び「地震規模 M」は、次の値を示している。 

1922 年以前の地震、2011 年の地震：宇佐美ほか(2013)(1)。 

1923 年以降の地震(2011 年の地震を除く)：気象庁(1951～2010)(3)による。 

注 3：「津波規模 m」は、宇佐美ほか(2013)(1)による。 

ただし、[  ]は羽鳥(2000)(5)による値(宇佐美ほか(2013)(1)により引用)、( )は渡辺(1998)(2)による

値、〈 〉は国立天文台編(2014)(4)による値で、宇佐美ほか(2013)(1)と異なる場合のみ示している。 

注 4：「地震・津波の概要」は、宇佐美ほか(2013)(1)及び国立天文台編(2014)(4)を参照している。 
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第 2表 主な既往の近地津波の津波高 

(単位：m) 

市町村名 地名 

1611 年 

慶長 16 

三陸沖 

1677 年 

延宝 5 

青森県 

東方沖 

1763 年 

宝暦 12 

青森県 

東方沖 

1856 年 

安政 3 

青森県 

東方沖 

1896 年 

明治 29 

三陸沖 

1933 年 

昭和 8 

三陸沖 

1952 年 

昭和 27 

十勝沖 

1968 年 

昭和 43 

青森県 

東方沖*1 

2003 年 

平成 15 

十勝沖 

2011 年 

平成 23 

東北沖 

森町 森・東森      0.6～1.5  0.6  1.7～2.5 

  砂原      1.2～1.8     

鹿部町 鹿部           

函館市 臼尻    3      1.9 

 椴法華    3      1.1 

 山背泊        1.1  1.8 

 浜町           

 函館   1～2 3 1.8 0.9 0.3 1.0  1.6～3.1 

北斗市 上磯    1.5      1.6 

大間町 奥戸      1.6     

 大間        0.2～1.1  1.7 

風間浦村 易国間        2.2  1.6 

 下風呂      1.8    2.1 

 甲        2.6   

むつ市 木野部      1.5     

 大畑・湊    4  1.0～1.4  2.2  2.5～2.6 

 出戸川      1.6     

 関根      1.0    2.2～2.7 

東通村 入口        1.2 1.7 2.3～5.2 

 岩屋        1.3  1.5～2.1 

 尻屋        2.2  1.8 

 尻労        1.0 2.6 2.3～2.6 

 小田野沢        2.7  1.9 

 老部        2.4   

 白糠        0.9  2.0～2.3 

六ヶ所村 袖戸        0.8～3.1   

 泊        0.6～2.5 1.5 2.4 

 出戸        4.2  2.8 

 尾駮        1.2～1.5  3.5 

 新納屋        3.7   

 高瀬川        1.6  1.9 

三沢市 塩釜      3.0  5.1  5.0～6.7 

 六川目      3.6～4.5  2.1  4.5～6.7 

 淋代      3.0～3.9  2.4  5.2～9.7 

 五川目      3.4  2.5  6.0～11.8 

 四川目      3.8～5.0  2.8～4.0  7.0～9.6 

 三川目      5.0  1.7  5.8～8.1 

おいらせ町 二川目      4.0  2.7  4.5～8.8 

 一川目      1.8～4.2  1.7～4.1  4.8～11.0 

 川口・百石    4  2.5～5.0  3.7～4.0  1.3～8.9 

八戸市 市川・橋向      3.0～3.8    3.0～9.6 

 河原木      1.5～3.0  2.1～4.8  3.3～8.4 

 八戸(湊)   1～3 3～4   2.0 1.6～3.2  1.9～7.1 

 鮫・蕪島     3 2.1～4.7  1.5～4.4  4.5～6.4 

野田村 野田  4～5  6 10.5～20.0 5.0～15.6 2.2 3.9～4.6  5.2～38.4 

宮古市 田老 15～21 2～3  3.8～4 8.5～14.6 4.0～10.1 1.0 1.2～1.5 0.8 7.4～39.8 

 宮古 6～8 2～3 1～2 2 4.6 3.0～8.2 0.7～1.3 1.2～2.0 1.0～1.1 0.4～38.3 

大槌町 
大槌 

(大須賀) 
5～10 2.8～4  3～3.5 2.7～4.0 2.9～3.9  2.2～2.3  7.2～18.1 

釜石市 釜石   1 3～3.7 4.5～8.2 2.7～5.4 2 2.0～3.2 1.3 4.2～30.6 

文献 
羽鳥 

(2000)(5) 

羽鳥 

(2000)(5) 
羽鳥 

(2000)(5) 
羽鳥 

(2000)(5) 

中央 

気象台 

(1933)(6) 

等(2)(7)(8) 

中央 

気象台 

(1933)(6)

等(8)～(10) 

渡辺 

(1998)(2) 

岸 

(1969)(11) 

東北 

大学 
(2004)(12) 

東北地方 

太平洋沖 

地震津波 

合同調査 

グループ

(2012)(13) 

*1：1968 年十勝沖地震と同じものとして扱う。  
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第 3表 主な既往の遠地津波(1/2) 

発生年月日 
発生場所 

緯度ψ 

経度λ 

地震 

規模 

M 

[Mt] 

〈Ms〉 

津波 

規模 

m 
地震・津波の概要 

1586年 

7月10日 

(天正14年) 

ペルーのリマ沖 

ψ＝12.3°S 

λ＝77.7°W 

7.7 4 津波の高さはリマで 26m、10km 内陸まで浸入。三陸

の陸前海岸で津波あり。 

1687年 

10月20日 

(貞享4年) 

ペルーのカヤオ沖 

ψ＝15.2°S 

λ＝75.9°W 

7.6 3 カヤオ、チャシカイ、ピスコで津波。この津波は日

本沿岸にも波及し、塩釜で高さ 1.5 尺～1.6 尺(約

50cm)、12回～13回押し寄せた。沖縄でも3回津波が

押し寄せた。  

1700年 

1月26日 

(元禄12年) 

北米北西部沖 

(カスケード地帯) 

9クラス 

[9?] 

3～4 米国やカナダの沿岸における津波の高さは 5m～7m と

推定。日本沿岸各地の津波の高さは岩手県宮古 3m、

同大槌と和歌山県田辺で 2m、茨城県那珂湊や静岡県

清水(三保)で約 2m と推定される。宮古と田辺で津波

の被害があったという。 

1730年 

7月8日 

(享保15年) 

チリのバルパライ

ソ沖 

ψ＝33.1°S 

λ＝71.6°W 

8.7 4 バルパライソは浸水が激しく、港は破壊された。コ

ンセプシオン全滅。津波は三陸の陸前沿岸に襲来、

牡鹿半島で田畑が浸水した。 

1751年 

5月25日 

(宝暦1年) 

チリのコンセプシ

オン沖 

ψ＝36.8°S 

λ＝71.6°W 

8.5 3 古いコンセプシオンは全滅。津波は日本沿岸へ襲

来、三陸沿岸の大槌、牡鹿及び気仙沼で床まで浸水

した。  

1780年 

6月29日 

(安永9年) 

千島列島 

ウルップ島南東沖 

ψ＝46.0°N 

λ＝151.0°E 

7.5 3 ウルップ島で津波の高さ 10m～12m。同島東岸(ワニノ

フ)に停泊中のロシア船山上に打ち上げられた。津波

は北海道東岸へ襲来した。 

1837年 

11月7日 

(天保8年) 

チリ南部沖 

ψ＝39.8°S 

λ＝73.2°W 

8.0 

[91/4] 

3 コンセプシオン、バルデビアで大津波。津波により

ハワイ諸島で大被害。三陸沿岸陸前の気仙沼湾、本

吉、牡鹿及び宮城の 3郡で潮溢れる。 

1868年 

8月13日 

(慶応4年) 

チリ北部アリカ沖 

ψ＝18.5°S 

λ＝70.4°W 

8.5 

[9.0] 

4 『アリカ地震』：チリ北部(当時ペルー領)で大津波

となり太平洋に波及した。アリカで津波の高さ 14m、

死者 25,000 人ともいわれている。ハワイ島で大被

害。日本沿岸では函館で 2m、宮城県本吉郡、伊豆下

田、沖縄那覇港でも観測。 

1877年 

5月10日 

(明治10年) 

チリのイキケ沖 

ψ＝19.6°S 

λ＝70.2°W 

8.3 

[9.0] 

4 『イキケ地震』：1868 年以上のチリ大地震。太平洋

沿岸全域に波及。チリ沿岸では 1.2m～24m。ハワイ諸

島で 1.2m～6.6m。日本沿岸では、函館 2.4m、釜石

3m、東京湾 0.7m。函館と三陸沿岸で被害があった。

また房総半島で死者を含む被害があった。 

1918年 

9月7日 

(大正7年) 

千島列島 

ウルップ島東方沖 

ψ＝45.5°N 

λ＝151.5°E 

8.2 

[8.5] 

3 津波の高さはウルップ島東岸で 12m。日本沿岸では、

根室1m、函館0.5m、三陸沿岸1m以下。父島では1.4m

で家屋浸水 12、橋梁流失 2の被害。 
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第 3表 主な既往の遠地津波(2/2) 

発生年月日 
発生場所 

緯度ψ 

経度λ 

地震 

規模 

M 

[Mt] 

〈Ms〉 

津波 

規模 

m 

地震・津波の概要 

1922年 

11月11日 

(大正11年) 

チリのアタカマ沖 

ψ＝28.5°S 

λ＝70°W 

8.3 

[8.7] 

3 『アタカマ地震』：チリ沿岸で大津波となり、太平洋

沿岸各地に波及した。ペルーのカヤオで 24m。日本沿

岸の津波の最大全振幅は、花咲 60cm、鮎川 65cm 等。

大船渡で家屋 30棟が波に洗われた(高さ 1～2m か)。 

1946年 

4月1日 

(昭和21年) 

アリューシャン列

島東部 

ψ＝52.8°N 

λ＝162.5°W 

7.4 

[9.3] 

4 『アリューシャン津波』：アリューシャンのウニマク

島灯台で 30.5m、ハワイ諸島で 0.5m～17m の高さとな

る等太平洋沿岸各地にかなりの津波が襲来した。日本

沿岸の津波の最大全振幅は鮎川 56cm、八戸 20cm 等。 

1952年 

11月4日 

(昭和27年) 

カムチャツカ半島

南東沖 

ψ＝52.3°N 

λ＝161.0°E 

8.5 

[9.0] 

3 『カムチャツカ津波』：カムチャツカ半島で 1m～15m

の津波。ハワイ諸島で 10.4m に達する等太平洋沿岸全

域に影響した。日本沿岸における津波の高さは 0.5m～

3.0m 程度。北海道、三陸沿岸、下田、尾鷲等広範囲で

家屋の浸水があり、三陸沿岸では漁業関係の被害があ

った。 

1960年 

5月22日 

(昭和35年) 

チリ南部沖 

ψ＝39.5°S 

λ＝74.5°W 

8.5 

[9.4] 

4 『チリ地震津波』：チリのイスラ・モチャで 20m～25m

の津波。太平洋沿岸各地に波及し、ハワイ諸島で

10.5m に達する。日本沿岸での波高は三陸沿岸で 0.8m

～8.1m、その他で 0.6m～4.2m。日本全体で死・不明

142(うち沖縄で 3)、家屋全壊 1,500 余、半壊 2千余。 

1964年 

3月28日 

(昭和39年) 

アラスカ湾 

ψ＝61.1°N 

λ＝147.5°W 

9.2 

[9.1] 

〈8.4〉 

4 『アラスカ地震津波』：アラスカのバルディーズで

6.1m～30m の津波。日本では三陸沿岸で漁業施設に若

干の被害があった。 

1965年 

2月4日 

(昭和40年) 

アリューシャン列

島 

ψ＝51.3°N 

λ＝178.6°E 

8.7 

[8.6] 

〈8.2〉 

3 アリューシャンで 0.2m～10m の津波。三陸沿岸の浅海

漁業施設に僅かの被害があった。 

1996年 

2月17日 

(平成8年) 

インドネシアのイ

リアン・ジャヤ沖 

ψ＝0.950°S 

λ＝137.016°E 

〈8.1〉 3 インドネシアのビアック島で最大 7.7m(津波到達時の

潮位上)に達した。日本沿岸の津波の最大全振幅は、

父島で 195cm、串本で 170cm。土佐清水では漁船 20 艘

が転覆し、八丈島で漁船に被害があった。 

2010年 

2月27日 

(平成22年) 

チリ中部沖 

ψ＝36.12°S 

λ＝72.90°W 

8.5 [3] チリ沿岸は平均 5m～9m の津波(遡上高さ)。最大は

28m(遡上高さ)。日本沿岸での最大は気仙沼湾奥で

3.0m(全振幅)。 

注 1：「発生年月日」は、宇佐美ほか(2013)(1)による。 

注 2：「発生場所、緯度、経度」、「地震規模 M[Mt]〈Ms〉」及び「津波規模 m」は、次の値を示している。 

2010 年の地震：国立天文台編(2014)(4)による。ただし、「津波規模 m」は宇佐美ほか(2013)(1)による。 

2010 年以外の地震：渡辺(1998)(2)による。 

Mt は津波マグニチュードを、Msは表面波マグニチュードを示す。 

注 3：「地震・津波の概要」は、次を参照している。 

2010 年の地震：今村ほか(2010)(18)及び都司ほか(2010)(19)による。 

2010 年以外の地震：渡辺(1998)(2)による。  
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第 4表 主な既往の遠地津波の津波高 

(単位：m) 

市町村名 地名 

1868 年 

慶応 4 

チリ北部 

アリカ沖 

1877 年 

明治 10 

チリの 

イキケ沖 

1952 年 

昭和 27 

カムチャツカ 

半島南東沖 

1960 年 

昭和 35 

チリ南部沖 

森町 森・東森    1.5 

  砂原    1.5 

鹿部町 鹿部    0.9 

函館市 臼尻    0.4 

 椴法華     

 山背泊    1.9 

 浜町    1.2 

 函館 2 2.4 0.5～1.5 1.4～2.9 

北斗市 上磯    1.3～1.9 

大間町 奥戸     

 大間    2.0 

風間浦村 易国間     

 下風呂     

 甲     

むつ市 木野部    1.9～2.3 

 大畑・湊    1.4～2.1 

 出戸川    1.2 

 関根    1.6 

東通村 入口    1.7～1.8 

 岩屋    1.3 

 尻屋    1.4 

 尻労     

 小田野沢     

 老部     

 白糠    2.0 

六ヶ所村 袖戸     

 泊     

 出戸     

 尾駮    1.0 

 新納屋     

 高瀬川    2.2 

三沢市 塩釜     

 六川目    2.0 

 淋代     

 五川目    2.3 

 四川目    1.9 

 三川目    1.3 

おいらせ町 二川目    1.0 

 一川目    1.2 

 川口・百石    3.2～4.9 

八戸市 市川・橋向    1.5～3.4 

 河原木    2.2～5.3 

 八戸(湊)    2.5～4.3 

 鮫・蕪島   1.8 3.9 

野田村 野田    4.9～5.2 

宮古市 田老   2.2 1.8～3.2 

 宮古   0.4～1.8 1.2～2.4 

大槌町 大槌(大須賀)   1.5 2.4～3.9 

釜石市 釜石  3  2.1～3.3 

文献 渡辺(1998)(2) 渡辺(1998)(2) 渡辺(1998)(2) 

チリ津波 

合同調査班 

(1961)(14)及び

気象庁(1961) 
(15) 
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第 5表 主な計算条件 

空間格子間隔 

Δs(m) 
1440 

480 

(1440/3

) 

160 

(1440/9

) 

80 

(1440/18

) 

40 

(1440/36

) 

20 

(1440/72

) 

10 

(1440/14

4) 

5 

(1440/28

8) 

時間格子間隔 

Δt(s) 
0.1 

基礎方程式 後藤・小川(1982)(25)の非線形長波式 

沖側境界条件 自由透過 外側の大格子領域と水位・流量を接続 

陸側境界条件 完全反射 小谷ほか(1998)(26)の遡上境界条件 

越流境界条件 － 
本間(1940)(27)の 

越流境界条件 

初期海面変動 
地震断層モデルを用いて Mansinha and Smylie(1971)(24)の方法により 

計算される鉛直変位を海面上に与える 

海底摩擦係数 マニングの粗度係数 n=0.03m-1/3s(土木学会(2016)(28)より) 

水平渦動粘性係

数 
考慮しない 

潮位条件 T.M.S.L±0.0m 

計算再現時間 地震発生後 4時間 

基礎方程式：非線形長波［浅水理論］の連続式及び運動方程式 
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ここで， x, y  : 水平座標 (m)  t  : 時間 (s) 

xQ , yQ  : x, y方向の単位幅当たりの流量(＝流速×全水深)(m2/s) 

：静水面からの水位 (m)   D：全水深(  h )(m) 

h：静水深 (m) g：重力加速度 (m/s2) 

n：マニングの粗度係数 (m-1/3s)  
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第 6表 海域の活断層による地殻内地震に起因する津波の推定津波高 

海域活断層 
断層長 

L(㎞) 

断層幅 

W(㎞) 

すべり量 

D(m) 

地震 

モーメント 

M０(N･m) 

モーメント 

マグニ 

チュード 

Mw 

津波の 

伝播距離 

△(㎞) 

推定 

津波高 

Ht(m) 

F-a 20 12.0 2.11 1.75×1019 6.8 63 0.3 

F-b 15 10.0 1.58 8.18×1018 6.5 64 0.2 

F-c 15 10.0 1.58 8.18×1018 6.5 38 0.3 

F-d 6 4.0 0.63 5.24×1017 5.7 15 0.2 

 

第 7表 二層流モデルの主な計算条件 

計算格子間隔 

Δt(s) 

計算時間 

(h) 

海底摩擦係数 

(マニングの粗度係数) 

n(m-1/3s) 
界面抵抗係数 

fint 

水平渦動

粘性係数 

ν(m2/s) 
上層 下層 

0.15 3 0.03 0.40 0.0 
考慮しな

い 

 

第 8表 Kinematic landslide モデルの主な計算条件 

計算格子間隔 
Δt(s) 

計算時間 
(h) 

鉛直変位 
ライズタイム(s) 

変動伝播速度 
(m/s) 

0.15 3 120 10 
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第 9表 既往知見とすべり量 3倍モデルのすべり量の比較 

 

巨大地震のすべり量に関する文献調査結果 評価モデル 

2011 年東北地方 

太平洋沖型地震 

モデル 

(杉野ほか

(2014)(48)） 

南海トラフの 

巨大地震の 

津波断層モデル 

(内閣府

(2012)(23)) 

世界の MW9.0 クラ

スの巨大津波 

(M.Johnson and 

Satake(1999)(49)

等(50～52)) 

既往知見を 

踏まえた 

津波の評価 

モデル 

すべり量 3倍

モデル 

全域超大 

すべり域 

モデル 

平均すべり量 10.4m 8.8m～11.3m 
大きいもので 

11m 
8.40m 25.20m 31.19m 

最大すべり量 31.2m 
最大のモデルで 

「60m～70m」 

大きいもので 

「28m～32m」 
31.19m 93.56m 31.19m 
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第 2 図 青森県東方沖から三陸沖で発生した津波の推定波源域 

注 1：地震調査研究推進本部(2012)
(16)

より抜粋・一部加筆、「1611

慶長」及び「1677 延宝」の震源域は羽鳥(2000)
(5)
による。 
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諸元 

(土木学会(2002)(22)の諸元を補正) 

ﾓｰﾒﾝﾄ 

ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 

Mw 

断層長さ 

L 

(㎞) 

断層幅 

W 

(㎞) 

走向 

θ 

(°) 

上縁深さ 

d 

(㎞) 

傾斜角 

δ 

(°) 

すべり角 

λ 

(°) 

剛性率 

μ 

(N/m2) 

すべり量 

D 

(m) 

8.32 120 70 205 26 20 90 5.0×1010 9.00 

 第 4 図 既往津波の再現性の確認に用いた波源モデルの位置及び諸元 

(1/2)(1856 年の津波) 

敷地 
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諸元 

(土木学会(2002)(22)の諸元を補正) 

ﾓｰﾒﾝﾄ 

ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 

Mw 

断層長さ 

L 

(㎞) 

断層幅 

W 

(㎞) 

走向 

θ 

(°) 

上縁深さ 

d 

(㎞) 

傾斜角 

δ 

(°) 

すべり角 

λ 

(°) 

剛性率 

μ 

(N/m2) 

すべり量 

D 

(m) 

8.36 150 100 195 12 20 76 5.0×1010 5.90 

第 4 図 既往津波の再現性の確認に用いた波源モデルの位置及び諸元 

(2/2)(1968 年の津波)  

敷地 
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1,440m 

  480m 

  160m 

   80m 

空間格子間隔Δs 400㎞200 0 

Ｎ

注 1：コンター線は、1,000m ピッチ。 

第 5 図 計算領域とその水深及び格子分割 
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注 2：コンター線は、陸域

5m、海域 2m ピッチ。 
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第 6 図 敷地近傍の計算領域とその水深及び格子分割 
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諸元 

(第 4 図(2/2)に示す波源モデルの諸元を補正) 
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第 9 図 三陸沖北部のプレート間地震の波源モデルの位置及び諸元 

敷地 
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諸元 

(土木学会(2002)(22)の諸元) 
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第 10 図 津波地震の波源モデルの位置及び諸元  

敷地 
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第 11 図 北方への連動型地震の波源モデルの位置及び諸元（基本モデル） 
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第 12 図 北方への連動型地震の波源モデルの位置及び諸元(1/2) 

（すべり量割増モデル）  
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第 12 図 北方への連動型地震の波源モデルの位置及び諸元(2/2) 

(海溝側強調モデル)  
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第 13 図 破壊開始点の位置 
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第 17 図 正弦波入力による検討結果 

 

 

第 18 図 周波数分析結果 
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第 19図 格子間隔の妥当性に係る検討結果  

土木学会(2016)(28)により算定される格子間隔の目安は、尾駮沼奥で 31m 以下、尾駮沼入り口～尾

駮沼中央部で 111m 程度である。一方、当該領域の格子間隔は 5mに設定している。 

⼟⽊学会(2016)(28)による格⼦間隔の設定 

注 1：コンター線は、陸域 2m、海域 1mピッチ。 
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諸元 

（土木学会(2002)(22)の諸元を補正） 
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第 20 図 海洋プレート内地震の波源モデルの位置及び諸元 

（正断層型の地震） 

敷地 
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第 21 図 敷地周辺海域の活断層分布 
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第 22 図 海底地すべり地形 

SLS-2 

SLS-1 

SLS-4 

SLS-3 

SLS-5 

敷地 
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（黒線：現地形、赤線：復元地形） 

第 23 図 海底地すべり地形の断面 
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第 24 図 計算領域とその水深及び格子分割 

*1：Δs=40m 以下の計算領域については第 6図参照。 
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第 25 図 すべり量 3倍モデルの位置及び諸元 
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第 26 図 全域超大すべり域モデルの位置及び諸元 
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第六条：外部からの衝撃による損傷の防止 
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１ 

 

１．基本方針 

安全機能を有する施設の外部からの衝撃による損傷の防止につい

て、自然現象及び事業所又はその周辺において想定される安全機能

を有する施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象で

あって人為によるもの(故意によるものを除く)(以下「人為事象」と

いう。)のうち、降水、低温・凍結、塩害等の平常時の環境条件とし

て考慮するものに対して、必要な安全機能が損なわれないように設

計する。また、大きな影響を及ぼすおそれがある自然現象及び人為

事象について、国内外の基準及び文献調査により自然現象及び人為

事象(故意によるものを除く。)を網羅的に抽出し、検討対象として、

洪水、土石流、地すべり、火山の影響及びダムの崩壊を選定した。

検討対象として選定した自然現象及び人為事象について、敷地及び

敷地周辺の自然環境や状況等を考慮して検討した結果、埋設する放

射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間において、

廃棄物埋設地の安全機能に大きな影響を及ぼす自然現象及び人為事

象はないため、外部からの衝撃による損傷の防止に関する構造設計

は不要とする。 

なお、自然現象及び人為事象により、安全機能を有する施設に損

傷等が発生した際には、安全上支障のない期間内において、速やか

に修復する。 

  



２ 

 

２．外部からの衝撃による損傷の防止 

２．１ ３号廃棄物埋設施設 

安全機能を有する施設の安全機能に大きな影響を及ぼすおそれがあ

る自然現象及び人為事象の選定に当たり、国内外の基準及び文献(1)～

(24)から自然現象及び人為事象(故意によるものを除く。)を網羅的に抽

出した。 

抽出した現象及び事象を基に、安全機能を有する施設の安全機能に

大きな影響を及ぼすおそれがある自然現象及び人為事象を検討した。

ここで、大きな影響とは、取り扱う放射性廃棄物の放射能濃度が低い

という本施設の特徴を踏まえて、本施設全体に影響を与える現象及び

事象を想定している。 

具体的には、安全機能の喪失を想定し、本施設周辺の公衆への影響

を評価した結果 1mSv に比べて十分に小さいことを確認している。この

ため、安全機能の喪失よりも影響が大きい現象及び事象、又は、埋設

設備が敷地境界に近づくことによる公衆への影響を考慮し、埋設設備

が外力によって移動する現象及び事象を検討対象として選定する。 

以上より、廃棄物埋設施設の安全機能に大きな影響を及ぼすおそれ

がある現象及び事象を検討した結果、自然現象検討対象として、洪水、

地すべり、火山の影響、及び土石流を及び、人為事象としてダムの崩

壊を検討対象として選定した。検討対象として選定した各事象につい

て、敷地及び敷地周辺の自然環境や状況等を考慮し、大きな影響を及

ぼす可能性及び安全設計として考慮する必要性の有無について評価す

る。 

２．１．１ 自然現象に対する考慮 

a. 洪水 
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周辺を流れる老部川の標高は約 5m～20m、二又川の標高は約 1m～

5m である。これらの河川において洪水が発生したとしても、標高

30m 以上の台地に位置する廃棄物埋設地への影響はないことから、

洪水は、大きな影響を及ぼす事象としては考慮しない。 

b. 地すべり 

西の沢以西及び尾駮沼付近を除いた台地上に地すべり地形はなく、

すべり面となるような弱層も確認されていないため、地すべりは、

大きな影響を及ぼす事象としては考慮しない。 

c. 火山の影響 

廃棄物埋設地に影響を及ぼし得る火山を対象に、設計対応不可能

な火山事象について、発生実績、過去最大規模の噴火の知見に基づ

き敷地への到達の可能性を評価した結果、廃棄物埋設地に影響を及

ぼす可能性は十分小さい。また、設計対応可能な火山事象について

は、発生実績、敷地が標高 30m 以上の台地上に位置すること、第四

紀火山と敷地との離隔及び降下火砕物シミュレーションにより廃棄

物埋設地への影響を評価した結果、大きな影響を及ぼす可能性は十

分小さい。なお、降下火砕物の荷重は、降下火砕物シミュレーショ

ン結果及び密度試験結果を考慮した結果、7.0kN/m2 である。降灰荷

重は、埋設設備の単位面積当たりの荷重に対して、十分に小さいこ

とから、埋設設備の安全機能に影響はない。以上より、火山の影響

は、大きな影響を及ぼす事象としては考慮しない。ただし、放射性

廃棄物の受入れの開始から覆土開始までの間において、埋設設備に

降灰が確認された場合は、必要に応じて、除灰を実施する。 

d. 土石流 

周辺を流れる老部川の標高は約 5m～20m、二又川の標高は約 1m～
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5mである。これらの河川において土石流が発生したとしても、標高

30m 以上の台地に位置する廃棄物埋設地への影響はないことから、

土石流は、大きな影響を及ぼす事象としては考慮しない。 

e. 異種の自然現象の重畳 

安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼす自然現象はないため、

異種の自然現象の重畳についても考慮しない。 

２．１．２ 人為事象に対する考慮 

a. ダムの崩壊 

敷地周辺にダムはないことから、ダムの崩壊は、大きな影響を及

ぼす事象としては考慮しない。 

２．１．３ 自然現象及び人為事象の評価結果 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの

間において、廃棄物埋設地の安全機能に大きな影響を及ぼす自然現

象及び人為事象はないため、安全設計への考慮は不要とする。 

 

２．２ １号廃棄物埋設施設 

安全機能を有する施設の安全機能に大きな影響を及ぼすおそれが

ある自然現象及び人為事象については、廃棄物埋設地の設置場所に

よらず変わらないことから、「２．１ ３号廃棄物埋設施設」で選

定した事象と同じである。そのため、検討対象としては洪水、地す

べり、火山の影響、土石流及びダムの崩壊を選定した。また、その

評価も廃棄物埋設地の設置場所によらず変わらないことから、廃棄

物埋設地の安全機能に大きな影響を及ぼす自然現象及び人為事象は

ないため、安全設計への考慮は不要とする。 
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２．３ ２号廃棄物埋設施設 

安全機能を有する施設の安全機能に大きな影響を及ぼすおそれが

ある自然現象及び人為事象については、廃棄物埋設地の設置場所に

よらず変わらないことから、「２．１ ３号廃棄物埋設施設」で選

定した事象と同じである。そのため、検討対象としては洪水、地す

べり、火山の影響、土石流及びダムの崩壊を選定した。また、その

評価も廃棄物埋設地の設置場所によらず変わらないことから、廃棄

物埋設地の安全機能に大きな影響を及ぼす自然現象及び人為事象は

ないため、安全設計への考慮は不要とする。 
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１．基本方針 

１．１ 火災又は爆発の防止に関する構造 

１．１．１ 1 号廃棄物埋設施設 

本施設の特徴として、放射性物質の漏出防止機能、移行抑制機能及び遮蔽

機能の安全機能を静的な設備で確保している。ここで、埋設設備は、不燃性

のコンクリート構造物及び不燃性のセメント系充填材で構成している。また、

覆土は、不燃性の土質系材料を使用する。 

さらに、埋設設備に定置する廃棄体は、実用発電用原子炉の運転及び本施

設の操業に伴って付随的に発生する放射性廃棄物を金属製の容器に固型化し

たものである。 

加えて、操業工程において可燃性ガス等の可燃性物質は使用しないことか

ら、爆発は発生しないため、爆発による影響は考慮しない。 

以上の特徴を踏まえて、安全機能を有する施設は火災及び爆発(以下「火

災等」という。)の発生により、本施設の安全性が損なわれるおそれがない

よう以下の設計とする。 

(ⅰ) 火災等の発生防止 

埋設設備は、火災等発生のおそれがない静的な設備であり、不燃性のコ

ンクリート構造物及びセメント系充填材を使用する設計とする。 

覆土は、火災等発生のおそれがない静的な設備であり、不燃性の土質系

材料を使用する設計とする。 

なお、可燃物等の物品の持ち込みは必要最小限とし、適切に防火措置を

講じることとする。 

(ⅱ) 火災等の感知及び消火 

埋設設備及び覆土には火災等発生源がないことから感知及び消火のため

の設備は必要としない。 
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(ⅲ) 火災等の影響軽減 

埋設設備及び覆土には火災等発生源がないことから影響軽減対策は必要

としない。 

(ⅳ) 異常時の放射線障害の防止(9 条要求) 

「廃棄物埋設施設内の火災及び爆発による影響」については、埋設設備

7,8 群は不燃性のコンクリート構造物及びセメント系充填材を使用する設

計とすること、覆土は不燃性の土質系材料を使用する設計とすることから、

火災により廃棄体が損傷に至ることは想定し難い。また、操業工程におい

て可燃性ガス等の可燃性物質は使用しないことから、爆発も発生しない。

したがって、火災等による異常の発生は想定されず、敷地周辺の公衆に放

射線障害を及ぼすことはない。 

１．１．２ 2 号廃棄物埋設施設 

本施設の特徴として、移行抑制機能及び遮蔽機能の安全機能を静的な設備

で確保している。ここで、覆土は、不燃性の土質系材料を使用する。 

さらに、埋設設備に定置する廃棄体は、実用発電用原子炉の運転及び本施

設の操業に伴って付随的に発生する放射性廃棄物を金属製の容器に固型化し

たものである。 

加えて、操業工程において可燃性ガス等の可燃性物質は使用しないことか

ら、爆発は発生しないため、爆発による影響は考慮しない。 

以上の特徴を踏まえて、安全機能を有する施設は火災及び爆発(以下「火

災等」という。)の発生により、本施設の安全性が損なわれるおそれがない

よう以下の設計とする。 

(ⅰ) 火災等の発生防止 

覆土は、火災等発生のおそれがない静的な設備であり、不燃性の土質系

材料を使用する設計とする。 



３ 

 

なお、可燃物等の物品の持ち込みは必要最小限とし、適切に防火措置を

講じることとする。 

(ⅱ) 火災等の感知及び消火 

覆土には火災等発生源がないことから感知及び消火のための設備は必要

としない。 

(ⅲ) 火災等の影響軽減 

覆土には火災等発生源がないことから影響軽減対策は必要としない。 

(ⅳ) 異常時の放射線障害の防止(9 条要求) 

「廃棄物埋設施設内の火災及び爆発による影響」については、覆土は不

燃性の土質系材料を使用する設計とすることから、火災により廃棄体が損

傷に至ることは想定し難い。また、操業工程において可燃性ガス等の可燃

性物質は使用しないことから、爆発も発生しない。したがって、火災等に

よる異常の発生は想定されず、敷地周辺の公衆に放射線障害を及ぼすこと

はない。 

１．１．３ 3 号廃棄物埋設施設 

本施設の特徴として、放射性物質の漏出防止機能、移行抑制機能及び遮蔽

機能の安全機能を静的な設備で確保している。ここで、埋設設備は、不燃性

のコンクリート構造物及び不燃性のセメント系充填材で構成しており、ポー

ラスコンクリート層は、不燃性のコンクリート構造物である。また、覆土は、

不燃性の土質系材料を使用する。 

さらに、埋設設備に定置する廃棄体は、実用発電用原子炉の運転及び本施

設の操業に伴って付随的に発生する放射性廃棄物を金属製の容器に固型化し

たものである。 

加えて、操業工程において可燃性ガス等の可燃性物質は使用しないことか

ら、爆発は発生しないため、爆発による影響は考慮しない。 
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以上の特徴を踏まえて、安全機能を有する施設は火災及び爆発(以下「火

災等」という。)の発生により、本施設の安全性が損なわれるおそれがない

よう以下の設計とする。 

また、埋設クレーンで発生するおそれのある火災等についても安全機能に

影響を及ぼさないよう以下の設計とする。 

(ⅰ) 火災等の発生防止 

埋設設備は、火災等発生のおそれがない静的な設備であり、不燃性のコ

ンクリート構造物及びセメント系充填材を使用する設計とする。 

ポーラスコンクリート層は、不燃性のコンクリート構造物を使用する設

計とする。 

覆土は、火災等発生のおそれがない静的な設備であり、不燃性の土質系

材料を使用する設計とする。 

また、埋設クレーンの電気・計装盤及びケーブル類は、実用上可能な限

り不燃性または難燃性材料を使用する設計とする。さらに、埋設クレーン

は、使用するとき以外は制御電源を切ることとする。 

なお、可燃物等の物品の持ち込みは必要最小限とし、適切に防火措置を

講じることとする。 

(ⅱ) 火災等の感知及び消火 

埋設設備、ポーラスコンクリート層及び覆土には火災等発生源がないこ

とから感知及び消火のための設備は必要としない。 

また、埋設クレーンの電気・計装盤等は、作業時には作業員が近傍にい

ることにより早期に火災を検知し、消火器により消火を行うことで、他の

設備への影響はない。さらに、火災につながる可能性がある埋設クレーン

の潤滑油の漏えいを早期に発見できるように巡視点検を行うとともに埋設

クレーンに設置した ITV カメラにより検知する。 
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(ⅲ) 火災等の影響軽減 

埋設設備、ポーラスコンクリート層及び覆土には火災等発生源がないこ

とに加えて、埋設クレーンの電気・計装盤等で火災等が発生しても早期発

見及び早期消火ができることから影響軽減対策は必要としない。 

(ⅳ) 異常時の放射線障害の防止(9 条要求) 

「廃棄物埋設施設内の火災及び爆発による影響」については、埋設設備

は不燃性のコンクリート構造物及びセメント系充填材を使用する設計とす

ること、ポーラスコンクリート層は不燃性のコンクリート構造物を使用す

る設計とすること、覆土は不燃性の土質系材料を使用する設計とすること

から、火災により廃棄体が損傷に至ることは想定し難い。また、操業工程

において可燃性ガス等の可燃性物質は使用しないことから、爆発も発生し

ない。したがって、火災等による異常の発生は想定されず、敷地周辺の公

衆に放射線障害を及ぼすことはない。 

(ⅴ) その他設備の火災防護対策 

管理建屋は、3 号廃棄物埋設施設の増設を踏まえても、実用上可能な限

り不燃性または難燃性材料を使用し、消防法及び建築基準法に基づく火災

防護対策を行う既許可から変更はない。 

 

２．設計方針 

２．１ 火災又は爆発の防止に関する設計 

２．１．１ 1 号廃棄物埋設施設 

(ⅰ) 火災及び爆発に対する考慮 

本施設の特徴として、放射性物質の漏出防止機能、移行抑制機能及び遮

蔽機能の安全機能を静的な設備で確保している。ここで、埋設設備は、不

燃性のコンクリート構造物及び不燃性のセメント系充填材で構成している。
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また、覆土は、不燃性の土質系材料を使用している。 

さらに、埋設設備に定置する廃棄体は、実用発電用原子炉の運転及び本

施設の操業に伴って付随的に発生する放射性廃棄物を金属製の容器に固型

化したものである。加えて、操業工程において可燃性ガス等の可燃性物質

は使用しないことから、爆発は発生しないため、爆発による影響は考慮し

ない。 

以上の特徴を踏まえて、安全機能を有する施設は火災及び爆発(以下

「火災等」という。)の発生により、廃棄物埋設施設の安全性が損なわれ

るおそれがないよう以下の設計とする。 

a. 火災等の発生防止 

埋設設備は、火災等発生のおそれがない静的な設備であり、不燃性の

コンクリート構造物及びセメント系充填材を使用する設計とする。 

覆土は、火災等発生のおそれがない静的な設備であり、不燃性の土質

系材料を使用する設計とする。 

運用としては、可燃物等の物品の持ち込みは必要最小限とし、適切に

防火措置を講じる。 

b. 火災等の感知及び消火 

埋設設備及び覆土には火災等発生源がないことから感知及び消火のた

めの設備は必要としない。 

c. 火災等の影響軽減 

埋設設備及び覆土には火災等発生源がないことから影響軽減対策は必

要としない。 

d. 異常時の放射線障害の防止 

「廃棄物埋設施設内の火災及び爆発による影響」については、埋設設

備は不燃性のコンクリート構造物及びセメント系充填材を使用する設計
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とすること、覆土は不燃性の土質系材料を使用する設計とすることから、

火災により廃棄体が損傷に至ることは想定し難く、操業工程において可

燃性ガス等の可燃性物質は使用しないことから、爆発も発生しないため、

火災等によって異常の発生は想定されない。したがって、敷地周辺の公

衆に放射線障害を及ぼすことはない。 

２．１．２ 2 号廃棄物埋設施設 

(ⅰ) 火災及び爆発に対する考慮 

本施設の特徴として、移行抑制機能及び遮蔽機能の安全機能を静的な設

備で確保している。ここで、覆土は、不燃性の土質系材料を使用している。 

さらに、埋設設備に定置する廃棄体は、実用発電用原子炉の運転及び本

施設の操業に伴って付随的に発生する放射性廃棄物を金属製の容器に固型

化したものである。加えて、操業工程において可燃性ガス等の可燃性物質

は使用しないことから、爆発は発生しないため、爆発による影響は考慮し

ない。 

以上の特徴を踏まえて、安全機能を有する施設は火災及び爆発(以下

「火災等」という。)の発生により、廃棄物埋設施設の安全性が損なわれ

るおそれがないよう以下の設計とする。 

a. 火災等の発生防止 

覆土は、火災等発生のおそれがない静的な設備であり、不燃性の土質

系材料を使用する設計とする。 

運用としては、可燃物等の物品の持ち込みは必要最小限とし、適切に

防火措置を講じる。 

b. 火災等の感知及び消火 

覆土には火災等発生源がないことから感知及び消火のための設備は必

要としない。 
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c. 火災等の影響軽減 

覆土には火災等発生源がないことから影響軽減対策は必要としない。 

d. 異常時の放射線障害の防止 

「廃棄物埋設施設内の火災及び爆発による影響」については、覆土は

不燃性である土質系材料を使用する設計とすることから、火災により廃

棄体が損傷に至ることは想定し難く、操業工程において可燃性ガス等の

可燃性物質は使用しないことから、爆発も発生しないため、火災等によ

って異常の発生は想定されない。したがって、敷地周辺の公衆に放射線

障害を及ぼすことはない。 

２．１．３ 3 号廃棄物埋設施設 

(ⅰ) 火災及び爆発に対する考慮 

本施設の特徴として、放射性物質の漏出防止機能、移行抑制機能及び遮

蔽機能の安全機能を静的な設備で確保している。ここで、埋設設備は、不

燃性のコンクリート構造物及び不燃性のセメント系充填材で構成しており、

ポーラスコンクリート層は、不燃性のコンクリート構造物である。また、

覆土は、不燃性の土質系材料を使用している。 

さらに、埋設設備に定置する廃棄体は、実用発電用原子炉の運転及び本

施設の操業に伴って付随的に発生する放射性廃棄物を金属製の容器に固型

化したものである。加えて、操業工程において可燃性ガス等の可燃性物質

は使用しないことから、爆発は発生しないため、爆発による影響は考慮し

ない。 

以上の特徴を踏まえて、安全機能を有する施設は火災及び爆発(以下

「火災等」という。)の発生により、廃棄物埋設施設の安全性が損なわれ

るおそれがないよう以下の設計とする。 

また、埋設クレーンの火災等発生源となりうる電気・計装盤等について
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も安全機能に影響を及ぼさないよう以下の設計とする。 

a. 火災等の発生防止 

埋設設備は、火災等発生のおそれがない静的な設備であり、不燃性の

コンクリート構造物及びセメント系充填材を使用する設計とする。 

ポーラスコンクリート層は、不燃性のコンクリート構造物を使用する

設計とする。 

覆土は、火災等発生のおそれがない静的な設備であり、不燃性の土質

系材料を使用する設計とする。 

運用としては、可燃物等の物品の持ち込みは必要最小限とし、適切に

防火措置を講じる。 

また、埋設クレーンは、以下の対応を行う。 

・電気・計装ケーブルには、実用上可能な限り不燃性又は難燃性ケー

ブルを使用すること 

・漏電防止のため埋設クレーンの電動機を接地すること 

・埋設クレーンの周辺には高温となる機器を設置しないこと 

・電気系統は、保護継電器及び遮断器により、地絡及び短絡に起因す

る過電流による過熱や焼損を防止すること 

・作業終了後に、埋設クレーンの制御電源を切ること 

・埋設クレーンの潤滑油を使用する機器は、潤滑油を機器の中に封入

するとともに、シール構造により漏えい防止を図ること 

b. 火災等の感知及び消火 

埋設設備、ポーラスコンクリート層及び覆土には火災等発生源がない

ことから感知及び消火のための設備は必要としない。 

また、埋設クレーンは、作業終了後に制御電源を切り、作業時には作

業員が近傍にいることにより早期に火災の検知を行うことに加えて、以
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下の対応を行うことにより、火災の感知及び消火対応を行う。 

・火災につながる可能性がある潤滑油の漏えいを早期に発見できるよ

うに巡視点検を行うこと 

・火災の感知対策として、埋設クレーンに設置した ITV カメラにより

潤滑油の漏えいの確認もできるようにすること 

・埋設クレーンには、消火器を設置すること 

c. 火災等の影響軽減 

埋設設備、ポーラスコンクリート層及び覆土には火災等発生源がない

ことに加えて、埋設クレーンの電気・計装盤等で火災等が発生しても早

期発見及び早期消火ができることから影響低軽減対策は必要としない。 

d. 異常時の放射線障害の防止 

「廃棄物埋設施設内の火災及び爆発による影響」については、埋設設

備は不燃性のコンクリート構造物及びセメント系充填材を使用する設計

とすること、ポーラスコンクリート層は不燃性のコンクリート構造物を

使用する設計とすること、覆土は不燃性の土質系材料を使用する設計と

することから、火災により廃棄体が損傷に至ることは想定し難く、操業

工程において可燃性ガス等の可燃性物質は使用しないことから、爆発も

発生しないため、火災等によって異常の発生は想定されない。したがっ

て、敷地周辺の公衆に放射線障害を及ぼすことはない。 

e. その他設備の火災防護対策 

管理建屋は、3 号廃棄物埋設施設の増設を踏まえても、実用上可能な

限り不燃性または難燃性材料を使用し、消防法及び建築基準法に基づく

火災防護対策を行う既許可から変更はない。 
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１．基本方針 

１．１ 安全設計の基本的方針 

本施設の安全設計の基本的方針は、常時機能維持を必要とする動的な設

備・機器は不要であり、静的な設備・機器によりこれらの安全機能を有する

よう設計することとし、これらの安全機能を適切に組み合わせることによっ

て、安全性を確保することとする。 

具体的には、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始ま

での間において、平常時における廃棄物埋設地からの放射性物質の移行、本

施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線並びに周辺環境に対し

て放出される放射性物質により、濃縮・埋設事業所(以下「事業所」とい

う。)の事業所敷地(以下「敷地」という。)周辺の公衆の受ける線量が、「核

原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限

度等を定める告示」(平成 30 年 6 月 8日 原子力規制委員会告示第 4号)(以

下「線量告示」という。)で定められた線量限度を超えないことはもとより、

As Low As Reasonably Achievable(ALARA)の考えの下、合理的に達成できる

限り十分低くなるよう、実効線量で 50μSv/y 以下を達成できる設計とする。 

放射線業務従事者は、その受ける線量が「線量告示」で定められた線量限

度を超えない設計とする。 

１．２ 放射線の遮蔽機能に関する設計方針 

１．２．１ 1 号及び 3号廃棄物埋設施設 

本施設は、敷地周辺の公衆の受ける線量及び放射線業務従事者の受ける線

量並びに管理区域以外の人が立ち入る場所に滞在する者の線量が、「線量告

示」で定められた線量限度を超えないことはもとより、合理的に達成できる

限り低くするため、以下に示す方針に基づき遮蔽機能を有する設計とする。 

遮蔽機能は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間
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において、廃棄体の線量当量率、位置等を考慮し、廃棄体を埋設設備に定置

することにより、平常時における直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線

による敷地周辺の公衆の受ける線量が、周辺環境に対して放出される放射性

物質による公衆の受ける線量を含め、実効線量で 50μSv/y 以下となる設計

とする。また、放射線業務従事者の受ける線量が放射線業務従事者の線量限

度を超えないようにするとともに管理区域以外の人が立ち入る場所に滞在す

る者の線量を公衆の線量限度以下に低減できる設計とする。 

覆土完了から廃止措置の開始までの間において、埋設設備及び覆土により、

平常時における直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による敷地周辺の

公衆の受ける線量が、廃棄物埋設地からの放射性物質の移行による公衆の受

ける線量及び周辺環境に対して放出される放射性物質による公衆の受ける線

量を含め、実効線量で 50μSv/y 以下となる設計とする。また、管理区域以

外の人が立ち入る場所に滞在する者の線量を公衆の線量限度以下に低減でき

る設計とする。 

なお、周辺監視区域の廃止後は公衆が敷地内に立ち入る可能性を考慮し、

覆土により、敷地内に立ち入る公衆の受ける線量を公衆の線量限度以下に低

減できる設計とする。 

１．２．２ 2 号廃棄物埋設施設 

本施設は、敷地周辺の公衆の受ける線量及び管理区域以外の人が立ち入る

場所に滞在する者の線量が、「線量告示」で定められた線量限度を超えない

ことはもとより、合理的に達成できる限り低くするため、以下に示す方針に

基づき遮蔽機能を有する設計とする。 

遮蔽機能は、覆土完了から廃止措置の開始までの間において、埋設設備及

び覆土により、平常時における直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線に

よる敷地周辺の公衆の受ける線量が、廃棄物埋設地からの放射性物質の移行
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による公衆の受ける線量及び周辺環境に対して放出される放射性物質による

公衆の受ける線量を含め、実効線量で 50μSv/y 以下となる設計とする。ま

た、管理区域以外の人が立ち入る場所に滞在する者の線量を公衆の線量限度

以下に低減できる設計とする。 

なお、周辺監視区域の廃止後は公衆が敷地内に立ち入る可能性を考慮し、

覆土により敷地内に立ち入る公衆の受ける線量を公衆の線量限度以下に低減

できる設計とする。 

１．３ 遮蔽設計に係る設計方針 

１．３．１ 1 号及び 2号廃棄物埋設施設 

放射線の遮蔽に関する構造の変更はないことから、既許可の「四 ロ 

(2)その他の主要な構造」のとおり。 

１．３．２ 3 号廃棄物埋設施設 

放射線の遮蔽に関する構造は、廃棄物埋設地のうち埋設設備及び覆土によ

り構成し、直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による放射線被ばくか

ら敷地周辺の公衆及び放射線業務従事者並びに管理区域以外の人が立ち入る

場所に滞在する者を防護する。 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間にあっては廃

棄体を内包する埋設設備は、放射線の減衰効果のあるコンクリート製とし、

外周仕切設備の上部には、コンクリート仮蓋又は覆いを設置して、放射線の

遮蔽を行い、覆土完了から廃止措置の開始までの間にあっては埋設設備及び

その上面及び側面の覆土により、放射線の遮蔽を行う。 

平常時における廃棄物埋設施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガ

ンマ線による公衆の受ける線量が、廃棄物埋設地からの放射性物質の移行に

よる公衆の受ける線量及び周辺環境に対して放出される放射性物質による公

衆の受ける線量を含め、実効線量で 50μSv/y 以下となる設計とする。 
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平常時における廃棄物埋設施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガ

ンマ線による公衆の受ける線量は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始か

ら覆土完了までの間にあっては、埋設設備による遮蔽により、約 23μSv/y

であり、周辺環境に対して放出される放射性物質によって公衆が受ける線量

を含めても約 23μSv/y である。覆土完了から廃止措置の開始までの間にあ

っては、覆土による遮蔽により、約 1.0×10-4μSv/y であり、廃棄物埋設地

からの放射性物質の移行による公衆が受ける線量及び周辺環境に対して放出

される放射性物質による公衆の受ける線量を含めても約 3.8μSv/y である。 

１．４ 管理区域等における線量低減措置 

１．４．１ 1 号及び 2号廃棄物埋設施設 

放射線の遮蔽に関する構造の変更はないことから、既許可の「四 ロ 

(2)その他の主要な構造」のとおり。 

１．４．２ 3 号廃棄物埋設施設 

本施設は以下の放射線防護上の措置を講じることで、敷地周辺の公衆の受

ける線量及び放射線業務従事者の受ける線量並びに管理区域以外の人が立ち

入る場所に滞在する者の線量を低減できるものとする。 

a. 共通事項 

 埋設設備の最上段に定置する廃棄体は、表面線量当量率が 0.3mSv/h を

超えないものとすること 

 埋設設備の外周仕切設備の近傍に定置する廃棄体は、表面線量当量率

が 2mSv/h を超えないものとすること 

 埋設設備に廃棄体を定置した後は、速やかにコンクリート仮蓋を設置

すること 

b. 放射線業務従事者の受ける線量を低減 

 放射性廃棄物の受入施設のうち埋設クレーンは、放射性物質の飛散防
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止措置として、廃棄体等の落下防止を講じた設計とするとともに、自

動化及び遠隔化を図ること 

 管理区域での放射線業務従事者の作業について、作業時間の制限、放

射線防護具類の着用等の必要な措置を講じること 

 作業中に適宜、外部放射線に係る線量当量率、空気中の放射性物質濃

度及び表面密度を測定し、必要な場合には、遮蔽物の使用又は除染を

行い、作業環境の保全に努めること 

なお、事業所内の人が立ち入る場所に滞在する者の管理区域への立ち入り

を管理する。 

１．５ 放射性物質の飛散防止に関する構造 

１．５．１ 1 号廃棄物埋設施設 

廃棄体が落下した場合に想定される廃棄体の損傷による敷地周辺の公衆及

び放射線業務従事者への影響を緩和するため、廃棄物埋設地の廃棄体定置時

における廃棄体を取り扱う高さは 7m未満とする。 

１．５．２ 2 号廃棄物埋設施設 

廃棄体が落下した場合に想定される廃棄体の損傷による敷地周辺の公衆及

び放射線業務従事者への影響を緩和するため、廃棄物埋設地の廃棄体定置時

における廃棄体を取り扱う高さは 8m未満とする。 

１．５．３ 3 号廃棄物埋設施設 

放射性物質の飛散防止に関する構造は、埋設する放射性廃棄物を取り扱っ

ている間において、廃棄体及びコンクリート仮蓋の落下を防止するため、放

射性廃棄物の受入施設のうち埋設クレーンにインターロックを設けた構造と

する。 

廃棄体が落下した場合に想定される廃棄体の損傷による敷地周辺の公衆及

び放射線業務従事者への影響を緩和するため、廃棄物埋設地の廃棄体定置時
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における廃棄体を取り扱う高さは 8m未満とする。 
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２．設計方針 

２．１ 廃棄物埋設施設の安全設計に関する説明 

２．１．１ 安全設計の方針 

２．１．１．１ 1号廃棄物埋設施設 

本施設は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(以

下「原子炉等規制法」という。)等の関係法令の要求を満足するとともに、

「第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」(以下

「許可基準規則」という。)に適合する構造とする。 

本施設で取り扱う放射性廃棄物で容器に固型化したもの(以下「廃棄体」

という。)は、実用発電用原子炉の運転及び本施設の操業に伴って付随的に

発生する放射性廃棄物をセメント系充填材等で金属製の容器に固型化したも

ので、その容器が損傷しない限り、放射性物質は漏えいすることはない。ま

た、取り扱う廃棄体の放射能濃度が低く、個々の廃棄体に含まれる放射性物

質の量は十分少ないが、埋設する総本数が多い。そのため、放射性物質の漏

出を防止する機能(以下「漏出防止機能」という。)、廃棄物埋設地の外への

放射性物質の漏出を低減する機能及び生活環境への移行を抑制する機能(以

下これらをあわせて「移行抑制機能」という。)並びに遮蔽機能が喪失した

場合には、放射線障害を及ぼすおそれがあることから、これらを安全機能と

する。 

本施設の安全設計の基本的方針は、常時機能維持を必要とする動的な設

備・機器は不要であり、静的な設備・機器によりこれらの安全機能を有する

よう設計することとし、これらの安全機能を適切に組み合わせることによっ

て、安全性を確保することとする。 

具体的には、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始ま

での間において、平常時における廃棄物埋設地からの放射性物質の移行、本
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施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線並びに周辺環境に対し

て放出される放射性物質により、濃縮・埋設事業所(以下「事業所」とい

う。)の事業所敷地(以下「敷地」という。)周辺の公衆の受ける線量が、「核

原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限

度等を定める告示」(平成 30 年 6 月 8日 原子力規制委員会告示第 4号)(以

下「線量告示」という。)で定められた線量限度を超えないことはもとより、

As Low As Reasonably Achievable(ALARA)の考えの下、合理的に達成できる

限り十分低くなるよう、実効線量で 50μSv/y 以下を達成できる設計とする。 

放射線業務従事者は、その受ける線量が「線量告示」で定められた線量限

度を超えない設計とする。 

廃止措置の開始後、廃棄物埋設地は、廃棄物埋設地の保全に関する措置を

必要としない状態に移行する見通しのある設計とする。廃棄物埋設地の保全

に関する措置を必要としない状態とは、廃止措置の開始後の評価において、

科学的に合理的と考えられる範囲の人工バリアや天然バリアの状態及び被ば

くに至る経路の組合せのうち、最も可能性が高いと考えられるパラメータを

設定した自然事象シナリオで評価される公衆の受ける線量が 10μSv/y を超

えないこと、科学的に合理的と考えられる範囲の人工バリアや天然バリアの

状態及び被ばくに至る経路の組合せのうち、最も厳しいパラメータを設定し

た自然事象シナリオで評価される公衆の受ける線量が 300μSv/y を超えない

こと、自然事象シナリオ以外の廃棄物埋設地の掘削による放射性物質の廃棄

物埋設地からの漏えい、天然バリア中の移行及び当該掘削後の土地利用を考

慮した人為事象シナリオの公衆の受ける線量が 1mSv/y を超えないこととす

る。 

ここで、人工バリアとは、埋設する放射性廃棄物からの放射性物質の漏出

の防止又は低減を行う人工構築物をいう。天然バリアとは、埋設する放射性
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廃棄物又は人工バリアの周囲に存在し、埋設する放射性廃棄物から漏出して

きた放射性物質の生活環境への移行の抑制を行う岩盤(鷹架層)をいう。 

２．１．１．２ 2号及び 3号廃棄物埋設施設 

本施設は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(以

下「原子炉等規制法」という。)等の関係法令の要求を満足するとともに、

「第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」(以下

「許可基準規則」という。)に適合する構造とする。 

本施設で取り扱う放射性廃棄物で容器に固型化したもの(以下「廃棄体」

という。)は、実用発電用原子炉の運転及び本施設の操業に伴って付随的に

発生する固体状の放射性廃棄物をセメント系充填材で金属製の容器に固型化

したもので、その容器が損傷しない限り、放射性物質は漏えいすることはな

い。また、取り扱う廃棄体の放射能濃度が低く、個々の廃棄体に含まれる放

射性物質の量は十分少ないが、埋設する総本数が多い。そのため、放射性物

質の漏出を防止する機能（以下「漏出防止機能」という。）、廃棄物埋設地の

外への放射性物質の漏出を低減する機能及び生活環境への移行を抑制する機

能（以下これらをあわせて「移行抑制機能」という。）並びに遮蔽機能が喪

失した場合には、放射線障害を及ぼすおそれがあることから、これらを安全

機能とする。 

本施設の安全設計の基本的方針は、常時機能維持を必要とする動的な設

備・機器は不要であり、静的な設備・機器によりこれらの安全機能を有する

よう設計することとし、これらの安全機能を適切に組み合わせることによっ

て、安全性を確保することとする。 

具体的には、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始ま

での間において、平常時における廃棄物埋設地からの放射性物質の移行、本

施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線並びに周辺環境に対し
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て放出される放射性物質により、濃縮・埋設事業所(以下「事業所」とい

う。)の事業所敷地(以下「敷地」という。)周辺の公衆の受ける線量が、「核

原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限

度等を定める告示」(平成 30 年 6 月 8日 原子力規制委員会告示第 4号)(以

下「線量告示」という。)で定められた線量限度を超えないことはもとより、

As Low As Reasonably Achievable(ALARA)の考えの下、合理的に達成できる

限り十分低くなるよう、実効線量で 50μSv/y 以下を達成できる設計とする。 

放射線業務従事者は、その受ける線量が「線量告示」で定められた線量限

度を超えない設計とする。 

廃止措置の開始後、廃棄物埋設地は、廃棄物埋設地の保全に関する措置を

必要としない状態に移行する見通しのある設計とする。廃棄物埋設地の保全

に関する措置を必要としない状態とは、廃止措置の開始後の評価において、

科学的に合理的と考えられる範囲の人工バリアや天然バリアの状態及び被ば

くに至る経路の組合せのうち、最も可能性が高いと考えられるパラメータを

設定した自然事象シナリオで評価される公衆の受ける線量が 10μSv/y を超

えないこと、科学的に合理的と考えられる範囲の人工バリアや天然バリアの

状態及び被ばくに至る経路の組合せのうち、最も厳しいパラメータを設定し

た自然事象シナリオで評価される公衆の受ける線量が 300μSv/y を超えない

こと、自然事象シナリオ以外の廃棄物埋設地の掘削による放射性物質の廃棄

物埋設地からの漏えい、天然バリア中の移行及び当該掘削後の土地利用を考

慮した人為事象シナリオの公衆の受ける線量が 1mSv/y を超えないこととす

る。 

ここで、人工バリアとは、埋設する放射性廃棄物からの放射性物質の漏出

の防止又は低減を行う人工構築物をいう。天然バリアとは、埋設する放射性

廃棄物又は人工バリアの周囲に存在し、埋設する放射性廃棄物から漏出して
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きた放射性物質の生活環境への移行の抑制を行う岩盤(鷹架層)をいう。 

２．１．２ 放射線の遮蔽機能に関する設計方針 

２．１．２．１ 1号及び 3号廃棄物埋設施設 

本施設は、敷地周辺の公衆の受ける線量及び放射線業務従事者の受ける線

量並びに管理区域以外の人が立ち入る場所に滞在する者の線量が、「線量告

示」で定められた線量限度を超えないことはもとより、合理的に達成できる

限り低くするため、以下に示す方針に基づき遮蔽機能を有する設計とする。 

遮蔽機能は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間に

おいて、廃棄体の表面線量当量率、位置等を考慮し、廃棄体を埋設設備に定

置することにより、平常時における直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ

線による敷地周辺の公衆の受ける線量が、周辺環境に対して放出される放射

性物質による公衆の受ける線量を含め、実効線量で 50μSv/y 以下となる設

計とする。また、放射線業務従事者の受ける線量が放射線業務従事者の線量

限度を超えないようにするとともに管理区域以外の人が立ち入る場所に滞在

する者の線量を公衆の線量限度以下に低減できる設計とする。 

覆土完了から廃止措置の開始までの間において、埋設設備及び覆土により、

平常時における直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による敷地周辺の

公衆の受ける線量が、廃棄物埋設地からの放射性物質の移行による公衆の受

ける線量及び周辺環境に対して放出される放射性物質による公衆の受ける線

量を含め、実効線量で 50μSv/y 以下となる設計とする。また、管理区域以

外の人が立ち入る場所に滞在する者の線量を公衆の線量限度以下に低減でき

る設計とする。 

なお、周辺監視区域の廃止後は公衆が敷地内に立ち入る可能性を考慮し、

覆土により、敷地内に立ち入る公衆の受ける線量を公衆の線量限度以下に低

減できる設計とする。 
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２．１．２．２ 2号廃棄物埋設施設 

本施設は、敷地周辺の公衆の受ける線量及び管理区域以外の人が立ち入る

場所に滞在する者の線量 が、「線量告示」で定められた線量限度を超えない

ことはもとより、合理的に達成できる限り低くするため、以下に示す方針に

基づき遮蔽機能を有する設計とする。 

遮蔽機能は、覆土完了から廃止措置の開始までの間において、埋設設備及

び覆土により、平常時における直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線に

よる敷地周辺の公衆の受ける線量が、廃棄物埋設地からの放射性物質の移行

による公衆の受ける線量及び周辺環境に対して放出される放射性物質による

公衆の受ける線量を含め、実効線量で 50μSv/y 以下となる設計とする。ま

た、管理区域以外の人が立ち入る場所に滞在する者の線量を公衆の線量限度

以下に低減できる設計とする。 

なお、周辺監視区域の廃止後は公衆が敷地内に立ち入る可能性を考慮し、

覆土により、敷地内に立ち入る公衆の受ける線量を公衆の線量限度以下に低

減できる設計とする。 

２．１．３ 遮蔽機能に関する安全設計 

２．１．３．１ 1号廃棄物埋設施設 

埋設設備 7,8 群の漏出防止対策の追加及び埋設を行う廃棄体の種類の追加

に伴う遮蔽設計に係る変更はないことから、既許可の「添付書類五 ロ 

(2) 放射線防護等に関する安全設計」のとおり。 

２．１．３．２ 2号廃棄物埋設施設 

遮蔽設計に係る変更はないことから、既許可の「添付書類五 ロ (2) 

放射線防護等に関する安全設計」のとおり。 

２．１．３．３ 3号廃棄物埋設施設 

(ⅰ) 廃棄物埋設地の遮蔽設計 
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廃棄物埋設地は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了まで

の間において、放射線の減衰効果のあるコンクリート製の外周仕切設備、内

部仕切設備、廃棄体支持架台、覆い及びコンクリート仮蓋並びにセメント系

充填材を配置することで、直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による

敷地周辺の公衆の受ける線量及び放射線業務従事者の受ける線量並びに管理

区域以外の人が立ち入る場所に滞在する者の線量を低減できる設計とする。 

覆土完了から廃止措置の開始までの間において、埋設設備及び覆土のうち

難透水性覆土及び下部覆土により、敷地周辺の公衆の受ける線量及び管理区

域以外の人が立ち入る場所に滞在する者の線量を低減できる設計とする。 

なお、周辺監視区域の廃止後は公衆が敷地内に立ち入る可能性を考慮し、

覆土により、敷地内に立ち入る公衆の受ける線量を低減できる設計とする。 

(ⅱ) 管理区域等における線量低減措置について 

本施設は以下の放射線防護上の措置を講じることで、敷地周辺の公衆の受

ける線量及び放射線業務従事者の受ける線量並びに管理区域以外の人が立ち

入る場所に滞在する者の線量を低減できるものとする。 

a.共通事項 

・ 埋設設備の最上段に定置する廃棄体は、表面線量当量率が 0.3mSv/h を

超えないものとする。 

・ 埋設設備の外周仕切設備の近傍に定置する廃棄体は、表面線量当量率

が 2mSv/h を超えないものとする。 

・ 埋設設備に廃棄体を定置した後は、速やかにコンクリート仮蓋を設置

する。 

b. 放射線業務従事者の受ける線量を低減 

・ 放射性廃棄物の受入施設のうち埋設クレーンは放射性物質の飛散防止

のための措置として、廃棄体等の落下防止を講じた設計とするととも
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に、自動化及び遠隔化を図る。 

２．１．４ 埋設クレーンの設計 

２．１．４．１ 3号廃棄物埋設施設 

埋設クレーンは、廃棄物埋設地に設置し、専用の吊具を用いて、構内廃

棄体輸送車両から廃棄体を 8本単位で吊り上げ、埋設設備に定置する。ま

た、コンクリート仮蓋等の運搬、設置及び撤去にも使用する。 

埋設クレーンは、「クレーン構造規格」に基づき設計する。また、廃棄

体等の取扱いについては、放射性物質の飛散防止のための措置として、廃

棄体等の落下を防止するインターロックを設けた設計とする。さらに、廃

棄体が落下した場合に想定される廃棄体の損傷による敷地周辺の公衆及び

放射線業務従事者への影響を緩和するため、廃棄体を取り扱う高さは 8m

未満とする設計とする。 

なお、最大吊上げ高さ 8m での充填固化体の落下試験では、内容物の漏

出率は最大で 6.4×10-7 であった。廃棄体落下を想定した場合の公衆への

影響評価での飛散率である 1×10-5 以下となることから、公衆への影響は

小さくなる。 

埋設クレーンの主な仕様は、以下に示すとおりである。 

(a) 埋設クレーン 

種類              ：橋型クレーン 

数量       ：1 台 

主要材料     ：炭素鋼 

定格荷重     ：約 15t 

インターロック機能： 

・クレーン位置異常検知による停止のインターロック 

・着床検知後に廃棄体把持解除可のインターロック 
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・廃棄体吊上げ高さ制限を超えないよう自動停止するインターロック

(8m 以上の高さとならない) 

・停電時の廃棄体保持機能 

・廃棄体の吊り荷重異常(過荷重)、把持不良検知による停止のインター

ロック 

その他構成機器     ：吊具 

設置場所           ：廃棄物埋設地 

 

２．２ 核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に

関する説明 

２．２．１ 線量評価結果 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間にお

いて、考慮する線量評価シナリオは、排気口から放出する気体廃棄物中の

放射性物質の吸入摂取に係る線量で約 3.5×10-6μSv/y、排水口から放出

する液体廃棄物中の放射性物質が移行する尾駮沼の水産物摂取に係る線量

で約 1.7×10-2μSv/y であるが、これらの線量の値は小さい。 

また、1 号及び 2 号廃棄物埋設地からの線量を重畳した値は、埋設する

放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間においては、本施設に

一時貯蔵及び埋設する廃棄体中に含まれる放射性物質からの外部被ばくの

約 23μSv/y である。 

この期間は、埋設設備により放射性物質の漏出を防止する機能を有する

ことから、地下水中の放射性物質が移行する尾駮沼の水産物摂取による内

部被ばくは発生しない。 

覆土完了から廃止措置の開始までの間において、1 号及び 2 号廃棄物埋

設地からの線量を重畳した値は、地下水中の放射性物質が移行する尾駮沼
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の水産物摂取に係る線量で約 3.8μSv/y である。 

この期間は、十分な厚さの覆土があるため、難透水性覆土及び下部覆土

の厚さの最小値となる埋設設備から 4m の位置で評価を行っても、約

1.0×10-4μSv/ｙであることから、十分小さい値である。さらに 1 号及び

2 号廃棄物埋設施設に対しても同様に評価を行った結果として約 1.0×10-

3μSv/y であり、重畳したとしても対象位置が離れていることから、周辺

監視区域の廃止後に敷地内へ立ち入る人を考慮しても外部被ばく線量影響

は無視できる。 

以上より、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間

にあっては公衆の受ける 1号及び 2号廃棄物埋設地からの寄与を考慮した

合計線量は約 23μSv/y、覆土完了から廃止措置の開始までの間にあって

は公衆の受ける 1号及び 2号廃棄物埋設地からの寄与を考慮した合計線量

は約 3.8μSv/y となり、本施設は、公衆に対して合理的に達成できる限り

十分に低い線量となる施設の設計となっている。 

２．２．２ 放射線管理 

(1) 放射線防護に関する基本方針 

放射線防護に当たっては、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律｣(以下「原子炉等規制法」という。)及び｢労働安全衛生法｣

を遵守するとともに、放射線障害の防止を図るため、以下の管理を行い、

放射線業務従事者及び放射線業務従事者以外の者であって管理区域に一時

的に立ち入る者(以下「一時立入者」という。)の線量が「核原料物質又は

核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定め

る告示」(平成 30年 6 月 8 日 原子力規制委員会告示第 4号)(以下「線量

告示」という。)に定められた線量限度を超えないようにするとともに、1

号廃棄物埋設施設(以下「本施設」という。)に起因する公衆の受ける線量
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を合理的に達成できる限り低くすることとする。 

 

(2) 放射線管理 

(ⅰ) 作業管理 

管理区域内での作業は、放射線業務従事者の線量限度を超えないよう、

放射線業務従事者の線量を低減するため、原則として次以下のように行う。 

・作業環境及び放射線業務従事者の個人被ばく歴を考慮した上で、作業

時間の制限、放射線防護具類の着用等の必要な条件を作業計画に定め、

必要に応じて、事前に作業訓練を行う 

・作業中に適宜、外部放射線に係る線量当量率、空気中の放射性物質

濃度及び表面密度を測定し、必要な場合には、遮蔽物の使用又は除

染等を行い、作業環境の保全に努める 

(ⅱ) 人の出入管理 

a. 管理区域への出入管理 

管理区域への出入りは、あらかじめ指定された者で、かつ、必要な場

合に限るものとする。なお、事業所内の人が立ち入る場所に滞在する者

についても、管理区域への立ち入りを管理する。 

以上 
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１．基本方針 

１．１ 1号廃棄物埋設施設 

安全機能を有する埋設設備 7,8 群及び覆土は静的な設備であり、動的な

設備・機器ではないことから、故障、誤動作又は誤操作による異常の発生

は想定されない。また、1 号廃棄物埋設施設で取り扱う廃棄体は、容器に

固型化されたものであり、放射性物質の飛散又は漏えいは起き難いととも

に、放射能濃度が低く、個々の廃棄体に含まれる放射性物質の量は十分少

ないという特徴があるため、埋設設備及び覆土が一部破損した場合におい

ても、敷地周辺の公衆に放射線障害を及ぼすことはない。そのため、「誤

操作による放射性廃棄物の落下等に伴う放射性物質の飛散」及び「その他

機器等の破損、故障、誤動作又は操作員の誤操作等に伴う放射性物質の外

部放出等であって、公衆の放射線被ばくの観点から重要と考えられる異常」

の発生は想定されず、敷地周辺の公衆に放射線障害を及ぼすことはない。 

「廃棄物埋設施設内の火災及び爆発による影響」については、埋設設備

7,8 群は不燃性のコンクリート構造物及びセメント系充填材を使用する設

計とすること、覆土は不燃性の土質系材料を使用する設計とすることから、

火災により廃棄体が損傷に至ることは想定し難い。また、操業工程におい

て可燃性ガス等の可燃性物質は使用しないことから、爆発も発生しない。

したがって、火災等による異常の発生は想定されず、敷地周辺の公衆に放

射線障害を及ぼすことはない。 

１.２ 2 号廃棄物埋設施設 

安全機能を有する覆土は静的な設備であり、動的な設備・機器ではない

ことから、故障、誤動作又は誤操作による異常の発生は想定されない。ま

た、2 号廃棄物埋設施設で取り扱う廃棄体は、容器に固型化されたもので

あり、放射性物質の飛散又は漏えいは起き難いとともに、放射能濃度が低
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く、個々の廃棄体に含まれる放射性物質の量は十分少ないという特徴があ

るため、覆土が一部破損した場合においても、敷地周辺の公衆に放射線障

害を及ぼすことはない。そのため、「誤操作による放射性廃棄物の落下等

に伴う放射性物質の飛散」及び「その他機器等の破損、故障、誤動作又は

操作員の誤操作等に伴う放射性物質の外部放出等であって、公衆の放射線

被ばくの観点から重要と考えられる異常」の発生は想定されず、敷地周辺

の公衆に放射線障害を及ぼすことはない。 

「廃棄物埋設施設内の火災及び爆発による影響」については、覆土は不

燃性の土質系材料を使用する設計とすることから、火災により廃棄体が損

傷に至ることは想定し難い。また、操業工程において可燃性ガス等の可燃

性物質は使用しないことから、爆発も発生しない。したがって、火災等に

よる異常の発生は想定されず、敷地周辺の公衆に放射線障害を及ぼすこと

はない。 

１.３ 3 号廃棄物埋設施設 

安全機能を有する埋設設備、ポーラスコンクリート層及び覆土は静的な

設備であり、動的な設備・機器ではないことから、故障、誤動作又は誤操

作による異常の発生は想定されない。また、3 号廃棄物埋設施設で取り扱

う廃棄体は、容器に固型化されたものであり、放射性物質の飛散又は漏え

いは起き難いとともに、放射能濃度が低く、個々の廃棄体に含まれる放射

性物質の量は十分少ないという特徴があるため、埋設設備、ポーラスコン

クリート層及び覆土が一部破損した場合においても、敷地周辺の公衆に放

射線障害を及ぼすことはない。そのため、「誤操作による放射性廃棄物の

落下等に伴う放射性物質の飛散」及び「その他機器等の破損、故障、誤動

作又は操作員の誤操作等に伴う放射性物質の外部放出等であって、公衆の

放射線被ばくの観点から重要と考えられる異常」の発生は想定されず、敷
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地周辺の公衆に放射線障害を及ぼすことはない。なお、3 号廃棄物埋設施

設の埋設クレーンに対して、誤操作による放射性廃棄物の落下等に伴う放

射性物質の飛散については、定置作業中に廃棄体吊り具の破損によって廃

棄体が落下し、損傷することによる放射性物質の飛散事象について影響評

価した結果、公衆の受ける線量は、約 1.7×10-4mSv である。 

「廃棄物埋設施設内の火災及び爆発による影響」については、埋設設備

は不燃性のコンクリート構造物及びセメント系充填材を使用する設計とす

ること、ポーラスコンクリート層は不燃性のコンクリート構造物を使用す

る設計とすること、覆土は不燃性の土質系材料を使用する設計とすること

から、火災により廃棄体が損傷に至ることは想定し難い。また、操業工程

において可燃性ガス等の可燃性物質は使用しないことから、爆発も発生し

ない。したがって、火災等による異常の発生は想定されず、敷地周辺の公

衆に放射線障害を及ぼすことはない。 
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２．異常時の放射線障害の防止に係る設計方針 

２．１ 基本的考え方 

２．１．１ 1 号廃棄物埋設施設 

既設設備における異常の評価については、構造及び設備の変更はない

ことから、「廃棄物埋設事業変更許可申請書」(平成 10 年 10 月 8 日付

け、10 安(廃規)第 49 号をもって事業変更許可)の「添付書類七」のと

おりとし、安全機能を有する設備における基本的考え方について明記す

る。 

(1) 基本的考え方 

異常時の安全性を確認するという観点から、廃棄物埋設施設(以下

「本施設」という。)における安全機能を有する埋設設備 7,8 群及び覆

土を対象に異常の発生の可能性を検討し、異常が発生した場合における

事業所周辺の公衆の受ける線量を評価する。 

安全機能を有する埋設設備 7,8 群及び覆土は、静的な設備であり、動

的な設備・機器ではないことから、故障、誤動作又は誤操作による異常

の発生は想定されない。また、本施設で取り扱う廃棄体は、容器に固型

化されたものであり、放射性物質の飛散又は漏えいは起き難いとともに、

放射能濃度が低く、個々の廃棄体に含まれる放射性物質の量は十分少な

いという特徴があるため、埋設設備 7,8 群及び覆土が一部破損した場合

においても、敷地周辺の公衆に放射線障害を及ぼすことはない。したが

って、「誤操作による放射性廃棄物の落下等に伴う放射性物質の飛散」

及び「その他機器等の破損、故障、誤動作又は操作員の誤操作等に伴う

放射性物質の外部放出等であって、公衆の放射線被ばくの観点から重要

と考えられる異常」の発生は想定されず、敷地周辺の公衆に放射線障害

を及ぼすことはない。また、「廃棄物埋設施設内の火災及び爆発による
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影響」については、埋設設備 7,8 群は不燃性のコンクリート構造物及び

セメント系充填材を使用する設計とすること、覆土は不燃性の土質系材

料を使用する設計とすることから、火災により廃棄体が損傷に至ること

は想定し難い。さらに、操業工程において可燃性ガス等の可燃性物質は

使用しないことから、爆発も発生しない。したがって、火災及び爆発に

よる異常の発生は想定されず、敷地周辺の公衆に放射線障害を及ぼすこ

とはない。 

２．１．２ 2 号廃棄物埋設施設 

既設設備における異常の評価については、構造及び設備の変更はない

ことから、「廃棄物埋設事業変更許可申請書」(平成 10 年 10 月 8 日付

け、10 安(廃規)第 49 号をもって事業変更許可)の「添付書類七」のと

おりとし、安全機能を有する設備における基本的考え方について明記す

る。 

(1) 基本的考え方 

異常時の安全性を確認するという観点から、廃棄物埋設施設(以下

「本施設」という。)における安全機能を有する覆土を対象に異常の発

生の可能性を検討し、異常が発生した場合における事業所周辺の公衆の

受ける線量を評価する。 

安全機能を有する覆土は、静的な設備であり、動的な設備・機器では

ないことから、故障、誤動作又は誤操作による異常の発生は想定されな

い。また、本施設で取り扱う廃棄体は、容器に固型化されたものであり、

放射性物質の飛散又は漏えいは起き難いとともに、放射能濃度が低く、

個々の廃棄体に含まれる放射性物質の量は十分少ないという特徴がある

ため、覆土が一部破損した場合においても、敷地周辺の公衆に放射線障

害を及ぼすことはない。したがって、「誤操作による放射性廃棄物の落
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下等に伴う放射性物質の飛散」及び「その他機器等の破損、故障、誤動

作又は操作員の誤操作等に伴う放射性物質の外部放出等であって、公衆

の放射線被ばくの観点から重要と考えられる異常」の発生は想定されず、

敷地周辺の公衆に放射線障害を及ぼすことはない。また、「廃棄物埋設

施設内の火災及び爆発による影響」については、覆土は不燃性の土質系

材料を使用する設計とすることから、火災により廃棄体が損傷に至るこ

とは想定し難い。さらに、操業工程において可燃性ガス等の可燃性物質

は使用しないことから、爆発も発生しない。したがって、火災及び爆発

による異常の発生は想定されず、敷地周辺の公衆に放射線障害を及ぼす

ことはない。 

２．１．３ 3 号廃棄物埋設施設 

(1) 基本的考え方 

異常時の安全性を確認するという観点から、3 号廃棄物埋設施設に

おける安全機能を有する埋設設備、ポーラスコンクリート層及び覆土

を対象に異常の発生の可能性を検討し、異常が発生した場合における

事業所周辺の公衆の受ける線量を評価する。 

安全機能を有する埋設設備、ポーラスコンクリート層及び覆土は、

静的な設備であり、動的な設備・機器ではないことから、故障、誤動

作又は誤操作による異常の発生は想定されない。また、3 号廃棄物埋

設施設で取り扱う廃棄体は、容器に固型化されたものであり、放射性

物質の飛散又は漏えいは起き難いとともに、放射能濃度が低く、個々

の廃棄体に含まれる放射性物質の量は十分少ないという特徴があるた

め、埋設設備、ポーラスコンクリート層及び覆土が一部破損した場合

においても、敷地周辺の公衆に放射線障害を及ぼすことはない。した

がって、「誤操作による放射性廃棄物の落下等に伴う放射性物質の飛
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散」及び「その他機器等の破損、故障、誤動作又は操作員の誤操作等

に伴う放射性物質の外部放出等であって、公衆の放射線被ばくの観点

から重要と考えられる異常」の発生は想定されず、敷地周辺の公衆に

放射線障害を及ぼすことはない。また、「廃棄物埋設施設内の火災及

び爆発による影響」については、埋設設備は不燃性のコンクリート構

造物及びセメント系充填材を使用する設計とすること、ポーラスコン

クリート層は不燃性のコンクリート構造物を使用する設計とすること、

覆土は不燃性の土質系材料を使用する設計とすることから、火災によ

り廃棄体が損傷に至ることは想定し難い。さらに、操業工程において

可燃性ガス等の可燃性物質は使用しないことから、爆発も発生しない。

したがって、火災及び爆発による異常の発生は想定されず、敷地周辺

の公衆に放射線障害を及ぼすことはない。 

なお、3 号廃棄物埋設施設の埋設クレーンは安全機能を有する設備

ではないが、廃棄体を取り扱うため、異常に対する評価を行う。 

 

(2) 異常事象の選定の考え方 

(ⅰ) 埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間 

a. 事象の検討及び選定 

(a) 火災及び爆発による影響 

3 号廃棄物埋設施設の埋設クレーンは、火災発生の防止、火

災の感知及び消火並びに影響軽減を考慮した設計としている

ことから、廃棄物埋設を行う放射性廃棄物で容器に固型化し

たもの(以下「廃棄体」という。)の損傷に至ることは想定し

難いため、火災による影響は起因事象として想定しない。ま

た、操業工程において可燃性ガス等の可燃性物質は使用しな
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いことから、爆発は発生しないため、爆発による影響は起因

事象として想定しない。 

(b) 機器の破損・故障及び誤操作 

埋設クレーンは、インターロックの設置及び埋設クレーンの

吊具の構造によって廃棄体の落下を機械的に防止するフェイ

ルセーフ設計により、廃棄体及びコンクリート仮蓋の落下防

止を図っている。 

したがって、廃棄体及びコンクリート仮蓋の落下事象は想定

し難いものの、埋設クレーンの運用期間中に想定される動的

な機器の単一の破損・故障が発生し、廃棄体が損傷に至るこ

とを想定した評価を行う。また、単一の誤操作についても想

定し、埋設設備のコンクリート仮蓋取付け・取外し時の誤操

作を評価対象とする。 

異常が発生した場合における事業所周辺の公衆の受ける線量

の評価は、事象の類似性や本施設における廃棄体の取扱いを

考慮して、以下 2事象について行う。 

(一) 埋設クレーンの廃棄体吊具の破損 

(二) 埋設クレーンによるコンクリート仮蓋の取付け・取外

し時の操作員の誤操作 

(ⅱ) 覆土完了から廃止措置の開始までの間 

覆土完了から廃止措置の開始までの間において、埋設クレーンは

撤去していることから、異常の選定は行わない。 

２．２ 異常時評価 

２．２．１ 1 号及び 2号廃棄物埋設施設 

既設設備における異常時評価については、構造及び設備の変更はない
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ことから、「廃棄物埋設事業変更許可申請書」(平成 10 年 10 月 8 日付

け、10安(廃規)第49号をもって事業変更許可)の「添付書類七 ロ 異

常時評価」のとおり。 

２．２．１ 2 号廃棄物埋設施設 

既設設備における異常時評価については、構造及び設備の変更はない

ことから、「廃棄物埋設事業変更許可申請書」(平成 10 年 10 月 8 日付

け、10安(廃規)第49号をもって事業変更許可)の「添付書類七 ロ 異

常時評価」のとおり。 

２．２．２ 3 号廃棄物埋設施設 

(1) 機器の破損・故障及び誤操作 

(ⅰ) 埋設クレーンの廃棄体吊具の破損 

3 号廃棄物埋設施設における埋設クレーンを用いた廃棄体の定

置作業は、8 本単位を基本としている。埋設設備への定置作業中

に埋設クレーンの廃棄体吊具の破損により廃棄体 1 本が落下し損

傷するとともに、その下部にある定置中区画の廃棄体 1 本も損傷

する状態を想定する。 

a. 評価条件 

放射線による敷地周辺の公衆への影響として、廃棄体の損傷

により、飛散率に従って大気中に放射性物質が放出される。放

出された放射性物質は、大気条件によって拡散し、周辺監視区

域境界付近に居住する人が吸入摂取することによる被ばくを評

価する。 

(a) 損傷する廃棄体に含まれる放射性物質の放射能量は放射

能濃度に極端な片寄りがないこととし、損傷する廃棄体のう

ち最大放射能濃度の廃棄体本数を 1本、最大放射能濃度の廃
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棄体以外を平均放射能濃度の廃棄体として設定する。 

(b) 最大放射能濃度の廃棄体 1本当たりの放射能量は、本施設

で受け入れる廃棄体の最大放射能濃度とし、廃棄体重量は受

入れ最大重量を考慮して 1,000kg として算定する。平均放射

能濃度の廃棄体 1本当たりの放射能量は、総放射能量を廃棄

体最大埋設本数で除した値とする。 

(c) 損傷する廃棄体からの放射性物質の飛散率は、落下時の

飛散率である 10-5(1)とする。 

(d) 放射性物質の大気中への放出量は、廃棄体から飛散した

放射性物質の全量とする。 

(e) 大気中へ放出される放射性物質は、地上から放散するも

のとし、「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」

に準拠して計算した相対濃度𝜒 𝑄⁄ を用いる。 

なお、放射性物質は、1 時間で大気中へ全て放出されるも

のとする。 

(f) 呼吸率は、ICRP Pub.89(2)に基づく成人男性の就業中の平

均呼吸量 1.2m3/h とする。 

(g) 吸入摂取による線量換算係数を用いる。 

(h) 損傷した廃棄体から大気中に放出される核種𝑖の放射能量

は、(1)式を用いて計算する。 

(i) 放射性物質の吸入摂取による線量は、(2)式を用いて計算

する。 

𝑄(𝑖) = 𝐴(𝑖) ∙ 𝑅 ･･･(1) 

𝑄(𝑖) ： 
大気中に放出される核種 𝑖の放射能量

(Bq) 

𝐴(𝑖) ： 損傷する廃棄体に含まれる放射性物質
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の放射能量(Bq) 

𝑅 ： 飛散率(－) 

𝐷 = {𝑄(𝑖) ∙ (𝜒/𝑄) ∙ 𝐼 ∙ 𝐷𝐶𝐹 (𝑖)} ･･･(2) 

𝐷  ： 吸入摂取による線量(Sv) 

𝜒 𝑄⁄  ： 相対濃度(s/m3) 

𝐼  ： 呼吸率(m3/s) 

𝐷𝐶𝐹 (𝑖) ： 吸入摂取による線量換算係数(Sv/Bq) 

b. 評価結果 

公衆の受ける線量を評価した結果は、約 1.7×10-4mSv であり、

敷地周辺の公衆に対して放射線障害を及ぼすことはない。 

(ⅱ) 埋設クレーンによるコンクリート仮蓋の取付け・取外し時の

操作員の誤操作 

廃棄体の定置が終了した区画は、廃棄体を線源とした放射線を

遮蔽するためコンクリート仮蓋を設置する。コンクリート仮蓋の

取付け・取外しは、埋設クレーンを使用するが、この際、作業員

の誤操作により、コンクリート仮蓋が埋設設備内の廃棄体に衝突

し、廃棄体が損傷することを想定する。損傷する廃棄体本数が最

大となる条件として、衝突するコンクリート仮蓋の大きさを踏ま

え、廃棄体の定置が終了した区画において 48 本（8 本×3 列×2

段）の廃棄体が損傷することとする。 

a. 評価条件 

放射線による敷地周辺の公衆への影響として、廃棄体の損傷

により、飛散率に従って大気中に放射性物質が放出される。放

出された放射性物質は、大気条件によって拡散し、周辺監視区

域境界付近に居住する人が吸入摂取することによる被ばくを評

価する。 
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評価条件は、「(ⅰ) a. 評価条件」の(a)から(i)と同じとする。 

b. 評価結果 

公衆の受ける線量を評価した結果は、約 1.8×10-4mSv であり、

敷地周辺の公衆に対して放射線障害を及ぼすことはない。 
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１．基本方針 

変更申請対象となる設備として、3 号廃棄物埋設地、1 号廃棄物埋

設地の埋設設備 7,8 群及び覆土並びに 2 号廃棄物埋設地の覆土は、

以下の設計とする。 

１．１ 安全設計の基本的方針 

１．１．１ 3号廃棄物埋設施設 

本施設は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律」(以下「原子炉等規制法」という。)等の関係法令の要求を満足

するとともに、「第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準

に関する規則」(以下「許可基準規則」という。)に適合する構造と

する。 

本施設で取り扱う廃棄物埋設を行う放射性廃棄物で容器に固型化

したもの(以下「廃棄体」という。)は、実用発電用原子炉の運転及

び本施設の操業に伴って付随的に発生する固体状の放射性廃棄物を

セメント系充填材で金属製の容器に固型化したもので、その容器が

損傷しない限り、放射性物質は漏えいすることはない。また、取り

扱う廃棄体の放射能濃度が低く、個々の廃棄体に含まれる放射性物

質の量は十分少ないが、埋設する廃棄体の数量が多い。そのため、

放射性物質の漏出を防止する機能（以下「漏出防止機能」という。）、

廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減する機能及び生活環

境への移行を抑制する機能（以下これらをあわせて「移行抑制機能」

という。)並びに遮蔽機能が喪失した場合には、放射線障害を及ぼす

おそれがあることから、これらを安全機能とする。 

本施設の安全設計の基本的方針は、常時機能維持を必要とする動

的な設備・機器は不要であり、静的な設備・機器によりこれらの安
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全機能を有するよう設計することとし、これらの安全機能を適切に

組み合わせることによって、安全性を確保することとする。 

具体的には、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置

の開始までの間において、平常時における廃棄物埋設地からの放射

性物質の移行、本施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガン

マ線並びに周辺環境に対して放出される放射性物質により、濃縮・

埋設事業所(以下「事業所」という。)の事業所敷地(以下「敷地」と

いう。)周辺の公衆の受ける線量が、「核原料物質又は核燃料物質の

製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」

(平成 30 年 6 月 8 日 原子力規制委員会告示第 4 号)(以下「線量告

示」という。)で定められた線量限度を超えないことはもとより、As 

Low As Reasonably Achievable(ALARA)の考えの下、合理的に達成で

きる限り十分低くなるよう、実効線量で 50μSv/y 以下を達成できる

設計とする。 

放射線業務従事者は、その受ける線量が「線量告示」で定められ

た線量限度を超えない設計とする。 

１．１．２ 1号廃棄物埋設施設 

本施設は、「原子炉等規制法」等の関係法令の要求を満足するとと

もに、「許可基準規則」に適合する構造とする。 

本施設で取り扱う廃棄体は、実用発電用原子炉の運転及び本施設

の操業に伴って付随的に発生する放射性廃棄物をセメント系充填材

等で金属製の容器に固型化したもので、その容器が損傷しない限り、

放射性物質は漏えいすることはない。また、取り扱う廃棄体の放射

能濃度が低く、個々の廃棄体に含まれる放射性物質の量は十分少な

いが、埋設する廃棄体の数量が多い。そのため、漏出防止機能、移
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行抑制機能並びに遮蔽機能が喪失した場合には、放射線障害を及ぼ

すおそれがあることから、これらを安全機能とする。 

本施設の安全設計の基本的方針は、常時機能維持を必要とする動

的な設備・機器は不要であり、静的な設備・機器によりこれらの安

全機能を有するよう設計することとし、これらの安全機能を適切に

組み合わせることによって、安全性を確保することとする。 

具体的には、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置

の開始までの間において、平常時における廃棄物埋設地からの放射

性物質の移行、本施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガン

マ線並びに周辺環境に対して放出される放射性物質により、敷地周

辺の公衆の受ける線量が、「線量告示」で定められた線量限度を超え

ないことはもとより、As Low As Reasonably Achievable(ALARA)の

考えの下、合理的に達成できる限り十分低くなるよう、実効線量で

50μSv/y 以下を達成できる設計とする。 

放射線業務従事者は、その受ける線量が「線量告示」で定められ

た線量限度を超えない設計とする。 

１．１．３ 2号廃棄物埋設施設 

本施設は、「原子炉等規制法」等の関係法令の要求を満足するとと

もに、「許可基準規則」に適合する構造とする。 

本施設で取り扱う廃棄体は、実用発電用原子炉の運転及び本施設

の操業に伴って付随的に発生する固体状の放射性廃棄物をセメント

系充填材で金属製の容器に固型化したもので、その容器が損傷しな

い限り、放射性物質は漏えいすることはない。また、取り扱う廃棄

体の放射能濃度が低く、個々の廃棄体に含まれる放射性物質の量は

十分少ないが、埋設する廃棄体の数量が多い。そのため、移行抑制
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機能及び遮蔽機能が喪失した場合には、放射線障害を及ぼすおそれ

があることから、これらを安全機能とする。 

本施設の安全設計の基本的方針は、常時機能維持を必要とする動

的な設備・機器は不要であり、静的な設備・機器によりこれらの安

全機能を有するよう設計することとし、これらの安全機能を適切に

組み合わせることによって、安全性を確保することとする。 

具体的には、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置

の開始までの間において、平常時における廃棄物埋設地からの放射

性物質の移行、本施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガン

マ線並びに周辺環境に対して放出される放射性物質により、敷地周

辺の公衆の受ける線量が、「線量告示」で定められた線量限度を超え

ないことはもとより、As Low As Reasonably Achievable(ALARA)の

考えの下、合理的に達成できる限り十分低くなるよう、実効線量で

50μSv/y 以下を達成できる設計とする。 

放射線業務従事者は、その受ける線量が「線量告示」で定められ

た線量限度を超えない設計とする。 
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１．２ 放射性物質の漏出を防止する機能に関する設計方針 

１．２．１ 3号及び 1号廃棄物埋設施設 

安全機能を維持すべき期間のうち、埋設する放射性廃棄物の受入

れの開始から埋設の終了までの間において、放射性物質の漏出を防

止する必要があることから、埋設の終了時期を覆土完了時点とし、

覆土完了まで放射性物質の漏出を防止する。 

埋設設備のうち外周仕切設備、セメント系充填材、覆い及び内部

防水並びに排水・監視設備のうちポーラスコンクリート層は、埋設

する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間において、

以下に示す方針に基づき、廃棄物埋設地の限定された区域(埋設設

備)からの漏出防止機能を有する設計とする。 

漏出防止機能は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土

完了までの間において、水を媒体とした放射性物質の環境への漏出

を防止するため、雨水及び地下水と廃棄体が接触しないよう浸入を

防止する設計とし、万一、廃棄体と水が接触した場合にも放射性物

質の漏出を防止する設計とする。 

雨水及び地下水の浸入の防止として、埋設設備内への水の浸入の

防止、浸入した水の排出及び廃棄体と水の接触の防止を行う設計と

する。外周仕切設備及び覆いの透水特性のうち低透水性及びひび割

れ抑制並びに内部防水の防水性により埋設設備内への水の浸入を防

止する設計とする。また、埋設設備内に浸入した水はポーラスコン

クリート層により集水し、埋設設備外に排出して回収するとともに、

セメント系充填材及び内部防水により廃棄体と水の接触を防止する

設計とする。 

放射性物質の漏出の防止として、埋設設備外への水の漏出防止及
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び放射性物質を含む水の回収を行う設計とする。外周仕切設備及び

覆いの透水特性のうち低透水性及びひび割れ抑制並びに内部防水の

防水性により埋設設備外への水の漏出を防止する設計とする。また、

放射性物質を含む水はポーラスコンクリート層により集水し、埋設

設備外へ排出して回収する設計とする。 

なお、回収した水は、放射性物質の濃度が周辺監視区域外の水中

の濃度限度を十分下回ることを確認して、排水口から事業所外へ放

出する。 

 

１．３ 放射性物質の漏出の防止に関する構造 

１．３．１ 3号及び 1号廃棄物埋設施設 

漏出防止機能に関する構造は、雨水及び地下水の浸入を防止する

構造及び放射性物質の漏出を防止する構造を組み合わせ、多様化し

た構造とする。雨水及び地下水の浸入を防止する構造は、外周仕切

設備、セメント系充填材、覆い、内部防水及びポーラスコンクリー

ト層により構成し、放射性物質の漏出を防止する構造は、外周仕切

設備、覆い、内部防水及びポーラスコンクリート層により構成する。 

 

１．４ 放射性物質の漏出を低減する機能及び生活環境への移行を抑

制する機能に関する設計方針 

１．４．１ 3号及び 1号廃棄物埋設施設 

埋設設備及び覆土は、以下に示す方針に基づき、覆土完了から廃

止措置の開始までの間にあっては移行抑制機能を維持する設計とし、

廃止措置の開始後にあっては移行抑制機能を期待できる設計とする。 
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移行抑制機能は、放射性物質の移行に伴う公衆の受ける線量を低

減するため、埋設設備内からの放射性物質の漏出を低減するととも

に、放射性物質の移行を遅延する設計とする。 

埋設設備内からの放射性物質の漏出の低減として、埋設設備内に

流入する地下水の量を抑制する設計とする。低透水性を有する土質

系材料の難透水性覆土及び下部覆土を埋設設備の上面及び側面に設

置することにより埋設設備内に流入する地下水の量を抑制する設計

とする。 

放射性物質の移行の遅延として、収着性を有する材料を用いる設

計とする。埋設設備及び覆土にそれぞれ収着性を有するセメント系

材料及び土質系材料を用いる設計とする。 

また、埋設設備及び覆土の移行抑制機能の設計に当たっては、天

然バリアの移行抑制機能を考慮して行い、岩盤(鷹架層)を掘り下げ

て埋設設備を設置することで、岩盤(鷹架層)の有する低透水性及び

収着性を期待する。 

これらにより、放射性物質の漏出の低減及び生活環境への移行の

抑制を行い、覆土完了から廃止措置の開始までの間において、平常

時における廃棄物埋設地からの放射性物質の移行による公衆の受け

る線量が、廃棄物埋設施設からの直接ガンマ線及びスカイシャイン

ガンマ線による公衆の受ける線量並びに周辺環境に対して放出され

る放射性物質による公衆の受ける線量を含め、実効線量で 50μSv/y

以下となる設計とする。 
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１．４．２ 2号廃棄物埋設施設 

覆土は、以下に示す方針に基づき、覆土完了から廃止措置の開始

までの間にあっては移行抑制機能を維持する設計とし、廃止措置の

開始後にあっては移行抑制機能を期待できる設計とする。 

移行抑制機能は、放射性物質の移行に伴う公衆の受ける線量を低

減するため、埋設設備内からの放射性物質の漏出を低減するととも

に、放射性物質の移行を遅延する設計とする。 

埋設設備内からの放射性物質の漏出の低減として、埋設設備内に

流入する地下水の量を抑制する設計とする。低透水性を有する土質

系材料の難透水性覆土及び下部覆土を埋設設備の上面及び側面に設

置することにより埋設設備内に流入する地下水の量を抑制する設計

とする。 

放射性物質の移行の遅延として、収着性を有する材料を用いる設

計とし、覆土に収着性を有する土質系材料を用いる設計とする。 

また、覆土の移行抑制機能の設計に当たっては、天然バリアの移

行抑制機能を考慮して行い、岩盤(鷹架層)を掘り下げて埋設設備を

設置することで、岩盤(鷹架層)の有する低透水性及び収着性を期待

する。 

これらにより、放射性物質の漏出の低減及び生活環境への移行の

抑制を行い、覆土完了から廃止措置の開始までの間において、平常

時における廃棄物埋設地からの放射性物質の移行による公衆の受け

る線量が、廃棄物埋設施設からの直接ガンマ線及びスカイシャイン

ガンマ線による公衆の受ける線量並びに周辺環境に対して放出され

る放射性物質による公衆の受ける線量を含め、実効線量で 50μSv/y

以下となる設計とする。 
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１．５ 放射性物質の漏出の低減及び生活環境への移行の抑制に関す

る構造 

移行抑制機能に関する構造は、覆土完了後において、低透水性及

び収着性を期待する人工バリアと天然バリアとの組合せとする。 

人工バリアは、埋設設備、埋設設備の上面及び側面を覆う難透水

性覆土、下部覆土並びに上部覆土により構成する。天然バリアは、

埋設設備の底部及び周辺に位置する岩盤(鷹架層)により構成する。 

覆土完了から廃止措置の開始までの間において、平常時における

廃棄物埋設地からの放射性物質の移行による公衆の受ける線量が、

廃棄物埋設施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線に

よる公衆の受ける線量並びに周辺環境に対して放出される放射性物

質による公衆の受ける線量を含め、実効線量で 50μSv/y 以下となる

設計とする。その評価結果は最大で約 3.8μSv/y である。 

 

１．６ 本施設の設計に関して考慮する事項 

１．６．１ 3号廃棄物埋設施設 

廃棄物埋設地は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土

完了までの間にあっては放射性物質の漏出を防止し、覆土完了から

廃止措置の開始までの間にあっては放射性物質の漏出を低減するた

め、以下に留意した設計とする。 

・埋設する放射性廃棄物に含まれる放射性物質の性質及び放射能

濃度に応じて、設計時点において合理的かつ利用可能な最善の

建設・施工技術によるものであること 

・劣化・損傷に対する抵抗性を考慮すること 
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・劣化・損傷が生じた場合にも当該機能が維持できる構造・仕様

であること 

・放射性物質の漏出を低減する機能は、地下水の浸入を抑制する

機能、放射性物質を収着する機能等の機能のうち、一つのもの

に過度に依存しないこと 

また、廃棄物埋設地は、埋設する放射性廃棄物に含有される化学

物質その他の化学物質により安全機能を損なわない設計とする。 

埋設する廃棄体、埋設設備、排水・監視設備及び覆土には、可燃

性の化学物質、可燃性ガスを発生する化学物質を含めないが、安全

機能に影響を及ぼす可能性のあるその他の化学物質として、廃棄体

又は埋設設備内に含まれる有機物(1 号廃棄物埋設地は、有機物及び

塩)及びセメント系材料から溶出する高アルカリ成分を含む地下水に

よる影響を考慮し、低透水性及び収着性への影響を確認した材料を

使用する設計とする。 

１．６．２ 1号廃棄物埋設施設 

廃棄物埋設地は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土

完了までの間にあっては放射性物質の漏出を防止し、覆土完了から

廃止措置の開始までの間にあっては放射性物質の漏出を低減するた

め、以下に留意した設計とする。 

・埋設する放射性廃棄物に含まれる放射性物質の性質及び放射能

濃度に応じて、設計時点において合理的かつ利用可能な最善の

建設・施工技術によるものであること 

・劣化・損傷に対する抵抗性を考慮すること 

・劣化・損傷が生じた場合にも当該機能が維持できる構造・仕様

であること 
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・放射性物質の漏出を低減する機能は、地下水の浸入を抑制する

機能、放射性物質を収着する機能等の機能のうち、一つのもの

に過度に依存しないこと 

また、廃棄物埋設地は、埋設する放射性廃棄物に含有される化学

物質その他の化学物質により安全機能を損なわない設計とする。 

埋設する廃棄体、埋設設備、排水・監視設備及び覆土には、可燃

性の化学物質、可燃性ガスを発生する化学物質を含めないが、安全

機能に影響を及ぼす可能性のあるその他の化学物質として、廃棄体

又は埋設設備内に含まれる有機物及び塩並びにセメント系材料から

溶出する高アルカリ成分を含む地下水による影響を考慮し、低透水

性及び収着性への影響を確認した材料を使用する設計とする。 

１．６．３ 2号廃棄物埋設施設 

廃棄物埋設地は、覆土完了から廃止措置の開始までの間において、

放射性物質の漏出を低減するため、以下に留意した設計とする。 

・埋設する放射性廃棄物に含まれる放射性物質の性質及び放射能

濃度に応じて、設計時点において合理的かつ利用可能な最善の

建設・施工技術によるものであること 

・劣化・損傷に対する抵抗性を考慮すること 

・劣化・損傷が生じた場合にも当該機能が維持できる構造・仕様

であること 

・放射性物質の漏出を低減する機能は、地下水の浸入を抑制する

機能、放射性物質を収着する機能等の機能のうち、一つのもの

に過度に依存しないこと 

また、廃棄物埋設地は、埋設する放射性廃棄物に含有される化学

物質その他の化学物質により安全機能を損なわない設計とする。 
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埋設する廃棄体、埋設設備、排水・監視設備及び覆土には、可燃

性の化学物質、可燃性ガスを発生する化学物質を含めないが、安全

機能に影響を及ぼす可能性のあるその他の化学物質として、廃棄体

又は埋設設備内に含まれる有機物及びセメント系材料から溶出する

高アルカリ成分を含む地下水による影響を考慮し、低透水性及び収

着性への影響を確認した材料を使用する設計とする。 
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２．設計方針 

２．１ 廃棄物埋設施設の安全設計に関する説明 

２．１．１ 安全設計の方針 

２．１．１．１ 3 号廃棄物埋設施設 

本施設は、「原子炉等規制法」等の関係法令の要求を満足するとと

もに、「許可基準規則」に適合する構造とする。 

本施設で取り扱う廃棄体は、実用発電用原子炉の運転及び本施設

の操業に伴って付随的に発生する固体状の放射性廃棄物をセメント

系充填材で金属製の容器に固型化したもので、その容器が損傷しな

い限り、放射性物質は漏えいすることはない。また、取り扱う廃棄

体の放射能濃度が低く、個々の廃棄体に含まれる放射性物質の量は

十分少ないが、埋設する総本数が多い。そのため、漏出防止機能、

移行抑制機能並びに遮蔽機能が喪失した場合には、放射線障害を及

ぼすおそれがあることから、これらを安全機能とする。 

本施設の安全設計の基本的方針は、常時機能維持を必要とする動

的な設備・機器は不要であり、静的な設備・機器によりこれらの安

全機能を有するよう設計することとし、これらの安全機能を適切に

組み合わせることによって、安全性を確保することとする。 

具体的には、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置

の開始までの間において、平常時における廃棄物埋設地からの放射

性物質の移行、本施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガン

マ線並びに周辺環境に対して放出される放射性物質により、濃縮・

埋設事業所(以下「事業所」という。)の事業所敷地(以下「敷地」と

いう。)周辺の公衆の受ける線量が、「核原料物質又は核燃料物質の

製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」
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(平成 30 年 6 月 8 日 原子力規制委員会告示第 4 号)(以下「線量告

示」という。)で定められた線量限度を超えないことはもとより、As 

Low As Reasonably Achievable(ALARA)の考えの下、合理的に達成で

きる限り十分低くなるよう、実効線量で 50μSv/y 以下を達成できる

設計とする。 

放射線業務従事者は、その受ける線量が「線量告示」で定められ

た線量限度を超えない設計とする。 

廃止措置の開始後、廃棄物埋設地は、廃棄物埋設地の保全に関す

る措置を必要としない状態に移行する見通しのある設計とする。廃

棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状態とは、廃止措置

の開始後の評価において、科学的に合理的と考えられる範囲の人工

バリアや天然バリアの状態及び被ばくに至る経路の組合せのうち、

最も可能性が高いと考えられるパラメータを設定した自然事象シナ

リオで評価される公衆の受ける線量が 10μSv/y を超えないこと、科

学的に合理的と考えられる範囲の人工バリアや天然バリアの状態及

び被ばくに至る経路の組合せのうち、最も厳しいパラメータを設定

した自然事象シナリオで評価される公衆の受ける線量が 300μSv/y

を超えないこと、自然事象シナリオ以外の廃棄物埋設地の掘削によ

る放射性物質の廃棄物埋設地からの漏えい、天然バリア中の移行及

び当該掘削後の土地利用を考慮した人為事象シナリオの公衆の受け

る線量が 1mSv/y を超えないこととする。 

ここで、人工バリアとは、埋設する放射性廃棄物からの放射性物

質の漏出の防止又は低減を行う人工構築物をいう。天然バリアとは、

埋設する放射性廃棄物又は人工バリアの周囲に存在し、埋設する放

射性廃棄物から漏出してきた放射性物質の生活環境への移行の抑制
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を行う岩盤(鷹架層)をいう。 

２．１．１．２ 1 号廃棄物埋設施設 

本施設は、「原子炉等規制法」等の関係法令の要求を満足するとと

もに、「許可基準規則」に適合する構造とする。 

本施設で取り扱う廃棄体は、実用発電用原子炉の運転及び本施設

の操業に伴って付随的に発生する放射性廃棄物をセメント系充填材

等で金属製の容器に固型化したもので、その容器が損傷しない限り、

放射性物質は漏えいすることはない。また、取り扱う廃棄体の放射

能濃度が低く、個々の廃棄体に含まれる放射性物質の量は十分少な

いが、埋設する総本数が多い。そのため、漏出防止機能、移行抑制

機能及び遮蔽機能が喪失した場合には、放射線障害を及ぼすおそれ

があることから、これらを安全機能とする。 

本施設の安全設計の基本的方針は、常時機能維持を必要とする動

的な設備・機器は不要であり、静的な設備・機器によりこれらの安

全機能を有するよう設計することとし、これらの安全機能を適切に

組み合わせることによって、安全性を確保することとする。 

具体的には、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置

の開始までの間において、平常時における廃棄物埋設地からの放射

性物質の移行、本施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガン

マ線並びに周辺環境に対して放出される放射性物質により、敷地周

辺の公衆の受ける線量が、「線量告示」で定められた線量限度を超え

ないことはもとより、As Low As Reasonably Achievable(ALARA)の

考えの下、合理的に達成できる限り十分低くなるよう、実効線量で

50μSv/y 以下を達成できる設計とする。 

放射線業務従事者は、その受ける線量が「線量告示」で定められ
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た線量限度を超えない設計とする。 

廃止措置の開始後、廃棄物埋設地は、廃棄物埋設地の保全に関す

る措置を必要としない状態に移行する見通しのある設計とする。廃

棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状態とは、廃止措置

の開始後の評価において、科学的に合理的と考えられる範囲の人工

バリアや天然バリアの状態及び被ばくに至る経路の組合せのうち、

最も可能性が高いと考えられるパラメータを設定した自然事象シナ

リオで評価される公衆の受ける線量が 10μSv/y を超えないこと、科

学的に合理的と考えられる範囲の人工バリアや天然バリアの状態及

び被ばくに至る経路の組合せのうち、最も厳しいパラメータを設定

した自然事象シナリオで評価される公衆の受ける線量が 300μSv/y

を超えないこと、自然事象シナリオ以外の廃棄物埋設地の掘削によ

る放射性物質の廃棄物埋設地からの漏えい、天然バリア中の移行及

び当該掘削後の土地利用を考慮した人為事象シナリオの公衆の受け

る線量が 1mSv/y を超えないこととする。 

ここで、人工バリアとは、埋設する放射性廃棄物からの放射性物

質の漏出の防止又は低減を行う人工構築物をいう。天然バリアとは、

埋設する放射性廃棄物又は人工バリアの周囲に存在し、埋設する放

射性廃棄物から漏出してきた放射性物質の生活環境への移行の抑制

を行う岩盤(鷹架層)をいう。 

２．１．１．３ 2 号廃棄物埋設施設 

本施設は、「原子炉等規制法」等の関係法令の要求を満足するとと

もに、「許可基準規則」に適合する構造とする。 

本施設で取り扱う廃棄体は、実用発電用原子炉の運転及び本施設

の操業に伴って付随的に発生する固体状の放射性廃棄物をセメント
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系充填材で金属製の容器に固型化したもので、その容器が損傷しな

い限り、放射性物質は漏えいすることはない。また、取り扱う廃棄

体の放射能濃度が低く、個々の廃棄体に含まれる放射性物質の量は

十分少ないが、埋設する総本数が多い。そのため、移行抑制機能及

び遮蔽機能が喪失した場合には、放射線障害を及ぼすおそれがある

ことから、これらを安全機能とする。 

本施設の安全設計の基本的方針は、常時機能維持を必要とする動

的な設備・機器は不要であり、静的な設備・機器によりこれらの安

全機能を有するよう設計することとし、これらの安全機能を適切に

組み合わせることによって、安全性を確保することとする。 

具体的には、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置

の開始までの間において、平常時における廃棄物埋設地からの放射

性物質の移行、本施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガン

マ線並びに周辺環境に対して放出される放射性物質により、敷地周

辺の公衆の受ける線量が、「線量告示」で定められた線量限度を超え

ないことはもとより、As Low As Reasonably Achievable(ALARA)の

考えの下、合理的に達成できる限り十分低くなるよう、実効線量で

50μSv/y 以下を達成できる設計とする。 

放射線業務従事者は、その受ける線量が「線量告示」で定められ

た線量限度を超えない設計とする。 

廃止措置の開始後、廃棄物埋設地は、廃棄物埋設地の保全に関す

る措置を必要としない状態に移行する見通しのある設計とする。廃

棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状態とは、廃止措置

の開始後の評価において、科学的に合理的と考えられる範囲の人工

バリアや天然バリアの状態及び被ばくに至る経路の組合せのうち、
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最も可能性が高いと考えられるパラメータを設定した自然事象シナ

リオで評価される公衆の受ける線量が 10μSv/y を超えないこと、科

学的に合理的と考えられる範囲の人工バリアや天然バリアの状態及

び被ばくに至る経路の組合せのうち、最も厳しいパラメータを設定

した自然事象シナリオで評価される公衆の受ける線量が 300μSv/y

を超えないこと、自然事象シナリオ以外の廃棄物埋設地の掘削によ

る放射性物質の廃棄物埋設地からの漏えい、天然バリア中の移行及

び当該掘削後の土地利用を考慮した人為事象シナリオの公衆の受け

る線量が 1mSv/y を超えないこととする。 

ここで、人工バリアとは、埋設する放射性廃棄物からの放射性物

質の漏出の防止又は低減を行う人工構築物をいう。天然バリアとは、

埋設する放射性廃棄物又は人工バリアの周囲に存在し、埋設する放

射性廃棄物から漏出してきた放射性物質の生活環境への移行の抑制

を行う岩盤(鷹架層)をいう。 

２．１．２ 放射性物質の漏出を防止する機能に関する安全設計 

２．１．２．１ 3 号廃棄物埋設施設 

廃棄物埋設地は、以下に示す設計を行うことにより、埋設する放

射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間において、廃棄物

埋設地の限定された区域(埋設設備)からの放射性物質の漏出を防止

する。 

埋設する廃棄体は、「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染され

た物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則」(以下「事業規則」と

いう。)に定められた廃棄体に係る技術上の基準を満足するものであ

り、容器の構造、定置までの取扱い、強度等から、変形・損傷や外

部からの雨水及び地下水の浸入が生じ難い構造と考えられるため、
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容易に廃棄体内の放射性物質が容器の外へ漏えいすることはない。 

しかし、埋設設備への定置後において、廃棄体周辺が水で満たさ

れ液相に連続性がある状態となると、廃棄体内の放射性物質は水を

媒体として溶出・移行し、廃棄物埋設地の外に漏えいすることが考

えられる。このため、「埋設設備内への雨水及び地下水の浸入を防止

すること」及び「埋設設備内に浸入した水を廃棄体と接触すること

なく適切に排水すること」により、雨水及び地下水の浸入を防止す

る設計とし、万一、廃棄体と水が接触した場合にも放射性物質の漏

出を防止する設計とする。 

(a) 雨水及び地下水の浸入を防止する設計 

(一) 埋設設備内への雨水及び地下水の浸入を防止するため、埋設

設備を構成する外周仕切設備及び覆いは、低透水性及びひび割

れ抑制に優れた鉄筋コンクリート製の設計とする。外周仕切設

備及び覆いは、低発熱に配慮した材料配合により温度応力を低

減するとともに、鉄筋によりひび割れを抑制する設計とし、最

大ひび割れ幅の設計目標値は 0.1mm とする。また、埋設設備は、

セメント系充填材の充填時の荷重、覆土の上載荷重、埋設設備

及び廃棄体の自重等に対し、十分な構造上の安定性を有する設

計とする。内部防水は、外周仕切設備の内側で、外周仕切設備

底版部及び側壁の立ち上げ部に設置し、防水性を有する設計と

する。 

(二) 埋設設備内に浸入した水を廃棄体と接触することなく適切に

排水するため、浸入した水を排水できるよう、ポーラスコンク

リート層は、外周仕切設備及び覆いとセメント系充填材との間

に設置し、廃棄体定置後から覆土完了までの間において、排水
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性を有する設計とする。 

(三) 埋設設備内に浸入した水を廃棄体と接触することなく適切に

排水するため、浸入した水が廃棄体と接触しないよう、セメン

ト系充填材は、廃棄体定置後、埋設設備内に充填し、有害な空

隙が残らないよう充填性を有する設計とする。内部防水は、外

周仕切設備及び覆いの内側で、セメント系充填材上部及び側部

とポーラスコンクリート層の間に設置し、防水性を有する設計

とする。 

(四) その他、操業中における雨水の浸入を抑制するため、以下の

設計を行う。 

・廃棄体定置後から埋設設備の覆いが完成するまでの間におい

て、埋設設備の区画上部にコンクリート仮蓋を設置し、開口

部から埋設設備内部に雨水が浸入することを抑制すること 

・定置作業中は、埋設クレーンの上部に屋根、側部に雨避け板

を設置し、雨水が廃棄体に接触することを抑制すること 

(b) 放射性物質の漏出を防止する設計 

(一) 廃棄体と水が接触した場合にも放射性物質の漏出を防止する

ため、埋設設備を構成する外周仕切設備及び覆いは、低透水性

及びひび割れ抑制に優れた鉄筋コンクリート製の設計とする。

外周仕切設備及び覆いは、低発熱に配慮した材料配合により温

度応力を低減するとともに、鉄筋によりひび割れを抑制する設

計とし、最大ひび割れ幅の設計目標値は 0.1mm とする。また、

埋設設備は、セメント系充填材の充填時の荷重、覆土の上載荷

重、埋設設備及び廃棄体の自重等に対し、十分な構造上の安定

性を有する設計とする。放射性物質を含む水はポーラスコンク
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リート層により集水し、埋設設備外へ排出して回収する設計と

する。内部防水は、外周仕切設備の内側で、外周仕切設備底版

部及び側壁の立ち上げ部に設置し、防水性を有する設計とする。 

(c) その他の設計 

(一) 排水・監視設備のうち点検管(1号及び 2号廃棄物埋設地は点

検路)は、ポーラスコンクリート層により排水された水を作業員

が回収する作業空間が確保できる設計とする。 

(二) 漏出防止機能を有するコンクリート構造物に対する設計、材

料の選定、建設・施工及び検査は、「事業規則」、「許可基準規則」

等のほか、利用可能な最善の技術として最新の知見を確認する。

現時点 2020 年度時点での最新の知見としては、「コンクリート

標準示方書(設計編及び施工編)」(1)(2)に基づく。 

２．１．２．２ 1 号廃棄物埋設施設 

廃棄物埋設地は、以下に示す設計を行うことにより、埋設する放

射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間において、廃棄物

埋設地の限定された区域(埋設設備)からの放射性物質の漏出を防止

する。 

埋設する廃棄体は、「事業規則」に定められた廃棄体に係る技術上

の基準を満足するものであり、容器の構造、定置までの取扱い、強

度等から、変形・損傷や外部からの雨水及び地下水の浸入が生じ難

い構造と考えられるため、容易に廃棄体内の放射性物質が容器の外

へ漏えいすることはない。 

しかし、埋設設備への定置後において、廃棄体周辺が水で満たさ

れ液相に連続性がある状態となると、廃棄体内の放射性物質は水を

媒体として溶出・移行し、廃棄物埋設地の外に漏えいすることが考
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えられる。このため、「埋設設備内への雨水及び地下水の浸入を防止

すること」及び「埋設設備内に浸入した水を廃棄体と接触すること

なく適切に排水すること」により、雨水及び地下水の浸入を防止す

る設計とし、万一、廃棄体と水が接触した場合にも放射性物質の漏

出を防止する設計とする。 

(a) 雨水及び地下水の浸入を防止する設計 

(一) 埋設設備内への雨水及び地下水の浸入を防止するため、埋設

設備を構成する外周仕切設備及び覆いは、低透水性及びひび割

れ抑制に優れた鉄筋コンクリート製の設計とする。外周仕切設

備及び覆いは、低発熱に配慮した材料配合により温度応力を低

減するとともに、鉄筋によりひび割れを抑制する設計とし、最

大ひび割れ幅の設計目標値は 0.1mm とする。また、埋設設備は、

セメント系充填材の充填時の荷重、覆土の上載荷重、埋設設備

及び廃棄体の自重等に対し、十分な構造上の安定性を有する設

計とする。内部防水は、外周仕切設備の内側で、外周仕切設備

底版部及び側壁の立ち上げ部に設置し、防水性を有する設計と

する。 

(二) 埋設設備内に浸入した水を廃棄体と接触することなく適切に

排水するため、浸入した水を排水できるよう、ポーラスコンク

リート層は、外周仕切設備及び覆いとセメント系充填材との間

に設置し、廃棄体定置後から覆土完了までの間において、排水

性を有する設計とする。 

(三) 埋設設備内に浸入した水を廃棄体と接触することなく適切に

排水するため、浸入した水が廃棄体と接触しないよう、セメン

ト系充填材は、廃棄体定置後、埋設設備内に充填し、有害な空
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隙が残らないよう充填性を有する設計とする。内部防水は、外

周仕切設備及び覆いの内側で、セメント系充填材上部及び側部

とポーラスコンクリート層の間に設置し、防水性を有する設計

とする。 

(四) その他、操業中における雨水の浸入を抑制するため、以下の

設計を行う。 

・廃棄体定置後から埋設設備の覆いが完成するまでの間におい

て、埋設設備の区画上部にコンクリート仮蓋を設置し、開口

部から埋設設備内部に雨水が浸入することを抑制すること 

・定置作業中は、埋設クレーンの上部に屋根、側部に雨避け板

を設置し、雨水が廃棄体に接触することを抑制すること 

(b) 放射性物質の漏出を防止する設計 

(一) 廃棄体と水が接触した場合にも放射性物質の漏出を防止する

ため、埋設設備を構成する外周仕切設備及び覆いは、低透水性

及びひび割れ抑制に優れた鉄筋コンクリート製の設計とする。

外周仕切設備及び覆いは、低発熱に配慮した材料配合により温

度応力を低減するとともに、鉄筋によりひび割れを抑制する設

計とし、最大ひび割れ幅の設計目標値は 0.1mm とする。また、

埋設設備は、セメント系充填材の充填時の荷重、覆土の上載荷

重、埋設設備及び廃棄体の自重等に対し、十分な構造上の安定

性を有する設計とする。放射性物質を含む水はポーラスコンク

リート層により集水し、埋設設備外へ排出して回収する設計と

する。内部防水は、外周仕切設備の内側で、外周仕切設備底版

部及び側壁の立ち上げ部に設置し、防水性を有する設計とする。 

(c) その他の設計 
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(一) 排水・監視設備のうち点検路は、ポーラスコンクリート層に

より排水された水を作業員が回収する作業空間が確保できる設

計とする。 

(二) 漏出防止機能を有するコンクリート構造物に対する設計、材

料の選定、建設・施工及び検査は、「事業規則」、「許可基準規則」

等のほか、利用可能な最善の技術として最新の知見を確認する。

2020年度時点での最新の知見としては、「コンクリート標準示方

書(設計編及び施工編)」(1)(2)に基づく。 

 

２．１．３ 放射性物質の漏出を低減する機能及び生活環境への移行

を抑制する機能に関する安全設計 

２．１．３．１ 3 号及び 1号廃棄物埋設施設 

廃棄物埋設地は、以下に示す設計を行うことにより、覆土完了後

において、廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減し、生活

環境への移行を抑制する。 

(a) 覆土 

(一) 難透水性覆土及び下部覆土は、放射性物質が地表近傍へ移行

することによる汚染拡大を防止するため、低透水性を有する設

計とする。 

(二) 覆土は、収着性を有する土質系材料を用いる設計とする。 

(三) 覆土は、長期的に安全性が損なわれ難い天然材料である土質

系材料を採用する。 

なお、覆土の材料は、実際の調達時期により詳細な材料特性

が変わる可能性があるが、その場合にも要求性能を満足するこ

とを確認した上で用いることとする。 
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(四) 難透水性覆土及び下部覆土は、長期的な力学的影響及び化学

的影響に対して、化学的安定性、変形追従性及び液状化抵抗性

を考慮する。 

(五) 覆土は、劣化・損傷が生じた場合にも必要な移行抑制機能を

有する構成・仕様とするため、難透水性覆土、下部覆土及び上

部覆土を十分な厚さで多層化する。 

(六) 難透水性覆土及び下部覆土は、地下水流動によって地表面へ

放射性物質が移行することを抑制するとともに、浸入した地下

水が埋設設備の底部から透水性の小さい岩盤(鷹架層)に流出す

るように、埋設設備の底面を除く外周部に設置する。 

(七) 難透水性覆土は、透水係数を周辺の岩盤(鷹架層)よりも更に

小さくなるように設計し、埋設設備の底面及び埋設設備間にお

いて幅 2.5m 以下となる狭隘部(以下「埋設設備間狭隘部」とい

う。)を除く外周部に設置する。 

(八) 下部覆土は、周辺の岩盤(鷹架層)と同等以下の透水係数とし、

難透水性覆土の外周部及び埋設設備間狭隘部に設置する。 

(九) 移行抑制機能を有する覆土に対する設計、材料の選定、建

設・施工及び検査は、「事業規則」、「許可基準規則」等に基づく

ほか、利用可能な最善の技術として最新の知見を確認し、現状

入手できる材料を用いる。現時点 2020 年度時点での最新の知見

としては、「道路土工要綱」(3)及び「河川土工マニュアル」(4)を

参照する。 

(b) 埋設設備 

 (一) 埋設設備は、浸入した地下水中に漏えいする放射性物質の

濃度を低減するため、収着性を有するセメント系材料を用いる
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設計とし、評価において収着性による移行抑制機能を期待でき

るよう設計する。 

(二) 埋設設備は、長期的な侵食に対する抵抗性の確保と埋設設備

へ流入する地下水の水量及び埋設設備から流出する地下水の水

量を抑制するため、透水性の小さい岩盤(鷹架層)を掘り下げて

設置する。 

(三) コンクリート製の埋設設備に対する設計、材料の選定、建

設・施工及び検査は、「事業規則」、「許可基準規則」等のほか、

利用可能な最善の技術として最新の知見を確認する。現時点

2020年度時点での最新の知見としては、「コンクリート標準示方

書(設計編及び施工編)」(1)(2)に基づく。 

２．１．３．２ 2 号廃棄物埋設施設 

廃棄物埋設地は、以下に示す設計を行うことにより、覆土完了後

において、廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減し、生活

環境への移行を抑制する。 

(a) 難透水性覆土及び下部覆土は、放射性物質が地表近傍へ移行す

ることによる汚染拡大を防止するため、低透水性を有する設計と

する。 

(b) 覆土は、収着性を有する土質系材料を用いる設計とする。 

(c) 覆土は、長期的に安全性が損なわれ難い天然材料である土質系

材料を採用する。 

なお、覆土の材料は、実際の調達時期により詳細な材料特性が

変わる可能性があるが、その場合にも要求性能を満足することを

確認した上で用いることとする。 

(d) 難透水性覆土及び下部覆土は、長期的な力学的影響及び化学的
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影響に対して、化学的安定性、変形追従性及び液状化抵抗性を考

慮する。 

(e) 覆土は、劣化・損傷が生じた場合にも必要な移行抑制機能を有

する構成・仕様とするため、難透水性覆土、下部覆土及び上部覆

土を十分な厚さで多層化する。 

(f) 難透水性覆土及び下部覆土は、地下水流動によって地表面へ放

射性物質が移行することを抑制するとともに、浸入した地下水が

埋設設備の底部から透水性の小さい岩盤(鷹架層)に流出するよう

に、埋設設備の底面を除く外周部に設置する。 

(g) 難透水性覆土は、透水係数を周辺の岩盤(鷹架層)よりも更に小

さくなるように設計し、埋設設備間狭隘部を除く外周部に設置す

る。 

(h) 下部覆土は、周辺の岩盤(鷹架層)と同等以下の透水係数とし、

難透水性覆土の外周部及び埋設設備間狭隘部に設置する。 

(i) 移行抑制機能を有する覆土に対する設計、材料の選定、建設・

施工及び検査は、「事業規則」、「許可基準規則」等に基づくほか、

利用可能な最善の技術として最新の知見を確認し、現状入手でき

る材料を用いる。2020年度時点での最新の知見としては、「道路土

工要綱」(3)及び「河川土工マニュアル」(4)を参照する。 

 

２．１．４ 廃棄物埋設地に関する設計の留意事項 

２．１．４．１ 3 号廃棄物埋設施設 

廃棄物埋設地は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土

完了までの間にあっては放射性物質の漏出を防止し、覆土完了から

廃止措置の開始までの間にあっては放射性物質の漏出を低減するた
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め、以下に留意した設計とする。 

a. 埋設する放射性廃棄物に含まれる放射性物質の性質及び放射能濃

度に応じて、設計時点において合理的かつ利用可能な最善の建

設・施工技術によるものであること 

廃棄物埋設地の設計については、放射性物質の性質及び放射能

濃度として、放射性物質の種類により主に半減期や放出される放

射線のエネルギーが異なることを考慮する。 

・半減期の長い放射性物質に対しては、人工バリア及び天然バ

リアを組み合わせる移行抑制機能の設計により長期的に放射

性物質の移行を抑制し、放射能の減衰を図ることで公衆の受

ける線量を低減すること 

・半減期が短く放射線のエネルギーが大きい放射性物質に対し

ては、遮蔽機能の設計により放射能が有意に減衰するまで遮

蔽を確保することで、公衆の受ける外部被ばくを低減するこ

と 

・放射性廃棄物は容器に固型化したものであり、放射性物質が

容易に漏えい・飛散するものではない。しかし、水を媒体と

して移動することが考えられることから、人工バリア及び天

然バリアによる移行抑制機能を確保するまで、漏出防止機能

の設計により、水を媒体として放射性物質が漏出することを

防止すること 

また、廃棄物埋設地は、保全に関する措置を必要としない

状態に移行できるよう設計する。人間侵入リスクが高い地表

面を避け、天然バリアである侵食抵抗性の高い岩盤(鷹架層)

の性能を有効に利用するために、地盤を掘り下げて埋設設備
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を設置する。その結果、埋設設備が地下水面下への設置とな

ることから、その特徴を考慮し設計する。 

埋設設備の設計については、既設埋設設備の設計・施工実

績を考慮する。 

以上より、廃棄物埋設地に要求される安全機能及びその安全機

能を維持すべき期間を踏まえた上で、合理的かつ利用可能な最善

の建設・施工技術として、諸外国の類似施設の設計を参考とし、

広く活用され、かつ、実績を多数有している建設・施工技術を用

いる。 

安全機能に対する期間ごとに、合理的かつ利用可能な最善の建

設・施工技術について以下に示す。 

(a) 放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間 

放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間において、

安全機能(漏出防止機能及び遮蔽機能)を有する部位ごとの要求

性能に加え、材料の選定、建設・施工及び検査を考慮した構造

物として設計する。以下の内容を満足することで、合理的かつ

利用可能な最善の建設・施工技術とする。 

(一) 合理的な建設・施工技術 

覆土完了までの期間は、数十年程度であることから、埋設

設備及び排水・監視設備に対し、一般に数十年オーダーの耐

用年数で知見が幅広く整備されているセメント系材料を用い

たコンクリート構造物とすることが合理的である。 

(二) 利用可能な最善の建設・施工技術 

コンクリート構造物としての設計、材料の選定、建設・施

工及び検査については、利用可能な最善の建設・施工技術と
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して、最新の知見を確認し、施工の実現性及び品質を確保す

る。現時点2020年度時点での最新の知見としては、「コンクリ

ート標準示方書(設計編及び施工編)」(1)(2)に基づく。 

また、安全機能ごとに対する設計としては以下のとおり。 

・漏出防止機能は、雨水及び地下水の浸入の防止及び放射

性物質の漏出の防止を行うため、埋設設備及び排水・監

視設備において、透水特性を考慮した設計とする。低透

水性としてコンクリートの材料配合、ひび割れ抑制とし

てコンクリートの材料配合及び鉄筋量、充填性としてモ

ルタルの材料配合、防水性として内部防水の配置並びに

排水性としてポーラスコンクリート層の設置を考慮した

設計とすること 

・遮蔽機能は、敷地周辺の公衆及び放射線業務従事者並び

に管理区域以外の人が立ち入る場所に滞在する者への被

ばくを低減するために埋設設備の密度及び厚さを確保す

ることで、放射線の遮蔽性能を有する設計とすること 

(b) 覆土完了後 

覆土完了後は、安全機能(移行抑制機能及び遮蔽機能)を有す

る部位ごとの要求性能に加え、材料の選定、建設・施工及び検査

を考慮した構造物として設計する。以下の内容を満足することで、

合理的かつ利用可能な最善の建設・施工技術とする。 

(一) 合理的な建設・施工技術 

覆土完了後の期間は、数百年以上であることから、長期的な

透水特性及び遮蔽性能を期待するために、力学的・化学的作用

により安全性が損なわれ難い天然材料である土質系材料を用い
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た土構造物とすることが合理的である。 

また、長期的な核種収着性を期待するために、長期的に安全

性が損なわれ難い土質系材料及びセメント系材料を用いること

が合理的である。 

(二) 利用可能な最善の建設・施工技術 

土構造物としての設計、材料の選定、建設・施工及び検査に

ついては、利用可能な最善の建設・施工技術として、最新の知

見を確認する。現時点 2020 年度時点での最新の知見としては、

「道路土工要綱」(3)及び「河川土工マニュアル」(4)を参照とす

る。また、一般土工で用いられる重機を使用し、適切な品質管

理を行うことで、目標の透水係数を有する覆土を施工できるこ

とを確認している。 

なお、施工時の品質管理方法は、覆土施工時に行う施工試験

結果を用いて最終決定する。 

安全機能ごとに対する設計としては以下のとおり。 

・移行抑制機能は、低透水性として土質系材料により透水係

数及び厚さを確保する設計とし、収着性を有するセメント

系材料及び土質系材料を用いる設計とすること 

・遮蔽機能は、敷地周辺の公衆及び管理区域以外の人が立ち

入る場所に滞在する者への被ばくを低減するために、覆土

の密度及び厚さを確保することで、長期的な放射線の遮蔽

性能を有する設計とすること 

b. 劣化・損傷に対する抵抗性を考慮すること 

(a) 埋設設備及び排水・監視設備 

埋設設備及び排水・監視設備は、漏出防止機能を確保する期間
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に対して、劣化・損傷に対する抵抗性を有するよう鉄筋かぶり及

び材料配合の設計を行う。また、劣化抵抗性を有していることを

「コンクリート標準示方書(設計編)」(1)に基づく耐久性照査によ

って確認する。対象項目は、設計条件及び立地条件を考慮し、耐

久性に影響があると考えられる中性化、塩害及び凍害とする。 

・中性化に対する劣化抵抗性を有するために、中性化深さが鋼

材腐食発生限界深さに達しない設計とすること 

・塩害に対する劣化抵抗性を有するために、コンクリート表面

塩化物イオン濃度の設計値が鋼材腐食発生限界濃度に達しな

い設計とすること 

・凍害に対する凍害における内部損傷及び表面損傷に対する劣

化抵抗性を有する設計とすること 

(b) 覆土 

難透水性覆土及び下部覆土は、化学的安定性、変形追従性及び

液状化抵抗性を考慮し、粒形粒径分布に広がりを持った土質系材

料を用いる。 

難透水性覆土及び下部覆土は、容易な露呈を防止する観点から

安定した地盤を掘り下げ、埋設設備の底面を除く外周部に設置す

る設計とする。 

長期状態において想定される劣化・損傷事象を抽出し、覆土の

透水特性に影響を及ぼす要因に対して、長期的に透水特性を維持

するための要求機能を満たす見通しのある設計とする。 

これらにより、覆土は劣化・損傷に対する抵抗性を有する設計

とする。 

c. 劣化・損傷が生じた場合にも当該機能が維持できる構造・仕様で
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あること 

(a) 埋設設備及び排水・監視設備 

埋設設備及び排水・監視設備は、廃棄体と水が接触することを

防止するために、外周仕切設備及び覆い、ポーラスコンクリート

層、セメント系充填材並びに内部防水で多様化し、各部位の劣化･

損傷が生じた場合においても、漏出防止機能を維持する構造・仕

様とする。 

(b) 覆土 

覆土は、長期的に発生が予想される力学的影響及び化学的影響

のいずれに対しても機能維持が受動的に期待できるよう、多層化

した十分な厚さの覆土を設置する。 

線量評価上用いる各性能は、線量評価の状態設定における劣化･

損傷の程度及び期間の不確実性を包含する設定とすることにより、

廃棄物埋設地全体として線量基準を満足できるようにする。 

これらにより、劣化・損傷が生じた場合においても、移行抑制

機能を維持する構造・仕様とする。 

d. 放射性物質の漏出を低減する機能は、地下水の浸入を抑制する機

能、放射性物質を収着する機能等の機能のうち、一つのものに過度

に依存しないこと 

放射性物質の漏出を低減する機能は、人工バリア及び天然バリ

アにより確保し、人工バリアは特性の異なる材料として、セメン

ト系材料及び土質系材料を用いる設計とする。また、これらを用

いた各部材に対して、次表に示すように、地下水の浸入を抑制す

る機能(低透水性)及び放射性物質を収着する機能(収着性)の複数

の異なる機能を期待することにより、一つの機能に過度に依存し
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ないよう配慮した設計とする。 

 

表 各部材に期待する移行抑制機能を構成する特性 

 部材 収着性 低透水性 

人工バリア 

埋設設備 ○ ― 

覆土 

難透水性覆土 ○ ○ 

下部覆土  ― *1 ○ 

上部覆土 ○ ― 

天然バリア 岩盤(鷹架層) ○ ○ 

○：期待する 

－：期待しない 

*1：下部覆土は土質系材料であり収着性を期待できるが、難透水

性覆土又は下部覆土の一方に収着性を期待することで十分で

あることから、下部覆土の収着性は考慮しない。 

 

e. 埋設する放射性廃棄物に含有される化学物質その他の化学物質に

より安全機能が損なわれないものであること 

埋設する廃棄体、埋設設備、排水・監視設備及び覆土には可燃

性の化学物質、可燃性ガスを発生する化学物質を含めない。一方、

廃棄物埋設地の安全機能に影響を及ぼす可能性のあるその他の化

学物質としては、廃棄体又は埋設設備内に含まれる有機物（1号廃

棄物埋設地は有機物及び塩）、さらにはセメント系材料から溶出し

た高アルカリ成分を含む地下水との反応による影響を考慮する必

要がある。 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間の

安全機能として、埋設設備及び排水・監視設備は漏出防止機能を、

埋設設備は遮蔽機能を有する。覆土完了までの間において、埋設
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設備は水との接触による溶解・変質が容易に生じないこと及び漏

出防止機能によって廃棄体と水の接触を防止することにより廃棄

体に含まれる有機物(1号廃棄物埋設地は有機物及び塩)が水に溶出

しないことから、埋設設備及び排水・監視設備が有機物(1 号廃棄

物埋設地は有機物及び塩)との化学反応により著しく損傷すること

はない。さらに、埋設設備及び排水・監視設備は、セメント系材

料で構成されていることから、高アルカリ成分による影響はない。

したがって、覆土完了までの間の漏出防止機能及び遮蔽機能につ

いては、これらの化学物質によって影響を受けない。 

覆土完了から廃止措置の開始までの間の安全機能として、埋設

設備及び覆土は移行抑制機能及び遮蔽機能を有する。遮蔽機能に

ついては、覆土が十分な厚さを有していることから、化学物質と

接触することによって生じる覆土及び埋設設備の厚さ減少及び密

度低下による遮蔽機能への影響は無視できると考えられる。移行

抑制機能については、廃棄物埋設地内において地下水位が上昇し、

地下水の浸入に伴い溶解及び漏出する化学物質(有機物、1 号廃棄

物埋設地は有機物及び塩)及びセメント系材料から溶出した高アル

カリ成分が埋設設備の収着性並びに覆土の低透水性及び収着性に

影響を及ぼす可能性がある。 

上記のような化学物質の影響に対する対策として、埋設設備及

び覆土に使用する材料については、化学物質による低透水性及び

収着性への影響を考慮し、低透水性及び収着性への影響を確認し

た材料を使用する設計とする。また、覆土については化学的安定

性の高い材料で構成する設計とする。 

２．１．４．２ 1 号廃棄物埋設施設 
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廃棄物埋設地は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土

完了までの間にあっては放射性物質の漏出を防止し、覆土完了から

廃止措置の開始までの間にあっては放射性物質の漏出を低減するた

め、以下に留意した設計とする。 

a. 埋設する放射性廃棄物に含まれる放射性物質の性質及び放射能濃

度に応じて、設計時点において合理的かつ利用可能な最善の建

設・施工技術によるものであること 

廃棄物埋設地の設計については、放射性物質の性質及び放射能

濃度として、放射性物質の種類により主に半減期や放出される放

射線のエネルギーが異なることを考慮する。 

・半減期の長い放射性物質に対しては、人工バリア及び天然バ

リアを組み合わせる移行抑制機能の設計により長期的に放射

性物質の移行を抑制し、放射能の減衰を図ることで公衆の受

ける線量を低減すること 

・半減期が短く放射線のエネルギーが大きい放射性物質に対し

ては、遮蔽機能の設計により放射能が有意に減衰するまで遮

蔽を確保することで、公衆の受ける外部被ばくを低減するこ

と 

・放射性廃棄物は容器に固型化したものであり、放射性物質が

容易に漏えい・飛散するものではない。しかし、水を媒体と

して移動することが考えられることから、人工バリア及び天

然バリアによる移行抑制機能を確保するまで、漏出防止機能

の設計により、水を媒体として放射性物質が漏出することを

防止すること 

また、廃棄物埋設地は、保全に関する措置を必要としない
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状態に移行できるよう設計する。人間侵入リスクが高い地表

面を避け、天然バリアである侵食抵抗性の高い岩盤(鷹架層)

の性能を有効に利用するために、地盤を掘り下げて埋設設備

を設置する。その結果、埋設設備が地下水面下への設置とな

ることから、その特徴を考慮し設計する。 

埋設設備の設計については、既設埋設設備の設計・施工実

績を考慮する。 

以上より、廃棄物埋設地に要求される安全機能及びその安全機

能を維持すべき期間を踏まえた上で、合理的かつ利用可能な最善

の建設・施工技術として、諸外国の類似施設の設計を参考とし、

広く活用され、かつ、実績を多数有している建設・施工技術を用

いる。 

安全機能に対する期間ごとに、合理的かつ利用可能な最善の建

設・施工技術について以下に示す。 

(a) 放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間 

放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間において、

安全機能(漏出防止機能及び遮蔽機能)を有する部位ごとの要求

性能に加え、材料の選定、建設・施工及び検査を考慮した構造

物として設計する。以下の内容を満足することで、合理的かつ

利用可能な最善の建設・施工技術とする。 

(一) 合理的な建設・施工技術 

覆土完了までの期間は、数十年程度であることから、埋設

設備及び排水・監視設備に対し、一般に数十年オーダーの耐

用年数で知見が幅広く整備されているセメント系材料を用い

たコンクリート構造物とすることが合理的である。 
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(二) 利用可能な最善の建設・施工技術 

コンクリート構造物としての設計、材料の選定、建設・施

工及び検査については、利用可能な最善の建設・施工技術と

して、最新の知見を確認し、施工の実現性及び品質を確保す

る。2020 年度時点での最新の知見としては、「コンクリート標

準示方書(設計編及び施工編)」(1)(2)に基づく。 

また、安全機能ごとに対する設計としては以下のとおり。 

・漏出防止機能は、雨水及び地下水の浸入の防止及び放射

性物質の漏出の防止を行うため、埋設設備及び排水・監

視設備において、透水特性を考慮した設計とする。低透

水性としてコンクリートの材料配合、ひび割れ抑制とし

てコンクリートの材料配合及び鉄筋量、充填性としてモ

ルタルの材料配合、防水性として内部防水の配置並びに

排水性としてポーラスコンクリート層の設置を考慮した

設計とすること 

・遮蔽機能は、敷地周辺の公衆及び放射線業務従事者並び

に管理区域以外の人が立ち入る場所に滞在する者への被

ばくを低減するために埋設設備の密度及び厚さを確保す

ることで、放射線の遮蔽性能を有する設計とすること 

(b) 覆土完了後 

覆土完了後は、安全機能(移行抑制機能及び遮蔽機能)を有す

る部位ごとの要求性能に加え、材料の選定、建設・施工及び検査

を考慮した構造物として設計する。以下の内容を満足することで、

合理的かつ利用可能な最善の建設・施工技術とする。 

(一) 合理的な建設・施工技術 
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覆土完了後の期間は、数百年以上であることから、長期的な

透水特性及び遮蔽性能を期待するために、力学的・化学的作用

により安全性が損なわれ難い天然材料である土質系材料を用い

た土構造物とすることが合理的である。 

また、長期的な核種収着性を期待するために、長期的に安全

性が損なわれ難い土質系材料及びセメント系材料を用いること

が合理的である。 

(二) 利用可能な最善の建設・施工技術 

土構造物としての設計、材料の選定、建設・施工及び検査に

ついては、利用可能な最善の建設・施工技術として、最新の知

見を確認する。2020 年度時点での最新の知見としては、「道路土

工要綱」(3)及び「河川土工マニュアル」(4)を参照とする。また、

一般土工で用いられる重機を使用し、適切な品質管理を行うこ

とで、目標の透水係数を有する覆土を施工できることを確認し

ている。 

なお、施工時の品質管理方法は、覆土施工時に行う施工試験

結果を用いて最終決定する。 

安全機能ごとに対する設計としては以下のとおり。 

・移行抑制機能は、低透水性として土質系材料により透水係

数及び厚さを確保する設計とし、収着性を有するセメント

系材料及び土質系材料を用いる設計とすること 

・遮蔽機能は、敷地周辺の公衆及び管理区域以外の人が立ち

入る場所に滞在する者への被ばくを低減するために、覆土

の密度及び厚さを確保することで、長期的な放射線の遮蔽

性能を有する設計とすること 
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b. 劣化・損傷に対する抵抗性を考慮すること 

(a) 埋設設備及び排水・監視設備 

埋設設備及び排水・監視設備は、漏出防止機能を確保する期間

に対して、劣化・損傷に対する抵抗性を有するよう鉄筋かぶり及

び材料配合の設計を行う。また、劣化抵抗性を有していることを

「コンクリート標準示方書(設計編)」(1)に基づく耐久性照査によ

って確認する。対象項目は、設計条件及び立地条件を考慮し、耐

久性に影響があると考えられる中性化、塩害及び凍害とする。 

・中性化に対する劣化抵抗性を有するために、中性化深さが鋼

材腐食発生限界深さに達しない設計とすること 

・塩害に対する劣化抵抗性を有するために、コンクリート表面

塩化物イオン濃度の設計値が鋼材腐食発生限界濃度に達しな

い設計とすること 

・凍害における内部損傷及び表面損傷に対する劣化抵抗性を有

する設計とすること 

(b) 覆土 

難透水性覆土及び下部覆土は、化学的安定性、変形追従性及び

液状化抵抗性を考慮し、粒径分布に広がりを持った土質系材料を

用いる。 

難透水性覆土及び下部覆土は、容易な露呈を防止する観点から

安定した地盤を掘り下げ、埋設設備の底面を除く外周部に設置す

る設計とする。 

長期状態において想定される劣化・損傷事象を抽出し、覆土の

透水特性に影響を及ぼす要因に対して、長期的に透水特性を維持

するための要求機能を満たす見通しのある設計とする。 
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これらにより、覆土は劣化・損傷に対する抵抗性を有する設計

とする。 

c. 劣化・損傷が生じた場合にも当該機能が維持できる構造・仕様で

あること 

(a) 埋設設備及び排水・監視設備 

埋設設備及び排水・監視設備は、廃棄体と水が接触することを

防止するために、外周仕切設備及び覆い、ポーラスコンクリート

層、セメント系充填材並びに内部防水で多様化し、各部位の劣化･

損傷が生じた場合においても、漏出防止機能を維持する構造・仕

様とする。 

(b) 覆土 

覆土は、長期的に発生が予想される力学的影響及び化学的影響

のいずれに対しても機能維持が受動的に期待できるよう、多層化

した十分な厚さの覆土を設置する。 

線量評価上用いる各性能は、線量評価の状態設定における劣化･

損傷の程度及び期間の不確実性を包含する設定とすることにより、

廃棄物埋設地全体として線量基準を満足できるようにする。 

これらにより、劣化・損傷が生じた場合においても、移行抑制

機能を維持する構造・仕様とする。 

d. 放射性物質の漏出を低減する機能は、地下水の浸入を抑制する機

能、放射性物質を収着する機能等の機能のうち、一つのものに過度

に依存しないこと 

放射性物質の漏出を低減する機能は、人工バリア及び天然バリ

アにより確保し、人工バリアは特性の異なる材料として、セメン

ト系材料及び土質系材料を用いる設計とする。また、これらを用
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いた各部材に対して、次表に示すように、地下水の浸入を抑制す

る機能(低透水性)及び放射性物質を収着する機能(収着性)の複数

の異なる機能を期待することにより、一つの機能に過度に依存し

ないよう配慮した設計とする。 

 

 部材 収着性 低透水性 

人工バリア 

埋設設備 ○ ― 

覆土 

難透水性覆土 ○ ○ 

下部覆土  ―*1 ○ 

上部覆土 ○ ― 

天然バリア 岩盤(鷹架層) ○ ○ 

○：期待する 

－：期待しない 

*1：下部覆土は土質系材料であり収着性を期待できるが、難透水

性覆土又は下部覆土の一方に収着性を期待することで十分で

あることから、下部覆土の収着性は考慮しない。 

 

e. 埋設する放射性廃棄物に含有される化学物質その他の化学物質に

より安全機能が損なわれないものであること 

埋設する廃棄体、埋設設備、排水・監視設備及び覆土には可燃

性の化学物質、可燃性ガスを発生する化学物質を含めない。一方、

廃棄物埋設地の安全機能に影響を及ぼす可能性のあるその他の化

学物質としては、廃棄体又は埋設設備内に含まれる有機物及び塩、

さらにはセメント系材料から溶出した高アルカリ成分を含む地下

水との反応による影響を考慮する必要がある。 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間の

安全機能として、埋設設備及び排水・監視設備は漏出防止機能を、
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埋設設備は遮蔽機能を有する。覆土完了までの間において、埋設

設備は水との接触による溶解・変質が容易に生じないこと及び漏

出防止機能によって廃棄体と水の接触を防止することにより廃棄

体に含まれる有機物及び塩が水に溶出しないことから、埋設設備

及び排水・監視設備が有機物及び塩との化学反応により著しく損

傷することはない。さらに、埋設設備及び排水・監視設備はセメ

ント系材料で構成されていることから、高アルカリ成分による影

響はない。したがって、覆土完了までの間の漏出防止機能及び遮

蔽機能については、これらの化学物質によって影響を受けない。 

覆土完了から廃止措置の開始までの間の安全機能として、埋設

設備及び覆土は移行抑制機能及び遮蔽機能を有する。遮蔽機能に

ついては、覆土が十分な厚さを有していることから、化学物質と

接触することによって生じる覆土及び埋設設備の厚さ減少及び密

度低下による遮蔽機能への影響は無視できると考えられる。移行

抑制機能については、廃棄物埋設地内において地下水位が上昇し、

地下水の浸入に伴い溶解及び漏出する化学物質(有機物及び塩)及

びセメント系材料から溶出した高アルカリ成分が埋設設備の収着

性並びに覆土の低透水性及び収着性に影響を及ぼす可能性がある。 

上記のような化学物質の影響に対する対策として、埋設設備及

び覆土に使用する材料については、化学物質による低透水性及び

収着性への影響を考慮し、低透水性及び収着性への影響を確認し

た材料を使用する設計とする。また、覆土については化学的安定

性の高い材料で構成する設計とする。 

２．１．４．３ 2 号廃棄物埋設施設 

廃棄物埋設地は、覆土完了から廃止措置の開始までの間において、
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放射性物質の漏出を低減するため、以下に留意した設計とする。 

a. 埋設する放射性廃棄物に含まれる放射性物質の性質及び放射能濃

度に応じて、設計時点において合理的かつ利用可能な最善の建

設・施工技術によるものであること 

廃棄物埋設地の設計については、放射性物質の性質及び放射能

濃度として、放射性物質の種類により主に半減期や放出される放

射線のエネルギーが異なることを考慮する。 

・半減期の長い放射性物質に対しては、人工バリア及び天然バ

リアを組み合わせる移行抑制機能の設計により長期的に放射

性物質の移行を抑制し、放射能の減衰を図ることで公衆の受

ける線量を低減すること 

・半減期が短く放射線のエネルギーが大きい放射性物質に対し

ては、遮蔽機能の設計により放射能が有意に減衰するまで遮

蔽を確保することで、公衆の受ける外部被ばくを低減するこ

と 

また、廃棄物埋設地は、保全に関する措置を必要としない

状態に移行できるよう設計する。人間侵入リスクが高い地表

面を避け、天然バリアである侵食抵抗性の高い岩盤(鷹架層)

の性能を有効に利用するために、地盤を掘り下げて埋設設備

を設置する。その結果、埋設設備が地下水面下への設置とな

ることから、その特徴を考慮し設計する。 

以上より、廃棄物埋設地に要求される安全機能及びその安全機

能を維持すべき期間を踏まえた上で、合理的かつ利用可能な最善

の建設・施工技術として、諸外国の類似施設の設計を参考とし、

広く活用され、かつ、実績を多数有している建設・施工技術を用
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いる。 

覆土完了後は、安全機能(移行抑制機能及び遮蔽機能)を有する

部位ごとの要求性能に加え、材料の選定、建設・施工及び検査を

考慮した構造物として設計する。以下の内容を満足することで、

合理的かつ利用可能な最善の建設・施工技術とする。 

(一) 合理的な建設・施工技術 

覆土完了後の期間は、数百年以上であることから、長期的な

透水特性及び遮蔽性能を期待するために、力学的・化学的作用

により安全性が損なわれ難い天然材料である土質系材料を用い

た土構造物とすることが合理的である。 

また、長期的な核種収着性を期待するために、長期的に安全

性が損なわれ難い土質系材料を用いることが合理的である。 

(二) 利用可能な最善の建設・施工技術 

土構造物としての設計、材料の選定、建設・施工及び検査に

ついては、利用可能な最善の建設・施工技術として、最新の知

見を確認する。2020 年度時点での最新の知見としては、「道路土

工要綱」(3)及び「河川土工マニュアル」(4)を参照とする。また、

一般土工で用いられる重機を使用し、適切な品質管理を行うこ

とで、目標の透水係数を有する覆土を施工できることを確認し

ている。 

なお、施工時の品質管理方法は、覆土施工時に行う施工試験

結果を用いて最終決定する。 

安全機能ごとに対する設計としては以下のとおり。 

・移行抑制機能は、低透水性として土質系材料により透水係

数及び厚さを確保する設計とし、収着性を有する土質系材
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料を用いる設計とすること 

・遮蔽機能は、敷地周辺の公衆及び管理区域以外の人が立ち

入る場所に滞在する者への被ばくを低減するために、覆土

の密度及び厚さを確保することで、長期的な放射線の遮蔽

性能を有する設計とすること 

b. 劣化・損傷に対する抵抗性を考慮すること 

難透水性覆土及び下部覆土は、化学的安定性、変形追従性及び

液状化抵抗性を考慮し、粒径分布に広がりを持った土質系材料を

用いる。 

難透水性覆土及び下部覆土は、容易な露呈を防止する観点から

安定した地盤を掘り下げ、埋設設備の底面を除く外周部に設置す

る設計とする。 

長期状態において想定される劣化・損傷事象を抽出し、覆土の

透水特性に影響を及ぼす要因に対して、長期的に透水特性を維持

するための要求機能を満たす見通しのある設計とする。 

これらにより、覆土は劣化・損傷に対する抵抗性を有する設計

とする。 

c. 劣化・損傷が生じた場合にも当該機能が維持できる構造・仕様で

あること 

覆土は、長期的に発生が予想される力学的影響及び化学的影響

のいずれに対しても機能維持が受動的に期待できるよう、多層化

した十分な厚さの覆土を設置する。 

線量評価上用いる各性能は、線量評価の状態設定における劣化･

損傷の程度及び期間の不確実性を包含する設定とすることにより、

廃棄物埋設地全体として線量基準を満足できるようにする。 
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これらにより、劣化・損傷が生じた場合においても、移行抑制

機能を維持する構造・仕様とする。 

d. 放射性物質の漏出を低減する機能は、地下水の浸入を抑制する機

能、放射性物質を収着する機能等の機能のうち、一つのものに過度

に依存しないこと 

放射性物質の漏出を低減する機能は、人工バリア及び天然バリ

アにより確保し、人工バリアは特性の異なる土質系材料を用いる

設計とする。また、これらを用いた各部材に対して、次表に示す

ように、地下水の浸入を抑制する機能(低透水性)及び放射性物質

を収着する機能(収着性)の複数の異なる機能を期待することによ

り、一つの機能に過度に依存しないよう配慮した設計とする。 

 

 部材 収着性 低透水性 

人工バリア 覆土 

難透水性覆土 ○ ○ 

下部覆土  ―*1 ○ 

上部覆土 ○ ― 

天然バリア 岩盤(鷹架層) ○ ○ 

○：期待する 

－：期待しない 

*1：下部覆土は土質系材料であり収着性を期待できるが、難透水

性覆土又は下部覆土の一方に収着性を期待することで十分で

あることから、下部覆土の収着性は考慮しない。 

 

e. 埋設する放射性廃棄物に含有される化学物質その他の化学物質に

より安全機能が損なわれないものであること 

埋設する廃棄体、埋設設備、排水・監視設備及び覆土には可燃
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性の化学物質、可燃性ガスを発生する化学物質を含めない。一方、

廃棄物埋設地の安全機能に影響を及ぼす可能性のあるその他の化

学物質としては、廃棄体又は埋設設備内に含まれる有機物、さら

にはセメント系材料から溶出した高アルカリ成分を含む地下水と

の反応による影響を考慮する必要がある。 

覆土完了から廃止措置の開始までの間の安全機能として、覆土

は移行抑制機能及び遮蔽機能を有する。遮蔽機能については、覆

土が十分な厚さを有していることから、化学物質と接触すること

によって生じる覆土の厚さ減少及び密度低下による遮蔽機能への

影響は無視できると考えられる。移行抑制機能については、廃棄

物埋設地内において地下水位が上昇し、地下水の浸入に伴い溶解

及び漏出する化学物質(有機物)及びセメント系材料から溶出した

高アルカリ成分が覆土の低透水性及び収着性に影響を及ぼす可能

性がある。 

上記のような化学物質の影響に対する対策として、覆土に使用

する材料については、化学物質による低透水性及び収着性への影

響を考慮し、低透水性及び収着性への影響を確認した材料を使用

する設計とする。また、化学的安定性の高い材料で構成する設計

とする。  
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２．２ 核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の

廃棄に関する説明 

２．２．１ 線量評価結果 

覆土完了から廃止措置の開始までの間において、1号及び2号廃棄

物埋設地からの線量を重畳した値は、地下水中の放射性物質が移行

する尾駮沼の水産物摂取に係る線量で約 3.8μSv/y である。この期

間は、十分な厚さの覆土があるため、難透水性覆土及び下部覆土の

厚さの最小値となる埋設設備から 4m の位置で評価を行っても、約

1.0×10-4μSv/ｙであることから、十分小さい値である。さらに 1 号

及び 2 号廃棄物埋設施設に対しても同様に評価を行った結果として

約 1.0×10-3μSv/y であり、重畳したとしても対象位置が離れている

ことから、周辺監視区域の廃止後に敷地内へ立ち入る人を考慮して

も外部被ばく線量影響は無視できる。 

以上より、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了ま

での間にあっては公衆の受ける 1 号及び 2 号廃棄物埋設地からの寄

与を考慮した合計線量は約 23μSv/y、覆土完了から廃止措置の開始

までの間にあっては公衆の受ける 1 号及び 2 号廃棄物埋設地からの

寄与を考慮した合計線量は約 3.8μSv/y となり、本施設は、公衆に

対して合理的に達成できる限り十分に低い線量となる施設の設計と

なっている。 

 

 

 

以 上 
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１．基本方針 

廃止措置の開始後、廃棄物埋設地は、廃棄物埋設地の保全に関す

る措置を必要としない状態に移行する見通しのある設計とする。廃

棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状態とは、廃止措置

の開始後の評価において、科学的に合理的と考えられる範囲の人工

バリアや天然バリアの状態及び被ばくに至る経路の組合せのうち、

最も可能性が高いと考えられるパラメータを設定した自然事象シナ

リオで評価される公衆の受ける線量が 10μSv/y を超えないこと、科

学的に合理的と考えられる範囲の人工バリアや天然バリアの状態及

び被ばくに至る経路の組合せのうち、最も厳しいパラメータを設定

した自然事象シナリオで評価される公衆の受ける線量が 300μSv/y

を超えないこと、自然事象シナリオ以外の廃棄物埋設地の掘削によ

る放射性物質の廃棄物埋設地からの漏えい、天然バリア中の移行及

び当該掘削後の土地利用を考慮した人為事象シナリオで評価される

公衆の受ける線量が 1mSv/y を超えないことをいう。 

ここで、人工バリアとは、埋設する放射性廃棄物からの放射性物

質の漏出の防止又は低減を行う人工構築物をいう。天然バリアと

は、埋設する放射性廃棄物又は人工バリアの周囲に存在し、埋設す

る放射性廃棄物から漏出してきた放射性物質の生活環境への移行の

抑制を行う岩盤(鷹架層)をいう。  
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２．廃止措置の開始後の評価 

廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状態へ移行でき

る見通しを得るため、廃止措置の開始後において、埋設する廃棄体

に起因して発生すると想定される公衆の受ける線量が、最も可能性

が高い自然事象シナリオにあっては 10μSv/y を超えないこと、最も

厳しい自然事象シナリオにあっては 300μSv/y を超えないこと及び

人為事象シナリオにあっては 1mSv/y を超えないことを評価する。 

評価の対象とする期間は、評価する線量の最大値が出現する時期

を含む期間とし、主要な放射性物質のうち半減期の長い放射性物質

の放射能量及び放射能濃度が十分に小さいことを考慮して、10,000

年程度までを目安とする。また、廃棄物埋設地等の状態の設定を行

う将来の期間は、廃止措置の開始までの十分な減衰及び岩盤(鷹架

層)中の移行遅延を期待できない放射性物質の影響が、比較的有意に

生じると想定される時期を含む期間である 1,000 年程度とし、線量

評価においては、覆土完了時点において廃棄物埋設地及びその周辺

環境は 1000 年後の状態になるものとし、その状態が継続するものと

する。 

評価に当たっては、廃棄物埋設地の敷地及びその周辺に係る過去

の記録や現地調査等の最新の科学的・技術的知見に基づき、人工バ

リア及び天然バリアの状態の変化、被ばく経路等に影響を与える自

然現象及び土地利用による人間活動を考慮して、人工バリア及び天

然バリアの状態の変化に関する要素を体系的に収集・分析し、評価

すべきシナリオを設定する。 

２．１ 自然事象シナリオ 

自然事象シナリオでは、以下に示すような自然事象による廃
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棄物埋設地からの放射性物質の移行及び公衆の受ける線量を評

価する。 

廃棄物埋設地に埋設処分する放射性廃棄物に含まれる放射性

物質は、埋設設備に浸入する地下水を介して、人の活動する領

域に到達し、放射性物質を含んだ水及び土地を利用した様々な

生産活動、生産物の摂取等の人間活動により、公衆が被ばくす

ることが想定される。人が活動する領域のうち、放射性物質が

到達する領域で、一般的な水の利用と土地の利用が想定される

範囲における人間活動の状況を「生活環境」という。 

廃止措置の開始後の公衆の受ける線量の評価に当たっては、

将来の地質環境、気象環境及び水理環境(以下「地質環境等」と

いう。)と、将来の廃棄物埋設地の状態並びに将来の公衆の生活

環境を設定する。将来の地質環境等については、プレート運動、

気候変動等による廃棄物埋設地の取り巻く環境を設定する。将

来の廃棄物埋設地の状態については、廃棄物埋設地を構成する

各部材の変質等による廃棄物埋設地の物理的、化学的性質の変

化を考慮して、期待するバリア機能の状態を設定する。将来の

公衆の生活環境については、ICRP Pub. 81(1)及び ICRP Pub. 

101(2)の考え方を参考に、廃棄物埋設地に起因して被ばくを受け

ると合理的に想定される集団を代表する個人(以下「評価対象個

人」という。)及び評価対象個人の時間の過ごし方等の人間活動

の程度(以下「生活様式」という。)を設定する。ここで、地質

環境等と将来の廃棄物埋設地の状態に関しては、自然現象であ

ることから、過去の記録や現地調査等の最新の科学的・技術的

知見に基づき合理的に設定する。将来の公衆の生活環境に関し
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ては、ICRP Pub.81(1)を踏まえて、現在の生活様式が将来も継続

すると仮定する。 

最も可能性が高い自然事象シナリオは、平均的な被ばくを受

けると想定される評価対象個人の線量が、低く抑えられている

ことを確認するため、科学的に合理的と考えられる範囲の廃棄

物埋設地の人工バリアや天然バリアの状態及び生活環境におけ

る被ばくに至る経路の組合せのうち、最も可能性が高いと考え

られるパラメータを用いて評価する。本シナリオの評価に当た

って、地質環境等は、公衆の受ける線量が現実的な値となるよ

うに、データの不確かさ(変動幅)を踏まえて、気温、降水量等

を現実的(平均値等の代表性が高い値)に設定する。将来の廃棄

物埋設地の状態も同様に公衆の受ける線量が現実的な値となる

ようにデータの不確かさ(変動幅)を踏まえて、人工バリア及び

天然バリアの機能として期待する透水係数、分配係数等を現実

的(平均値等の代表性が高い値)に設定する。生活様式について

は、「日本原燃(株)廃棄物埋設事業変更許可申請における廃止

措置の開始後の公衆の被ばく線量評価に係る審査方針について

～将来の人間活動に関する設定～」（以下「審査方針」とい

う。）に基づき、現在の生活様式を考えて現実的でもっともら

しい仮定に基づいて設定する。 

最も厳しい自然事象シナリオは、最大の被ばくを受けると想

定される評価対象個人の線量であっても、著しい被ばくを受け

ないことを確認するため、科学的に合理的と考えられる範囲の

廃棄物埋設地の人工バリアや天然バリアの状態及び生活環境に

おける被ばくに至る経路の組合せのうち、最も厳しいパラメー
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タを用いて評価する。本シナリオの評価に当たって、地質環境

等は、公衆の受ける線量が大きく厳しくなるようにデータの不

確かさ(変動幅)を踏まえて、気温、降水量等を保守的に設定す

る。将来の廃棄物埋設地の状態も同様に、公衆の受ける線量が

大きく厳しくなるようにデータの不確かさ(変動幅)を踏まえて、

人工バリア及び天然バリアの機能として期待する透水係数、分

配係数等を保守的に設定する。将来の公衆の生活様式について

は、「審査方針」に基づき、現在の生活様式を考えて合理的に

保守的でもっともらしい仮定に基づいて設定する。 

なお、最も可能性が高いと考えられる状態の設定が困難であ

る場合又は様々な不確かさを考慮したとしても線量への影響が

小さいと考えられる場合は、不確かさを考慮して保守的な状態

を設定する。 

a. 地質環境等の状態設定 

埋設設備を設置する地下の環境は、自然現象の影響を受け

難いことから、地上に比べ安定である。 

しかし、長期的な観点でみると、プレート運動及び気候変

動によって、廃棄物埋設地を取り巻く地質環境等は有意に変

化することが予測される。 

この地質環境等に係る長期変動事象について、「プレート

運動に起因する事象」、「気候変動に起因する事象」及び「プ

レート運動と気候変動の両者に起因する事象」に区分する(3)。

区分した各事象については、プレート運動や気候変動が過去

から現在までの変動傾向とその要因が今後も継続するとみな

し、それらを外挿して状態設定を行う。 
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(a) プレート運動に起因する事象 

日本周辺には、大陸プレートであるユーラシアプレー

ト及び北米プレート並びに海洋プレートであるフィリピ

ン海プレート及び太平洋プレートがあり、大陸プレート

の下に海洋プレートが沈み込んでいる。敷地の位置する

東北日本弧は北米プレートに位置し、東側から太平洋プ

レートが沈み込むことで、おおむね東西方向の圧縮の力

が生じている。 

将来の日本列島周辺のプレート運動については、今後

数十万年から数百万年程度継続すると考えられる(3)～(6)。

したがって、状態設定においては、現在のプレート運動

が継続するものとして設定する。 

プレート運動に起因する事象には、「火山・火成活動」、

「地震・断層活動」及び「隆起・沈降運動」があげられ

る。 

(一) 火山・火成活動 

火山・火成活動によって、直接的に廃棄物埋設地が

損傷すること、また、敷地周辺が高温になること及び

地下水の水質の変化によって地下水流動場が変化する

ことが想定されることから、火山・火成活動による状

態設定を行う。覆土完了までの間において、廃棄物埋

設地に影響を及ぼす可能性のある火山・火成活動は降

下火砕物だけであるが、覆土完了後においては火砕物

密度流についても想定する。長期変動事象としては、

直接的に廃棄物埋設地が損傷することが想定される事
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象として、新しい火口の開口を想定する。 

以上より、火山・火成活動として降下火砕物、火砕

物密度流及び火口の開口を想定する。 

(ｱ) 降下火砕物 

覆土完了後において、降下火砕物が堆積することに

より、降下火砕物に含まれる成分によって地下水の水

質変化が生じることが想定されるため、廃棄物埋設地

の状態設定において化学的影響を考慮する。 

(ｲ) 火砕物密度流 

火砕物密度流は、今後数百年から数千年スケールに

は、敷地に到達する可能性は十分に低く(7)、仮に敷地

に到達したとしても、火砕物密度流の影響範囲は表層

に限定されるため、火砕物密度流の熱的影響及び化学

的影響は長期変動事象として考慮しない。 

(ｳ) 火口の開口 

新しい火口の開口は、敷地が廃棄物埋設地に影響を

及ぼし得る火山の過去の火口及びその近傍に位置しな

いこと、並びに火山フロントより前弧側(東方)に位置

することから、これらの火山事象が敷地において発生

する可能性はない。よって、新しい火口の開口は長期

変動事象として考慮しない。 

(二) 地震・断層活動 

地震・断層活動は、現在のプレート運動が継続する

とされていることから、将来も同様の場所で繰返し発

生すると想定する。 
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(ｱ) 地震 

敷地付近は、マグニチュード 6 を超える地震の発生

はなく、震度 5 強を超える地震の発生もない地域であ

る。 

覆土(難透水性覆土及び下部覆土)に力学的な変形が

生じることにより、低透水性に影響が生じるおそれが

あるため、廃棄物埋設地の状態設定において力学的影

響を評価する。 

震度 4 程度の地震時において、敷地内の観測孔で地

下水位の変動が確認されている(第 1 図参照)。観測結

果によると、震度 4 程度の地震では地下水位の変動は

小さく、季節変動に内包される程度であった。したが

って、地震活動による水理的影響は小さく、一時的な

ものであることから、地震の水理的影響は長期変動事

象として考慮しない。 

(ｲ) 断層活動(地盤の変形) 

断層活動に伴う地盤の変位及び変形により廃棄物埋

設地が直接破壊されることが想定される。 

空中写真判読結果及び地質調査から、活断層は廃棄

物埋設地付近には分布しておらず、最も近い活断層は、

敷地近傍の六ヶ所村出戸付近に分布する出戸西方断層

である。出戸西方断層は、西傾斜の逆断層であり、そ

の長さを約 11km と評価している。しかし、敷地には、

出戸西方断層に起因する変動地形及びリニアメント並

びに出戸西方断層に関連した地質構造は確認されてい
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ない。したがって、今後も地盤の変位及び変形により

廃棄物埋設地が直接破壊される可能性は十分低い。 

出戸西方断層以外の活断層については、廃棄物埋設

地から更に離れており、断層活動があったとしても、

廃棄物埋設地に力学的影響は及ばない。 

以上より、今後も地盤の変位及び変形により廃棄物

埋設地が直接破壊される可能性は十分低いため、断層

活動の力学的影響は長期変動事象として考慮しない。 

(ｳ) 液状化(覆土) 

覆土(難透水性覆土及び下部覆土)が液状化すること

によって、低透水性に影響が生じるおそれがあるため、

廃棄物埋設地の状態設定において液状化による影響を

考慮する。 

(三) 隆起・沈降運動 

隆起・沈降運動は廃棄物埋設地を直接損傷させるこ

とはないが、地形勾配の変化や侵食基準面から廃棄物

埋設地までの比高の変化に伴い侵食・堆積環境が変化

する。侵食・堆積環境の変化により、地下水流動に影

響すること、また、埋設設備が地表に接近する可能性

があることから、隆起・沈降運動を長期変動事象とし

て考慮し、隆起・沈降運動の速度を設定する。 

敷地の位置する下北半島付近には、過去約 70 万年間

に形成された海成段丘が分布することから、敷地及び

その周辺は、少なくとも同期間において大局的には隆

起域と考えられる。小池・町田(2001)(8)から、下北半



１０ 

島周辺の海成段丘面の形成年代と旧汀線高度及び相対

海水準を考慮した隆起量について整理したものを第 2

図に示す。下北半島周辺の過去約 70 万年間の平均隆起

速度は、2.0m/万年～4.5m/万年である。 

また、廃棄物埋設地付近に分布する海成段丘面(M1 面、

12.5 万年)の形成年代と旧汀線高度及び相対海水準を

考慮して平均隆起速度を計算すると最大で 3.5m/万年

である。 

以上より、敷地周辺の海成段丘に基づき求めた平均

隆起速度である 3.5m/万年を最も可能性が高い設定と

する。また、下北半島周辺の隆起速度のばらつきを考

慮し、隆起速度が最も大きい 4.5m/万年を最も厳しい

設定とする。 

(b) 気候変動に起因する事象 

気候変動は、数十万年前から現在まで約 8万年周期から

約 12 万年周期で氷期と間氷期を繰り返していることから

(9)、大局的には将来もこの周期の気候変動を繰り返すと考

えられる。過去の気候変動の傾向から、今後氷期へ向か

うと考えられることから(10)(11)、将来は寒冷化すると予測

される。 

一方で、人間活動に伴う温室効果ガス排出により、温

暖化が進行する可能性があるとする報告(9)や、現在の温室

効果ガス濃度を基準として、炭素循環のメカニズムを仮

定した気候シミュレーションにより、将来 5万年程度は温

暖期が継続する可能性があるとする報告もある(12)。 
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以上より、気候変動に起因する事象に係る長期変動事

象の状態設定については、過去の気候変動と同様に現在

から寒冷化に向かう場合(以下「寒冷化ケース」とい

う。)と、温暖期が数万年程度継続する場合(以下「温暖

期継続ケース」という。)の 2 ケースに大別し、これらの

2 ケースについて、それぞれ「気温・降水量変化」及び

「海水準変動」を長期変動事象として考慮する(3)。 

(一) 気温・降水量変化 

気温・降水量の変化は廃棄物埋設地を直接損傷させ

ることはないが、気温・降水量の変化により表層での

水収支の変化に伴って地下水流動及び表流水流動が変

化することが想定される。よって、気温・降水量の変

化を長期変動事象として考慮し、将来の気温及び降水

量を設定する。 

気温と降水量は正の相関関係があり、降水量が低下

するほど希釈に寄与する交換水量が少なくなるため、

気温及び降水量は低いほど保守的な設定となる。した

がって、以下に示す寒冷化ケース及び温暖期継続ケー

スの検討結果に基づいて、保守的となる寒冷化ケース

の状態を設定する。設定した気温と降水量の値を第 2

表に示す。 

(ｱ) 気温変化 

将来の気温変化については、花粉化石及び南極氷床

コアの水素同位体比を用いた過去の気温の推定に関す

る知見(9)及び人間活動による温室効果ガス濃度を考慮
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した気温変動予測結果に基づいて設定する。 

花粉化石は、Yamanaka et al.(1990)(13)で取得され

ている下北半島の北部の尻屋崎湿原における最終氷期

最盛期頃の花粉化石群集データ及び敷地近傍の尾駮沼

の沖積層堆積物における過去約 1 万年間の花粉化石群

集データを用いた。 

花粉化石を用いた過去の気温の推定方法は、松末ほ

か(2000)(14)の手法及び Nakagawa et al.(2002)(15)の手

法を用いた。 

【寒冷化ケースにおける気温設定】 

寒冷化ケースにおいては、氷期最盛期の年平均気

温から求めた気温変動割合を用いて将来の気温を設

定する。 

松末ほか(2000)(14)及び Nakagawa et al.(2002)(15)

の手法により下北半島付近の最終氷期最盛期の年平

均気温を推定すると、それぞれ約-2.2℃と約 3.7℃

であった(第 3 図参照)。このことから、将来の寒冷

化ケースの年平均気温の最も可能性が高い設定は、

両手法の平均的な値から 0℃とする。 

将来の氷期最盛期の年平均気温の最も厳しい設定

は、松末ほか(2000)(14)における現在と過去の氷河

期の気温差の最大値が約13℃であったことから、敷

地周辺における 1975 年～2015 年の年平均気温の最

低値である 8℃から 13℃を低下させると-5℃となる。

しかし、氷期最盛期は主な評価対象期間より 1 万年
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以上先であること、降水量の状態設定においては気

温と降水量の相関関係の不確かさを考慮することか

ら、ここでは最も可能性が高い設定の気温である

0℃と設定する。 

氷期最盛期に至るまでの気温変化については、過

去約 45 万年間の連続的なデータが取得されている

南極氷床コアの水素同位体比(9)に基づいて整理され

た年平均気温の変化量の変動グラフを用いて設定す

る。 

将来の気温の変動曲線を第 4 図に示す。同図から、

最も可能性が高い設定では約 8 万年後に氷期最盛期

になると想定し、最も厳しい設定では約 6 万年後に

氷期最盛期になると想定する。 

上記の現在及び氷期最盛期の気温並びに気温の変

動曲線を踏まえ、最も可能性が高い設定及び最も厳

しい設定において、寒冷化ケースにおける 1,000 年

後の気温を 8℃と設定する(第 2表参照)。 

【温暖期継続ケースにおける気温設定】 

温暖期継続ケースにおいては、温暖期における最

高気温のみを設定し、その気温が現在から継続する

と想定する。 

尾駮沼の沖積層堆積物から過去約 1 万年間の花粉

化石群集データを取得し、そのデータを用いて松末

ほか(2000)(14)の手法及び Nakagawa et al.(2002)(15)

の手法により敷地周辺のヒプシサーマル期の年平均
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気温を推定すると、それぞれ約 12.2℃と約 10.4℃

であった(第 3図参照)。 

一方、人間活動による温室効果ガス濃度を考慮し

たシミュレーション結果によれば、2090 年～2099

年には世界平均で現在より0.3℃～6.4℃上昇する可

能性が指摘されている(10)。よって、過去 30 年間の

敷地周辺の年平均気温である 9℃にシミュレーショ

ン結果の平均的な上昇値である 3℃を加えた 12℃を

最も可能性が高い設定とする。この値は、花粉化石

群集データより推定した12.2℃とも整合している。 

また、最も厳しい設定においては、過去 30 年間

の敷地周辺の年平均気温である 9℃にシミュレーシ

ョン結果のほぼ最大上昇値である 6℃を加えると

15℃となる。しかし、寒冷化ケースと同様に後述す

る降水量の状態設定における気温と降水量の相関関

係において、不確かさを考慮した方が希釈に寄与す

る交換水量は少なくなることから、ここでは最も可

能性が高い設定の気温である 12℃とする。 

上記の設定を踏まえ、最も可能性が高い設定及び

最も厳しい設定において、温暖期継続ケースにおけ

る 1,000 年後の気温を 12℃と設定する。 

(ｲ) 降水量変化 

気温と降水量との関係には、正の相関がある(16)。

また、地形や海流等の気候因子も降水量と相関がある。

そこで、将来の降水量の設定に当たっては、敷地周辺
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と気候因子が類似する地点の気温と降水量の関係に基

づき、将来の気温に対応する降水量を設定する。将来

の気温は、「(ｱ) 気温変化」で設定した気温を用いる。 

敷地周辺と気候因子が類似する地点の現在の気温と

降水量の関係を求める。気候因子が類似する地点の判

断に使用した項目は以下のとおりである。 

・北半球の太平洋側西部に位置すること 

・アリソフの気候区分が亜極帯～寒帯であること 

・沿岸海流が寒流であること 

・陸度(半径 50km 円内の陸域の占める割合)が 1/10

～9/10 であること 

・開放度(半径 15km 円内で対象地点より標高が 200m

以上高い範囲を除く角度)が 240°～360°である

こと 

上記条件で抽出された地点のうち、過去 30 年以上

の気象データの存在する 36 地点の年平均気温と年降

水量を整理し(第1表参照)、36地点の気温と降水量の

関係(第 5 図参照)を指数回帰式で表した。将来の降水

量は、年平均気温と年降水量との関係から求めるため、

寒冷化ケース及び温暖期継続ケースは同様の指数回帰

式で設定する。 

最も可能性が高い設定においては、この指数回帰式

を用いて降水量を設定し、最も厳しい設定においては、

気温と降水量の関係のばらつきを考慮し、交換水量が

少なくなるように、気温と降水量の下限値の指数回帰
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式を用いて設定する(第 2表参照)。 

(二) 海水準変動 

海水準変動は、廃棄物埋設地を直接損傷させること

はないが、海水準変動が生じると、敷地及びその周辺

における河川、湖沼及び海の分布域が変化し、将来の

人の生活環境及び生活様式に影響を及ぼすことが想定

される。また、海水準変動及びそれに伴う地形変化並

びに地下水位及び地表水流動の変化が想定されるため、

海水準変動を長期変動事象として考慮し、寒冷化ケー

ス及び温暖期継続ケースにおける海水準の変動時期及

び変動量を設定する。交換水量に用いる流域面積は、

海水準が低下した方が交換水量が少なくなるため、寒

冷化ケースの方が保守的となる。 

(ｱ) 寒冷化ケースにおける海水準の設定 

世界的な海水準変動は、気候変動に伴う大陸氷床の

拡大・縮小に伴って生じる現象と考えられており、過

去の海水準変動は気候変動と同様に、約 8 万年周期か

ら約 12 万年周期で低海水準期と高海水準期を繰り返

している(17)。 

したがって、海水準変動の長期変動状態の設定のう

ち、寒冷化ケースにおける将来の氷期最盛期に至るま

での海水準変動は、気温変動と同様に、過去約 45 万

年間の低海水準期と高海水準期の平均値及び変動幅

(17)を考慮して設定する。第6図に将来の海水準の変動

曲線(最も可能性が高い設定)及び将来の海水準の変動
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曲線(最も厳しい設定)を示す。 

(ｲ) 温暖期継続ケースにおける海水準の設定 

過去 300 万年間の温暖期における海面水位は、世界

平均で現在より5m上回っており、最終間氷期(約 12.9

万年前～約 11.6 万年前)のうち数千年にわたっては、

現在より海面水位が5mより高く、10m以上は高くなか

ったという報告(18)がある。この結果を参考に、温暖

期継続ケースにおける海水準変動は、不確かさを考慮

して現在の海水準より 10m 海水準が上昇し、継続する

と設定する。 

なお、温暖期継続ケースにおける海水準の設定に当

たっては、最も可能性が高い設定において不確かさを

考慮していることから、最も可能性が高い設定と最も

厳しい設定は同様に、現在の海水準より 10m 海水準が

上昇し、継続すると設定する。 

(c) プレート運動と気候変動の両者に起因する事象 

プレート運動と気候変動の両者に起因する事象は、「地

形変化」、「地下水流動」及び「表流水流動」を対象とす

る(3)。気候変動に起因する事象に係る長期変動事象の状態

設定と同様に、寒冷化ケースと温暖期継続ケースの 2ケー

スについて、それぞれ「地形変化」、「地下水流動」及び

「表流水流動」を長期変動事象として考慮する。 

(一) 地形変化 

「(a) プレート運動に起因する事象 (三) 隆起・沈

降運動」及び「(b) 気候変動に起因する事象 (二) 海
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水準変動」に伴い、侵食作用が継続することによる廃

棄物埋設地の侵食に伴う埋設設備の地表接近及び露呈

並びに放射性物質を含んだ土砂の下流域への堆積が想

定される。そのため、地形変化を長期変動事象として

考慮し、侵食速度を設定する。 

地形変化は、湖沼の河川化及び沿岸流や河川等によ

る侵食がある。 

侵食は、沿岸部における沿岸流と波浪等による侵食

(以下「海食」という。)と、河川及び沢部における表

流水による侵食(以下「河食」という。)が想定される。 

敷地東方の沿岸部汀線付近では海食が生じているが、

廃棄物埋設地は現在の汀線から内陸に約 3km 離れてお

り、十分な離隔がある。仮に温暖期の海進により尾駮

沼が内湾となっても、海食による影響は生じないもの

と考えられる。 

敷地及び敷地近傍の沢部においては第四紀層及び基

盤である鷹架層が削剥されており、河食が生じている

と考えられる。廃棄物埋設地付近は二又川の流域であ

ることから、二又川及び敷地から二又川に流れ込む沢

による河食を考慮する。 

なお、敷地及び敷地近傍における台地と河川及び沢

との位置関係等の大局的な地形状況は、数万年程度の

将来において大きく変化することはなく、流域ごとの

沢の縦断勾配及び横断形状を保って河食が進むと想定

する。 
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また、湖沼の河川化としては、相対海水準の低下に

伴い、尾駮沼が河川化すると考えられる(第 7 図及び第

8図参照)。 

地形変化は、温暖期継続ケースの方が侵食速度が速

く保守的となるため、以下に示す寒冷化ケース及び温

暖期継続ケースの検討結果に基づいて、保守的となる

温暖期継続ケースの状態を設定する。 

(ｱ) 侵食速度 

寒冷化ケースでは、沖積層の基底面の勾配を保ち、

敷地の隆起に伴う相対海水準の低下による下方への侵

食(以下「下刻」という。)が生じると想定する。した

がって、寒冷化の当初は勾配の緩い下流部に堆積した

沖積層の上限面から下刻することとなり、沖積層の下

刻後は河床勾配と海退量との関係から下刻量が求めら

れる。沖積層の下刻に数万年を要し、それまでの期間、

鷹架層の下刻は発生しない。 

温暖期継続ケースでは、現在の河床勾配を保ち、相

対海水準低下に伴った下刻が生じると想定する。ここ

でいう温暖期継続ケースにおける相対海水準低下速度

は、「(b) 気候変動に起因する事象 (二) 海水準変動」

において、海水準変動を現在から将来にわたり、現在

の海水準より一律で 10m 上昇すると設定したことから、

「(a) プレート運動に起因する事象 (三) 隆起・沈降

運動」で設定した隆起速度相当と設定する。 

廃棄物埋設地周辺には、中央沢、南の沢、西の沢及
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びそれらの枝沢が分布する。枝沢は本流の沢に流れ込

むことから、本流の沢との合流点が侵食基準面となる。

枝沢の侵食基準面は、本流が侵食されることで低下す

るため、枝沢も本流の侵食速度と同等の速度で侵食さ

れる。したがって、枝沢における侵食速度は、本流の

沢の寒冷化ケース及び温暖期継続ケースの侵食速度と

同じと設定する。 

寒冷化ケース及び温暖期継続ケースにおける侵食量

を比較すると、寒冷化ケースは下流域の沖積層の侵食

等により上流部の侵食が進行しないと設定しているこ

とから、温暖期継続ケースの方が侵食が早く進行する。 

(ｲ) 露呈時期 

埋設設備の露呈時期は、最も早くても数万年後(第9

図参照)となるため、評価の対象とする期間を踏まえ、

長期変動事象として影響を考慮しない。 

(二) 地下水流動 

地下水流動は単独の事象として廃棄物埋設地を直接

損傷させることはないが、地形変化や海水準変動によ

る地下水流動の変化が、地下水の流動方向、地下水の

流出点、地下水流速及び埋設設備から上部覆土や鷹架

層への流出水量に影響する。 

地下水流動は、侵食速度を考慮したときに 1,000 年

後の将来の地形が現状とほぼ同様と考えられるため、

寒冷化ケースと温暖期継続ケースは同様の設定とし、

現在の状態を考慮する。 
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(ｱ) 地下水の流動方向及び地下水の流出点 

敷地は北西から南東に緩く傾斜する台地からなり、

地下水は主に降水によってかん養されている。また、

台地の地下水面は降雨時及び融雪時に変動が認められ

るものの、主に表層に分布している第四紀層内にある。

これは、鷹架層の透水係数が第四紀層より約 2 桁小さ

く、地表面から浸透した雨水が容易に鷹架層に浸透で

きないためと考えられる。埋設設備は鷹架層を掘り下

げて設置し、難透水性覆土及び下部覆土は、鷹架層の

透水係数以下となるように設置する。また、上部覆土

は廃棄物埋設地周辺の第四紀層の透水係数程度となる

ように設置し、原地形及び原水理地質構造に近くなる

ことから、覆土後の地下水面は、原地形と同様に廃棄

物埋設地周辺の第四紀層内にあると考えられる。した

がって、廃棄物埋設地付近を通過した地下水は、原地

形の地下水面等高線から読み取れる地下水の流動方向

と同様に、主に南に向かって流れ、中央沢を経て尾駮

沼に流入するものとする。「(一) 地形変化」に示すと

おり、1,000 年後の将来の地形は現状とほぼ同様と考

えられるため、将来においても廃棄物埋設地を通過し

た地下水は南に向かって流れ、中央沢を経て尾駮沼に

流入するものとする。 

(ｲ) 地下水流速 

廃棄物埋設地付近の鷹架層及び上部覆土中の地下水

流速は、その位置の動水勾配及び透水係数により設定
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する。 

【動水勾配】 

廃棄物埋設地付近の地下水流動は、「(ｱ) 地下水

の流動方向及び地下水の流出点」に示すとおり、覆

土後 1,000 年程度までの間は、原地形の地下水流動

と同様になると想定し、間隙水圧測定実施位置を通

る鉛直断面内の全水頭等高線図から求めた埋設設備

設置地盤付近の地下水の動水勾配に基づき、最も可

能性が高い設定では平均値、最も厳しい設定では最

大値を用いて設定する(第 3表参照)。 

【透水係数】 

地盤の透水係数は、廃棄物埋設地を設置する地盤

の N 値が 50 以上の岩盤であること、天然バリアを

著しく損傷する事象は想定されないことから、将来

においても大きく変化する要因がない。 

(ｳ) 埋設設備から上部覆土や鷹架層への流出水量 

埋設設備から上部覆土や鷹架層への流出水量は、地

下水浸透流解析により計算する。浸透流解析には、覆

土や地盤の透水係数及び境界条件として動水勾配を用

いる。 

動水勾配は、「(ｲ) 地下水流速」に示す値とする(第

3表参照)。 

(三) 表流水流動 

表流水流動は廃棄物埋設地を直接損傷させることは

ないが、河川及び湖沼の表流水流量の変化によって放
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射性物質の希釈に寄与する交換水量が変化することが

想定される。よって、地表水流動を長期変動事象とし

て考慮し、河川及び湖沼の表流水流量を設定するため

に、蒸発散量を設定する。 

蒸発散量は、年平均気温を用いて可能蒸発散量とし

て推定するソーンスウェイト法(19)により求める(第 4

表)。 

一方、地下水は主に降水によってかん養され、第四

紀層及び鷹架層表層部の風化部を流れ、中央沢を経て

尾駮沼に流出している。そのため、敷地内の沢の流域

面積における降水量から、その沢を流れる表流水流量

を差し引いたものが、蒸発散量に相当する。降水量及

び敷地内の表流水流量の観測結果(第 10 図参照)に基づ

く河川流出高を用いて求めた実蒸発散量を第 4 表に示

す。実蒸発散量の平均に対する可能蒸発散量の平均の

比率は 0.95 である。 

将来の蒸発散量は、「(b) 気候変動に起因する事象 

(一) 気温・降水量変化」に示す敷地周辺と気候因子が

類似した 36 地点の年平均気温から可能蒸発散量を計算

し、実蒸発散量と可能蒸発散量の比 0.95 を用いて、36

地点の年平均気温と蒸発散量の関係を得た(第 11 図参

照)。将来の蒸発散量は、この関係式から、最も可能性

が高い設定又は最も厳しい設定の気温を用いて設定す

る。設定した将来の蒸発散量を第 2表に示す。 

蒸発散量は、気温及び降水量と同様に、寒冷化ケー
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ス及び温暖期継続ケースについて検討した上で、交換

水量が少なくなるように寒冷化ケースを状態設定の対

象とする。 

(d) その他の事象 

(一) 生物学的事象 

敷地内における樹木の根に関する調査結果から、樹

木の根の深さは最大で 2.3m である。 

モグラ類による覆土の擾乱が想定されるが、地表か

ら1m未満である場合が多く(20)、樹木の根の影響範囲に

包含される。 

以上より、廃棄物埋設地には十分な厚さの覆土を設

置することから、生物学的事象による影響はなく、長

期変動事象として考慮しない。 

(二) 透水性の変化 

岩盤の透水性は、「(a) プレート運動に起因する事象 

(二) 地震・断層活動」に示すように、敷地内に将来活

動する断層が認められないことから、断層運動による

岩盤の破砕はなく、地震による透水性の変化もないた

め、長期変動事象として考慮しない。 

b. 廃棄物埋設地の状態設定(21)～(23) 

放射性物質の生活環境への移行を考慮する際の廃棄物埋設

地の状態設定を行うバリア機能は、廃棄物埋設地からの影響

を受ける周辺岩盤も含めることとし、廃棄物埋設地及び周辺

岩盤の低透水性と収着性とする(第 5表参照)。 

廃棄物埋設地の状態設定は、覆土完了時点を初期状態とし、
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長期の状態については、廃棄物埋設地の移行抑制機能に係る

特性に影響を与える事象を抽出し、それら影響事象を考慮し

て行う。 

状態設定においては、移行抑制機能を期待するベントナイ

トを混合する覆土(難透水性覆土、下部覆土)及び岩盤(鷹架

層)の低透水性並びにセメント系材料(廃棄体の固型化材及び

埋設設備)、難透水性覆土、上部覆土及び岩盤(鷹架層)の収

着性に着目する。 

なお、覆土の遮蔽機能は、覆土が侵食されて遮蔽厚さが薄

くなる時期は数万年後であり、その時点では遮蔽機能を必要

としないことから、覆土の長期的な遮蔽機能の状態は変わら

ないものとする。 

(a) 着目する移行抑制機能に関連する物理的・化学的性質 

廃棄物埋設地の低透水性は、主に廃棄体の固型化材、

埋設設備、難透水性覆土、下部覆土、上部覆土及び岩盤

(鷹架層)のそれぞれの間隙率、密度並びにひび割れの有

無に対する物理的性質及び力学条件に依存する。 

また、廃棄物埋設地の収着性は、主に廃棄体、埋設設

備、難透水性覆土、上部覆土及び岩盤(鷹架層)の鉱物組

成並びにそれぞれの間隙水の水質に対する化学的性質及

び化学条件に依存する。 

(b) 影響事象の抽出・分析(熱-水理-力学-化学)  

低透水性及び収着性に影響する事象を把握するため、

各部材相互の影響事象を体系的に抽出・分析する。抽

出・分析に当たっては、各部材相互の影響事象を熱、水
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理、力学及び化学の観点で整理する。影響事象について

は、OECD/NEA(24)(25)、廃棄物安全小委員会報告書(26)及び

IAEA-ISAM(27)の FEP(Feature、Event、Process)を参考に、

廃棄物埋設地の特徴及び「a. 地質環境等の状態設定」で

設定した長期変動事象を考慮する。 

影響事象分析の結果は、以下に示すとおりである。 

(一) 熱 

低透水性及び収着性に与える熱的影響事象としては、

放射性物質の崩壊熱、セメント系材料の水和熱及び気

温変化による地表環境の温度変化があげられる(21)。こ

れらの事象によって、難透水性覆土及び埋設設備を構

成するセメント系材料の熱変質が生じ、それぞれの鉱

物組成及び密度が変化することにより、難透水性覆土

の低透水性及びセメント系材料の収着性に影響を及ぼ

すことが考えられる。 

(ｱ) 崩壊熱 

廃棄体に含まれる放射性物質の崩壊によって発生す

る崩壊熱は、埋設する廃棄体に含まれる放射性物質の

量が少ないことから、各部材の熱変質が生じる温度

(28)～(30)より十分に小さい。そのため、崩壊熱は影響事

象として考慮しない。 

(ｲ) 水和熱 

セメント系材料で構成される埋設設備は、外周仕切

設備構築時と充填材充填時の水和反応に伴う熱により、

部材自体の膨張変化による温度応力が発生する(31)。
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しかし、廃棄物埋設地からの放射性物質の移行は水和

熱が低下した後の覆土完了後に生じること及びセメン

ト系材料の収着性は水和後の特性に期待していること

から、水和熱は影響事象として考慮しない。 

(ｳ) 気温変化 

覆土及び岩盤(鷹架層)は、それ自体が発熱すること

はないが、地表環境の温度変化による影響を受けると

考えられる。覆土前の埋設設備は年間の気温の変化の

影響を直接受けるが、それによって熱変質が生じるほ

ど温度が上昇しないと考えられる。また、覆土完了後

の埋設設備は、地表から 20m 程度の深度に設置される

ことから、埋設設備の設置位置近傍で想定される温度

変化は十分小さい。そのため、年間の気温の変化以上

に廃棄物埋設地の温度が変化しないと考えられること

から、気温変化は影響事象として考慮しない。 

(二) 水理 

低透水性及び収着性に与える水理的影響事象として

は、地下水流動があげられる(21)。この事象によって、

難透水性覆土及び下部覆土の流出に伴い密度が変化し、

これら部材の低透水性に影響が生じることが考えられ

る。 

(ｱ) 地下水流動 

一般にベントナイトは膨潤力が大きく、難透水性覆

土及び下部覆土の砂粒子の間から膨出したベントナイ

トが周辺の地下水流動によって流出することが考えら
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れる。しかし、廃棄物埋設地周辺の地下水流速は十分

に小さいため、地下水流動による直接的な影響が生じ

ないことから、地下水流動によるベントナイトの流出

は影響事象として考慮しない。 

(三) 力学 

低透水性及び収着性に与える力学的影響事象として

は、金属腐食による体積膨張、ガス発生、ベントナイ

トの膨潤圧及び地震があげられる(21)。これらの事象に

よって、埋設設備、難透水性覆土及び下部覆土に変

形・損傷又はひび割れが発生することにより、透水性

に影響が生じることが考えられる。 

(ｱ) 金属腐食による体積膨張 

埋設設備内に含まれる金属の腐食による体積膨張に

伴い、各部材が変形・損傷し、低透水性に影響するこ

とが考えられる。そのため、金属腐食による体積膨張

を影響事象として考慮する。 

(ｲ) ガス発生 

埋設設備内に含まれる金属の腐食及び有機物の分解

に伴い発生するガスによるガス圧・間隙水圧の上昇又

はガスの移行により難透水性覆土及び下部覆土が変

形・損傷し低透水性に影響することが考えられる。 

埋設設備内におけるガスの発生源は、廃棄体中に含

まれる金属又は有機物、廃棄体の容器及び埋設設備内

の鉄筋であり、ガス発生量の大半を占めるガス発生源

は、埋設設備内に存在する金属である。 
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ガス発生の影響については、埋設設備内に存在する

金属量に加え塩影響を考慮しても、1 号及び 2 号埋設

設備の単位体積当たりのガス発生量が 3 号埋設設備と

同等であることから、3 号埋設設備のガス発生による

影響評価を行うことにより代表する。 

単位時間当たりのガス発生量が最も大きくなるのは、

金属類廃棄体(32)であり、文献(33)によると、埋設設備1

基から 1 年間に発生する標準状態(0℃、1atm)のガス

発生量は、pH12.5～pH13.0 及び水温 15℃～45℃の条

件での腐食速度試験の結果に基づくと、最大で

1,000m3（埋設設備 1m3 当たり 0.064m3/y）と推定され、

時間の経過とともに減少すると考えられる。 

ベントナイト系材料中のガス移行メカニズムに関す

る藤山らの調査結果(34)によれば、難透水性覆土の内

側に蓄積したガスは、気液 2 相流、卓越流路の形成を

伴うハイドロリックフラクチャリングのいずれか、又

はこれらの両方が共存するガス移行メカニズムに従い、

飽和した難透水性覆土中を移行し破過に至ると考えら

れており、廃棄物埋設地においてもこれらのガス移行

メカニズムが共存する状態であると考えられる。 

田中らが実施したベントナイト混合土のガス透気試

験(35)では、廃棄物埋設地で想定される上記のガス移

行メカニズムによりガス破過が生じていると考えられ

るが、この試験ではガス破過前後の透水係数に変化は

見られなかったことから、難透水性覆土の透水係数の
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変化は生じないと考えられる。 

また、下部覆土については、難透水性覆土の外側に

あり、施工時点において確保する透水係数が難透水性

覆土よりも 2 桁程度大きいため、難透水性覆土に比べ

て容易に水及びガスが移行すると考えられる。このた

め、下部覆土の低透水性に対するガス破過の影響は、

難透水性覆土に対するその影響に包含されるものとす

る。 

以上より、ガス発生による難透水性覆土及び下部覆

土の低透水性に有意な影響は生じないことから、ガス

発生は影響事象として考慮しない。 

(ｳ) ベントナイトの膨潤圧 

ベントナイトを混合する難透水性覆土及び下部覆土

は、地下水により飽和し膨潤することによる圧力(膨

潤圧)が発生することに伴い、各部材が変形・損傷し、

低透水性に影響することが考えられる。しかし、膨潤

圧は周辺の地圧と比較して小さいため(36)、ベントナ

イトの膨潤圧は影響事象として考慮しない。 

(ｴ) 地震 

過去及び現在の状況から、繰り返し地震が発生する

ことが想定される。地震によって各部材が変形・損傷

し、低透水性に影響すると考えられるため、地震によ

る影響評価として、難透水性覆土及び下部覆土の低透

水性に対する力学的影響について評価する。地震力の

作用により覆土で発生が想定される事象として、力学
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的な変形及び液状化があげられる。 

力学的な変形については、埋設設備は岩盤(鷹架層)

に直接支持されており、内部空洞のない充填されたコ

ンクリート構造物であることから、地震動による構造

物の変形は限定的であり、周辺覆土へ与える変形量は

小さい。覆土自体においても、地すべりといった大変

形を引き起こす斜面地盤ではなく水平地盤であり、周

囲を堅固な岩盤(鷹架層)に囲まれ変形抑制されている

ことから、地震における変形量は小さい。よって、覆

土の変形量が「(d) 各物理的・化学的性質の長期的な

状態変化の評価 (一) 金属腐食による体積膨張及び塩

影響」に示す金属腐食に伴う埋設設備の変形量と比較

して非常に小さいと想定されることから、金属腐食の

評価に包含される。 

液状化については、過去の液状化対策事例として、

平成 19 年新潟県中越沖地震がある。施工管理値とし

て締固め度 90%以上を設定し、砂及び砂質土からなる

埋戻し土を用いた締固めによる対策を実施した箇所で

は、震度 6 弱の揺れが発生しているものの、液状化は

生じていないと報告されている(37)。 

廃棄物埋設地においても、覆土施工における管理値

を上記の液状化対策事例と同等以上に設定する。また、

覆土は、現地発生土、購入砂、ベントナイト及び礫を

仕様に応じて混合した混合土である。覆土は、文献

(38)に例示されるような購入砂と異なる粒径分布を持
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つ材料を混合して製造することから、一般に液状化し

やすいと知られている「砂分を多く含む、集中粒径の

土」ではない。つまり、上記の液状化対策事例におい

て液状化をしていない箇所で使用されている砂及び砂

質土(37)と比較して、覆土は、液状化抵抗性に関連す

る締固め性能が良いとされている「粒径幅が広い土」

であるため、相対的に液状化し難い材料であると考え

られる。 

また、廃棄物埋設地で発生すると考えられる地震は、

「a. 地質環境等の状態設定 (a) (二) (ｱ) 地震」よ

り震度 5 強を超えない。これは、過去事例における締

固めによる対策を実施したことで液状化が発生しなか

った箇所で発生した地震よりも小さい。 

以上より、適切な施工管理及び材料を選定すること

で、地震によって難透水性覆土及び下部覆土の低透水

性に有意な影響は生じないことから、地震は影響事象

として考慮しない。 

(四) 化学 

低透水性及び収着性に与える化学的影響事象として

は、地下水との反応、化学的変質、金属腐食、セメン

ト系材料の溶脱、有機物影響、塩影響、コロイド影響、

微生物影響及び降下火砕物があげられる(21)。これらの

事象によって、各部材の鉱物組成及び間隙水の水質が

変化し、低透水性及び収着性に影響することが考えら

れる。 
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(ｱ) 地下水との反応(化学的変質、セメント系材料の溶

脱を含む) 

地下水が埋設設備を通過することにより、セメント

系材料のカルシウム成分等の溶脱が発生し、鉱物組成

及び間隙水の水質の変化が生じる。また、セメント成

分が溶解した間隙水と覆土及び岩盤(鷹架層)が反応

(30)(39)し、覆土及び岩盤(鷹架層)の鉱物の溶解並びに

二次鉱物が生成することにより、低透水性及び収着性

に影響することが考えられる。そのため、地下水との

反応を影響事象として考慮する。 

(ｲ) 金属腐食 

埋設設備内に含まれる金属が腐食することによって、

地下水に含まれる溶存酸素が消費され、酸化還元環境

が変化し(40)、収着性に影響することが考えられる。

そのため、金属腐食を影響事象として考慮する。 

(ｳ) 有機物影響 

埋設設備内に含まれる有機物のアルカリ分解反応に

より放射性物質を捕捉する分解物が生成することが考

えられる。有機物及びその分解生成物が間隙水中に存

在する場合には、放射性物質と錯体を形成し、収着性

に影響することが考えられる。そのため、有機物の分

解生成物を影響事象として考慮する。 

(ｴ) 塩影響 

均質・均一固化体のうち、セメント固化体中の硫酸

塩及びほう酸塩並びにアスファルト固化体中のほう酸
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塩(以下「可溶性塩」という。)が地下水中に溶解する

ことによって、間隙水の水質の変化が生じる。さらに、

塩が溶解した間隙水とセメント、覆土及び岩盤(鷹架

層)が反応(41)し、覆土及び岩盤(鷹架層)の鉱物の溶解

並びに二次鉱物の生成等により、これらの固相に変質

が生じ、低透水性及び収着性に影響することが考えら

れる。 

可溶性塩を含まない充填固化体を埋設する廃棄物埋

設地については、塩影響を影響事象として考慮しない。

均質・均一固化体を埋設する廃棄物埋設地については、

可溶性塩の溶解による液性変化及び可溶性塩と各部材

との反応を影響事象として考慮する。 

(ｵ) コロイド影響 

各部材の間隙水中にコロイドが存在する場合には、

コロイドに放射性物質が収着し、各部材への収着が阻

害され、放射性物質の移行が促進されることが考えら

れる。 

収着性に影響を与える可能性のあるコロイド影響に

ついては、埋設設備の間隙水はセメント平衡水であり、

コロイドが安定に分散できる環境ではなく収着性に影

響は生じないと考えられることから、コロイド影響は

影響事象として考慮しない。 

(ｶ) 微生物影響 

廃棄物埋設地近傍に存在する微生物の活動によって、

岩盤(鷹架層)中では有機物が無機化し、収着性が低下
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することが考えられる。そのため、収着性の評価に当

たっては微生物影響のうち有機物の無機化を影響事象

として考慮する。 

なお、有機物の分解によりガスが発生すること及び

金属の腐食反応が促進されることが考えられる。しか

し、微生物は高 pH 環境となる埋設設備内においてそ

の活性は低く(41)、このような活動で生じる化学環境

の変化はその他の影響事象に包含されると考えられる

ため、これらの微生物影響は影響事象として考慮しな

い。 

(ｷ) 降下火砕物 

降下火砕物が堆積すると、地下水の水質変化が生じ、

鉱物の溶解及び二次鉱物の生成により低透水性及び収

着性に影響すること並びに上部覆土については化学的

変質の影響を直接受けることが考えられる。 

しかし、降下火砕物による化学的な影響については、

十分な厚さの上部覆土を設置するため、pH変化等の化

学的変化は上部覆土により緩衝される。よって、溶

解・変質等の化学的影響は十分低減されることから、

埋設設備、難透水性覆土及び下部覆土の低透水性及び

収着性への影響は無視できる。また、上部覆土に関し

ては、化学的影響を受ける範囲が表層に限定されるこ

とに加え、上部覆土の収着性に影響が生じても線量へ

の感度が小さいことから、降下火砕物は影響事象とし

て考慮しない。 
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(c) 廃棄物埋設地の初期状態の設定 

線量の評価においては覆土完了時点を初期状態とし、

各部材の初期状態は、廃棄体及び廃棄物埋設地の寸法、

材料等の仕様、性状に基づき、各状態設定の評価におい

てそれぞれ設定する。状態設定の評価に用いる埋設設備

及び覆土の材料仕様は、設計において期待する性能を満

たすことができる候補材料から設定する。施工時点にお

いて材料仕様が変更になることも予想されるが、期待性

能を満たす材料を適切に設定する。 

(d) 各物理的・化学的性質の長期的な状態変化の評価 

「(b) 影響事象の抽出・分析(熱-水理-力学-化学)」に

基づき、移行抑制機能を期待する難透水性覆土、下部覆

土及び岩盤(鷹架層)の低透水性並びにセメント系材料(廃

棄体の固型化材及び埋設設備)、難透水性覆土、上部覆土

及び岩盤(鷹架層)の収着性に係る各物理的・化学的性質

の長期的な変化を評価する。評価に当たっては、FEP によ

り抽出した影響事象ごとに適切に不確かさを考慮する。 

(一) 金属腐食による体積膨張及び塩影響 

低透水性を有する難透水性覆土及び下部覆土は金属

腐食による体積膨張並びに可溶性塩の溶出による膨張

及び陥没に伴う鉛直方向の変形に対して破断しないよ

うに配慮した厚さで設計しており、当該部位に破断が

生じる可能性は低いものと考えられる。しかし、難透

水性覆土の隅角部には、厚さの減少及び変形に伴う透

水性が変化した領域の発生が予想される。そのため、
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長期状態においては、廃棄物埋設地に生じる現象の不

確かさ及び金属廃棄物の多様性を考慮した埋設設備の

変形量を設定し、難透水性覆土及び下部覆土の低透水

性への力学的影響を評価する。 

金属腐食による体積膨張及び塩影響に係る条件を第

6表～第 7表に示す。 

金属の腐食は、金属と廃棄物埋設地の周辺環境(溶存

酸素、酸化還元電位、pH 及び水温)との相互作用(電気

化学的腐食)により生じる。そのため、埋設設備中の環

境条件、金属種類、腐食生成物、腐食膨張倍率及び腐

食速度を設定し、状態設定を行う期間(1,000 年)にお

いて埋設設備の膨張変形を想定する。最も可能性が高

い状態設定では、埋設設備内の金属の腐食速度及び腐

食生成物の熱力学的な安定性等を考慮し、最も厳しい

設定では、金属の全量が瞬時に腐食し、腐食膨張倍率

が大きい腐食生成物が生じるものと設定する。 

1 号廃棄物埋設地における可溶性塩の溶出に伴う埋

設設備の膨張は、廃棄体の内容物(可溶性塩：硫酸塩及

びほう酸塩)と埋設設備中のセメント系材料(充填材及

びコンクリート)の反応により生じるため、埋設設備の

体積の膨張倍率を設定し、埋設設備の膨張変形を想定

する。 

また、可溶性塩の溶出に伴う埋設設備の陥没は、廃

棄体の内容物と地下水が反応すること及び廃棄体の上

部空隙により生じるため、可溶性塩の溶出量及び廃棄
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体の上部空隙を設定し、埋設設備の陥没変形を想定す

る。 

セメント固化体からの溶出量は、文献(42)を参考に硫

酸塩及びほう酸塩の溶出に伴う空隙の生成に着目し、

全量溶出した状態を設定する。アスファルト固化体か

らの溶出量は、文献(43)を参考にアスファルトの実態的

な性能を考慮し、ほう酸塩の溶出量を設定する。 

また、廃棄体の上部空隙については、覆土の低透水

性への影響評価の観点から、均質・均一固化体の固型

化条件の最大値である上部空隙 30%の体積分を用いる。 

金属の腐食による体積膨張並びに可溶性塩の溶出に

よる膨張及び陥没に起因する力学的影響評価において

は、粒状体個別要素法(Distinct Element Method)解析

を用いる。この結果に基づき、力学的変形により、最

も可能性が高い状態としては、難透水性覆土及び下部

覆土の密度は変化せず透水係数に変化は生じないもの

の、厚さが変化する状態を設定する(第 8 表参照)。ま

た、最も厳しい状態としては、難透水性覆土及び下部

覆土の密度は変化せず透水係数に変化は生じないもの

の、2号及び3号廃棄物埋設地については開口が生じる

状態、1 号廃棄物埋設地については開口が生じず、厚

さが変化する状態を設定する(第 8表参照)。 

(二) 地下水との反応及び塩による影響 

廃棄物埋設地における地下水(1 号廃棄物埋設地につ

いては廃棄体から溶解した可溶性塩を含む)との反応に
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よる影響は、各部材と地下水との反応とそれに伴う難

透水性覆土及び下部覆土の透水性並びに埋設設備等の

セメント系材料の収着性の変化を考慮する。各部材と

地下水との反応は、主に埋設設備内に浸入する地下水

量や各部材を構成する鉱物の溶解度に依存する。 

セメント系材料で構成される埋設設備に接する難透

水性覆土の透水性は、モンモリロナイトの溶解及び二

次鉱物の生成による変質の影響を受けると考えられる。 

埋設設備のセメント系材料の収着性は、主要鉱物で

あるケイ酸カルシウム水和物(C-S-H ゲル)の溶脱や二

次鉱物の生成、また、そのような固相変化に応じた間

隙水の pH の変化の影響を受けると考えられる(41)。 

このような長期的な変化は、化学反応モデルと物質

移行モデルを連成させた地化学解析コード PHREEQC-

TRANS(39)を用いて求める。 

(ｱ) 難透水性覆土及び下部覆土 

地化学解析によって、鉱物組成、密度、空隙率、間

隙水の液性及び覆土の低透水性の変化を評価する。難

透水性覆土中の物質移行は、最も可能性が高い設定で

は、ベントナイト中の拡散挙動を空隙率とモンモリロ

ナイトの含有割合を関数とする経験式で設定する。ま

た、最も厳しい設定では、保守的となるようモンモリ

ロナイトの割合を 0 とし、空隙率に比例するとして設

定する。 

この解析の結果を基に、難透水性覆土の透水係数は、
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モンモリロナイトの密度及び空隙率に応じて変化する

ものとして設定する。 

難透水性覆土の透水係数の化学的影響の評価結果を

第 9 表に示す。また、下部覆土の透水係数は、化学的

影響を受けた場合においても難透水性覆土中のモンモ

リロナイトが残存しており、化学的影響が難透水性覆

土により緩衝されるため、透水係数の変化は生じない

ものとする。 

(ｲ) 埋設設備等のセメント系材料 

埋設設備を構成するセメント系材料の主要な水和鉱

物であるケイ酸カルシウム水和物(C-S-H ゲル)は、地

下水との反応により緩やかに溶脱し Ca/Si 比は徐々に

低下する。しかしながら、廃棄物埋設地内への地下水

浸入量はセメント量に対して十分少ないため、状態設

定を行う評価期間内において、収着性に影響を与える

ような著しい Ca/Si 比の低下は生じず、埋設設備内は

高 pH 環境(pH11 以上)となると考えられる。そのため、

固相の変化は収着性に影響を生じないものとし、埋設

設備内の間隙水は高 pH が維持されるものとして、こ

のような環境条件を想定した試験に基づき収着性を設

定する。 

(三) 有機物影響 

埋設設備に存在する可能性のある有機物は、主にセ

ルロースである(32)。セルロースはアルカリ性の環境下

において分解し、生成したイソサッカリン酸(以下
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「ISA」という。)が放射性物質と錯体を形成すること

で、収着性に影響することが考えられる。その影響は、

間隙水中の分解生成物の濃度に依存する(39)。 

アルカリ環境でのセルロース分解試験結果(44)に基づ

いて、最も可能性が高い設定ではセルロースの 5%、最

も厳しい設定では 30%が分解することとし、セメント

系材料への収着(39)を考慮して、間隙水中の分解生成物

の濃度を設定する。 

(四) 微生物影響 

微生物影響として、岩盤(鷹架層)中において微生物

活動により有機物が無機化すると考えられるため、収

着性の設定に当たっては炭素(C-14)の化学形態が無機

形態となることを考慮する。 

(e) 着目した移行抑制機能の状態変化の設定 

「(b) 影響事象の抽出・分析(熱-水理-力学-化学)」、

「(c) 廃棄物埋設地の初期状態の設定」及び「(d) 各物

理的・化学的性質の長期的な状態変化の評価」の結果に

基づき、廃棄物埋設地及び周辺岩盤(鷹架層)の低透水性

及び収着性の長期的な状態変化を設定する。 

(一) 低透水性 

難透水性覆土及び下部覆土の低透水性は、力学的影

響(金属腐食による体積膨張及び塩影響)及び化学的影

響(地下水との反応及び塩による影響)によって変化が

生じる。これらの変化は、覆土完了時点である初期状

態から、埋設設備への地下水の浸入によって徐々に進
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行する。 

力学的影響及び化学的影響は相互干渉せずに、独立

して覆土に影響を与えると考えられるが、状態設定に

おいては、透水係数の増加を局所的に見込むものとす

る。最も可能性が高い設定及び最も厳しい設定の開口

が生じないケースでは、化学的影響による変質のみに

よる状態を設定する。最も厳しい設定の開口が生じる

ケースでは、開口部付近において化学変質が促進され

るものとして、透水係数を変質後から更に 2 桁以上高

い値に設定する。 

最も可能性が高い設定及び最も厳しい設定における

難透水性覆土及び下部覆土の等価透水係数を第 10 表に

示す。等価透水係数は、上記の状態設定に基づき、難

透水性覆土及び下部覆土の厚さと透水係数から計算す

る。 

なお、周辺岩盤についても、覆土と同様の化学的影

響により低透水性に変化が生じると考えられるが、そ

の範囲は極めて限定的であり、化学的影響は無視でき

る。 

(二) 収着性 

埋設設備及び廃棄体に含まれる有機物の分解生成物

が、放射性物質と錯体を形成すること及び 1 号廃棄物

埋設地については可溶性塩が溶解することで収着性が

低下する。 

収着性に対する影響のうち、有機物影響については
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現実的なセルロースの分解率とし、分解生成物である

ISA の濃度に応じて収着性を設定する。 

また、微生物影響については、有機物が微生物活動

によって無機化することを考慮し、炭素(C-14)は無機

形態であるとして岩盤(鷹架層)の収着性を設定する。 

c. 生活環境の状態設定 

廃止措置の開始後における将来の敷地及びその周辺の生活

環境の状態を設定する。 

敷地及びその周辺の地質環境等の状態と社会環境の状態か

ら被ばくが生じると考えられる人間活動を設定する。さらに、

就労形態を考慮して評価対象個人を設定する。 

廃止措置の開始後の将来における敷地及びその周辺で活動

する人間の生活環境は、地質環境等の変化による影響を受け

ることが考えられるため、その前提として、「a. 地質環境等

の状態設定」に基づいた、気温・降水量及び地形の状態変化

を考慮する。 

生活環境の構成要素のうち廃止措置の開始後の将来の人間

の生活様式については、これを長期的な不確かさを考慮して

予測することは困難であるため、現世代の人間の生活様式に

関する情報を基に、敷地及びその周辺の社会環境又はわが国

で現在一般的とされる生活様式を前提とする。自然事象シナ

リオで考慮する人間活動は、ICRP Pub. 81(1)及び ICRP Pub. 

101(2)を参考に合理性、持続可能性及び均一性を持つ一般的

な人間活動を想定する。また、自然事象シナリオで考慮すべ

き合理性、持続可能性及び均一性を持たず一般的に生じると
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は考えられない人間活動については、人為事象シナリオで考

慮する。 

なお、全てのシナリオにおいて、放射性物質としての特性

に着目した意図的な行為は含めない。 

(a) 生活環境に影響を及ぼす敷地及びその周辺における地

質環境等の変化 

「a. 地質環境等の状態設定」に基づき、生活環境に影

響を及ぼすと考えられる敷地及びその周辺における地質

環境等の変化を以下に整理する。 

・現在から廃止措置の開始直後までの敷地及びその周辺

の地形は現状とほぼ同様であり、廃棄物埋設地に起因

した放射性物質を含む地下水は全てが敷地内の沢を経

由し汽水性である尾駮沼に流入する 

・気候変動によって、平均気温が変化することに伴い、

敷地及びその周辺で生産される農産物の種類が変化す

ることが考えられるが、「a. 地質環境等の状態設定 

(b) (一) 気温・降水量変化」に示すとおり、1,000年

後の気温の変化は大きくないことから、現在の敷地周

辺で収穫される農産物を想定する 

・将来の敷地及びその周辺のプレート運動及び気候変動

に起因する事象(隆起・沈降、海水準変動及び侵食)に

伴う地表の状態変化によって、尾駮沼が河川化し、漁

獲される水産物種類が変化するとともに、資源量(漁

獲量)が減少することが考えられるが、淡水化による

水産物種類の変化を考慮しても、水産物の摂取による
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線量は小さくなることから、水産物種類の変化及び資

源量(漁獲量)の減少は考慮しない 

・地形変化が進行すると埋設設備が河食によって侵食さ

れ、放射性物質を含む土壌が下流域へ堆積することが

考えられるが、埋設設備の露呈時期は数万年以降であ

り、侵食による影響は無視できる 

・降水量、蒸発散量、かん養量、地下水位及び河川流量

の変化によって、交換水量に影響するが、生活様式へ

の影響はない 

(b) 敷地及びその周辺における地質環境等及び社会環境の

状態を踏まえた人間活動の設定 

「(a) 生活環境に影響を及ぼす敷地及びその周辺にお

ける地質環境等の変化」に示す敷地及びその周辺の地質

環境等の変化及び社会環境の状態を踏まえ、放射性物質

が移行する範囲ごとに人間活動を以下のとおり設定する。 

(一) 水利用 

廃棄物埋設地を通過する地下水は、主に中央沢を経

て尾駮沼に流出し太平洋に至るため、現在の二又川や

老部川へ移行することは想定されない。また、地下水

の流入する尾駮沼は汽水性の沼であるため、この水を

生活用水、農業用水及び畜産用水に利用することも想

定されない。 

六ヶ所村の利水状況(45)としては、豊富な地下水のあ

る地点を水源とする水道の普及率が 100%(46)であり、専

らこれを生活用水及び畜産用水として利用している。
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また、水田灌漑用水としては、河川水を利用している

(47)。1988年の調査結果(45)に基づくと浅井戸を生活用水

として利用している世帯もあるが、その割合は約 1%と

極めて小さい。 

沢水の利用については、現在は利用されていないが、

敷地造成前においては、広範囲で畑作が、また中央沢

の下流部で稲作が行われていたことを考慮する。 

なお、将来には尾駮沼の河川化が想定されるが、現

状の水理及び利水状況を前提にすると、河川化後にそ

の水を生活用水や畜産用水に利用することは想定され

ない。また、農業用水に利用することについては、よ

り交換水量の少ない沢水の利用に包含されるため、考

慮しない。 

以上より、水利用に関しては、現状の水理及び利水

状況を前提にすると、廃棄物埋設地からの影響を受け

る井戸水や沢水を生活用水や畜産用水に利用すること

は考え難い。しかし、敷地造成前においては畑作及び

稲作が行われていたことを考慮して、生活用水等に利

用することに伴う人間活動としては、尾駮沼の水産物

の摂取、沢水を利用して生産される農産物の摂取及び

灌漑作業を想定する。 

(二) 土地利用 

廃棄物埋設地から漏出する放射性物質が廃棄物埋設

地表面付近の土壌に移行し、被ばくを受ける可能性が

あるため、廃棄物埋設地及びその近傍における土地利
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用に伴う人間活動を考慮する。 

地下の掘削を伴う土地利用の一つに構造物の建設が

ある。2019 年の統計(48)によれば、近年の六ヶ所村にお

いては専用住宅、倉庫、店舗等の建築確認申請が行わ

れている。加えて、廃棄物埋設地は市街化区域の用途

地域のうち工業専用地域に位置し、工業地域、準工業

地域、商業地域、中高層住居専用地域及び低層住居専

用地域に隣接しているため、工場及び住宅の建設等に

利用される可能性がある。ただし、現在の六ヶ所村で

は地下数階を有するような大規模な構造物はほとんど

みられず、面積利用率では 10m 以深の掘削を行う頻度

は 1%未満である。さらに、可住地のうち構造物が建設

される土地は一部であることを含めて敷地周辺の社会

環境を考慮すると、大規模な構造物の建設は代表的な

事例ではない。そのため、代表的な事例として一般的

な住宅の建設及びそれに伴って発生する掘削土壌上で

の居住を想定する。 

なお、面積利用率は、六ヶ所村で確認される建物区

分について、それぞれに仮定した平均深度ごとの利用

面積が可住地面積に占める割合を求めたものである。 

この他に地下を掘削する目的として、井戸の掘削や

地下資源の開発があげられる。井戸については水利用

の状況から浅井戸の掘削が考えられるが、「(一) 水利

用」に示すように、水道の普及率が 100%であり、また、

浅井戸を生活用水として利用している世帯もあるが、
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その割合は約 1%と極めて小さいことから考慮しない。

地下資源の開発については、廃棄物埋設地及びその近

傍において、採掘規模の石炭、鉱石等の天然資源は認

められていないため、このような土地利用を考慮する

必要はない。 

さらに、地下の掘削を伴わない土地利用としては、

農産物の生産があり、廃棄物埋設地表面付近の土壌又

は地下水から農産物に放射性物質が移行し、その農産

物を摂取することが考えられる。 

以上より、土地利用に関しては、廃棄物埋設地の利

用による人間活動として、住宅の建設作業、掘削土壌

上での居住及び廃棄物埋設地を利用して生産される農

産物の摂取を考慮する。 

なお、廃棄物埋設地における地下数階を有する建物

の建設作業による大規模な掘削行為及び当該掘削後の

土地利用は、一般的に生じるとは考えられないため、

人為事象シナリオにおいて考慮する。 

(三) 水利用及び土地利用によって得られる各種生産物 

「(一) 水利用」及び「(二) 土地利用」に示す水や

土地の利用によって得られる生産物の種類を水産物及

び農産物と設定する。 

水産物については、現在の汽水性である尾駮沼に生

息する代表的な水産物とする。 

農産物については、沢水を灌漑用水として利用して

生産される米(以下「灌漑農産物」という。)及び廃棄
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物埋設地で生産される野菜(以下「農耕農産物」とい

う。)とする。 

(c) 評価対象個人の設定 

「(b) 敷地及びその周辺における地質環境等及び社会

環境の状態を踏まえた人間活動の設定」に示す人間活動

に基づき、自然事象シナリオにおいては、様々な個人の

生活様式が係る場合には、それらの重ね合わせを考慮し、

評価対象個人を設定する。 

評価対象個人は、生活様式の特徴を表した個人で、年

間を通して被ばくする可能性がある個人を代表として設

定する。また、敷地及びその周辺又はわが国で現在認め

られる一般的な生活様式をもつ個人とし、比較的高い被

ばくを受ける集団を代表する成人とする。 

ただし、生産物の摂取においては、市場の流通の状況

を適切に考慮する。生活様式として同時に存在すること

の合理性がないものは、重ね合わせを考慮しない。 

生活様式は、現在認められる就労形態ごとに異なると

考えられる。就労形態によって、様々な生産活動が行わ

れる可能性があるが、評価の観点からは放射性物質が移

行する水又は土壌に接触する生産活動に従事する就労者

を対象とすることが合理的である。そのため、評価対象

個人の設定に当たっては、就労形態に応じた生産活動及

び生産物の摂取を考慮する。また、放射性物質は、その

移行特性や放射線影響が種類ごとに異なることから、評

価対象個人を複数の集団から設定する。 
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現在の敷地及びその周辺の社会環境・産業構造におい

て、被ばくの可能性がある就労形態は、第一次産業とし

ては、漁業及び農業(畜産業を含む。)が代表的であり、

第二次産業では、建設業が代表的である。第三次産業や

その他の業種については、労働作業に伴う被ばくの可能

性が低く、廃棄物埋設地に居住する人を想定することで

代表できると考えられる。 

最新の統計(49)に基づくと、六ヶ所村の産業別就業者数

のほぼ半数を第三次産業が占めている。第三次産業につ

いては廃棄物埋設地に居住する人を想定することで代表

できると考えられることから、最も可能性が高い自然事

象シナリオにおいては評価対象個人を居住者とする。居

住者は、廃棄物埋設地に居住する人を対象とし、家庭菜

園により生産される農産物及び市場に流通した食品を摂

取すると想定する。 

最も厳しい自然事象シナリオにおいては、評価対象個

人を漁業従事者、農業従事者、畜産業従事者、建設業従

事者及び居住者とする。 

ただし、年間を通じて摂取する全ての食品が、廃棄物

埋設地起源の放射性物質を含む生産品とすることは現在

の市場の流通状況を考慮すると基本的に想定されない。

このため、それぞれの就労者が生産活動により得られる

食品を自家消費すると想定し、その他については市場か

ら購入すると想定する。市場に流通する食品のうち、水

産物、灌漑農産物及び農耕農産物は、廃棄物埋設地に起
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因する放射性物質を含むそれらの食品が市場希釈係数に

応じて含まれ、畜産物は廃棄物埋設地に起因する放射性

物質を含まないものとする。 

(一) 漁業従事者 

漁業従事者は、廃棄物埋設地に居住する人を対象と

して、放射性物質が移行する水産物を自家消費すると

想定し、その他は一般的な市場に流通した食品を摂取

すると想定する。 

(二) 農業従事者 

農業従事者は、廃棄物埋設地に居住する人を対象と

して、放射性物質が移行する農産物については自家消

費すると想定し、その他は一般的な市場に流通した食

品を摂取すると想定する。 

なお、水利用の場合は放射性物質を含む沢水を灌漑

に利用する灌漑作業、土地利用の場合は放射性物質を

含む土壌上における農耕作業を想定する。 

(三) 畜産業従事者 

畜産業従事者は、廃棄物埋設地に居住する人を対象

として、放射性物質が移行する畜産物を自家消費する

と想定し、その他は一般的な市場に流通した食品を摂

取すると想定する。 

ただし、現状の水理及び利水状況を前提にすると、

放射性物質が移行する畜産物を摂取することによる被

ばくは想定しない。 
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(四) 建設業従事者 

建設業従事者は、廃棄物埋設地に居住する人を対象

として、一般的な市場に流通した食品を摂取すると想

定する。また、廃棄物埋設地において一般的な住宅の

建設作業を行うことを想定する。 

(五) 居住者 

居住者は、廃棄物埋設地に居住する人を対象として、

家庭菜園により生産される農産物及び市場に流通した

食品を摂取すると想定する。 

d. 放射性物質の移行挙動及び被ばく経路 

覆土完了後に地下水が再冠水することによって埋設設備の

間隙は地下水によって満たされていくこととなる。地下水を

介して放射性物質が移行することを評価する場合は、この過

渡的な現象は比較的速やかに進行するものとし、線量の評価

上は覆土完了直後に地下水で飽和するものとして設定する。 

廃棄体は、放射性物質によって汚染された廃棄物を容器に

固型化したものであるため、放射性物質が容易に漏出するこ

とはない。また、覆土完了後において長期的に腐食速度が小

さい環境となる可能性が高いため、鋼製である容器は腐食し

難いが、長期的な評価を行う上では、容器による移行抑制機

能は考慮しないものとする。 

廃棄体内への地下水の浸入に伴い放射性物質が埋設設備内

の間隙水中に溶出する。廃棄体から溶出した放射性物質は、

速やかに埋設設備内に均一に分布し、埋設設備内の廃棄体の

固型化材、充填材、埋設設備等の収着性に応じて間隙水中に
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溶出するものとする。 

埋設設備内の間隙水に溶出した放射性物質は、覆土と鷹架

層へそれぞれ漏出する。漏出した放射性物質は覆土又は鷹架

層とそれぞれの間隙水中を移行し、沢及び尾駮沼に流入する。 

地下水の流入した尾駮沼で得られる水産物及び水を利用し

て生産された農産物には、それぞれ水産物への濃縮係数及び

農産物への移行係数に応じて放射性物質が移行する。よって、

これらの水産物及び農産物の摂取を含む水の利用によって公

衆の被ばくが生じるものとする。 

また、廃棄物埋設地の近傍土壌及び周辺岩盤への放射性物

質の移行は基本的に地下水を介して生じる。漏出した放射性

物質は覆土又は鷹架層とそれぞれの間隙水中を移行するため、

放射性物質が収着し、土壌や鷹架層中に残存するものとして、

廃棄物埋設地における土地の利用によって公衆の被ばくが生

じるものとする。 

以上の放射性物質の移行挙動を踏まえ、「a. 地質環境等の

状態設定」、「b. 廃棄物埋設地の状態設定」及び「c. 生活環

境の状態設定」で設定した状態設定のもとで、沢水の利用、

尾駮沼の利用及び廃棄物埋設地の利用を対象として、明らか

に線量が小さいもの及び他の被ばく経路で代表されるものを

除外した以下の被ばく経路を設定し、評価対象個人の線量を

評価する。最も可能性が高い自然事象シナリオでは評価対象

個人を居住者とするため、沢水を利用する灌漑作業及び廃棄

物埋設地における屋外労働作業による被ばくは考慮しない。 

・尾駮沼の水産物の摂取による内部被ばく 
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・沢水を利用して生産される灌漑農産物の摂取による内部

被ばく 

・沢水を利用する灌漑作業による外部被ばく及び内部被ば

く 

・廃棄物埋設地における屋外労働作業による外部被ばく及

び内部被ばく 

・廃棄物埋設地における居住による外部被ばく及び内部被

ばく 

・廃棄物埋設地を利用して生産される農耕農産物(家庭菜

園を含む)の摂取による内部被ばく 

なお、仮に廃棄物埋設地から北側の老部川へ流出した場合

と南側の尾駮沼へ流出した場合を比較すると、老部川までの

放射性物質の移行距離が尾駮沼への移行距離よりも長いこと

及び老部川の交換水量が中央沢を含む評価対象地点の交換水

量よりも多いことにより、北側の老部川へ流出した場合の方

が線量は低くなる。したがって、地下水の流動方向が変化し

たとしても影響はない。 

e. 線量評価モデル 

線量評価モデルは、廃棄物埋設地の状態や現象の特徴を適

切に、かつ簡潔に表現でき、線量が保守的になるよう考慮す

る。 

線量評価モデルの不確かさについては、線量評価パラメー

タを保守的に設定することで考慮する。例えば、廃棄体の開

口部分、埋設設備内の水みち(ひび割れ)の不確かさに関して

は、埋設設備全体を砂程度の透水性と仮定し、埋設設備全体
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に放射性物質が拡がっている状態を想定する。また、三次元

的に拡がる放射性物質の移行経路の不確かさに関しては、一

次元的に移行するものと仮定し、生活環境までの移行経路は

直線距離を想定する。 

線量評価モデルとして、評価の対象となる領域における放

射性物質の移行に関する評価モデル及び被ばく経路に対応し

た線量を計算するための生活環境における被ばくに関する評

価モデルを以下に示す。 

(a) 放射性物質の移行に関する評価モデル 

(一) 埋設設備及び難透水性覆土内の地下水中の移行 

廃棄体に含まれる放射性物質は、埋設設備内に浸入

した地下水に溶出し、埋設設備内の固相である固型化

材、充填モルタル及び埋設設備のセメント系材料と分

配平衡の状態にあるものとして評価する。埋設設備内

の放射性物質は、材料の透水性と拡散性に依存するた

め、放射能濃度の分布が均一とはならないが、放射性

物質の漏出を評価する上では単純化して均一であるも

のとして評価する。 

埋設設備及び難透水性覆土内の地下水中の核種𝑖の濃

度は(14)式～(36)式を用いて計算する。 

𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 ⋅ 𝑉 ⋅
𝜕𝐶 𝑡, 𝑖

𝜕𝑡
𝑆 ⋅ 𝐷𝑒 ⋅

𝜕𝐶 𝑧, 𝑡, 𝑖
𝜕𝑧

  

𝑄 𝑡 𝑄 𝑡 ⋅ 𝐶 𝑡, 𝑖   

𝜆 𝑖 ⋅ 𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 ⋅ 𝑉 ⋅ 𝐶 𝑡, 𝑖   

𝜆 𝑖 ⋅ 𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 1 ⋅ 𝑉 ⋅ 𝐶 𝑡, 𝑖
1  

…(14) 

 (初期条件) 
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𝐶 0, 𝑖
𝐴 𝑖

𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 ⋅ 𝑉
 

𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 ∑ 𝑃 𝑗 ⋅ 𝜀 𝑗 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖, 𝑗   …(25) 

𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 ⋅
𝜕𝐶 𝑧, 𝑡, 𝑖

𝜕𝑡
  

𝐷𝑒 ⋅
𝜕 𝐶 𝑧, 𝑡, 𝑖

𝜕𝑧
𝑈 𝑡

𝜕𝐶 𝑧, 𝑡, 𝑖
𝜕𝑧

  

𝜆 𝑖 ⋅ 𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 ⋅ 𝐶 𝑧, 𝑡, 𝑖   

𝜆 𝑖 ⋅ 𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 1 ⋅ 𝐶 𝑧, 𝑡, 𝑖 1  …(36) 

(初期条件) 𝐶 𝑧, 0, 𝑖 0 ； 0 𝑧 𝐿  

(境界条件) 𝐶 𝐿 , 𝑡, 𝑖 0 
 𝐶 0, 𝑡, 𝑖 𝐶 𝑡, 𝑖  

𝐶 𝑡, 𝑖  ： 埋設設備内の時刻𝑡における核種𝑖の間隙水中濃度 

(Bq/m3) 

𝑡 ： 覆土完了後の経過時間(y) 
𝐴 𝑖  ： 核種𝑖の総放射能量(Bq) 

𝑉  ： 分配平衡となる埋設設備の体積(m3) 
𝑃 𝑗  ： 埋設設備内の媒体𝑗の体積分率(-) 
𝜀 𝑗  ： 埋設設備内の媒体𝑗の間隙率(-) 
𝑅𝑓 𝑖, 𝑗  ： 埋設設備内の媒体𝑗の核種𝑖の遅延係数(-)； 

),()(
)(

)(1
1 jiKdj

j

j



 




 

𝜌 𝑗  ： 埋設設備内の媒体𝑗の粒子密度(kg/m3) 
𝐾𝑑 𝑖, 𝑗  ： 埋設設備内の媒体𝑗の核種𝑖の分配係数(m3/kg) 
𝑆  ： 難透水性覆土の拡散寄与面積(m2) 

𝐷𝑒  ： 難透水性覆土の実効拡散係数(m2/y) 
𝐶 𝑧, 𝑡, 𝑖  ： 難透水性覆土の位置𝑧、時刻𝑡における核種𝑖の間隙

水中濃度(Bq/m3) 
𝑧 ： 難透水性覆土における埋設設備からの距離(m) 
𝑄 𝑡  ： 埋設設備から上部覆土への流出水量(m3/y) 
𝑄 𝑡  ： 埋設設備から鷹架層への流出水量(m3/y) 
𝜆 𝑖  ： 核種𝑖の崩壊定数(1/y)； 𝑙𝑛2 𝑇 ⁄ 𝑖⁄  

𝑇 ⁄ 𝑖  ： 核種𝑖の半減期(y) 

𝜀  ： 難透水性覆土の間隙率(-) 
𝑅𝑓 𝑖  ： 難透水性覆土の核種𝑖の遅延係数(-)； 

1
1 𝜀
𝜀

⋅ 𝜌 ⋅ 𝐾𝑑 𝑖  

𝜌  ： 難透水性覆土の粒子密度(kg/m3) 
𝐾𝑑 𝑖  ： 難透水性覆土の核種𝑖の分配係数(m3/kg) 

𝐿  ： 難透水性覆土の厚さ(m) 
𝑈 𝑡  ： 難透水性覆土の地下水流速(m/y)； 𝑄 𝑡 /𝑆  
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(二) 上部覆土内地下水中の移行 

上部覆土内地下水中の核種𝑖の濃度は、(47)式を用い

て計算する。 

𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 ⋅
𝜕𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖

𝜕𝑡

𝐷𝑒
𝜕 𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖

𝜕𝑥
𝑈
𝜕𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖

𝜕𝑥
 

 

𝜆 𝑖 ⋅ 𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 ⋅ 𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖   

𝜆 𝑖 ⋅ 𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 1 ⋅ 𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖 1
𝑓 𝑡, 𝑖  

…(47) 

(初期条件) 𝐶 𝑥, 0, 𝑖 0； ∞ 𝑥 ∞ 

(境界条件) 𝐶 ∞, 𝑡, 𝑖 0 

𝑈 ⋅ 𝐶 𝐿 , 𝑡, 𝑖 𝐷𝑒 ⋅
𝜕𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖

𝜕𝑥
 

𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖  ： 距離𝑥、時刻𝑡における上部覆土内地下水中の核種𝑖
の濃度(Bq/m3) 

𝑥 ： 核種が流入する上部覆土下流端からの距離(m) 
𝐿  ： 核種が流入する上部覆土の地下水流向方向長さ(m) 
𝐷𝑒  ： 上部覆土の実効分散係数(m2/y)； 

自由水中の拡散係数と同様な値に設定 
𝑅𝑓 𝑖  ： 上部覆土の核種𝑖の遅延係数(-)； 

1
1 𝜀
𝜀

⋅ 𝜌 ⋅ 𝐾𝑑 𝑖  

𝜀  ： 上部覆土の間隙率(-) 
𝜌  ： 上部覆土の粒子密度(kg/m3) 
𝐾𝑑 𝑖  ： 上部覆土の核種𝑖の分配係数(m3/kg) 
𝑓 𝑡, 𝑖  ： 核種𝑖の上部覆土への単位体積当たりの漏出量 

(Bq/(m3・y))； 
𝑆 𝑡, 𝑖 /𝑉 𝑡 𝐿 𝑥 0

0 𝑥 𝐿 , 0 𝑥
 

𝑆 𝑡, 𝑖  ： 核種𝑖の漏出量(Bq/y)； 

𝑆 ⋅ 𝐷𝑒 ⋅
𝜕𝐶 𝑧, 𝑡, 𝑖

𝜕𝑧
 

𝑄 𝑡 ⋅ 𝐶 𝐿 , 𝑡, 𝑖  
𝑉 𝑡  ： 漏出核種が流入する上部覆土の体積(m3)； 

𝑄 𝑡 ⋅ 𝐿 /𝑈  
𝑄 𝑡  ： 上部覆土内地下水流量(m3/y) 

𝑈  ： 上部覆土の地下水流速(m/y) 

(三) 鷹架層内地下水中の移行 

鷹架層内地下水中の核種𝑖の濃度は、(58)式を用いて
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計算する。 

𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 ⋅
𝜕𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖

𝜕𝑡
  

𝐷𝑒 ⋅
𝜕 𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖

𝜕𝑥
𝑈 ⋅

𝜕𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖
𝜕𝑥

  

𝜆 𝑖 ⋅ 𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 ⋅ 𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖   

𝜆 𝑖 ⋅ 𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 1 ⋅ 𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖 1
𝑓 𝑡, 𝑖  

…(58) 

(初期条件) 𝐶 𝑥, 0, 𝑖 0； ∞ 𝑥 ∞ 

(境界条件) 𝐶 ∞, 𝑡, 𝑖 0 

𝑈 ⋅ 𝐶 𝐿 , 𝑡, 𝑖 𝐷𝑒 ⋅
𝜕𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖

𝜕𝑥
 

𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖  ： 距離𝑥、時刻𝑡における鷹架層内地下水中の核種𝑖の
濃度(Bq/m3) 

𝑥 ： 核種が流入する鷹架層下流端からの距離(m) 
𝐿  ： 核種が流入する鷹架層の地下水流向方向長さ(m) 
𝐷𝑒  ： 鷹架層の実効分散係数(m2/y)； 

自由水中の拡散係数と同様な値に設定 
𝑅𝑓 𝑖  ： 鷹架層の核種𝑖の遅延係数(-)； 

1
1 𝜀
𝜀

⋅ 𝜌 ⋅ 𝐾𝑑 𝑖  

𝜀  ： 鷹架層の間隙率(-) 
𝜌  ： 鷹架層の粒子密度(kg/m3) 
𝐾𝑑 𝑖  ： 鷹架層の核種𝑖の分配係数(m3/kg) 
𝑓 𝑡, 𝑖  ： 核種𝑖の鷹架層への単位体積当たりの漏出量 

(Bq/(m3・y))； 
𝑆 𝑡, 𝑖 /𝑉 𝑡 𝐿 𝑥 0

0 𝑥 𝐿 , 0 𝑥  

𝑆 𝑡, 𝑖  ： 核種𝑖の漏出量(Bq/y)； 𝑄 𝑡 ⋅ 𝐶 𝑡, 𝑖  
𝑉 𝑡  ： 漏出核種が流入する鷹架層の体積(m3)； 

𝑄 𝑡 ⋅ 𝐿 /𝑈  

𝑄 𝑡  ： 鷹架層内地下水流量(m3/y) 
𝑈  ： 鷹架層の地下水流速(m/y) 

(四) 尾駮沼又は沢水中の放射性物質の濃度 

尾駮沼又は沢水中の核種𝑖の濃度は、(69)式を用いて

計算する。 

𝐶 𝑡, 𝑖
𝐶 𝑋 , 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑄 𝑡 𝐶 𝑋 , 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑄 𝑡

𝑄 𝑡
 …(69) 

𝐶 𝑡, 𝑖  ： 時刻𝑡における尾駮沼又は沢水中の核種 𝑖の濃度



５９ 

(Bq/m3) 
𝑋  ： 核種が流入する上部覆土下流端から尾駮沼又は沢

までの評価上の距離(m)  
𝑋  ： 核種が流入する鷹架層下流端から尾駮沼又は沢ま

での評価上の距離(m) 
𝑄 𝑡  ： 核種が流入する上部覆土から尾駮沼又は沢への地

下水流入量(m3/y)  
𝑄 𝑡  ： 核種が流入する鷹架層から尾駮沼又は沢への地下

水流入量(m3/y)  
𝑄 𝑡  ： 尾駮沼又は沢の交換水量(m3/y) 

(五) 沢水を利用する灌漑土壌中の放射性物質の濃度 

沢水を利用する灌漑土壌中の核種𝑖の濃度は、(710)

式を用いて計算する。 

𝑑𝐶 𝑡, 𝑖
𝑑𝑡

𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝐹 ⋅ 𝑄
𝑉 ⋅ 1 𝜀 ⋅ 𝜌

𝑄𝑝 ⋅ 𝐶 𝑡, 𝑖
𝑉 ⋅ 𝜀 1 𝜀 ⋅ 𝜌 ⋅ 𝐾𝑑 𝑖

 

𝜆 𝑖 ⋅ 𝐶 𝑡, 𝑖 𝜆 𝑖 ⋅ 𝐶 𝑡, 𝑖 1  …(710) 

𝐶 𝑡, 𝑖  ： 灌漑土壌中の核種𝑖の濃度(Bq/kg) 
𝐶 𝑡, 𝑖  ： 灌漑用水中の核種𝑖の濃度(Bq/m3)； 

𝑓𝑢 ⋅ 𝐶 𝑡, 𝑖  
𝑓𝑢  ： 灌漑における放射性物質を含む沢水の利用率

(-) 

𝐹  ： 灌漑土壌への放射性物質の残留割合(-) 
𝑄  ： 単位面積当たりの灌漑水量(m3/(m2・y)) 
𝑉  ： 灌漑土壌の有効体積(m3/m2) 
𝜀  ： 灌漑土壌の間隙率(-) 
𝜌  ： 灌漑土壌の粒子密度(kg/m3) 
𝑄𝑝  ： 灌漑土壌浸透水量(m3/(m2・y)) 
𝐾𝑑 𝑖  ： 灌漑土壌の核種𝑖の分配係数(m3/kg) 

(六) 廃棄物埋設地の土壌中の放射性物質の濃度 

上部覆土内地下水中に含まれる放射性物質が、廃棄

物埋設地の土壌に残留したときの土壌中の核種𝑖の濃度

は、(811)式を用いて計算する。 

𝐶 𝑡, 𝑖 𝐶 𝑋 , 𝑡, 𝑖 ⋅
𝜀

1 𝜀 ⋅ 𝜌
𝐾𝑑 𝑖 ⋅ 𝐺  …(811) 

𝐶 𝑡, 𝑖  ： 廃棄物埋設地の土壌中の核種𝑖の濃度(Bq/kg) 
𝑋  ： 核種が流入する上部覆土下流端から濃度計算

地点までの評価上の距離(m) 
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𝜀  ： 廃棄物埋設地の土壌の間隙率(-) 
𝜌  ： 廃棄物埋設地の土壌の粒子密度(kg/m3) 
𝐾𝑑 𝑖  ： 廃棄物埋設地の土壌の核種 𝑖の分配係数

(m3/kg) 
𝐺  ： 廃棄物埋設地の土壌の希釈係数(-) 

(b) 生活環境における被ばくに関する評価モデル 

(一) 尾駮沼の水産物の摂取による内部被ばく 

尾駮沼の水産物の摂取により内部被ばくする場合の

線量は、(912)式を用いて計算する。 

𝐷 𝑝, 𝑡 𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝐶𝐹 𝑖,𝑚 ⋅ 𝑀 𝑚

⋅ 𝑓 𝑝,𝑚 ⋅ 𝐷𝐶𝐹 𝑖  

 

…(912) 

𝐷 𝑝, 𝑡  ： 公衆𝑝の尾駮沼の水産物の摂取による線量

(Sv/y) 
𝐶𝐹 𝑖,𝑚  ： 水産物𝑚における核種𝑖の濃縮係数(m3/kg) 
𝑀 𝑚  ： 水産物𝑚の摂取量(kg/y) 
𝑓 𝑝,𝑚  ： 公衆𝑝の水産物𝑚の市場希釈係数(-) 

(二) 沢水を利用して生産される灌漑農産物の摂取による

内部被ばく 

沢水を利用して生産される灌漑農産物の摂取により

内部被ばくする場合の線量は、(1013)式及び(1114)式

を用いて計算する。 

(ｱ) 灌漑農産物中の放射性物質の濃度 

𝐶 𝑡, 𝑖 𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝐵 𝑖  …(1013) 

𝐶 𝑡, 𝑖  ： 灌漑農産物中の核種𝑖の濃度(Bq/kg) 

𝐵 𝑖  ： 灌漑農産物への核種𝑖の移行係数 

((Bq/kg-wet 農産物)/(Bq/kg-dry 土壌)) 

(ｲ) 灌漑農産物の摂取による内部被ばく 

𝐷 𝑝, 𝑡 𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑀 ⋅ 𝑓 𝑝 ⋅ 𝐷𝐶𝐹 𝑖  …(1114) 

𝐷 𝑝, 𝑡  ： 公衆𝑝の沢水を利用して生産される灌漑農産物

の摂取による線量(Sv/y) 

𝑀  ： 灌漑農産物の摂取量(kg/y) 

𝑓 𝑝  ： 公衆𝑝の農産物の市場希釈係数(-) 
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(三) 沢水を利用する灌漑作業による外部被ばく及び内部

被ばく 

沢水を利用する灌漑作業による地表面からの外部被

ばく及び地表面の放射性物質を含むダストの吸入摂取

により内部被ばくする場合の線量は、沢水中の放射性

物質の濃度、土壌への残留割合から求めた土壌中の放

射性物質の濃度に基づき、(1215)式及び(1316)式を用

いて計算する。 

(ｱ) 外部被ばく 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  

𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑆ℎ 𝑝, 𝑖 ⋅ 𝑇 𝑝

⋅ 𝐷𝐶𝐹 𝑖  

 

…(1215) 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  ： 公衆𝑝の沢水を利用する灌漑作業時におけ

る外部放射線に係る線量(Sv/y) 
𝑆ℎ 𝑝, 𝑖  ： 公衆𝑝の屋外労働作業時の核種𝑖の遮蔽係数

(-) 

𝑇 𝑝  ： 公衆𝑝の灌漑作業時間(h/y) 

𝐷𝐶𝐹 𝑖  ： 核種𝑖の外部放射線に係る線量換算係数 

((Sv/h)/(Bq/kg)) 

(ｲ) 内部被ばく 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  

𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑓𝑑 ⋅ 𝐼 ⋅ 𝑇 𝑝

⋅ 𝐷𝐶𝐹 𝑖  

 

…(1316) 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  ： 公衆𝑝の沢水を利用する灌漑作業時におけ

る吸入摂取による線量(Sv/y) 

𝑓𝑑  ： 灌漑作業時の空気中ダスト濃度(kg/m3) 

𝐼  ： 屋外労働作業時の呼吸率(m3/h) 
𝐷𝐶𝐹 𝑖  ： 核種𝑖の吸入摂取による線量換算係数

(Sv/Bq) 

(四) 廃棄物埋設地における屋外労働作業による外部被ば

く及び内部被ばく 

廃棄物埋設地における屋外労働作業により外部被ば
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く及び内部被ばくする場合の線量は、土壌中の放射性

物質の濃度に基づき、(1417)式及び(1518)式を用いて

計算する。 

(ｱ) 屋外労働作業による外部被ばく 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  

𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑆ℎ 𝑝, 𝑖 ⋅ 𝑇 𝑝 ⋅ 𝐷𝐶𝐹 𝑖  
 

…(1417) 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  ： 公衆𝑝の屋外労働作業時の外部放射線に係

る線量(Sv/y) 
𝐶 𝑡, 𝑖  ： 土壌中の核種𝑖の濃度(Bq/kg) 
𝑇 𝑝  ： 公衆𝑝の屋外労働作業時間(h/y) 

(ｲ) 屋外労働作業による内部被ばく 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  

𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑓𝑑 ⋅ 𝐼 ⋅ 𝑇 𝑝 ⋅ 𝐷𝐶𝐹 𝑖  
 

…(1518) 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  ： 公衆𝑝の屋外労働作業時の吸入摂取による

線量(Sv/y) 
𝑓𝑑  ： 屋外労働作業時の空気中ダスト濃度

(kg/m3) 

(五) 廃棄物埋設地における居住による外部被ばく及び内

部被ばく 

廃棄物埋設地での居住により屋外において外部被ば

く及び内部被ばくする場合の線量並びに居住により屋

内において内部被ばくする場合の線量は、それぞれの

土壌中の放射性物質の濃度に基づき、(1619)式～

(1821)式を用いて計算する。 

(ｱ) 居住時の屋外における被ばく 

【外部被ばく】 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  

𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑆ℎ 𝑖 ⋅ 𝑇 𝑝

⋅ 𝐷𝐶𝐹 𝑖  

 

…(1619) 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  ： 公衆𝑝の居住時の屋外活動による外部放
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射線に係る線量(Sv/y) 
𝑆ℎ 𝑖  ： 居住者の屋外における核種𝑖の遮蔽係数

(-) 
𝑇 𝑝  ： 公衆𝑝の居住時の屋外における滞在時間

(h/y) 

【内部被ばく】 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  

𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑓𝑑 ⋅ 𝐼 ⋅ 𝑇 𝑝

⋅ 𝐷𝐶𝐹 𝑖  

 

…(1720) 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  ： 公衆𝑝の居住時の屋外活動による吸入摂

取による線量(Sv/y) 
𝑓𝑑  ： 屋外における空気中ダスト濃度(kg/m3) 

𝐼  ： 居住時の呼吸率(m3/h) 

(ｲ) 居住時の屋内における内部被ばく 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  

𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑓𝑑 ⋅ 𝐼 ⋅ 𝑇 𝑝

⋅ 𝐷𝐶𝐹 𝑖  

 

…(1821) 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  ： 公衆𝑝の屋内における吸入摂取による線量

(Sv/y) 
𝑓𝑑  ： 屋内における空気中ダスト濃度(kg/m3) 
𝑇 𝑝  ： 公衆𝑝の居住時の屋内における滞在時間

(h/y) 

(六) 廃棄物埋設地を利用して生産される農耕農産物(家

庭菜園を含む)の摂取による被ばく 

廃棄物埋設地を利用して生産される農耕農産物(家庭

菜園を含む)を摂取することにより内部被ばくする場合

の線量は、(1922)式及び(2023)式を用いて計算する。 

𝐶 𝑡, 𝑖 𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝐵 𝑖  …(1922) 

𝐷 𝑝, 𝑡 𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑀 ⋅ 𝑓 𝑝 ⋅ 𝐷𝐶𝐹 𝑖  …(2023) 

𝐶 𝑡, 𝑖  ： 生産される農耕農産物中の核種 𝑖の濃度

(Bq/kg) 
𝐵 𝑖  ： 農耕農産物への核種𝑖の移行係数 

((Bq/kg-wet 農産物)/(Bq/kg-dry 土壌)) 
𝐷 𝑝, 𝑡  ： 公衆𝑝の生産される農耕農産物の摂取による線

量(Sv/y) 
𝑀  ： 農耕農産物の摂取量(kg/y) 
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f. 線量評価パラメータ 

放射性物質の生活環境への移行挙動に関しては、最も可能

性が高い自然事象シナリオでは、「a. 地質環境等の状態設定」

及び「b. 廃棄物埋設地の状態設定」で設定した最も可能性

が高い設定、最も厳しい自然事象シナリオでは、最も厳しい

設定に基づいて線量評価パラメータを設定する。また、生活

環境における公衆の被ばくに係る線量評価パラメータに関し

ては、最新の統計、調査及び文献に基づいて、最も可能性が

高い自然事象シナリオでは線量が平均的となる現実的な値、

最も厳しい自然事象シナリオでは線量が厳しくなる保守的な

値を設定する。 

最も可能性が高い自然事象シナリオと最も厳しい自然事象

シナリオとで異なる設定とする線量評価パラメータは、「埋

設設備から上部覆土への流出水量」、「埋設設備から鷹架層へ

の流出水量」、「各核種の分配係数」、「尾駮沼の交換水量」及

び「廃棄物埋設地の土壌の希釈係数」とする。 

また、これら以外の線量評価パラメータにも、様々な不確

かさがあると考えられるが、最も可能性が高いと考えられる

パラメータの設定が困難なもの、不確かさを考慮しても線量

影響が小さいと考えられるものは、最も可能性が高い自然事

象シナリオと最も厳しい自然事象シナリオで共通の値とし、

適切な保守性を考慮した設定とする。 

線量の評価に用いる線量評価パラメータのうち、廃棄体中

の放射性物質の組成及び総放射能量を第11表に、半減期等の

核種に依存する線量評価パラメータ及びその数値を第12表に、
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分配係数等の元素に依存する線量評価パラメータ及びその数

値を第13表に、廃棄物埋設地に関連する線量評価パラメータ

及びその数値を第14表に、生活様式に関連する線量評価パラ

メータ及びその数値を第15表に、放射性物質の移行評価に用

いる線量評価パラメータ及びその数値を第16表に、線量の評

価に用いる線量評価パラメータ及びその数値を第17表にそれ

ぞれ示す。 

また、最も可能性が高い自然事象シナリオとは異なる設定

とする、最も厳しい自然事象シナリオの線量の評価に用いる

線量評価パラメータ及びその数値を第 18表に示す。 

地質環境等及び廃棄物埋設地の状態設定に基づいて設定す

る線量評価パラメータである流出水量、分配係数及び交換水

量は以下のとおり設定する。 

(a) 流出水量 

「b. 廃棄物埋設地の状態設定 (e) (一) 低透水性」に

示す状態設定に基づき、埋設設備から上部覆土への流出

水量(𝑄 𝑡 )及び埋設設備から鷹架層への流出水量

(𝑄 𝑡 )を有限要素法による鉛直断面 2 次元地下水浸透流

解析により計算し設定する。地下水浸透流解析に用いる

動水勾配の設定値を第 3 表、透水係数の設定値を第 19 表、

最も可能性が高い設定及び最も厳しい設定における埋設

設備から上部覆土への流出水量及び埋設設備から鷹架層

への流出水量の設定値を第 20 表に示す。 

(b) 分配係数 

分配係数は、「b. 廃棄物埋設地の状態設定 (e) (二) 収
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着性」に示す影響事象の状態変化の評価及び状態設定を

踏まえ、想定される廃棄物埋設地の環境条件で取得した

試験データ又は文献値により設定する。具体的には、実

際に廃棄物埋設地を構成する埋設設備及び覆土の各バリ

ア材料並びに廃棄物埋設地周辺から採取した岩盤(鷹架

層)を使用し、想定される環境条件(温度、pH、地下水組

成)及び放射性物質の化学形態を考慮した試験系で実測さ

れた分配係数を適用することを基本とする。最も可能性

が高い設定における分配係数等の元素に依存する線量評

価パラメータ及びその数値を第 13 表に、最も厳しい設定

における分配係数等の元素に依存する線量評価パラメー

タ及びその数値を第 18表に示す。 

(c) 交換水量 

廃棄物埋設地を通過した地下水中の放射性物質濃度は、

その地下水が地表に流出した地点で、そこを流れる河川

及び湖沼の表流水によって希釈される。廃棄物埋設地は

二又川の流域にあり、希釈に寄与する交換水量となる表

流水流量は二又川の河川流量に相当する。 

河川流量は、降水量から蒸発散量を差し引いた河川流

出高に流域面積を乗じて求める。降水量及び蒸発散量は、

「a. 地質環境等の状態設定 (b) 気候変動に起因する事

象」に示す気候変動に伴う将来の変化傾向を、流域面積

は、「a. 地質環境等の状態設定 (c) プレート運動と気候

変動の両者に起因する事象」に示す相対海水準の変動を

考慮し設定する。最も可能性が高い設定及び最も厳しい
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設定における表流水流量の値を第 2表に示す。 

g. 線量評価結果 

廃止措置の開始後の評価における最も可能性が高い自然事

象シナリオの線量の計算結果を第21表に示す。評価対象個人

の最大線量は約 8.8×10-2μSv/y(3 号廃棄物埋設地)、約 0.20

μSv/y(1 号廃棄物埋設地)及び約 0.18μSv/y(2 号廃棄物埋設

地)である。 

また、事業所内の各廃棄物埋設地の重畳を考慮しても最大

線量は約 0.46μSv/y であり、「許可基準規則解釈」に示され

ている線量の 10μSv/y を超えない。 

廃止措置の開始後の評価における最も厳しい自然事象シナ

リオの線量の計算結果を第22表に示す。評価対象個人の最大

線量は約3.8μSv/y(3号廃棄物埋設地)、約 3.3μSv/y(1号廃

棄物埋設地)及び約 4.0μSv/y(2 号廃棄物埋設地)である。 

また、事業所内の各廃棄物埋設地の重畳を考慮しても最大

線量は約 11μSv/y であり、「許可基準規則解釈」に示されて

いる線量の 300μSv/y を超えない。 

なお、各廃棄物埋設地の重畳を考慮した最大線量は、各廃

棄物埋設地の土地利用に伴う被ばくの重畳は考えられないが、

水利用に伴う経路に比べて線量が低いこと及び線量が最大と

なる覆土完了後の時期がほぼ同じであることから、それぞれ

の最大線量を足し合わせている。 

また、各バリア材の機能喪失を仮定した各廃棄物埋設地の

線量評価結果を第23表に示す。バリア機能の一部が喪失した

場合を仮定した評価における線量は、最も厳しい線量でも、
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線量拘束値(1)である 300μSv/y に比べ十分に小さく、各バリ

アが有する機能については、その機能を構成する特性の一つ

に過度に依存していない。 

２．２ 人為事象シナリオ 

人為事象シナリオは、廃棄物埋設地の掘削による放射性物質

の廃棄物埋設地からの漏えい、天然バリア中の移行及び当該掘

削後の土地利用を考慮して、典型的なもっともらしい様式化さ

れた人間侵入を考慮し、侵入者の受ける線量及びその他の公衆

の受ける線量を評価する。 

人為事象シナリオでは、敷地及びその周辺の一般的な土地利

用では生じるとは考えられない廃棄物埋設地のバリアの損傷を

もたらす人間活動を対象とし、廃棄物埋設地の偶発的な大規模

掘削を行う建設業従事者及び掘削土壌上に居住する居住者が受

ける線量を評価する。 

居住者の受ける線量の評価に当たって、廃棄物埋設地のうち

掘削による擾乱を受ける範囲の状態設定は、バリア機能の一部

喪失を考慮するものとし、それ以外の状態設定は、人為事象シ

ナリオが発生の可能性の小さい仮想的なシナリオであることか

ら、過度な保守性を避けるため、最も可能性が高い自然事象シ

ナリオと同様とする。また、人為事象によって擾乱を受けない

廃棄物埋設地からの線量寄与は考慮しない。 

a. 地質環境等の状態設定 

(a) 建設業従事者 

建設業従事者の建設作業よって受ける線量の評価にお

いては、地質環境等の状態は影響しない。 
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(b) 居住者 

大規模掘削後の土地利用及び水利用に伴う居住者の受け

る線量の評価においては、発生の可能性の小さい仮想的な

シナリオであることから、過度な保守性を避けるため、地

質環境等の状態は最も可能性が高い自然事象シナリオと同

様とする。 

b. 廃棄物埋設地の状態設定 

(a) 建設業従事者 

建設業従事者の評価においては、掘削深度の予測が困

難であることから、大規模な掘削として、掘削される土

壌に含まれる放射性物質の量が多く、保守的となるよう

埋設設備底部まで掘削されるものと想定する。また、廃

棄物埋設地内の放射性物質の残存量を現実的に設定する

ことが困難であることから、保守的となるよう掘削が生

じるまでの期間に放射性物質の漏出が生じないものと想

定し、減衰のみを考慮する。 

(b) 居住者 

居住者の評価においては、大規模な掘削に伴い、廃棄

物埋設地の物理的バリア機能である難透水性覆土及び下

部覆土の低透水性の機能が周辺土壌程度まで低下するも

のとし、化学的バリア機能である各バリアの収着性の機

能には影響が生じないものと設定する。大規模な掘削に

伴うバリア機能喪失の範囲は、掘削範囲と難透水性覆土

の施工範囲を考慮して設定する。また、建設業従事者の

評価と同様に、掘削による擾乱を受けるまでの期間に放
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射性物質の漏出が生じないものと想定し、減衰のみを考

慮する。 

c. 生活環境の状態設定 

廃棄物埋設地の大規模な掘削を行う建設業従事者と掘削後

の土地利用を行う居住者を線量の評価対象とする。 

(a) 建設業従事者 

建設業従事者については、自然事象シナリオと同様に放

射性物質を含む土壌に接近する掘削作業を設定する。ただ

し、自然事象シナリオで考慮するその他の人間活動による

被ばくは考慮しない。 

よって、建設業従事者は、廃棄物埋設地以外に居住する

人を対象として、廃棄物埋設地に起因する放射性物質を含

まない食品を摂取すると想定する。 

(b) 居住者 

居住者については、廃棄物埋設地の大規模な掘削後の

土地利用として、掘削に伴うバリア機能喪失後の廃棄物

埋設地からの地下水移行によって生じる被ばくに関する

人間活動(最も可能性が高い自然事象シナリオの水利用と

同じ)も考慮する。 

よって、居住者は、大規模な掘削後の廃棄物埋設地に

居住する人を対象として、家庭菜園により生産される農

産物及び市場に流通した食品を摂取すると想定する。 

d. 放射性物質の移行挙動及び被ばく経路 

廃棄物埋設地の大規模な掘削に伴い、放射性物質は埋設設

備、覆土、岩盤(鷹架層)及び周辺土壌と混合した土壌に移行
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する。また、大規模な掘削による擾乱を受けた後の地下水に

よる沢及び尾駮沼への放射性物質の移行は、自然事象シナリ

オと同様とする。 

このような放射性物質の移行挙動を踏まえ、人為事象シナ

リオの線量の評価対象とする被ばく経路を以下のとおり設定

する。 

(a) 建設業従事者 

・廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作

業による外部被ばく及び内部被ばく 

(b) 居住者 

・廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作

業によって発生する土壌上での居住による外部被ばく 

・廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作

業によって発生する土壌上で生産される農耕農産物(家

庭菜園)の摂取による内部被ばく 

・廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作

業による覆土の低透水性機能喪失後の廃棄物埋設地か

ら漏出する放射性物質が移行する尾駮沼の水産物の摂

取による内部被ばく 

・廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作

業による覆土の低透水性機能喪失後の廃棄物埋設地か

ら漏出する放射性物質が移行する沢の利用によって生

産される灌漑農産物の摂取による内部被ばく 

e. 線量評価モデル 

人為事象シナリオにおける評価モデルとして、評価の対象
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となる領域における放射性物質の移行に関する評価モデル及

び被ばく経路に対応した線量を計算するための生活環境にお

ける被ばくに関する評価モデルを以下に示す。 

(a) 放射性物質の移行に関する評価モデル 

(一) 建設作業における土壌中の放射性物質濃度 

地下数階を有する建物の建設作業において、掘削さ

れた埋設設備を含む土壌中の核種𝑖の濃度は(2124)式及

び(2225)式を用いて計算する。 

なお、土壌中の核種 i の濃度の計算において、建設

作業が生じるまでの期間に廃棄物埋設地からの核種の

漏出は考慮しない。 

𝐶 𝑡, 𝑖
𝐴 𝑡, 𝑖

𝑉 ⋅ 1 𝜀 ⋅ 𝜌
⋅ 𝐺  …(2124) 

𝑑𝐴 𝑡, 𝑖
𝑑𝑡

𝜆 𝑖 𝐴 𝑡, 𝑖 𝜆 𝑖 𝐴 𝑡, 𝑖 1  …(2225) 

𝐶 𝑡, 𝑖  ： 土壌中の核種𝑖の濃度(Bq/kg) 
𝐴 𝑡, 𝑖  ： 時刻𝑡における核種𝑖の総放射能量(Bq); 

 𝐴 0, 𝑖 𝐴 𝑖  
𝑉  ： 廃棄体の総体積(m3) 
𝜀  ： 土壌の間隙率(-) 
𝜌  ： 土壌の粒子密度(kg/m3) 

𝐺  ： 土壌の希釈係数(-) 

(二) 建設作業後の廃棄物埋設地からの地下水による放射

性物質の移行 

(ｱ) 埋設設備及び難透水性覆土内の地下水中の移行 

埋設設備及び難透水性覆土内の地下水中の核種𝑖の

濃度は(14)式～(36)式を用いて計算する。 

(ｲ) 上部覆土内地下水中の移行 

上部覆土内地下水中の核種𝑖の濃度は、(47)式を用

いて計算する。 
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(ｳ) 鷹架層内地下水中の移行 

鷹架層内地下水中の核種𝑖の濃度は、(58)式を用い

て計算する。 

(ｴ) 尾駮沼水中又は沢水中の放射性物質の濃度 

尾駮沼水中又は沢水中の核種𝑖の濃度は、(69)式を

用いて計算する。 

(ｵ) 沢水を利用する灌漑土壌中の放射性物質の濃度 

沢水を利用する灌漑土壌中の核種𝑖の濃度は、(710)

式を用いて計算する。 

(b) 生活環境における被ばくに関する評価モデル 

(一) 廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設

作業による外部被ばく及び内部被ばく 

廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設

作業により外部被ばく及び内部被ばくする場合の線量

は、それぞれ(1417)式及び(1518)式を用いて計算する。

ただし、土壌中の核種𝑖の濃度𝐶 𝑡, 𝑖 を𝐶 𝑡, 𝑖 に置き

換える。 

(二) 廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設

作業によって発生する土壌上での居住による外部被

ばく 

廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設

作業によって発生する土壌上での居住により外部被ば

くする場合の線量は、(1619)式を用いて計算する。た

だし、土壌中の核種𝑖の濃度𝐶 𝑡, 𝑖 を𝐶 𝑡, 𝑖 に置き換

える。 
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(三) 廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設

作業によって発生する土壌上で生産される農耕農産

物(家庭菜園)の摂取による内部被ばく 

廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設

作業によって発生する土壌を利用して生産される農耕

農産物(家庭菜園)の摂取により内部被ばくする場合の

線量は、(1922)式及び(2023)式を用いて計算する。た

だし、土壌中の核種𝑖の濃度𝐶 𝑡, 𝑖 を𝐶 𝑡, 𝑖 に置き換

える。 

(四) 尾駮沼の水産物の摂取による内部被ばく 

尾駮沼の水産物の摂取により内部被ばくする場合の

線量は、(912)式を用いて計算する。 

(五) 沢水を利用して生産される灌漑農産物の摂取による

内部被ばく 

沢水を利用して生産される灌漑農産物の摂取により

内部被ばくする場合の線量は、(1013)式及び(1114)式

を用いて計算する。 

f. 線量評価パラメータ 

放射性物質の移行評価とその線量の評価に用いる線量評価

パラメータ及びその数値を第 24表に示す。 

人為事象シナリオは、発生の可能性の小さい仮想的なシナ

リオであることから、過度な保守性を避けるため、第24表に

示す線量評価パラメータ以外は、最も可能性が高い自然事象

シナリオと同じ値を用いる。 
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(a) 建設業従事者 

大規模建設作業では、大規模な掘削として埋設設備底

部までの掘削を想定し、埋設設備寸法、掘削形状、掘削

深度等を考慮して、土壌の希釈係数を設定する。また、

掘削時点で廃棄物埋設地に残存する放射能量は掘削まで

の間の放射性物質の漏出はないものとして設定し、その

他の線量評価パラメータは状態設定を踏まえて現実的な

値を設定する。 

(b) 居住者 

掘削土壌にはコンクリート構造物である埋設設備が含

まれるため、大規模な掘削によって発生する土壌上での

居住に際しては、客土が施されるものとして、居住者の

遮蔽係数を設定する。また、掘削の影響を受けた後の埋

設設備から上部覆土への流出水量及び埋設設備から鷹架

層への流出水量は、覆土の低透水性が損なわれた状態を

考慮して、埋設設備から上部覆土への流出水量及び埋設

設備から鷹架層への流出水量は、難透水性覆土及び下部

覆土の低透水性の機能が周辺土壌程度まで低下するもの

として設定する。し、その他の線量評価パラメータは、

最も可能性が高い自然事象シナリオと同じ値を用いる。 

g. 線量評価結果 

廃止措置の開始後の評価における人為事象シナリオの線量

の計算結果を第 25 表に示す。 

廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業に

よる建設業従事者の線量は、約 2.5×10-3mSv/y(3 号廃棄物埋
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設地)、約 5.9×10-3mSv/y(1 号廃棄物埋設地)及び約 5.8×10-

3mSv/y(2 号廃棄物埋設地)である。 

また、廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設

作業によって発生する土壌上に居住する居住者の線量は約

1.61.9×10-2mSv/y(3 号廃棄物埋設地)、約 4.24.4×10-

2mSv/y(1 号廃棄物埋設地)及び約 3.13.7×10-2mSv/y(2 号廃棄

物埋設地)であり、「許可基準規則解釈」に示されている線量

の 1mSv/y を超えない。 
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第 1表 敷地周辺と類似する気候因子をもつ地点の年平均気温と年降水量 

No. 地点名 国名 年平均気温(℃) 年降水量(mm/y) 

1 OKHOTSK RUSSIAN FED. -3.7   475 

2 VLADIVOSTOK RUSSIAN FED.  5.0   837 

3 ALEKSANDROVSK-SAKHALINSKII RUSSIAN FED.  1.0   651 

4 
NIKOL’SKOJE 

(OSTROV BERINGA) RUSSIAN FED.  2.8   693 

5 稚内 JAPAN  6.8 1,063 

6 網走 JAPAN  6.5   788 

7 別海 JAPAN  5.4 1,135 

8 根室 JAPAN  6.3 1,021 

9 厚床 JAPAN  5.3 1,154 

10 榊町 JAPAN  5.4 1,011 

11 太田 JAPAN  5.5 1,170 

12 白糠 JAPAN  5.5 1,090 

13 釧路 JAPAN  6.2 1,043 

14 池田 JAPAN  5.8   870 

15 浦幌 JAPAN  6.2   976 

16 糠内 JAPAN  5.0 1,026 

17 大津 JAPAN  5.3 1,090 

18 大樹 JAPAN  5.4 1,150 

19 苫小牧 JAPAN  7.6 1,198 

20 鵡川 JAPAN  6.8   989 

21 室蘭 JAPAN  8.6 1,185 

22 日高門別 JAPAN  7.2   956 

23 静内 JAPAN  8.0 1,032 

24 浦河 JAPAN  7.9 1,072 

25 小田野沢 JAPAN  9.1 1,281 

26 三沢 JAPAN 10.0 1,056 

27 十和田 JAPAN  9.5   983 

28 八戸 JAPAN 10.2 1,025 

29 三戸 JAPAN 10.0 1,084 

30 種市 JAPAN  9.4 1,198 

31 鹿島台 JAPAN 11.2 1,138 

32 石巻 JAPAN 11.6 1,067 

33 仙台 JAPAN 12.4 1,254 

34 亘理 JAPAN 12.2 1,274 

35 相馬 JAPAN 12.3 1,373 

36 六ヶ所 JAPAN  9.2 1,301 

注 1：気温及び年降水量は気象庁の発表(50)(51)に基づき作成。  



８８ 

第 2表 将来想定される気温、降水量、蒸発散量及び表流水流量 

ケース モデル化時期 気温(℃) 
降水量 

(mm/y) 

蒸発散量 

(mm/y) 

表流水流量 

(m3) 

最も可能性が高い設定 

現在*1 9 1,120 580 1.3×107 

1,000 年後 8 1,070 560 1.2×107 

最も厳しい設定 

現在*1 9   910 580 8.0×106 

1,000 年後 8   860 560 7.2×106 

*1：覆土完了時期までを表す(以降、第 34表もまで同様)。 

 

第 3表 将来の動水勾配 

廃棄物埋設地 ケース モデル化時期 動水勾配(%) 

3 号廃棄物 

埋設地 

最も可能性が高い設定 現在～ 

1,000 年後 

5.0 

最も厳しい設定 8.0 

1 号廃棄物 

埋設地 

最も可能性が高い設定 現在～ 

1,000 年後 

3.5 

最も厳しい設定 5.0 

2 号廃棄物 

埋設地 

最も可能性が高い設定 現在～ 

1,000 年後 

5.5 

最も厳しい設定 5.5 
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第 4表 ソーンスウェイト法により求めた可能蒸発散量と 

観測から求められた実蒸発散量(2004 年～2011 年) 

観測年 
気温 
(℃) 

年降水量 
(mm/y 年) 

①可能蒸発散量 
[ソーンスウェイト法] 

(mm/y 年) 

河川流出高 
(mm/y 年) 

②実蒸発散量 
[水収支式] 
(mm/y 年) 

補正係数 
②÷① 

2004 年 10.1 1,546 640 784 762 1.19 

2005 年 8.7 1,468 601 930 538 0.89 

2006 年 8.9 1,380 603 843 537 0.89 

2007 年 9.8 1,565 624 884 681 1.09 

2008 年 9.4 1,198 620 706 492 0.79 

2009 年 9.4 1,507 614 869 638 1.04 

2010 年 9.8 1,437 637 999 438 0.69 

2011 年 9.4 1,366 624 724 642 1.03 

平均 9.4 1,433 620 842 591 0.95 

注 1：気温及び年降水量は気象庁の発表(50)(51)に基づき作成。 

 

第 5表 各構成部材に期待する機能 

構成部材 移行抑制機能 移行抑制機能の内容 

難透水性覆土、 

下部覆土*1 

低透水性 

ベントナイト混合土を用いた難透水性覆土及び下部

覆土に対して低透水性を期待することにより、廃棄物

埋設地の通過流量(埋設設備への浸入水量並びに埋設

設備上部及び生活環境への地下水の流出)を低減させ

る。 

岩盤(鷹架層) 

岩盤(鷹架層)の低透水性によって、廃棄物埋設地へ

の地下水浸入量の低減を期待するとともに、生活環境

までの移行遅延を期待する。 

セメント系材料 

(廃棄体固型化

材、埋設設備) 

収着性 

セメント系材料、難透水性覆土、上部覆土及び岩盤

(鷹架層)の収着性を期待することにより、廃棄物埋設

地からの放射性物質の漏えい量を低減し、移行を遅延

させる。 

基本的に収着性が大きい方が移行抑制効果は大きい

が、土地(土壌)の利用が想定される場合は、上部覆土

の収着性が小さい方が線量低減に寄与する。 

難透水性覆土 

上部覆土 

岩盤(鷹架層) 

*1：下部覆土は土質系材料であり収着性を期待できるが、難透水性覆土又は下部覆土の一方に収着性を期待す

ることで十分であることから、下部覆土の収着性は考慮しない。  
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第 6表 埋設設備中の環境条件及び金属種類による腐食生成物の設定 

条件 設定 設定の考え方 

ORP*1 

【最も可能性が高い設定】 

嫌気的条件 

【最も可能性が高い設定】 

埋設設備の設置深度近傍にて取得された溶存酸素濃

度(0.2ppm未満)及びORP*1(-100mV以下)を参考に設定す

る。 

【最も厳しい設定】 

嫌気的条件～好気的条件 

【最も厳しい設定】 

埋設設備中の溶存酸素の移行経路によっては、廃棄

体容器及び金属廃棄物に供給されることが考えられ

る。また、廃棄物埋設地周辺の地下水に含まれる溶存

酸素の供給量が変動した場合を考慮し、嫌気的条件～

好気的条件を考慮する。 

pH 

【最も可能性が高い設定】 

セメント系材料に生じる一

般的な現象を考慮し、高い

pHを設定 

【最も可能性が高い設定】 

状態変化の評価期間において、セメント系材料のカ

ルシウムシリケート水和物が溶解することにより高い

pH の状態(pH11 以上)となることが考えられるため、こ

れを考慮する。 

【最も厳しい設定】 

上記に加え、セメント系材

料からNa及びK成分が溶出

した場合を考慮し、更に高

い pHを設定 

【最も厳しい設定】 

セメント系材料のカルシウムシリケート水和物が溶

解することに加え、Na 及び K 成分が溶出した場合、pH

が更に高い状態に推移する。金属腐食では、pH が変化

した場合、腐食膨張倍率の異なる腐食生成物が生成さ

れ、金属の膨張量が増加する可能性があることから、

これを考慮する。 

水温 

【共通】 

廃棄物埋設地周辺の水温を

参考に設定 

【共通】 

埋設設備の設置深度近傍にて取得された水温(10℃～

15℃程度)を参考に設定する。 

代表 

とする 

金属種類 

鉄 

【最も可能性が高い設定】 

Fe3O4 

【最も可能性が高い設定】 

安定な結晶性の腐食生成物であることから Fe3O4を設

定する。 

【最も厳しい設定】 

Fe(OH)2 

【最も厳しい設定】 

金属腐食に伴う膨張に大きく寄与するFe(OH)2を設定

する。 

その他 

考慮する 

金属種類 

アルミニウム 

ニッケル 

銅 

亜鉛 

【最も可能性が高い設定】 

・Al(OH)3 

・Ni(OH)2 

・Cu 

・Zn(OH)2 

【最も可能性が高い設定】 

金属腐食に伴う膨張に大きく寄与する水酸化物を設

定する。 

ただし、銅に関しては、最も可能性が高い設定の環

境条件下では腐食しないことから銅のままとして設定

する。 

【最も厳しい設定】 

・Al(OH)3 

・Ni(OH)2 

・Cu(OH)2 

・Zn(OH)2 

【最も厳しい設定】 

金属腐食に伴う膨張に大きく寄与する水酸化物を一

律設定する。 

*1：酸化還元環境のうち、酸化還元電位を指す。 
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第 7表 腐食膨張倍率及び腐食速度並びに埋設設備の膨張倍率の設定値 

対象施設 条件 設定値 設定の考え方 

1号、2号及び 

3号廃棄物埋設地 

腐食膨張 

倍率 

【最も可能性が高い設定】 

3倍 

【最も可能性が高い設定】 

代表とする金属種類(鉄)の腐食生成物を Fe3O4とし、そ

の他考慮する金属種類の混入率を 0wt%-50wt%の幅で設定

し、金属が混合された状態での腐食膨張倍率を評価した

結果、いずれも腐食膨張倍率は 3倍以下であることか

ら、3倍と設定する。 

【最も厳しい設定】 

4倍 

【最も厳しい設定】 

環境条件の変動を考慮し、設定した代表とする金属種

類並びに非晶質の水酸化物を設定したその他考慮する金

属種類の混入率を 0wt%～50wt%の幅で評価した結果、い

ずれも腐食膨張倍率は 4倍以下であることから、4倍と

設定する。 

腐食速度 

【最も可能性が高い設定】 

0.1μm/y 

【最も可能性が高い設定】 

腐食速度の測定手法に内在する測定誤差を考慮し、値

を設定する。 

【最も厳しい設定】 

腐食速度を設定せず金属の

全量が瞬時に腐食すると設

定 

【最も厳しい設定】 

腐食膨張量は、金属腐食を評価する上で必要となる環

境条件による腐食速度に依存するが、局部腐食(孔食)や

異種金属接触腐食、環境条件の変動に係る不確実性を考

慮する。よって、廃止措置の開始後の状態変化の評価期

間(1,000 年後)においては、腐食形態に係らず全量が瞬

時に腐食すると設定する。 

1号廃棄物埋設地 
膨張 

倍率 

【最も可能性が高い設定】 

1.0 倍 

(変化なし) 

【最も可能性が高い設定】 

可溶性塩と埋設設備の反応による埋設設備の膨張は、

二次鉱物の生成に必要となる原料(他の鉱物)の消費に伴

う空隙の増加又は他の鉱物の溶出による影響を考慮し、

埋設設備の体積に変化が生じないものとして設定する。 

【最も厳しい設定】 

1.1 倍 

【最も厳しい設定】 

セメント系材料の固相変化による膨張倍率の計算結果

を踏まえて設定する。 
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第 8表 金属腐食による体積膨張及び塩影響に係る覆土への力学的影響評価 

対象施設 

(対象廃棄物) 

変形 

形態 

力学的変形(1,000 年後) 

最も可能性が高い設定 最も厳しい設定 

3号及び 2号 

廃棄物埋設地 

(充填固化体) 

膨張 

・難透水性覆土 

隅角部の厚さが1m以上残

る状態 

(開口無し) 

・下部覆土 

破断や厚さの変化が生じ

ない状態 

・難透水性覆土 

隅角部に約2mの開口が生

じる状態 

 

・下部覆土 

破断や厚さの変化が生じ

ない状態 

1号 

廃棄物 

埋設地 

(充填 

固化体) 
膨張 

・難透水性覆土 

隅角部の厚さが1m以上残

る状態 

(開口無し) 

・下部覆土 

破断や厚さの変化が生じ

ない状態 

・難透水性覆土 

隅角部の厚さがほぼ残ら

ない状態 

(開口無し) 

・下部覆土 

破断や厚さの変化が生じ

ない状態 

(均質・均一固

化体) 
陥没 

・難透水性覆土／下部覆土

共通 

破断や厚さの変化が生じ

ない状態 

・難透水性覆土／下部覆土

共通 

破断や厚さの変化が生じ

ない状態 

 

第 9表 難透水性覆土の透水係数の化学的影響の評価結果 

評価期間 

透水係数(m/s) 

3 号廃棄物埋設地 1 号廃棄物埋設地 2 号廃棄物埋設地 

最も可能性が 

高い設定 

最も厳しい 

設定 

最も可能性が 

高い設定 

最も厳しい 

設定 

最も可能性が 

高い設定 

最も厳しい 

設定 

0 年 1.00×10-10 1.00×10-10 1.00×10-10 1.00×10-10 1.00×10-10 1.00×10-10 

1,000 年後 1.01×10-10 1.02×10-10 1.42×10-10 1.84×10-10 1.01×10-10 1.02×10-10 

 

第 10 表 難透水性覆土及び下部覆土の等価透水係数 

廃棄物埋設地 
透水係数(m/s)(評価期間：1,000 年後) 

最も可能性が高い設定 最も厳しい設定 

3 号廃棄物埋設地 2.0×10-10 1.5×10-8 

1 号廃棄物埋設地 2.5×10-9 3.0×10-9 

2 号廃棄物埋設地 2.0×10-10 1.5×10-8 
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第 11 表 線量の評価に用いる廃棄体中の放射性物質の組成及び総放射能量(1/3) 

核種 
3 号廃棄物埋設地 

総放射能量(Bq) 

H-3 1.5×1013 

C-14 2.0×1012 

Co-60 1.5×1014 

Ni-59 5.0×1010 

Ni-63 5.5×1012 

Sr-90 6.7×1011 

Nb-94 8.1×109 

Tc-99 7.4×107 

I-129 8.3×106 

Cs-137 7.3×1011 

全α*1 

U-234 2.3×108 

U-235 7.6×106 

Np-237 8.1×107 

Pu-238 9.0×1010 

Pu-239 3.9×1010 

Pu-240 3.5×1010 

Am-241 3.2×1011 

*1：各 α 核種の全 α に占める放射能量の割合の経年変化を、炉型、燃焼度ごとに算定

し、その最大値を考慮して、線量の計算に用いる総放射能量を設定する。 
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第 11 表 線量の評価に用いる廃棄体中の放射性物質の組成及び総放射能量(2/3) 

核種 

1 号廃棄物埋設地 

総放射能量(Bq) 

1 群から 6群 

7,8 群 8 群 

充填固化体 
均質・均一 

固化体 

セメント破砕物

充填固化体 

H-3 9.2×1013 1.5×1012 3.1×10
12
 3.1×10

12
 

C-14 2.5×1012 1.9×1011 8.4×10
10
 8.4×10

10
 

Cl-36 2.8×1010 2.3×105 9.2×108 9.2×108 

Co-60 8.3×1014 1.5×1013 2.8×10
13
 2.8×10

13
 

Ni-59 2.6×1012 4.9×109 8.7×10
10
 8.7×10

10
 

Ni-63 3.3×1014 5.4×1011 1.1×10
13
 1.1×10

13
 

Sr-90 5.0×1012 6.5×1010 1.7×10
11
 1.7×10

11
 

Nb-94 2.5×1010 7.9×108 8.3×10
8
 8.3×10

8
 

Tc-99 5.6×109 7.2×106 1.9×10
8
 1.9×10

8
 

I-129 8.3×107 8.1×105 2.8×10
6
 2.8×10

6
 

Cs-137 3.1×1013 7.1×1010 1.0×10
12
 1.0×10

12
 

全α*1 

U-234 1.7×108 2.3×107 5.7×106 5.7×106 

U-235 5.6×106 7.6×105 1.9×105 1.9×105 

Np-237 6.0×107 8.1×106 2.0×106 2.0×106 

Pu-238 6.6×1010 9.0×109 2.3×109 2.3×109 

Pu-239 2.9×1010 3.9×109 9.9×108 9.9×108 

Pu-240 2.6×1010 3.5×109 8.7×108 8.7×108 

Am-241 2.4×1011 3.2×1010 8.1×109 8.1×109 

*1：各α核種の全αに占める放射能量の割合の経年変化を、炉型、燃焼度ごとに算定し、その最大値を考慮し

て、線量の計算に用いる総放射能量を設定する。 
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第 11 表 線量の評価に用いる廃棄体中の放射性物質の組成及び総放射能量(3/3) 

核種 
2 号廃棄物埋設地 

総放射能量(Bq) 

H-3 1.2×1014 

C-14 3.3×1012 

Co-60 1.1×1015 

Ni-59 3.4×1012 

Ni-63 4.4×1014 

Sr-90 6.6×1012 

Nb-94 3.3×1010 

Tc-99 7.4×109 

I-129 1.1×108 

Cs-137 4.0×1013 

全α*1 

U-234 2.3×108 

U-235 7.6×106 

Np-237 8.1×107 

Pu-238 9.0×1010 

Pu-239 3.9×1010 

Pu-240 3.5×1010 

Am-241 3.2×1011 

*1：各 α 核種の全 α に占める放射能量の割合の経年変化を、炉型、燃焼度ごとに算定し、その最大値

を考慮して、線量の計算に用いる総放射能量を設定する。 
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第 12 表 核種に依存する線量評価パラメータ及びその数値(1/2) 

記号 パラメータ 1 号、2号及び 3号廃棄物埋設地 備考 

)(21 iT  核種𝑖の半減期  

(y) 

H-3 1.23×101 参考文献(52) 
C-14 5.70×103 
Cl-36 3.01×105 
Co-60 5.27×100 
Ni-59 1.01×105 
Ni-63 1.00×102 
Sr-90 2.88×101 
Nb-94 2.03×104 
Tc-99 2.11×105 
I-129 1.57×107 
Cs-137 3.02×101 
Pb-210 2.22×101 
Po-210 3.79×10-1 
Ra-226 1.60×103 
Ac-227 2.18×101 
Th-229 7.34×103 
Th-230 7.54×104 
Pa-231 3.28×104 
U-233 1.59×105 
U-234 2.46×105 
U-235 7.04×108 
Np-237 2.14×106 
Pu-238 8.77×101 
Pu-239 2.41×104 
Pu-240 6.56×103 
Am-241 4.32×102 

)(iDCFinh  核種𝑖の吸入摂取

による線量換算

係数 

(Sv/Bq) 

H-3 4.5×10-11 参考文献(53) 
C-14 2.0×10-9 
Cl-36 7.3×10-9 
Co-60 1.0×10-8 
Ni-59 1.3×10-10 
Ni-63 4.8×10-10 
Sr-90 3.8×10-8 
Nb-94 1.1×10-8 
Tc-99 4.0×10-9 
I-129 3.6×10-8 
Cs-137 4.6×10-9 
Pb-210 1.2×10-6 
Po-210 3.3×10-6 
Ra-226 3.6×10-6 
Ac-227 5.7×10-4 
Th-229 8.6×10-5 
Th-230 1.4×10-5 
Pa-231 1.4×10-4 
U-233 3.6×10-6 
U-234 3.5×10-6 
U-235 3.1×10-6 
Np-237 2.3×10-5 
Pu-238 4.6×10-5 
Pu-239 5.0×10-5 
Pu-240 5.0×10-5 
Am-241 4.2×10-5 

 

  



９７ 

第 12 表 核種に依存する線量評価パラメータ及びその数値(2/2) 

記号 パラメータ 1 号、2号及び 3号廃棄物埋設地 備考 

)(iDCFing  核種𝑖の経口摂取

による線量換算

係数  

(Sv/Bq) 

H-3 4.2×10-11 参考文献(53) 
C-14 5.8×10-10 
Cl-36 9.3×10-10 
Co-60 3.4×10-9 
Ni-59 6.3×10-11 
Ni-63 1.5×10-10 
Sr-90 3.1×10-8 
Nb-94 1.7×10-9 
Tc-99 6.4×10-10 
I-129 1.1×10-7 
Cs-137 1.3×10-8 
Pb-210 6.9×10-7 
Po-210 1.2×10-6 
Ra-226 2.8×10-7 
Ac-227 1.2×10-6 
Th-229 6.1×10-7 
Th-230 2.1×10-7 
Pa-231 7.1×10-7 
U-233 5.1×10-8 
U-234 4.9×10-8 
U-235 4.7×10-8 
Np-237 1.1×10-7 
Pu-238 2.3×10-7 
Pu-239 2.5×10-7 
Pu-240 2.5×10-7 
Am-241 2.0×10-7 

)(iDCFext *1 核種𝑖の外部放射

線に係る線量換

算係数 

 (Sv/h)/(Bq/kg) 

H-3 2.2×10-20 
 

C-14 7.0×10-16 
Cl-36 1.3×10-13 
Co-60 7.3×10-10 
Ni-59 4.9×10-15 
Ni-63 1.1×10-17 
Sr-90 1.7×10-12 
Nb-94 4.7×10-10 
Tc-99 5.2×10-15 
I-129 7.2×10-13 
Cs-137 1.7×10-10 
Pb-210 4.0×10-13 
Po-210 2.5×10-15 
Ra-226 5.0×10-10 
Ac-227 1.2×10-10 
Th-229 9.3×10-11 
Th-230 9.0×10-14 
Pa-231 1.1×10-11 
U-233 8.5×10-14 
U-234 2.7×10-14 
U-235 5.1×10-11 
Np-237 6.7×10-11 
Pu-238 6.6×10-15 
Pu-239 1.5×10-14 
Pu-240 7.1×10-15 
Am-241 3.5×10-12 

*1：外部放射線に係る線量換算係数については、点減衰核積分コード(QAD)(54)を用いて計算した。計算モデル

は、地表からの被ばくを近似するため、直径 200m、厚さ 2mの円板状線源を想定し、その中央表面から距
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離 1mの地点を評価点とした。地表の組成は JAERI-M6928(55)の普通コンクリートを用いた。なお、外部放

射線に係る線量換算係数では、短半減期の子孫核種の影響を考慮している。 
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第 13 表 元素に依存する線量評価パラメータ及びその数値(1/10) 

記号 パラメータ 3 号廃棄物埋設地 備考 

),( jiKd *1 埋設設備内の媒体

𝑗の核種𝑖の分配係

数 

(m3/kg) 

 
セメント系
充填材 
(廃棄体) 

セメント系
充填材 

(埋設設備) 

コンク 
リート 

参考文献 
(56)(57) 

H 0 0 0 
C 5×10-2 5×10-2 5×10-2 
Co 2×10-1 2×10-1 3×10-3 
Ni 9×10-3 9×10-3 1×10-2 
Sr 2×10-2 2×10-2 2×10-3 
Nb 2×100 2×100 6×10-1 
Tc 2×10-4 2×10-4 0 
I 1×10-4 1×10-4 3×10-4 
Cs 1×10-1 1×10-1 2×10-2 
Pb 9×10-3 9×10-3 1×10-2 
Po 9×10-3 9×10-3 1×10-2 
Ra 2×10-2 2×10-2 2×10-3 
Ac 1×10-1 1×10-1 1×10-1 
Th 4×10-1 4×10-1 1×10-1 
Pa 4×10-1 4×10-1 1×10-1 
U 0 0 0 
Np 0 0 7×10-3 
Pu 4×10-1 4×10-1 1×10-1 
Am 1×10-1 1×10-1 1×10-1 

)(iKdb *2 難透水性覆土の核

種𝑖の分配係数 

(m3/kg) 

H 0 参考文献 
(56)(57) C 0 

Co 3×10-3 
Ni 7×10-2 
Sr 1×10-1 
Nb 5×10-1 
Tc 0 
I 0 
Cs 1×10 0 
Pb 7×10-2 
Po 7×10-2 
Ra 1×10-1 
Ac 6×100 
Th 3×10-2 
Pa 3×10-2 
U 9×10-3 
Np 0 
Pu 3×10-2 
Am 6×100 

*1：C 以外の元素については解析、試験結果及び文献から、各媒体の溶脱影響及び間隙水の有機物影響を考慮

した上で、当社が実施した試験により取得した分配係数及び文献から設定する。C については試験結果(57)

から設定する。 

*2：C 以外の元素については試験結果から間隙水の有機物影響を考慮した上で、当社が実施した試験により取

得した分配係数から設定する。Cについては 0m3/kg とする。 
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第 13 表 元素に依存する線量評価パラメータ及びその数値(2/10) 

記号 パラメータ 3 号廃棄物埋設地 備考 

)(iKd c  上部覆土の核種𝑖の
分配係数 

(m3/kg) 

H 0 参考文献 
(56)(57) C 1×10-4 

Co 1×10-1 
Ni 1×10-1 
Sr 1×10-1 
Nb 2×10-2 
Tc 0 
I 0 
Cs 9×10-1 
Pb 1×10-1 
Po 1×10-1 
Ra 1×10-1 
Ac 1×10-1 
Th 2×10-2 
Pa 2×10-2 
U 1×10-3 
Np 9×10-4 
Pu 2×10-2 
Am 1×10-1 

)(iKdg *1 鷹架層の核種 𝑖の
分配係数 

(m3/kg) 

H 0 参考文献 
(56)(57) C 1×10-4 

Co 1×10-1 
Ni 1×10-1 
Sr 1×10-1 
Nb 2×10-2 
Tc 0 
I 0 
Cs 9×10-1 
Pb 1×10-1 
Po 1×10-1 
Ra 1×10-1 
Ac 1×10-1 
Th 2×10-2 
Pa 2×10-2 
U 1×10-3 
Np 9×10-4 
Pu 2×10-2 
Am 1×10-1 

*1：C 以外の元素については収着性に与える有機物影響の範囲が限定的であることから考慮せず、当社が実施

した試験により取得した分配係数から設定する。Cについては無機形態の 1×10-4m3/kg と設定する。 
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第 13 表 元素に依存する線量評価パラメータ及びその数値(3/10) 

記号 パラメータ 1 号、2号及び 3号廃棄物埋設地 備考 

)(iKdir  灌漑土壌の核種 𝑖
の分配係数 

(m3/kg) 

H 0 参考文献(58) 
C 2.0×10-3 
Cl 1.5×10-3 参考文献(59) 
Co 9.9×10-1 参考文献(60) 
Ni 1.1×100 
Sr 1.5×10-1 
Nb 2.0×100 
Tc 1.5×10-3 
I 2.7×10-2 
Cs 2.7×10-1 
Pb 2.2×101 
Po 6.6×100 
Ra 2.4×100 
Ac 5.4×100 
Th 8.9×101 
Pa 6.6×100 
U 4.0×10-1 
Np 1.2×100 
Pu 1.8×100 
Am 1.1×102 

)(iKdd  廃棄物埋設地の土

壌の核種 𝑖の分配

係数 

 (m3/kg) 

上部覆土の核種iの分配係数 )(iKdc と同
じ数値とする。 
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第 13 表 元素に依存する線量評価パラメータ及びその数値(4/10) 

記号 パラメータ 1 号、2号及び 3号廃棄物埋設地 備考 

),( miCFaq
*1 水産物𝑚における

核種𝑖の濃縮係数 

(m3/kg) 

 魚類  
H 1.0×10-3 参考文献(61) 
C 8.4×100 

 

Cl 1.0×100 参考文献(61) 
Co 1.0×100 参考文献(62) 
Ni 1.0×100 
Sr 1.9×10-1 参考文献(63) 
Nb 3.0×10-1 参考文献(62) 
Tc 3.0×10-2 
I 6.5×10-1 参考文献(63) 
Cs 1.0×101 参考文献(62) 
Pb 3.7×10-1 参考文献(63) 
Po 2.0×100 参考文献(62) 
Ra 5.0×10-1 
Ac 5.0×10-2 
Th 6.0×10-1 
Pa 5.0×10-2 
U 1.0×10-2 
Np 3.0×10-2 
Pu 4.0×10-2 
Am 2.4×10-1 参考文献(63) 
 無脊椎動物  
H 1.0×10-3 参考文献(64) 
C 9.1×100 参考文献(65) 
Cl 1.6×10-1 
Co 1.0×101 参考文献(66) 
Ni 2.0×100 参考文献(62) 
Sr 3.0×10-1 参考文献(66) 
Nb 1.0×100 参考文献(62) 
Tc 1.0×100 
I 4.0×10-1 参考文献(66) 
Cs 1.0×100 
Pb 1.0×100 参考文献(62) 
Po 5.0×101 
Ra 1.0×100 
Ac 1.0×100 
Th 2.9×100 参考文献(63) 
Pa 5.0×10-1 参考文献(62) 
U 1.7×10-1 参考文献(63) 
Np 9.5×100 
Pu 
Am 

3.0×100 
2.0×101 

参考文献(62) 
 

*1：海水中及び淡水中の値のうち大きい値とする。C についてのみ、魚類は尾駮沼における測定値、無脊椎動

物は淡水貝の数値を用いて設定する。 
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第 13 表 元素に依存する線量評価パラメータ及びその数値(5/10) 

記号 パラメータ 1 号、2号及び 3号廃棄物埋設地 備考 

)(iBirag  
灌漑農産物への核種𝑖の
移行係数 

((Bq/kg-wet農産物) 

/(Bq/kg-dry土壌)) 

 米  
H 1.0×100 参考文献(61) 
C 7.0×10-1 
Cl 5.0×100 
Co 4.3×10-3 参考文献(63) 
Ni 2.6×10-2 参考文献(60) 
Sr 1.8×10-1 
Nb 1.0×10-2 参考文献(62) 
Tc 6.3×10-1 参考文献(60) 
I 2.0×10-2 参考文献(62) 
Cs 7.1×10-2 参考文献(60) 
Pb 7.1×10-3 参考文献(63) 
Po 1.1×10-2 
Ra 7.4×10-4 
Ac 1.0×10-3 参考文献(62) 
Th 1.4×10-4 参考文献(63) 
Pa 1.0×10-2 参考文献(62) 
U 1.1×10-3 参考文献(60) 
Np 2.3×10-3 
Pu 7.4×10-6 
Am 1.9×10-5 

)(iBvag  
農耕農産物への核種𝑖の
移行係数 

((Bq/kg-wet農産物)

/(Bq/kg-dry土壌)) 

 米以外  
H 1.0×100 参考文献(61) 
C 7.0×10-1  
Cl 3.1×101 参考文献(63) 
Co 8.0×10-2 参考文献(62) 
Ni 5.0×10-2 参考文献(67) 
Sr 1.2×100 参考文献(63) 
Nb 1.2×10-2 
Tc 1.6×101 
I 2.1×10-2 
Cs 4.0×10-2 参考文献(62) 
Pb 2.0×10-2 
Po 2.0×10-3 
Ra 4.0×10-2 
Ac 1.0×10-3 
Th 1.8×10-3 参考文献(63) 
Pa 1.0×10-2 参考文献(62) 
U 1.3×10-2 参考文献(63) 
Np 4.0×10-2 参考文献(62) 

 Pu 
Am 

1.0×10-3 
2.0×10-3 
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第 13 表 元素に依存する線量評価パラメータ及びその数値(6/10) 

記号 パラメータ 1 号廃棄物埋設地 備考 

),( jiKd *1 埋設設備内の

媒体𝑗の核種𝑖の
分配係数 

(m3/kg) 

セメント系充填材(廃棄体) 参考文献 
(56)(57) 

 
1 群から 
6 群 

8 群 
均質・均一 
固化体*2,3 

7,8 群 
充填固化体 

H 0 0 0 
C 5×10-1 4×10-3 5×10-2 
Cl 0 0 0 
Co 9×10-3 2×10-2 2×10-2 
Ni 2×10-2 9×10-4 9×10-4 
Sr 2×10-2 2×10-3 2×10-3 
Nb 1×101 2×10-1 2×10-1 
Tc 3×10-4 0 0 
I 1×10-3 0 0 
Cs 2×10-3 1×10-2 1×10-2 
Pb 2×10-2 9×10-4 9×10-4 
Po 2×10-2 9×10-4 9×10-4 
Ra 2×10-2 2×10-3 2×10-3 
Ac 1×101 1×10-1 1×10-1 
Th 1×101 4×10-1 4×10-1 
Pa 1×101 4×10-1 4×10-1 
U 0 0 0 
Np 2×10-1 1×10-2 1×10-2 
Pu 1×101 4×10-1 4×10-1 
Am 1×101 1×10-1 1×10-1 

埋設設備内の
媒体𝑗の核種𝑖の
分配係数 

(m3/kg) 

セメント系充填材(埋設設備) 参考文献 
(56)(57) 

 
1 群から 
6 群 

8 群 
均質・均一 
固化体*2 

7,8 群 
充填固化体 

H 0 0 0 
C 4×10-3 4×10-3 5×10-2 
Cl 0 0 0 
Co 2×10-2 2×10-2 2×10-2 
Ni 9×10-4 9×10-4 9×10-4 
Sr 2×10-3 2×10-3 2×10-3 
Nb 2×10-1 2×10-1 2×10-1 
Tc 0 0 0 
I 0 0 0 
Cs 1×10-2 1×10-2 1×10-2 
Pb 9×10-4 9×10-4 9×10-4 
Po 9×10-4 9×10-4 9×10-4 
Ra 2×10-3 2×10-3 2×10-3 
Ac 2×100 1×10-1 1×10-1 
Th 8×100 4×10-1 4×10-1 
Pa 8×100 4×10-1 4×10-1 
U 0 0 0 
Np 3×10-1 1×10-2 1×10-2 
Pu 8×100 4×10-1 4×10-1 
Am 2×100 1×10-1 1×10-1 

*1：C 以外の元素については解析、試験結果及び文献から、各媒体の溶脱影響及び間隙水の有機物影響を考慮

した上で、当社が実施した試験により取得した分配係数及び文献から設定する。C については試験結果(56) 



１０５ 

(57)から設定する。 

*2：8群に埋設する充填固化体のうち、セメント破砕物充填固化体を含む。  

*3：セメント系充填材(廃棄体)の分配係数は、セメント破砕物充填固化体の値を設定する。 
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第 13 表 元素に依存する線量評価パラメータ及びその数値(7/10) 

記号 パラメータ 1 号廃棄物埋設地 備考 

),( jiKd *1 埋設設備内の

媒体𝑗の核種𝑖の
分配係数 

(m3/kg) 

コンクリート 参考文献 
(56)(57) 

 
1 群から 
6 群 

8 群 
均質・均一 
固化体*3 

7,8 群 
充填固化体 

H 0 0 0 
C 3×10-3 3×10-3 5×10-2 
Cl 0 0 0 
Co 3×10-3 0 0 
Ni 2×10-4 2×10-4 2×10-4 
Sr 3×10-4 0 0 
Nb 1×10-2 1×10-2 1×10-2 
Tc 0 0 0 
I 0 0 0 
Cs 3×10-4 5×10-4 5×10-4 
Pb 2×10-4 2×10-4 2×10-4 
Po 2×10-4 2×10-4 2×10-4 
Ra 3×10-4 0 0 
Ac 3×100 1×10-1 1×10-1 
Th 2×100 1×10-1 1×10-1 
Pa 2×100 1×10-1 1×10-1 
U 0 0 0 
Np 1×10-1 7×10-3 7×10-3 
Pu 2×100 1×10-1 1×10-1 

Am 3×100 1×10-1 1×10-1 

)(iKdb *2 難透水性覆土の

核種𝑖の分配係

数 

(m3/kg) 

 1 群から 
6 群 

8 群 
均質・均一 
固化体*3 

7,8 群 
充填固化体 

参考文献 
(56)(57) 

H 0 0 0 
C 0 0 0 
Cl 0 0 0 
Co 2×10-4 2×10-4 2×10-4 
Ni 5×10-3 5×10-3 5×10-3 
Sr 1×10-2 1×10-2 1×10-2 
Nb 3×10-2 3×10-2 3×10-2 
Tc 0 0 0 
I 0 0 0 
Cs 9×10-2 9×10-2 9×10-2 
Pb 5×10-3 5×10-3 5×10-3 
Po 5×10-3 5×10-3 5×10-3 
Ra 1×10-2 1×10-2 1×10-2 
Ac 4×10-1 4×10-1 4×10-1 
Th 2×10-3 2×10-3 2×10-3 
Pa 2×10-3 2×10-3 2×10-3 
U 6×10-4 6×10-4 6×10-4 
Np 0 0 0 
Pu 2×10-3 2×10-3 2×10-3 
Am 4×10-1 4×10-1 4×10-1 

*1：C 以外の元素については解析、試験結果及び文献から、各媒体の溶脱影響及び間隙水の有機物影響を考慮

した上で、当社が実施した試験により取得した分配係数及び文献から設定する。C については試験結果

(56)(57)から設定する。 

*2：C 以外の元素については試験結果から間隙水の有機物影響を考慮した上で、当社が実施した試験により取
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得した分配係数から設定する。Cについては 0m3/kg と設定する。 

*3：8群に埋設する充填固化体のうち、セメント破砕物充填固化体を含む。 

  



１０８ 

第 13 表 元素に依存する線量評価パラメータ及びその数値(8/10) 

記号 パラメータ 1 号廃棄物埋設地 備考 

)(iKd c  上部覆土の核種𝑖の
分配係数 

(m3/kg) 

H 0 参考文献 
(56)(57) C 1×10-4 

Cl 0 
Co 1×10-1 
Ni 1×10-1 
Sr 2×10-1 
Nb 2×10-2 
Tc 0 
I 0 
Cs 1×100 
Pb 1×10-1 
Po 1×10-1 
Ra 2×10-1 
Ac 1×100 
Th 2×10-2 
Pa 2×10-2 
U 1×10-3 
Np 2×10-3 
Pu 2×10-2 
Am 1×100 

)(iKdg *1 鷹架層の核種 𝑖の
分配係数 

(m3/kg) 

H 0 
 

C 1×10-4 
Cl 0 
Co 1×10-1 
Ni 1×10-1 
Sr 2×10-1 
Nb 2×10-2 
Tc 0 
I 0 
Cs 1×100 
Pb 1×10-1 
Po 1×10-1 
Ra 2×10-1 
Ac 1×100 
Th 2×10-2 
Pa 2×10-2 
U 1×10-3 
Np 2×10-3 
Pu 2×10-2 
Am 1×100 

*1：C 以外の元素については収着性に与える有機物影響の範囲が限定的であることから考慮せず、当社が実施

した試験により取得した分配係数から設定する。Cについては無機形態の 1×10-4m3/kg と設定する。 
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第 13 表 元素に依存する線量評価パラメータ及びその数値(9/10) 

記号 パラメータ 2 号廃棄物埋設地 備考 

),( jiKd *1 埋設設備内の

媒体𝑗の核種𝑖
の分配係数 

(m3/kg) 

 
セメント系
充填材 
(廃棄体) 

セメント系
充填材 

(埋設設備) 

コンクリー
ト 

参考文献 
(56)(57) 

H 0 0 0 
C 5×10-2 5×10-2 5×10-2 
Co 2×10-1 2×10-1 3×10-3 
Ni 9×10-3 9×10-3 1×10-2 
Sr 2×10-2 2×10-2 2×10-3 
Nb 2×100 2×100 6×10-1 
Tc 2×10-4 2×10-4 0 
I 1×10-4 1×10-4 3×10-4 
Cs 1×10-1 1×10-1 2×10-2 
Pb 9×10-3 9×10-3 1×10-2 
Po 9×10-3 9×10-3 1×10-2 
Ra 2×10-2 2×10-2 2×10-3 
Ac 1×10-1 1×10-1 1×10-1 
Th 4×10-1 4×10-1 1×10-1 
Pa 4×10-1 4×10-1 1×10-1 
U 0 0 0 
Np 0 0 7×10-3 
Pu 4×10-1 4×10-1 1×10-1 
Am 1×10-1 1×10-1 1×10-1 

)(iKdb *2 難透水性覆土

の核種𝑖の分配

係数 

(m3/kg) 

H 0 参考文献 
(56)(57) C 0 

Co 3×10-3 
Ni 7×10-2 
Sr 1×10-1 
Nb 5×10-1 
Tc 0 
I 0 
Cs 1×100 
Pb 7×10-2 
Po 7×10-2 
Ra 1×10-1 
Ac 6×100 
Th 3×10-2 
Pa 3×10-2 
U 9×10-3 
Np 0 
Pu 3×10-2 
Am 6×100 

*1：C 以外の元素については解析、試験結果及び文献から、各媒体の溶脱影響及び間隙水の有機物影響を考慮

した上で、当社が実施した試験により取得した分配係数及び文献から設定する。C については試験結果(57)

から設定する。 

*2：C 以外の元素については試験結果から間隙水の有機物影響を考慮した上で、当社が実施した試験により取

得した分配係数から設定する。Cについては 0m3/kg と設定する。  
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第 13 表 元素に依存する線量評価パラメータ及びその数値(10/10) 

記号 パラメータ 2 号廃棄物埋設地 備考 

)(iKd c  上部覆土の核種𝑖の
分配係数 

(m3/kg) 

H 0 参考文献 
(56)(57) C 1×10-4 

Co 1×10-1 
Ni 1×10-1 
Sr 2×10-1 
Nb 2×10-2 
Tc 0 
I 0 
Cs 1×100 
Pb 1×10-1 
Po 1×10-1 
Ra 2×10-1 
Ac 1×100 
Th 2×10-2 
Pa 2×10-2 
U 1×10-3 
Np 2×10-3 
Pu 2×10-2 
Am 1×100 

)(iKdg *1 鷹架層の核種 𝑖の
分配係数 

(m3/kg) 

H 0 参考文献 
(56)(57) C 1×10-4 

Co 1×10-1 
Ni 1×10-1 
Sr 2×10-1 
Nb 2×10-2 
Tc 0 
I 0 
Cs 1×100 
Pb 1×10-1 
Po 1×10-1 
Ra 2×10-1 
Ac 1×100 
Th 2×10-2 
Pa 2×10-2 
U 1×10-3 
Np 2×10-3 
Pu 2×10-2 
Am 1×100 

*1：C 以外の元素については収着性に与える有機物影響の範囲が限定的であることから考慮せず、当社が実施

した試験により取得した分配係数から設定する。Cについては無機形態の 1×10-4m3/kg と設定する。 
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第 14 表 廃棄物埋設地に関連する線量評価パラメータ及びその数値(1/6) 

記号 パラメータ 3 号廃棄物埋設地 備考 

meqV *1 分配平衡となる埋

設設備の体積 

(m3) 

1.24×105 

 

bS *2 
難透水性覆土の拡

散寄与面積 

(m2) 

19,000 

 

bL  
難透水性覆土の厚

さ 

(m) 

2.0 

 

)( jP *3 埋設設備内の媒体𝑗
の体積分率 

(-) 

セメント系充填材 

(廃棄体) 
0.17 

 

セメント系充填材 

(埋設設備) 
0.31 

コンクリート 

 
0.27 

)( j *4 埋設設備内の媒体𝑗
の間隙率 

(-) 

セメント系充填材 

(廃棄体) 
0.35 

 

セメント系充填材 

(埋設設備) 
0.35 

コンクリート 

 
0.35 

b  難透水性覆土の間

隙率 

(-) 

0.40 

参考文献(68) 

c  上部覆土の間隙率  

(-) 
0.55 

盛土、火山灰層及び段丘

堆積層の平均より設定 

g  
鷹架層の間隙率  

(-) 0.55 

埋設設備設置位置に主に

分布する鷹架層の値より

設定 

ir  
灌漑土壌の間隙率 

(-) 
0.55 c と同じ数値を設定 

d  
廃棄物埋設地の土

壌の間隙率  

(-) 

0.55 

*1：分配平衡となる埋設設備の体積は、埋設設備内の放射性物質が地下水の流出に伴って漏出する際に分配す

る領域の体積であり、埋設設備の設計値から計算し、設定する。 

36.51m×64.1m×6.66m×8基≒1.20×105m3 

*2：難透水性覆土の拡散寄与面積は、埋設設備上部面積全体とし、埋設設備の設計値から計算し、設定する。 

36.51m×64.1m×8基≒1.9×104m2 

*3：ドラム缶の寸法を、底面の内径 0.567m、内高 0.830m とし、廃棄体のセメント系充填材の充填量を平均的

に 0.1m3/本(69)として設定する。 

*4：当社が実施した計画配合における廃棄体、埋設設備のセメント系充填材及びコンクリートの間隙率の推定

結果から設定する。 

セメント系充填材(廃棄体)   ：0.35 
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セメント系充填材(埋設設備)  ：0.35 

コンクリート         ：0.35 

  



１１３ 

第 14 表 廃棄物埋設地に関連する線量評価パラメータ及びその数値(2/6) 

記号 パラメータ 3 号廃棄物埋設地 備考 

)( j *1 埋設設備内の媒体𝑗

の粒子密度 

(kg/m3) 

セメント系充填材

(廃棄体) 
2,500 

 

セメント系充填材

(埋設設備) 
2,500 

コンクリート 

 
2,600 

b  難透水性覆土の粒

子密度 

(kg/m3) 

2,600 

参考文献(68) 

c  上部覆土の粒子密

度 

(kg/m3) 

2,400 

g と同じ数値を設定 

g  鷹架層の粒子密度 

(kg/m3) 2,400 

埋設設備設置位置に主に

分布する鷹架層の値より

設定 

ir  灌漑土壌の粒子密

度 

(kg/m3) 

2,600 

d と同じ数値を設定 

d  廃棄物埋設地の土

壌の粒子密度 

(kg/m3) 

2,600 

盛土、火山灰層及び段丘

堆積層の平均より設定 

*1：当社が実施した計画配合における廃棄体及び埋設設備のセメント系充填材並びにコンクリートの粒子密度

の推定結果から設定する。 

セメント系充填材(廃棄体)  ：2,500kg/m3 

セメント系充填材(埋設設備) ：2,500kg/m3 

コンクリート        ：2,600kg/m3 
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第 14 表 廃棄物埋設地に関連する線量評価パラメータ及びその数値(3/6) 

記号 パラメータ 1 号廃棄物埋設地 備考 

meqV *1 分配平衡となる埋

設設備の体積 

(m3) 

1.47×105 
 

1 群から 6群 1.10×105 

8 群(均質・均一固化体)*5 7.35×103 

7,8 群(充填固化体) 2.94×104 

bS *2 難透水性覆土の拡

散寄与面積 

(m2) 

24,000  

1 群から 6群 18,000 

8 群(均質・均一固化体)*5 1,200 

7,8 群(充填固化体) 4,800 

bL  難透水性覆土の厚

さ      (m) 
2.0 

 

)( jP *3 埋設設備内の媒体𝑗
の体積分率 

(-) 

セメント系充填材 

(廃棄体) 
 

 

1 群から 6群 0.19 

8 群(均質・均一固化体)*5,*6 0.12 

7,8 群(充填固化体) 0.14 

廃棄体上部空隙  

1 群から 6群 0.083 

8 群(均質・均一固化体)*5,*6 - 

7,8 群(充填固化体) - 

セメント系充填材 

(埋設設備) 
0.33 

コンクリート 0.32 

)( j *4 埋設設備内の媒体𝑗
の間隙率 

(-) 

セメント系充填材 

(廃棄体) 
0.35 

全廃棄体共通 

セメント系充填材 

(埋設設備) 
0.35 

コンクリート 0.35 

b  難透水性覆土の間

隙率     (-) 
0.40 

参考文献(68) 

c  上部覆土の間隙率 

(-) 0.45 

盛土、火山灰層及

び段丘堆積層の平

均より設定 

g  
鷹架層の間隙率 

(-) 0.44 

埋設設備設置位置

に主に分布する鷹

架層の値より設定 

ir  
灌漑土壌の間隙率 

(-) 
0.45 c と同じ数値を

設定 

d  廃棄物埋設地の土

壌の間隙率  (-) 
0.45 

*1：分配平衡となる埋設設備の体積は、埋設設備内の放射性物質が地下水の流出に伴って漏出する際に分配す

る領域の体積であり、埋設設備の設計値から計算し、設定する。 

24.40m×24.40m×6.20m×40 基≒1.47×105m3 

*2：難透水性覆土の拡散寄与面積は、埋設設備上部面積全体とし、埋設設備の設計値から計算し、設定する。 

24.40m×24.40m×40 基≒2.4×104m2 
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*3：ドラム缶の寸法を、底面の内径 0.567m、内高 0.830m とし、均質・均一固化体は廃棄体上部空隙を 30%と

して設定し、充填固化体は廃棄体のセメント系充填材の充填量を平均的に 0.1m3/本(69)として設定する。 

*4：当社が実施した計画配合における埋設設備のセメント系充填材、コンクリートの間隙率の推定結果及び

PWR 並びに BWR の各々の均質・均一固化体の粒子密度から設定する。 

セメント系充填材(廃棄体)   ：0.35 

セメント系充填材(埋設設備) ：0.35 

コンクリート        ：0.35 

*5：8群に埋設する充填固化体のうち、セメント破砕物充填固化体を含む。 

*6：今後、8 群に埋設する均質・均一固化体の発生状況を考慮すると、8 群にセメント固化体が埋設されない

可能性があることから、8群の均質・均一固化体における廃棄物の体積分率は 0と設定する(放射性物質の

廃棄物への収着を見込まない。)。また*5 を付した充填固化体におけるセメント系充填材(廃棄体)の体積

分率は 0.25 である。これら 2 つの廃棄体は放射能量が同等であり、また、廃棄体の収着体積としてはセ

メント系充填材(廃棄体)についてのみ考慮すれば良いことから、モデル単純化のため、線量評価モデル上

はこれら 2 つをあわせて体積分率を 0.12(＝0(-)×1(基)/2(基)＋0.25(-)×1(基)/2(基))として設定する。 
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第 14 表 廃棄物埋設地に関連する線量評価パラメータ及びその数値(4/6) 

記号 パラメータ 1 号廃棄物埋設地 備考 

)( j *1,2 埋設設備内の媒体

𝑗の粒子密度 

(kg/m3) 

セメント系充填材

(廃棄体) 
 

 

 均質・均一固化体 2,400 

 充填固化体 2,500 

セメント系充填材

(埋設設備) 
2,500 

コンクリート 2,600 

b  難透水性覆土の粒

子密度 

(kg/m3) 

2,700 

参考文献(65) 

c  上部覆土の粒子密

度 

(kg/m3) 

2,700 

gと同じ数値を設定 

g  鷹架層の粒子密度 

(kg/m3) 2,700 

埋設設備設置位置に主に

分布する鷹架層の値より

設定 

ir  灌漑土壌の粒子密

度 

(kg/m3) 

2,700 

g と同じ数値を設定 

d  廃棄物埋設地の土

壌の粒子密度 

(kg/m3) 

2,700 

盛土、火山灰層及び段丘

堆積層の平均より設定 

*1：当社が実施した計画配合における埋設設備のセメント系充填材、コンクリートの粒子密度の推定結果及び

PWR 並びに BWR の各々の均質・均一固化体の粒子密度から設定する。 

セメント系充填材(廃棄体) 

均質・均一固化体    ：2,400kg/m3 

充填固化体       ：2,500kg/m3 

セメント系充填材(埋設設備)  ：2,500kg/m3 

コンクリート         ：2,600kg/m3 

*2：8 群に埋設する充填固化体のうち、セメント破砕物充填固化体の粒子密度は、均質・均一固化体と同じ値

に設定する。 
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第 14 表 廃棄物埋設地に関連する線量評価パラメータ及びその数値(5/6) 

記号 パラメータ 2 号廃棄物埋設地 備考 

meqV *1 分配平衡となる埋

設設備の体積 

(m3) 

1.47×105 

 

bS *2 
難透水性覆土の拡

散寄与面積 

(m2) 

22,000 

 

bL  
難透水性覆土の厚

さ 

(m) 

2.0 

 

)( jP *3 埋設設備内の媒体𝑗
の体積分率 

(-) 

セメント系充填材 

(廃棄体) 
0.14 

 

セメント系充填材 

(埋設設備) 
0.33 

コンクリート 

 
0.32 

)( j *4 埋設設備内の媒体j
の間隙率 

(-) 

セメント系充填材 

(廃棄体) 
0.35 

 

セメント系充填材 

(埋設設備) 
0.35 

コンクリート 

 
0.35 

b  難透水性覆土の間

隙率 

(-) 

0.40 

参考文献(65) 

c  上部覆土の間隙率  

(-) 0.46 

盛土、火山灰層及び段

丘堆積層の平均より設

定 

g  
鷹架層の間隙率  

(-) 0.47 

埋設設備設置位置に主

に分布する鷹架層の値

より設定 

ir  
灌漑土壌の間隙率 

(-) 
0.46 c と同じ数値を設定 

d  
廃棄物埋設地の土

壌の間隙率  

(-) 

0.46 

*1：分配平衡となる埋設設備の体積は、埋設設備内の放射性物質が地下水の流出に伴って漏出する際に分配す

る領域の体積であり、埋設設備の設計値から計算し、設定する。 

36.0m×36.91m×6.94m×16 基≒1.47×105m3 

*2：難透水性覆土の拡散寄与面積は、埋設設備上部面積全体とし、埋設設備の設計値から計算し、設定する。 

36.91m×36.0m×16 基≒2.2×104m2 

*3：ドラム缶の寸法を、底面の内径 0.567m、内高 0.830m とし、廃棄体のセメント系充填材の充填量を平均的

に 0.1m3/本(69)として設定する。 

*4：当社が実施した計画配合における廃棄体、埋設設備のセメント系充填材及びコンクリートの間隙率の推定

結果から設定する。 

セメント系充填材(廃棄体)   ：0.35 
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セメント系充填材(埋設設備) ：0.35 

コンクリート         ：0.35 

  



１１９ 

第 14 表 廃棄物埋設地に関連する線量評価パラメータ及びその数値(6/6) 

記号 パラメータ 2 号廃棄物埋設地 備考 

)( j *1 埋設設備内の媒体𝑗

の粒子密度 

(kg/m3) 

セメント系充填材

(廃棄体) 
2,500 

 

セメント系充填材

(埋設設備) 
2,500 

コンクリート 

 
2,600 

b  難透水性覆土の粒

子密度 

(kg/m3) 

2,700 

参考文献(68) 

c  上部覆土の粒子密

度 

(kg/m3) 

2,700 

 

g  鷹架層の粒子密度 

(kg/m3) 2,800 

埋設設備設置位置に主に

分布する鷹架層の値より

設定 

ir  灌漑土壌の粒子密

度 

(kg/m3) 

2,700 

d と同じ数値を設定 

d  廃棄物埋設地の土

壌の粒子密度 

(kg/m3) 

2,700 

盛土、火山灰層及び段丘

堆積層の平均より設定 

*1：当社が実施した計画配合における廃棄体及び埋設設備のセメント系充填材並びにコンクリートの粒子密度

の推定結果から設定する。 

セメント系充填材 (廃棄体)  ：2,500kg/m3 

セメント系充填材 (埋設設備) ：2,500kg/m3 

コンクリート         ：2,600kg/m3 
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第 15 表 生活様式に関連する線量評価パラメータ及びその数値(1/2) 

記号 パラメータ 
1 号、2号及び 3号 

廃棄物埋設地 
備考 

)(mMaq  水産物𝑚の摂取量 
(kg/y) 

魚類 
無脊椎動物 

5.7 
1.4 

参考文献(70) 

ir
agM  灌漑農産物の摂取量 

(kg/y) 
米 100 

参考文献(70) 
 

v
agM *1 農耕農産物の摂取量 

(kg/y) 米以外 100 
参考文献(70) 
参考文献(71) 
参考文献(72) 

irfu  
灌漑における放射性物質
を含む沢水の利用率 

(-) 
1 

 

),( mpfaq
*2 公衆𝑝の水産物𝑚の市場

希釈係数 
(-) 

漁業従事者 
上記以外 

1 
0.1 

 

)(pfag
*3 公衆𝑝の農産物の市場希

釈係数 
(-) 

灌漑 
農産物 

農業従事者 
上記以外 

1 
0.1 

 

農耕 
農産物 

農業従事者 
上記以外 

1 
0.3 

 

*1：参考文献(71)及び参考文献(72)に基づくと、六ヶ所村での収穫量のうち、飼料作物以外で多い作物は、だ

いこん、やまのいも及びばれいしょである。これより、参考文献(70)に基づき、農業従事者のいも類及び

根菜(だいこんが含まれる)の摂取量は、それぞれ 63.8g/日及び 180.3g/日であることから、これらの合計

を基に設定する。 

(63.8g/d＋180.3g/d)×365d/y×1/1000kg/g≒89kg/y⇒100kg/y 

*2：漁業従事者については、漁獲した水産物については自家消費するとし、漁業従事者以外については、市場

に流通する過程で希釈されることを想定し、漁業従事者の 10分の 1とする。 

*3：農業従事者については、栽培した農産物については自家消費するとし、農業従事者以外については、市場

に流通する過程で希釈されることを想定し、農業従事者の 10 分の 1 とする。ただし、農耕農産物につい

ては、家庭菜園で栽培する農耕農産物も考慮する。 
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第 15 表 生活様式に関連する線量評価パラメータ及びその数値(2/2) 

記号 パラメータ 
1 号、2号及び 3号 

廃棄物埋設地 
備考 

ir
farmfd *1 灌漑作業時の空気中ダ

スト濃度 

(kg/m3) 

3.0×10-8 

 

workfd *2 屋外労働作業時の空気

中ダスト濃度 

(kg/m3) 

建設業従事者 

農業従事者 

上記以外 

1.0×10-7 

3.0×10-8 

2.0×10-8 

 

habohfd *3 屋外における空気中ダ

スト濃度 (kg/m3) 
2.0×10-8 

 

habihfd  屋内における空気中ダ

スト濃度 (kg/m3) 
5.0×10-9 

参考文献(58) 

),( ipShwork  
公衆𝑝の屋外労働作業

時の核種𝑖の遮蔽係数 

(-) 

建設業従事者 参考文献(52) 

参考文献(58) Co-60，Nb-94， 

Ra-226，Th-229 
0.4 

Cs-137，Ac-227 0.3 

Pb-210，Pa-231， 

U-235，Np-237 
0.2 

上記以外の核種 0.02 

建設業従事者以外 全核種 1  

)(iShhaboh  居住者の屋外における

核種𝑖の遮蔽係数 

(-) 

全核種 1 

 

inhI  呼吸率 

(m3/h) 
0.93 

参考文献(73)から

時間当たりに換算

して設定 
workI  屋外労働作業時の 

呼吸率  

(m3/h) 

1.2 

)(pT irfarm
*4 公衆𝑝の灌漑作業時間 

(h/y) 

農業従事者(米) 

上記以外 

500 

0 
 

𝑇 𝑝 *5 廃棄物埋設地における

公衆𝑝の屋外労働作業

時間 

(h/y) 

建設業従事者 

上記以外 

500 

0 
 

)(pThaboh *6 公衆𝑝の居住時の屋外

における居住時間 

(h/y) 

居住者 

上記以外 

1,000 

700 
 

)(pThabih *6 公衆𝑝の居住時の屋内

における居住時間 

(h/y) 

居住者 

上記以外 

7,760 

6,060 

*1：当社が実施した平穏時における道路建設工事現場でのダスト濃度の実測結果(最大値 2.3×10-8kg/m3、平均

値 1.8×10-8kg/m3)より設定する。 

*2：建設作業については、*1に記載する実測値を上回り、かつ、同じ実測値を基に設定する灌漑作業時の空気

中ダスト濃度を上回る値として、1×10-7kg/m3を設定する。 

農耕作業については、灌漑作業と同じ数値を設定する。 

漁業及び畜産作業については、*3に記載する数値とする。 
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*3：当社が実施した敷地周辺でのダスト濃度の実測結果(最大値1.7×10-8kg/m3、平均値1.0×10-8kg/m3)より設

定する。 

*4：参考文献(74)の畑作作付面積、生産労働時間、耕地面積及び水田率より、平均的農家一戸当たりの年間労

働時間を計算し設定する。 

*5：参考文献(58)の建設シナリオにおいて採用されている、一般住宅を建設する際の地下深さ 3m、体積 900m3

の掘削を想定した場合の掘削時間 500 時間を設定する。漁業従事者、農業従事者、畜産業従事者及び居住

者については、廃棄物埋設地における労働は発生しないものとしたため 0時間を設定する。 

*6：参考文献(75)及び参考文献(76)に基づき、居住者については、廃棄物埋設地の屋外活動と考えられる時間

を 10%とする。 

屋外滞在時間：8,760h/y×0.1=876h/y≒1,000h/y 

屋内滞在時間：8,760h/y－1,000h/y=7,760h/y 

他の労働者については、1 年のうち 2,000 時間は労働のために居住地から離れるものとし、残りの時間の

10%を屋内に滞在しているものとする。 

屋外滞在時間：(8,760h/y－2,000h/y)×0.1=676h/y≒700h/y 

屋内滞在時間：8,760h/y－2,000h/y－700h/y=6,060h/y 

  



１２３ 

第 16 表 最も可能性が高い自然事象シナリオにおける放射性物質の地下水による 

移行評価に用いる線量評価パラメータ及びその数値*1(1/12) 

<(14)式～(47)式において使用> 

記号 パラメータ 3 号廃棄物埋設地 備考 

)(0 iA  核種𝑖の総放射能量 (Bq) 第 11 表の数値とする。  

)( jP  埋設設備内の媒体𝑗の体積分
率 (-) 

第 14 表(1/6)の数値とする。 
 

)( j  埋設設備内の媒体𝑗の間隙率
 (-) 

第 14 表(1/6)の数値とする。 
 

)( j  埋設設備内の媒体𝑗の粒子密
度 (kg/m3) 

第 14 表(2/6)の数値とする。 
 

),( jiKd  埋設設備内の媒体𝑗の核種𝑖の
分配係数 (m3/kg) 

第 13 表(1/10)の数値とする。 
 

meqV  分配平衡となる埋設設備の
体積 (m3) 

第 14 表(1/6)の数値とする。 
 

bS  難透水性覆土の拡散寄与面
積 (m2) 

第 14 表(1/6)の数値とする。 
 

bDe  難透水性覆土の実効拡散係
数 (m2/s) 

1×10-10 

間隙率×
自由水拡
散係数か
ら設定 

)(tQco *2 埋設設備から上部覆土への
流出水量 (m3/y) 

10 

 

)(tQgo
*2 埋設設備から鷹架層への流

出水量 (m3/y) 
1,100 

 

)(21 iT  核種𝑖の半減期 (y) 第 12 表(1/2)の数値とする。  

b  
難透水性覆土の間隙率 (-) 第 14 表(1/6)の数値とする。  

b  
難透水性覆土の粒子密度 
 (kg/m3) 

第 14 表(2/6)の数値とする。 
 

)(iKdb  難透水性覆土の核種𝑖の分配
係数 (m3/kg) 

第 13 表(1/10)の数値とする。 
 

cL *3 核種が流入する上部覆土の
地下水流向方向長さ (m) 

30 

 

c 上部覆土の間隙率 (-) 第 14 表(1/6)の数値とする。  

c  上部覆土の粒子密度 (kg/m3) 第 14 表(2/6)の数値とする。  

)(iKdc  上部覆土の核種𝑖の分配係数 
 (m3/kg) 

第 13 表(2/10)の数値とする。 
 

cU *4 上部覆土の地下水流速 (m/y) 10  

bL  難透水性覆土の厚さ  (m) 第 14 表(1/6)の数値とする。  

)(tQc
*5 上部覆土内地下水流量(m3/y) 3,000 

 

*1：廃止措置の開始までの平常時の評価にも用いる。 

*2：埋設設備からの流出水量は、2 次元地下水浸透流解析を用いて設定する。まず、2 次元地下水浸透流解析

における境界条件で設定する動水勾配は、廃棄物埋設地付近で成立し得る動水勾配である 3％と設定する。
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この 2 次元地下水浸透流解析で求まる埋設設備からの流出水量に対し、第 34 表に示す動水勾配との比率

を用いて最も可能性が高い設定及び最も厳しい設定での流出水量を求める。 

*3：埋設設備を通過した地下水が、上部覆土へ流入するところは主に埋設設備下流側であるので、最下流の埋

設設備以降で上部覆土へ流入するとし、その長さは南北方向の 1 埋設設備の長さ(奥行き)を考慮して 30m

と設定する。 

*4：ダルシーの法則により求まる上部覆土中の平均的な地下水流速(𝑉 )から設定する。 

𝑈 =𝑉 =𝐾 ×𝑖 

𝐾 =3.6×10-6m/s 

：上部覆土の平均的な透水係数として第四紀層相当(N値 50 未満の風化した鷹架層を含む)を設定 

𝑖=8/100(最も厳しい設定) 

：評価期間に想定される最大の動水勾配 

*5：ダルシーの法則により求まる上部覆土中の平均的な地下水流速(𝑉 )と地下水が上部覆土を通過する評価上

の断面積(A)から設定する。 

)(tQc =𝑉×A=𝐾 ×𝑖×A 

𝐾 =3.0×10-6m/s 

：上部覆土の平均的な透水係数として第四紀層相当(N値 50 未満の風化した鷹架層を含む)を設定 

𝑖=5/100(最も可能性が高い設定) 

：評価期間に想定される平均的な動水勾配 

A=650m2 

：地下水が上部覆土を通過する評価上の断面積 

＝埋設設備の幅×地下水面下の考慮する深さ 

＝130m×5.0m 
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第 16 表 最も可能性が高い自然事象シナリオにおける放射性物質の地下水による移行評

価に用いる線量評価パラメータ及びその数値*1(2/12) 

<(58)式～(69)式において使用> 

記号 パラメータ 3 号廃棄物埋設地 備考 

gL
*2 核種が流入する鷹架層

の地下水流向方向長さ 

(m) 

140 

 

g  鷹架層の間隙率 

(-) 
第 14 表(1/6)の数値とする。 

 

g  鷹架層の粒子密度 

(kg/m3) 
第 14 表(2/6)の数値とする。 

 

)(iKdg  鷹架層の核種𝑖の分配係

数 

(m3/kg) 

第 13 表(2/10)の数値とする。 

 

gU
*3 鷹架層の地下水流速 

(m/y) 
0.3 

 

)(tQg  鷹架層内地下水流量  

(m3/y) 1,100 

𝑄 𝑡 の値と

等しいとして

設定 

csX  核種が流入する上部覆

土下流端から尾駮沼又

は沢までの評価上の距

離 

(m) 

0 

 

gsX
*4 核種が流入する鷹架層

下流端から尾駮沼又は

沢までの評価上の距離 

(m) 

30 

 

)(tQcs  核種が流入する上部覆

土から尾駮沼又は沢へ

の地下水流入量 

(m3/y) 

3,000 

𝑄 𝑡 の値と等

しいとして設

定 

)(tQgs  核種が流入する鷹架層

から尾駮沼又は沢への

地下水流入量 

(m3/y) 

1,100 

𝑄 𝑡 の値と

等しいとして

設定 

)(tQs *5 尾駮沼又は沢の交換水

量 

(m3/y) 

尾駮沼 1.3×107 

沢   2.4×105 

 

*1：廃止措置の開始までの平常時の評価にも用いる。 

*2：核種が鷹架層中に流入する面積と上流側の核種が下流側に移行する距離として設定される。したがって、

短く設定する方が、安全評価において線量を大きく評価することから、保守側の設定となる。そのため上

流側の南北方向の施設 1基分の長さを短く設定する。 

*3：ダルシーの法則により求まる鷹架層中の平均的な地下水流速(𝑉 )から設定する。 
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𝑈 =𝑉 =𝐾 ×𝑖 

𝐾 =1.1×10-7m/s 

：廃棄物埋設地付近に分布する鷹架層中部層の平均的な透水係数を設定 

𝑖=8/100(最も厳しい設定) 

：評価期間に想定される最大の動水勾配 

*4：埋設設備の配置に基づき、埋設設備群の下流端から地下水の流出の可能性がある沢までの距離から設定す

る。 

*5：尾駮沼陸化後の二又川と中央沢の合流部を評価点とし、評価点より上流部の流域面積における降水量から

蒸発散量、河川水利用量を除いた値が評価点に流入するものとする。 

)(tQs =評価上の流域面積×(年降水量－蒸発散量)×(1－河川水利用率) 

・評価上の流域面積は、3.47×107m2を設定。 

・降水量と蒸発散量は、気温との関係式から設定(第 5図及び第 11図を参照)。 

・河川水利用率は、将来も河川水が現在と同じ割合で利用されるものとして設定。 

・現在の河川水利用が二又川からに限られることから、河川流量を現在の二又川の流域面積 26.9km2 と

現在の年降水量1,310mm/y年及び蒸発散量590mm/y年から1.94×107m3/y年と、河川水利用量を参考文

献(47)の工業用水 9,500m3/d 日、農業用水 0.03m3/s 秒の合計 4.41×106m3/y 年として、その比を 3 割

として河川水利用率を設定。 
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第 16 表 最も可能性が高い自然事象シナリオにおける放射性物質の地下水による 

移行評価に用いる線量評価パラメータ及びその数値(3/12) 

<(710)式において使用> 

記号 パラメータ 
1 号、2号及び 3号 

廃棄物埋設地 
備考 

irfu  灌漑における放射性物

質を含む沢水の利用率  

(-) 

第 15 表(1/2)の数値とする。 

 

 

 

irF  灌漑土壌への放射性物

質の残留割合  

(-) 

1 

 

 

 

irQ  単位面積当たりの灌漑

水量  

(m3/(m2・y)) 
2.3 

参考文献(77)、(78)

の年間水田灌漑水量

と稲作作付面積より

設定 

irV  灌漑土壌の有効体積 

 (m3/m2) 
0.15 

参考文献(79) 

ir  灌漑土壌の間隙率  

(-) 
第 14 表(1/6)の数値とする。 

 

ir  灌漑土壌の粒子密度 

 (kg/m3) 
第 14 表(2/6)の数値とする。 

 

irQp  灌漑土壌浸透水量 

 (m3/(m2・y)) 
2.3 

灌漑水量が全て浸透

するとして設定 

)(iKdir 灌漑土壌の核種𝑖の分配

係数  

 (m3/kg) 

第 13 表(3/10)の数値とする。 
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第 16 表 最も可能性が高い自然事象シナリオにおける放射性物質の地下水による 

移行評価に用いる線量評価パラメータ及びその数値(4/12) 

<(811)式において使用> 

記号 パラメータ 3 号廃棄物埋設地 備考 

dX  核種が流入する上部覆土

下流端から濃度計算地点

までの評価上の距離  

(m) 

0 

 

d  廃棄物埋設地の土壌の間

隙率 

 (-) 

第 14 表(1/6)の数値とする。 

 

d  廃棄物埋設地の土壌の粒

子密度 

 (kg/m3) 

第 14 表(2/6)の数値とする。 

 

)(iKdd 廃棄物埋設地の土壌の核

種𝑖の分配係数  

(m3/kg) 

第 13 表(3/10)の数値とする。 

 

dG *1 廃棄物埋設地の土壌の希

釈係数  

(-) 

掘削を伴う土壌 

農産物を栽培する土壌 

0.34 

0.1 

 

*1：掘削を伴う土壌については、一般的な住宅を十分包含できる深さである 3m の掘削のうち、汚染土壌が平

均的な地下水面以下(地表面から 2m 以深)にあるとして、その比から設定する。農産物を栽培する土壌に

ついてはその根を経由して吸収することを想定して 0.1 とする。 
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第 16 表 最も可能性が高い自然事象シナリオにおける放射性物質の地下水による 

移行評価に用いる線量評価パラメータ及びその数値*1(5/12) 

<(14)式～(47)式において使用> 

記号 パラメータ 1 号廃棄物埋設地 備考 

)(0 iA  核種 𝑖の総放射能
量 (Bq) 

第 11 表の数値とする。 
 

)( jP  埋設設備内の媒体
𝑗の体積分率 
 (-) 

第 14 表(3/6)の数値とする。 
 

)( j  埋設設備内の媒体
𝑗の間隙率 
 (-) 

第 14 表(3/6)の数値とする。 
 

)( j  埋設設備内の媒体
𝑗の粒子密度 
 (kg/m3) 

第 14 表(4/6)の数値とする。 
 

),( jiKd  埋設設備内の媒体
𝑗の核種𝑖の分配係
数 
 (m3/kg) 

第 13 表(6/10)及び第 13 表(7/10)の数値とす
る。 

 

meqV  分配平衡となる埋
設設備の体積 
 (m3) 

第 14 表(3/6)の数値とする。 
 

bS  難透水性覆土の拡
散寄与面積 
 (m2) 

第 14 表(3/6)の数値とする。 
 

bDe  難透水性覆土の実
効拡散係数 
 (m2/s) 

1×10-10 
間隙率×自
由水拡散係
数から設定 

)(tQ co  埋設設備から上部

覆土への流出水量  

 (m3/y) 

1 群から 6群 

8 群 
(均質・均一固

化体)*2 

7,8 群 
(充填固化体) 

 

120 8 32 

)(tQgo  埋設設備から鷹架

層への流出水量

 (m3/y) 

1 群から 6群 

8 群 
(均質・均一固

化体)*2 

7,8 群 
(充填固化体) 

 

1,875 125 500 

*1：廃止措置の開始までの平常時の評価にも用いる。 

*2：8群に埋設する充填固化体のうち、セメント破砕物充填固化体を含む。 
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第 16 表 最も可能性が高い自然事象シナリオにおける放射性物質の地下水による 

移行評価に用いる線量評価パラメータ及びその数値*1(6/12) 

<(14)式～(47)式において使用> 

記号 パラメータ 1 号廃棄物埋設地 備考 

)(21 iT
 

核種𝑖の半減期 

(y) 
第 12 表(1/2)の数値とする。 

 

b  

難透水性覆土の間隙率 

(-) 
第 14 表(3/6)の数値とする。 

 

b  
難透水性覆土の粒子密度 

(kg/m3) 
第 14 表(4/6)の数値とする。 

 

)(iKdb  

難透水性覆土の核種𝑖の分配

係数 

(m3/kg) 

第 13 表(7/10)の数値とする。 

 

cL *2 

核種が流入する上部覆土の

地下水流向方向長さ 

(m) 

20 

 

c  
上部覆土の間隙率 

(-) 
第 14 表(3/6)の数値とする。 

 

c  
上部覆土の粒子密度 

(kg/m3) 
第 14 表(4/6)の数値とする。 

 

)(iKdc  
上部覆土の核種𝑖の分配係数 

(m3/kg) 
第 13 表(8/10)の数値とする。 

 

cU *3 
上部覆土の地下水流速 

(m/y) 
10 

 

bL  
難透水性覆土の厚さ 

(m) 
第 14 表(3/6)の数値とする。 

 

)(tQc *4 
上部覆土内地下水流量 

(m3/y) 
1,700 

 

*1：廃止措置の開始までの平常時の評価にも用いる。 

*2：埋設設備を通過した地下水が、上部覆土へ流入するところは主に埋設設備下流側であるので、最下流の埋

設設備以降で覆土へ流入するとし、その長さは南北方向の 1 埋設設備の長さ(奥行き)を考慮して 20m と設

定する。 

*3：ダルシーの法則により求まる上部覆土中の平均的な地下水流速(𝑉 )から設定する。 

𝑈 =𝑉 =𝐾 ×𝑖 

𝐾 =3.6×10-6m/s 

：上部覆土の平均的な透水係数として第四紀層相当(N値 50 未満の風化した鷹架層を含む)を設定 

𝑖=8/100(最も厳しい設定) 
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：評価期間に想定される最大の動水勾配 

*4：ダルシーの法則により求まる上部覆土中の平均的な地下水流速(𝑉 )と地下水が上部覆土を通過する評価上

の断面積(A)から設定する。 

)(tQc =𝑉×A =𝐾 ×𝑖×A 

𝐾 =2.5×10-6m/s 

：上部覆土の平均的な透水係数として第四紀層相当(N値 50 未満の風化した鷹架層を含む)を設定 

𝑖=3.5/100(最も可能性が高い設定) 

：評価期間に想定される平均的な動水勾配 

A =650m2 

：地下水が上部覆土を通過する評価上の断面積 

＝埋設設備の幅×地下水面下の考慮する深さ 

＝130m×5.0m 
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第 16 表 最も可能性が高い自然事象シナリオにおける放射性物質の地下水による 

移行評価に用いる線量評価パラメータ及びその数値*1(7/12) 

<(58)式～(69)式において使用> 

記号 パラメータ 1 号廃棄物埋設地 備考 

gL
*2 核種が流入する鷹

架層の地下水流向

方向長さ 

 (m) 

100 

 

g  鷹架層の間隙率  

(-) 
第 14 表(3/6)の数値とする。 

 

g  鷹架層の粒子密度  

(kg/m3) 
第 14 表(4/6)の数値とする。 

 

)(iKd g  鷹架層の核種 𝑖の
分配係数 

 (m3/kg) 

第 13 表(8/10)の数値とする。 

 

gU
*3 鷹架層の地下水流

速 

 (m/y) 

0.3 

 

)(tQg  鷹架層内地下水流

量  

(m3/y) 

1 群から 6群 

8 群 

(均質・均一

固化体)*4 

7,8 群 

(充填固化体) 

𝑄 𝑡 の 値

と等しいと

して設定 

1,875 125 500 

csX  核種が流入する上

部覆土下流端から

尾駮沼又は沢まで

の評価上の距離 

 (m) 

0 

 

gsX
*5 核種が流入する鷹

架層下流端から尾

駮沼又は沢までの

評価上の距離  

(m) 

20 

 

*1：廃止措置の開始までの平常時の評価にも用いる。 

*2：核種が鷹架層中に流入する面積と上流側の核種が下流側に移行する距離として設定される。したがって、

短く設定する方が、安全評価において線量を大きく評価することから、保守側の設定となる。そのため上

流側の南北方向の埋設設備 1基分の長さを短く設定する。 

*3：ダルシーの法則により求まる鷹架層中の平均的な地下水流速(𝑉 )から設定する。 

𝑈 =𝑉 =𝐾 ×𝑖 

𝐾 =1.1×10-7m/s 

：廃棄物埋設地付近に分布する鷹架層中部層の平均的な透水係数を設定 

𝑖=8/100(最も厳しい設定) 

：評価期間に想定される最大の動水勾配 
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*4：8群に埋設する充填固化体のうち、セメント破砕物充填固化体を含む。 

*5：埋設設備の配置に基づき、埋設設備群の下流端から地下水の流出の可能性がある沢までの距離から設定す

る。 
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第 16 表 最も可能性が高い自然事象シナリオにおける放射性物質の地下水による 

移行評価に用いる線量評価パラメータ及びその数値*1(8/12) 

<(58)式～(69)式において使用> 

記号 パラメータ 1 号廃棄物埋設地 備考 

)(tQcs  
核種が流入する上

部覆土から尾駮沼

又は沢への地下水

流入量 

(m3/y) 

1,700 

𝑄 𝑡 の値と

等しいとし

て設定 

)(tQgs  核種が流入する鷹

架層から尾駮沼又

は沢への地下水流

入量  

(m3/y) 

1 群から 6群 

8 群 

(均質・均一

固化体)*2 

7,8 群 

(充填固化体) 

𝑄 𝑡 の値と

等しいとし

て設定 

1,875 125 500 

)(tQs *3 尾駮沼又は沢の交

換水量  

(m3/y) 

尾駮沼 1.3×107 

沢   2.4×105 

 

*1：廃止措置の開始までの平常時の評価にも用いる。 

*2：8群に埋設する充填固化体のうち、セメント破砕物充填固化体を含む。 

*3：尾駮沼陸化後の二又川と中央沢の合流部を評価点とし、評価点より上流部の流域面積における降水量から

蒸発散量、河川水利用量を除いた値が評価点に流入するものとする。 

)(tQs =評価上の流域面積×(年降水量－蒸発散量)×(1－河川水利用率) 

・評価上の流域面積は、3.47×107m2を設定。 

・降水量と蒸発散量は、気温との関係式から設定(第 5図及び第 11図を参照)。 

・河川水利用率は、将来も河川水が現在と同じ割合で利用されるものとして設定。 

・現在の河川水利用が二又川からに限られることから、河川流量を現在の二又川の流域面積 26.9km2 と

現在の年降水量1,310mm/y年及び蒸発散量590mm/y年から1.94×107m3/y年と、河川水利用量を参考文

献(47)の工業用水 9,500m3/d 日、農業用水 0.03m3/s 秒の合計 4.41×106m3/y 年として、その比を 3 割

として河川水利用率を設定。 
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第 16 表 最も可能性が高い自然事象シナリオにおける放射性物質の地下水による 

移行評価に用いる線量評価パラメータ及びその数値(9/12) 

<(811)式において使用> 

記号 パラメータ 1 号廃棄物埋設地 備考 

dX  核種が流入する上部覆

土下流端から濃度計算

地点までの評価上の距

離 (m) 

0 

 

d  廃棄物埋設地の土壌の

間隙率 

 (-) 

第 14 表(3/6)の数値とする。 

 

d  廃棄物埋設地の土壌の

粒子密度 

 (kg/m3) 

第 14 表(4/6)の数値とする。 

 

)(iKdd  廃棄物埋設地の土壌の

核種𝑖の分配係数 

(m3/kg) 

第 13 表(3/10)の数値とする。 

 

dG *1 廃棄物埋設地の土壌の

希釈係数  

(-) 

掘削を伴う土壌 

農産物を栽培する土壌 

0.34 

0.1 

 

*1：掘削を伴う土壌については、一般的な住宅を十分包含できる深さである 3m の掘削のうち、汚染土壌が平

均的な地下水面以下(地表面から 2m 以深)にあるとして、その比から設定する。農産物を栽培する土壌に

ついてはその根を経由して吸収することを想定して 0.1 とする。 
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第 16 表 最も可能性が高い自然事象シナリオにおける放射性物質の地下水による 

移行評価に用いる線量評価パラメータ及びその数値*1(10/12) 

<(14)式～(47)式において使用> 

記号 パラメータ 2 号廃棄物埋設地 備考 

)(0 iA  核種𝑖の総放射能量 (Bq) 第 11 表の数値とする。  

)( jP  埋設設備内の媒体𝑗の体積分
率 (-) 

第 14 表(5/6)の数値とする。 
 

)( j  埋設設備内の媒体𝑗の間隙率
 (-) 

第 14 表(5/6)の数値とする。 
 

)( j  埋設設備内の媒体𝑗の粒子密
度 (kg/m3) 

第 14 表(6/6)の数値とする。 
 

),( jiKd  埋設設備内の媒体𝑗の核種𝑖
の分配係数 (m3/kg) 

第 13 表(9/10)の数値とする。 
 

meqV  分配平衡となる埋設設備の
体積 (m3) 

第 14 表(5/6)の数値とする。 
 

bS  難透水性覆土の拡散寄与面
積 (m2) 

第 14 表(5/6)の数値とする。 
 

bDe  難透水性覆土の実効拡散係
数 (m2/s) 1×10-10 

間隙率×自
由水拡散係
数から設定 

)(tQco  埋設設備から上部覆土への
流出水量 (m3/y) 

40 

 

)(tQgo  埋設設備から鷹架層への流
出水量 (m3/y) 

1,700 

 

)(21 iT  核種𝑖の半減期 (y) 第 12 表(1/2)の数値とする。  

b  
難透水性覆土の間隙率 (-) 第 14 表(5/6)の数値とする。  

b  
難透水性覆土の粒子密度 
 (kg/m3) 

第 14 表(6/6)の数値とする。 
 

)(iKdb  難透水性覆土の核種𝑖の分配
係数 (m3/kg) 

第 13 表(9/10)の数値とする。 
 

cL *2 核種が流入する覆土の地下
水流向方向長さ (m) 

30 

 

c  
上部覆土の間隙率 (-) 第 14 表(5/6)の数値とする。  

c  上部覆土の粒子密度 (kg/m3) 第 14 表(6/6)の数値とする。  

)(iKdc  上部覆土の核種𝑖の分配係数 
 (m3/kg) 

第 13 表(10/10)の数値とする。 
 

cU *3 上部覆土の地下水流速 (m/y) 10  

bL  難透水性覆土の厚さ  (m) 第 14 表(5/6)の数値とする。  

)(tQc
*4 上 部 覆 土 内 地 下 水 流 量

 (m3/y) 
4,500 

 

*1：廃止措置の開始までの平常時の評価にも用いる。 

*2：埋設設備を通過した地下水が、上部覆土へ流入するところは主に埋設設備下流側であるので、最下流の埋

設設備以降で覆土へ流入するとし、その長さは南北方向の 1 埋設設備の長さ(奥行き)を考慮して 30m と設

定する。 
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*3：ダルシーの法則により求まる上部覆土中の平均的な地下水流速(𝑉 )から設定する。 

𝑈 =𝑉 =𝐾 ×𝑖 

𝐾 =3.6×10-6m/s 

：上部覆土の平均的な透水係数として第四紀層相当(N値 50 未満の風化した鷹架層を含む)を設定 

𝑖=8/100(最も厳しい設定) 

*4：ダルシーの法則により求まる上部覆土中の平均的な地下水流速(𝑉 )と地下水が上部覆土を通過する評価上

の断面積(A)から設定する。 

)(tQc =𝑉×A =𝐾 ×𝑖×A 

𝐾 =3.6×10-6m/s  

：上部覆土の平均的な透水係数として第四紀層相当(N値 50 未満の風化した鷹架層を含む)を設定 

𝑖=5.5/100(最も可能性が高い設定) 

：評価期間に想定される平均的な動水勾配 

A=750m2 

：地下水が上部覆土を通過する評価上の断面積 

＝埋設設備の幅×地下水面下の考慮する深さ 

＝150m×5.0m 
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第 16 表 最も可能性が高い自然事象シナリオにおける放射性物質の地下水による 

移行評価に用いる線量評価パラメータ及びその数値*1(11/12) 

<(58)式～(69)式において使用> 

記号 パラメータ 2 号廃棄物埋設地 備考 

gL
*2 核種が流入する鷹架層

の地下水流向方向長さ 

 (m) 

150 

 

g  鷹架層の間隙率  

(-) 
第 14 表(5/6)の数値とする。 

 

g  鷹架層の粒子密度  

(kg/m3) 
第 14 表(6/6)の数値とする。 

 

)(iKd g  鷹架層の核種𝑖の分配係

数 

 (m3/kg) 

第 13 表(10/10)の数値とする。 

 

gU
*3 鷹架層の地下水流速 

 (m/y) 
0.3 

 

)(tQg  鷹架層内地下水流量  

(m3/y) 1,700 

𝑄 𝑡 の値と

等しいとして

設定 

csX  核種が流入する上部覆

土下流端から尾駮沼又

は沢までの評価上の距

離 

 (m) 

0 

 

gsX
*4 核種が流入する鷹架層

下流端から尾駮沼又は

沢までの評価上の距離  

(m) 

20 

 

)(tQcs  核種が流入する上部覆

土から尾駮沼又は沢へ

の地下水流入量  

(m3/y) 

4,500 

𝑄 𝑡 の値と等

しいとして設

定 

)(tQgs  核種が流入する鷹架層

から尾駮沼又は沢への

地下水流入量  

(m3/y) 

1,700 

𝑄 𝑡 の値と

等しいとして

設定 

)(tQs *5 尾駮沼又は沢の交換水

量  

 (m3/y) 

尾駮沼 1.3×107 

沢   2.4×105 

 

*1：廃止措置の開始までの平常時の評価にも用いる。 

*2：核種が鷹架層中に流入する面積と上流側の核種が下流側に移行する距離として設定される。したがって、

短く設定する方が、安全評価において線量を大きく評価することから、保守側の設定となる。そのため上

流側の南北方向の施設 1基分の長さを短く設定する 

*3：ダルシーの法則により求まる鷹架層中の平均的な地下水流速(𝑉 )から設定する。 
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𝑈 =𝑉 =𝐾 ×𝑖 

𝐾 =1.1×10-7m/s 

：廃棄物埋設地付近に分布する鷹架層中部層の平均的な透水係数を設定 

𝑖=8/100(最も厳しい設定) 

：評価期間に想定される最大の動水勾配 

*4：埋設設備の配置に基づき、埋設設備群の下流端から地下水の流出の可能性がある沢までの距離から設定す

る。 

*5：尾駮沼陸化後の二又川と中央沢の合流部を評価点とし、評価点より上流部の流域面積における降水量から

蒸発散量、河川水利用量を除いた値が評価点に流入するものとする。 

)(tQs =評価上の流域面積×(年降水量－蒸発散量)×(1－河川水利用率) 

・評価上の流域面積は、3.47×107m2を設定。 

・降水量と蒸発散量は、気温との関係式から設定(第 5図及び第 11図を参照)。 

・河川水利用率は、将来も河川水が現在と同じ割合で利用されるものとして設定。 

・現在の河川水利用が二又川からに限られることから、河川流量を現在の二又川の流域面積 26.9km2 と

現在の年降水量1,310mm/y年及び蒸発散量590mm/y年から1.94×107m3/y年と、河川水利用量を参考文

献(47)の工業用水 9,500m3/d 日、農業用水 0.03m3/s 秒の合計 4.41×106m3/y 年として、その比を 3 割

として河川水利用率を設定。 

  



１４０ 

第 16 表 最も可能性が高い自然事象シナリオにおける放射性物質の地下水による 

移行評価に用いる線量評価パラメータ及びその数値(12/12) 

<(811)式において使用> 

記号 パラメータ 2 号廃棄物埋設地 備考 

dX  核種が流入する上部覆

土下流端から濃度計算

地点までの評価上の距

離 (m) 

0 

 

 

d  廃棄物埋設地の土壌の

間隙率 

 (-) 

第 14 表(5/6)の数値とする。 

 

d  廃棄物埋設地の土壌の

粒子密度 

(kg/m3) 

第 14 表(6/6)の数値とする。 

 

)(iKdd 廃棄物埋設地の土壌の

核種𝑖の分配係数  

(m3/kg) 

第 13 表(3/10)の数値とする。 

 

dG *1 廃棄物埋設地の土壌の

希釈係数  

(-) 

掘削を伴う土壌 

農産物を栽培する土壌 

0.34 

0.1 

 

*1：掘削を伴う土壌については、一般的な住宅を十分包含できる深さである 3m の掘削のうち、汚染土壌が平

均的な地下水面以下(地表面から 2m 以深)にあるとして、その比から設定する。農産物を栽培する土壌に

ついてはその根を経由して吸収することを想定して 0.1 とする。 
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第 17 表 最も可能性が高い自然事象シナリオにおける線量の評価に用いる 

線量評価パラメータ及びその数値*1(1/4) 

<(912)式において使用> 

記号 パラメータ 1 号、2号及び 3号廃棄物埋設地 備考 

),( miCFaq  水産物𝑚における核種𝑖

の濃縮係数 

(m3/kg) 

第 13 表(4/10)の数値とする。 

 

)(mMaq  水産物𝑚の摂取量 

 (kg/y) 
第 15 表(1/2)の数値とする。 

 

 

),( mpfaq  公衆𝑝の水産物𝑚の市場

希釈係数 

(-) 

第 15 表(1/2)の数値とする。 

 

*1：廃止措置の開始までの平常時の評価にも用いる。 

 

第 17 表 最も可能性が高い自然事象シナリオにおける線量の評価に用いる 

線量評価パラメータ及びその数値(2/4) 

<(1013)式～(1114)式において使用> 

記号 パラメータ 1 号、2号及び 3号廃棄物埋設地 備考 

)(iB ir
ag  灌漑農産物への核種𝑖の

移行係数 

((Bq/kg-wet農産物) 

/(Bq/kg-dry土壌)) 

第 13 表(5/10)の数値とする。 

 

ir
agM  灌漑農産物の摂取量 

(kg/y) 
第 15 表(1/2)の数値とする。 

 

 

)( pfag  公衆𝑝の農産物の市場希

釈係数 

(-) 

第 15 表(1/2)の数値とする。 
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第 17 表 最も可能性が高い自然事象シナリオにおける線量の評価に用いる 

線量評価パラメータ及びその数値(3/4) 

<(1619)式～(1821)式において使用> 

記号 パラメータ 1 号、2号及び 3号廃棄物埋設地 備考 

)(iShhaboh  居住者の屋外における

核種𝑖の遮蔽係数 

 (-) 

第 15 表(2/2)の数値とする。 

 

)(pThaboh  公衆𝑝の居住時の屋外

における滞在時間 

(h/y) 

第 15 表(2/2)の数値とする。 

 

habohfd  屋外における空気中ダ

スト濃度 

(kg/m3) 

第 15 表(2/2)の数値とする。 

 

)(pThabih  公衆𝑝の居住時の屋内

における滞在時間 

 (h/y) 

第 15 表(2/2)の数値とする。 

 

habihfd  屋内における空気中ダ

スト濃度 

(kg/m3) 

第 15 表(2/2)の数値とする。 

 

 

第 17 表 最も可能性が高い自然事象シナリオにおける線量の評価に用いる 

線量評価パラメータ及びその数値(4/4) 

<(1922)式～(2023)式において使用> 

記号 パラメータ 1 号、2号及び 3号廃棄物埋設地 備考 

)(iBvag  農耕農産物への核種𝑖
の移行係数 

((Bq/kg-dry農産物)/ 

(Bq/kg-dry土壌)) 

第 13 表(5/10)の数値とする。 

 

v
agM  農耕農産物の摂取量  

 (kg/y) 
第 15 表(1/2)の数値とする。 

 

)( pfag  公衆𝑝の農産物の市場

希釈係数  

(-) 

第 15 表(1/2)の数値とする。 
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第 18 表 最も厳しい自然事象シナリオの線量の評価に用いる 

線量評価パラメータ及びその数値(1/7) 

記号 パラメータ 
3 号廃棄

物埋設地 

1 号廃棄物埋設地 
2 号廃棄

物埋設地 
備考 1 群から

6群 

8 群 
(均質・均一

固化体)*1 

7,8 群 
(充填固化

体) 

)(tQco  埋設設備から

上部覆土への

流出水量 

(m3/y) 

990 187.5 12.5 50 630 

 

)(tQgo  埋設設備から

鷹架層への流

出水量  

(m3/y) 

2,800 2,700 180 720 2,300 

 

)(tQg  鷹架層内地下

水流量 

 (m3/y) 

2,800 2,700 180 720 2,300 

)(tQgo の値

と等しいと

して設定 

)(tQgs  核種が流入す

る鷹架層から

尾駮沼又は沢

への地下水流

入量  

(m3/y) 

2,800 2,700 180 720 2,300 

)(tQgo の値

と等しいと

して設定 

)(tQs *2 尾駮沼又は沢

の交換水量 

 (m3/y) 

尾駮沼 8.0×106 

沢 2.4×105 

 

dG  廃棄物埋設地

の土壌の希釈

係数   (-) 

掘削を伴う土壌 1 

 

*1：8群に埋設する充填固化体のうち、セメント破砕物充填固化体を含む。 

*2：尾駮沼陸化後の二又川と中央沢の合流部を評価点とし、評価点より上流部の流域面積における降水量から

蒸発散量及び河川水の利用量を除いた値が評価点に流入するものとする。 

)(tQs =評価上の流域面積×(年降水量－蒸発散量)×(1－河川水利用率) 

・評価上の流域面積は 3.47×107m2を設定。 

・降水量と蒸発散量は、気温との関係式から設定(第 5図及び第 11図を参照)。 

・河川水利用率は、将来も河川水が現在と同じ割合で利用されるものとして設定。 

・現在の河川水利用が二又川からに限られることから、河川流量を現在の二又川の流域面積 26.9km2

と現在の年降水量 1,310mm/y 年及び蒸発散量 590mm/y 年から 1.94×107m3/y 年と、河川水利用量を

参考文献(47)の工業用水 9,500m3/d 日、農業用水 0.03m3/s 秒の合計 4.41×106 m3/y 年として、そ

の比を 3割として河川水利用率を設定。 
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第 18 表 最も厳しい自然事象シナリオの線量の評価に用いる 

線量評価パラメータ及びその数値(2/7) 

記号 パラメータ 3 号廃棄物埋設施設 備考 

),( jiKd *1 埋設設備内の媒体
𝑗の核種𝑖の分配係
数 
 (m3/kg) 

 
セメント系充

填材 
(廃棄体) 

セメント系充
填材 

(埋設設備) 
コンクリート

 

H 0 0 0 
C 5×10-2 5×10-2 5×10-2 
Co 1×10-1 1×10-1 1×10-3 
Ni 9×10-3 9×10-3 1×10-2 
Sr 2×10-2 2×10-2 2×10-3 
Nb 1×10-1 1×10-1 3×10-2 
Tc 2×10-4 2×10-4 0 
I 1×10-4 1×10-4 3×10-4 
Cs 1×10-1 1×10-1 2×10-2 
Pb 9×10-3 9×10-3 1×10-2 
Po 9×10-3 9×10-3 1×10-2 
Ra 2×10-2 2×10-2 2×10-3 
Ac 2×10-2 2×10-2 3×10-2 
Th 8×10-2 8×10-2 2×10-2 
Pa 8×10-2 8×10-2 2×10-2 
U 0 0 0 
Np 0 0 1×10-3 
Pu 8×10-2 8×10-2 2×10-2 
Am 2×10-2 2×10-2 3×10-2 

)(iKdb  難透水性覆土の核
種𝑖の分配係数 
 (m3/kg) 

H 0 
 

C 0 
Co 3×10-3 
Ni 7×10-2 
Sr 1×10-1 
Nb 1×10-1 
Tc 0 
I 0 
Cs 1×100 
Pb 7×10-2 
Po 7×10-2 
Ra 1×10-1 
Ac 2×100 
Th 3×10-2 
Pa 3×10-2 
U 9×10-3 
Np 0 
Pu 3×10-2 
Am 2×100 

*1：最も厳しい設定では、分配係数に与える不確かさとして、有機物分解生成物の濃度上昇を考慮し設定す

る。Cについては最も可能性が高い自然事象シナリオと同じとする。 
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第 18 表 最も厳しい自然事象シナリオの線量の評価に用いる 

線量評価パラメータ及びその数値(3/7) 

記号 パラメータ 1 号廃棄物埋設施設 備考 

),( jiKd *1 埋設設備内の

媒体𝑗の核種𝑖
の分配係数 

(m3/kg) 

 セメント系充填材(廃棄体)  

 1 群から 6群 
8 群均質・均一 

固化体*2,3 
7,8 群 

充填固化体 
H 0 0 0 
C 5×10-1 4×10-3 5×10-2 
Cl 0 0 0 
Co 9×10-3 1×10-2 1×10-2 
Ni 2×10-2 9×10-4 9×10-4 
Sr 2×10-2 2×10-3 2×10-3 
Nb 1×101 1×10-2 1×10-2 
Tc 3×10-4 0 0 
I 1×10-3 0 0 
Cs 2×10-3 1×10-2 1×10-2 
Pb 2×10-2 9×10-4 9×10-4 
Po 2×10-2 9×10-4 9×10-4 
Ra 2×10-2 2×10-3 2×10-3 
Ac 1×101 2×10-2 2×10-2 
Th 1×101 8×10-2 8×10-2 
Pa 1×101 8×10-2 8×10-2 
U 0 0 0 
Np 2×10-1 3×10-3 3×10-3 
Pu 1×101 8×10-2 8×10-2 
Am 1×101 2×10-2 2×10-2 

埋設設備内の

媒体𝑗の核種𝑖
の分配係数 

(m3/kg) 

セメント系充填材(埋設設備)  

 1 群から 6群 
8 群均質・均一 

固化体*2 
7,8 群 

充填固化体 
H 0 0 0 
C 4×10-3 4×10-3 5×10-2 
Cl 0 0 0 
Co 2×10-2 1×10-2 1×10-2 
Ni 9×10-4 9×10-4 9×10-4 
Sr 2×10-3 2×10-3 2×10-3 
Nb 2×10-1 1×10-2 1×10-2 
Tc 0 0 0 
I 0 0 0 
Cs 1×10-2 1×10-2 1×10-2 
Pb 9×10-4 9×10-4 9×10-4 
Po 9×10-4 9×10-4 9×10-4 
Ra 2×10-3 2×10-3 2×10-3 
Ac 2×100 2×10-2 2×10-2 
Th 8×100 8×10-2 8×10-2 
Pa 8×100 8×10-2 8×10-2 
U 0 0 0 
Np 3×10-1 3×10-3 3×10-3 
Pu 8×100 8×10-2 8×10-2 
Am 2×100 2×10-2 2×10-2 

*1：最も厳しい設定では、分配係数に与える不確かさとして、有機物分解生成物の濃度上昇を考慮し設定する。

Cについては最も可能性が高い自然事象シナリオと同じとする。 

*2：8群に埋設する充填固化体のうち、セメント破砕物充填固化体を含む。 

*3：セメント系充填材(廃棄体)の分配係数は、セメント破砕物充填固化体の値を設定する。  
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第 18 表 最も厳しい自然事象シナリオの線量の評価に用いる 

線量評価パラメータ及びその数値(4/7) 

記号 パラメータ 1 号廃棄物埋設施設 備考 

),( jiKd *1 埋設設備内の

媒体 𝑗の核種 𝑖
の分配係数 

(m3/kg) 

コンクリート  

 1 群から 6群 
8 群 

均質・均一 
固化体*2 

7,8 群 
充填固化体 

H 0 0 0 
C 3×10-3 3×10-3 5×10-2 
Cl 0 0 0 
Co 3×10-3 0 0 
Ni 2×10-4 2×10-4 2×10-4 
Sr 3×10-4 0 0 
Nb 1×10-2 6×10-4 6×10-4 
Tc 0 0 0 
I 0 0 0 
Cs 3×10-4 5×10-4 5×10-4 
Pb 2×10-4 2×10-4 2×10-4 
Po 2×10-4 2×10-4 2×10-4 
Ra 3×10-4 0 0 
Ac 3×100 3×10-2 3×10-2 
Th 2×100 2×10-2 2×10-2 
Pa 2×100 2×10-2 2×10-2 
U 0 0 0 
Np 1×10-1 1×10-3 1×10-3 
Pu 2×100 2×10-2 2×10-2 
Am 3×100 3×10-2 3×10-2 

)(iKd b  難透水性覆土
の核種𝑖の分配
係数 

(m3/kg) 

 1 群から 6群 
8 群 

均質・均一 
固化体*2 

7,8 群 
充填固化体 

 

H 0 0 0 
C 0 0 0 
Cl 0 0 0 
Co 2×10-4 2×10-4 2×10-4 
Ni 5×10-3 5×10-3 5×10-3 
Sr 1×10-2 1×10-2 1×10-2 
Nb 3×10-2 7×10-3 7×10-3 
Tc 0 0 0 
I 0 0 0 
Cs 9×10-2 9×10-2 9×10-2 
Pb 5×10-3 5×10-3 5×10-3 
Po 5×10-3 5×10-3 5×10-3 
Ra 1×10-2 1×10-2 1×10-2 
Ac 4×10-1 1×10-1 1×10-1 
Th 2×10-3 2×10-3 2×10-3 
Pa 2×10-3 2×10-3 2×10-3 
U 6×10-4 6×10-4 6×10-4 
Np 0 0 0 
Pu 2×10-3 2×10-3 2×10-3 
Am 4×10-1 1×10-1 1×10-1 

*1：最も厳しい設定では、分配係数に与える不確かさとして、有機物分解生成物の濃度上昇を考慮し設定する。

Cについては最も可能性が高い自然事象シナリオと同じとする。 

*2：8群に埋設する充填固化体のうち、セメント破砕物充填固化体を含む。 
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第 18 表 最も厳しい自然事象シナリオの線量の評価に用いる 

線量評価パラメータ及びその数値(5/7) 

記号 パラメータ 2 号廃棄物埋設施設 備考 

),( jiKd *1 埋設設備内の

媒体 𝑗の核種 𝑖
の分配係数 

(m3/kg) 

 
セメント系
充填材 
(廃棄体) 

セメント系
充填材 

(埋設設備) 

コンクリー
ト 

 

H 0 0 0 
C 5×10-2 5×10-2 5×10-2 
Co 1×10-1 1×10-1 1×10-3 
Ni 9×10-3 9×10-3 1×10-2 
Sr 2×10-2 2×10-2 2×10-3 
Nb 1×10-1 1×10-1 3×10-2 
Tc 2×10-4 2×10-4 0 
I 1×10-4 1×10-4 3×10-4 
Cs 1×10-1 1×10-1 2×10-2 
Pb 9×10-3 9×10-3 1×10-2 
Po 9×10-3 9×10-3 1×10-2 
Ra 2×10-2 2×10-2 2×10-3 
Ac 2×10-2 2×10-2 3×10-2 
Th 8×10-2 8×10-2 2×10-2 
Pa 8×10-2 8×10-2 2×10-2 
U 0 0 0 
Np 0 0 1×10-3 
Pu 8×10-2 8×10-2 2×10-2 
Am 2×10-2 2×10-2 3×10-2 

)(iKdb  難透水性覆土

の核種𝑖の分配

係数 
(m3/kg) 

H 0 
 

C 0 
Co 3×10-3 
Ni 7×10-2 
Sr 1×10-1 
Nb 1×10-1 
Tc 0 
I 0 
Cs 1×100 
Pb 7×10-2 
Po 7×10-2 
Ra 1×10-1 
Ac 2×100 
Th 3×10-2 
Pa 3×10-2 
U 9×10-3 
Np 0 
Pu 3×10-2 
Am 2×100 

*1：最も厳しい設定では、分配係数に与える不確かさとして、有機物分解生成物の濃度上昇を考慮し設定す

る。Cについては最も可能性が高い自然事象シナリオと同じとする。 
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第 18 表 最も厳しい自然事象シナリオの線量の評価に用いる 

線量評価パラメータ及びその数値(6/7) 

<(1215)式～(1316)式において使用> 

記号 パラメータ 1 号、2号及び 3号廃棄物埋設地 備考 

),( ipShwork  公衆𝑝の屋外労働作業

時の核種𝑖の遮蔽係数 

(-) 

第 15 表(2/2)の数値とする。 

 

 

 

)( pT ir
farm  公衆𝑝の灌漑作業時間 

(h/y) 
第 15 表(2/2)の数値とする。 

 

 

)(iDCFext  核種𝑖の外部放射線に

係る線量換算係数 

((Sv/h)/(Bq/kg)) 

第 12 表(2/2)の数値とする。 

 

 

 
ir
farmfd  灌漑作業時の空気中ダ

スト濃度 

(kg/m3) 

第 15 表(2/2)の数値とする。 

 

 

workI  屋外労働作業時の呼吸

率 (m3/h) 
第 15 表(2/2)の数値とする。 

 

 

 

第 18 表 最も厳しい自然事象シナリオの線量の評価に用いる 

線量評価パラメータ及びその数値(7/7) 

<(1417)式～(1518)式において使用> 

記号 パラメータ 1 号、2号及び 3号廃棄物埋設地 備考 

),( ipShwork  公衆𝑝の屋外労働作業

時の核種𝑖の遮蔽係数 

(-) 

第 15 表(2/2)の数値とする。 

 

 

 

𝑇 𝑝  公衆𝑝の屋外労働作業

時間 

(h/y) 

第 15 表(2/2)の数値とする。 

 

 

 

workI
 

屋外労働作業時の呼吸

率 (m3/h) 
第 15 表(2/2)の数値とする。 

 

 

workfd
 

屋外労働作業時の空気

中ダスト濃度 

(kg/m3) 

第 15 表(2/2)の数値とする。 
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第 19 表 地下水浸透流解析に用いる透水係数 

地盤 

又は覆土 

計算 

ケース 

透水係数(m/s) 

設定の考え方 3号廃棄物 

埋設地 

1号廃棄物 

埋設地 

2号廃棄物 

埋設地 

廃
棄
物
埋
設
地
周
辺
地
盤 

鷹架層 

最も可能性

が高い設定 
5.0×10-8 1.1×10-7 7.8×10-8 

廃棄物埋設地付近

で取得した N 値 50

以上の鷹架層中部

層の透水係数の対

数平均値*1とする。 

最も厳しい

設定 
5.0×10-8 1.1×10-7 7.8×10-8 

第四紀層 

最も可能性

が高い設定 
3.0×10-6 2.5×10-6 3.6×10-6 

廃棄物埋設地付近

で取得した盛土、

第四紀層及び N 値

50 未満の風化した

鷹架層中部層の透

水係数の対数平均

値とする。 

最も厳しい

設定 
3.0×10-6 2.5×10-6 3.6×10-6 

廃
棄
物
埋
設
地 

上部覆土 

最も可能性

が高い設定 
3.0×10-6 2.5×10-6 3.6×10-6 

周辺土壌と同程度

とする(第四紀層の

透水係数と同じ値

とする)。 
最も厳しい

設定 
3.0×10-6 2.5×10-6 3.6×10-6 

下部覆土 

最も可能性

が高い設定 
1.0×10-8 1.0×10-8 1.0×10-8 周辺岩盤*2よりも若

干小さい透水係数

とする。 
最も厳しい

設定 
1.0×10-8 1.0×10-8 1.0×10-8 

難透水性

覆土 

最も可能性

が高い設定 
2.0×10-10 2.5×10-9 2.0×10-10 

1,000年後の力学及

び化学影響を考慮

した等価透水係数

とする。 
最も厳しい

設定 
1.5×10-8 3.0×10-9 1.5×10-8 

埋設設備 

最も可能性

が高い設定 
1.0×10-5 1.0×10-5 1.0×10-5 砂程度に劣化した

状態の透水係数と

する。 
最も厳しい

設定 
1.0×10-5 1.0×10-5 1.0×10-5 

*1:原位置試験の対数平均値と巨視的透水係数(割目と基質部における原位置透水試験の透水係数とボーリ

ングや掘削面の地質観察で得た割目のデータから計算)が同程度であることから、簡単に求められる原

位置試験の対数平均値を採用した。なお、これらの透水係数を用いて敷地の調査坑道の空洞からの湧水

量を 3次元地下水浸透流解析で計算し、実測値とほぼ一致していることを確認している。 

*2:想定した周辺岩盤は N値 50 以上の鷹架層とした(透水係数：5.0×10-8～1.1×10-7(m/s)) 
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第 20 表 線量の評価に用いる埋設設備から上部覆土及び 

埋設設備から鷹架層への流出水量 

廃棄物埋設地 設定 

埋設設備から上部

覆土への流出水量

(m3/y) 

埋設設備から鷹架層

への流出水量 

(m3/y) 

3 号廃棄物埋設地 

最も可能性が 

高い設定 
 10 1,100 

最も厳しい設定 990 2,800 

1 号廃棄物埋設地 

最も可能性が 

高い設定 
160 2,500 

最も厳しい設定 250 3,600 

2 号廃棄物埋設地 

最も可能性が 

高い設定 
 40 1,700 

最も厳しい設定 630 2,300 
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第 21 表 廃止措置の開始後における評価の結果 

(最も可能性が高い自然事象シナリオ)(1/3) 

評価対象者個人 

3 号廃棄物埋設

地 

線量(μSv/y) 

線量が最大となる

覆土完了後の時期

(y) 

各廃棄物埋設地の重

畳を考慮した線量*1 

(μSv/y) 

(a) 居住者 約 8.8×10-2 約 430 約 0.46 

*1：各廃棄物埋設地の最大線量を足し合わせた値。 

 

第 21 表 廃止措置の開始後における評価の結果 

(最も可能性が高い自然事象シナリオ)(2/3) 

評価対象者個人 

1 号廃棄物埋設

地 

線量(μSv/y) 

線量が最大となる

覆土完了後の時期

(y) 

各廃棄物埋設地の重

畳を考慮した線量*1 

(μSv/y) 

(a) 居住者 約 0.20 約 300 約 0.46 

*1：各廃棄物埋設地の最大線量を足し合わせた値。 

 

第 21 表 廃止措置の開始後における評価の結果 

(最も可能性が高い自然事象シナリオ)(3/3) 

評価対象者個人 

2 号廃棄物埋設

地 

線量(μSv/y) 

線量が最大となる

覆土完了後の時期

(y) 

各廃棄物埋設地の重

畳を考慮した線量*1 

(μSv/y) 

(a) 居住者 約 0.18 約 400 約 0.46 

*1：各廃棄物埋設地の最大線量を足し合わせた値。 
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第 22 表 廃止措置の開始後における評価の結果 

(最も厳しい自然事象シナリオ)(1/3) 

評価対象者個人 

3 号廃棄物埋設

地 

線量(μSv/y) 

線量が最大となる

覆土完了後の時期

(y) 

各廃棄物埋設地の重

畳を考慮した線量
*1,2 

(μSv/y) 

(a) 漁業従事者 約 3.8 約 400 

約 11 

(b) 農業従事者(米) 約 1.9 約 6,600 

(c) 農業従事者(米以外) 約 0.63 約 6,200 

(d) 畜産業従事者 約 0.62 約 6,200 

(e) 建設業従事者 約 0.79 約 6,200 

(f) 居住者 約 0.85 約 6,200 

*1：各廃棄物埋設地の最大線量を足し合わせた値。 

*2：評価対象個人のうち、被ばく線量が最大となる漁業従事者の線量を記載している。 

 

第 22 表 廃止措置の開始後における評価の結果 

(最も厳しい自然事象シナリオ)(2/3) 

評価対象者個人 

1 号廃棄物埋設

地 

線量(μSv/y) 

線量が最大となる

覆土完了後の時期

(y) 

各廃棄物埋設地の重

畳を考慮した線量
*1,2 

(μSv/y) 

(a) 漁業従事者 約 3.3 約 300 

約 11 

(b) 農業従事者(米) 約 1.8 約 3,400 

(c) 農業従事者(米以外) 約 0.89 約 1,000 

(d) 畜産業従事者 約 0.66 約 1,150 

(e) 建設業従事者 約 0.77 約 1,200 

(f) 居住者 約 0.82 約 1,200 

*1：各廃棄物埋設地の最大線量を足し合わせた値。 

*2：評価対象個人のうち、被ばく線量が最大となる漁業従事者の線量を記載している。 
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第 22 表 廃止措置の開始後における評価の結果 

(最も厳しい自然事象シナリオ)(3/3) 

評価対象者個人 

2 号廃棄物埋設

地 

線量(μSv/y) 

線量が最大となる

覆土完了後の時期

(y) 

各廃棄物埋設地の重

畳を考慮した線量
*1,2 

(μSv/y) 

(a) 漁業従事者 約 4.0 約 390 

約 11 

(b) 農業従事者(米) 約 3.4 約 10,700 

(c) 農業従事者(米以外) 約 0.66 約 9,880 

(d) 畜産業従事者 約 0.63 約 10,200 

(e) 建設業従事者 約 0.80 約 10,300 

(f) 居住者 約 0.87 約 10,300 

*1：各廃棄物埋設地の最大線量を足し合わせた値。 

*2：評価対象個人のうち、被ばく線量が最大となる漁業従事者の線量を記載している。 
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第 23 表 各バリア材の機能喪失を仮定した各廃棄物埋設地の線量評価結果(1/3) 

3 号廃棄物埋設地 

考慮した 

状態設定 

状態設定に基づく 

線量評価パラメータ設定値 
設定の考え方 

線量(μSv/y) 

(居住者*1) 

人工バリアの 

収着性を喪失した 

ケース 

分

配

係

数 

廃棄体(m3/kg) 全核種 0 人工バリアの収着性を無

視したケースとして、覆

土完了時点から分配平衡

領域の分配係数を全核種

0m3/kg と設定する。 

約 1.9 

支配核種：C-14 充填モルタル(m3/kg) 全核種 0 

コンクリート(m3/kg) 全核種 0 

天然バリアの 

収着性を喪失した 

ケース 

分

配

係

数 

岩盤(鷹架層)(m3/kg) 全核種 0 

天然バリアの化学的遅延

機能を無視したケースと

して、覆土完了時点から

鷹架層の分配係数を全核

種 0m3/kg と設定する。 

約 0.76 

支配核種： 

Am-241*2 

人工バリアの 

低透水性を喪失した 

ケース*3*4 

埋設設備から 

覆土への 

流出水量(m3/y) 

5,200 

人工バリアの低透水性を

無視したケースとして、

覆土完了時点から各バリ

アの透水係数を最も厳し

い自然事象シナリオの設

定(1.5×10-8m/s)よりも更

に厳しい設定(1.0×10-7 

m/s)とする。*3 

約 0.77 

支配核種：C-14 埋設設備から 

鷹架層への 

流出水量(m3/y) 

6,200 

最も可能性が高い 

自然事象シナリオ 
- - 

約 8.8×10-2 

支配核種：C-14 

*1：最も可能性が高い自然事象シナリオにおける全ての被ばく経路を対象とした。 

*2：最も可能性が高い自然事象シナリオの支配核種である C-14 は天然バリアの収着性(分配係数)が小さいこ

とから、支配核種は天然バリアの収着性(分配係数)の大きい Am-241 に変わっている。 

*3：人工バリアの低透水性の喪失したケースとして、難透水性覆土及び下部覆土の膨潤性が損なわれ、細粒分

が残留する状態を想定し、透水係数を 1.0×10-7m/s と設定する。 

*4：本ケースの埋設設備から覆土への流出水量及び埋設設備から鷹架層への流出水量は、設定した透水係数を

基に 2次元地下水浸透流解析により計算を行った。最も可能性が高い自然事象シナリオの設定値はそれぞ

れ 10m3/y、1,100m3/y、最も厳しい自然事象シナリオの設定値はそれぞれ 990m3/y、2,800m3/y である。 
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第 23 表 各バリア材の機能喪失を仮定した各廃棄物埋設地の線量評価結果(2/3) 

1 号廃棄物埋設地 

考慮した 

状態設定 

状態設定に基づく 

線量評価パラメータ設定値 
設定の考え方 

線量(μSv/y) 

(居住者*1) 

人工バリアの 

収着性を喪失した 

ケース 

分

配

係

数 

廃棄体(m3/kg) 全核種 0 人工バリアの収着性を無視

したケースとして、覆土完

了時点から分配平衡領域の

分配係数を全核種 0m3/kg と

設定する。 

約 0.71 

支配核種：C-14 充填モルタル(m3/kg) 全核種 0 

コンクリート(m3/kg) 全核種 0 

天然バリアの 

収着性を喪失した 

ケース 

分

配

係

数 

岩盤(鷹架層)(m3/kg) 全核種 0 

天然バリアの化学的遅延機

能を無視したケースとし

て、覆土完了時点から鷹架

層の分配係数を全核種

0m3/kg と設定する。 

約 14 

支配核種： 

Ni-63*2 

人工バリアの 

低透水性を喪失した 

ケース*3*4 

埋設設備から 

覆土への 

流出水量(m3/y) 

5,300 

人工バリアの低透水性を無

視したケースとして、覆土

完了時点から各バリアの透

水係数を最も厳しい自然事

象シナリオの設定(1.5×10-8 

m/s)よりも更に厳しい設定

(1.0×10-7m/s)とする。*3 

約 41 

支配核種：Ni-63 埋設設備から 

鷹架層への 

流出水量(m3/y) 

11,000 

最も可能性が高い 

自然事象シナリオ 
- - 

約 0.20 

支配核種：C-14 

*1：最も可能性が高い自然事象シナリオにおける全ての被ばく経路を対象とした。 

*2：最も可能性が高い自然事象シナリオの支配核種である C-14 は天然バリアの収着性(分配係数)が小さいこ

とから、支配核種は放射能量の大きい Ni-63 に変わっている。  

*3：人工バリアの低透水性の喪失したケースとして、難透水性覆土及び下部覆土の膨潤性が損なわれ、細粒分

が残留する状態を想定し、透水係数を 1.0×10-7m/s と設定する。 

*4：本ケースの埋設設備から覆土への流出水量及び埋設設備から鷹架層への流出水量は、設定した透水係数を

基に 2次元地下水浸透流解析により計算を行った。最も可能性が高い然事象シナリオの設定値はそれぞれ

160m3/y、2,500m3/y、最も厳しい自然事象シナリオの設定値はそれぞれ 250m3/y、3,600m3/y である。 
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第 23 表 各バリア材の機能喪失を仮定した各廃棄物埋設地の線量評価結果(3/3) 

2 号廃棄物埋設地 

考慮した 

状態設定 

状態設定に基づく 

線量評価パラメータ設定値 
設定の考え方 

線量(μSv/y) 

(居住者*1) 

人工バリアの 

収着性を喪失した 

ケース 

分

配

係

数 

廃棄体(m3/kg) 全核種 0 人工バリアの収着性を無

視したケースとして、覆

土完了時点から分配平衡

領域の分配係数を全核種

0m3/kg と設定する。 

約 3.0 

支配核種：C-14 充填モルタル(m3/kg) 全核種 0 

コンクリート(m3/kg) 全核種 0 

天然バリアの 

収着性を喪失した 

ケース 

分

配

係

数 

岩盤(鷹架層)(m3/kg) 全核種 0 

天然バリアの化学的遅延

機能を無視したケースと

して、覆土完了時点から

鷹架層の分配係数を全核

種 0m3/kg と設定する。 

約 7.2 

支配核種： 

Ni-63*2 

人工バリアの 

低透水性を喪失した 

ケース*3*4 

埋設設備から 

覆土への 

流出水量(m3/y) 

3,000 

人工バリアの低透水性を

無視したケースとして、

覆土完了時点から各バリ

アの透水係数を最も厳し

い自然事象シナリオの設

定(1.5×10-8m/s)よりも更

に厳しい設定(1.0×10-7 

m/s)とする。*3 

約 0.67 

支配核種：C-14 埋設設備から 

鷹架層への 

流出水量(m3/y) 

3,900 

最も可能性が高い 

自然事象シナリオ 
- - 

約 0.18 

支配核種：C-14 

*1：最も可能性が高い自然事象シナリオにおける全ての被ばく経路を対象とした。 

*2：最も可能性が高い自然事象シナリオの支配核種である C-14 は天然バリアの収着性(分配係数)が小さいこ

とから、支配核種は放射能量の大きい Ni-63 に変わっている。  

*3：人工バリアの低透水性の喪失したケースとして、難透水性覆土及び下部覆土の膨潤性が損なわれ、細粒分

が残留する状態を想定し、透水係数を 1.0×10-7m/s と設定する。 

*4：本ケースの埋設設備から覆土への流出水量及び埋設設備から鷹架層への流出水量は、設定した透水係数を

基に 2次元地下水浸透流解析により計算を行った。最も可能性が高い自然事象シナリオの設定値はそれぞ

れ 40m3/y、1,700m3/y、最も厳しい自然事象シナリオの設定値はそれぞれ 630m3/y、2,300m3/y である。 
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第 24 表 人為事象シナリオにおける線量の評価に用いる 

線量評価パラメータ及びその数値(1/3) 

<(2124)式において使用> 

記号 パラメータ 
3 号廃棄物

埋設地 

1 号廃棄物

埋設地 

2 号廃棄物

埋設地 
備考 

wV  
廃棄体の総体積  

(m3) 
42,240 40,960 41,472  

s 
土壌の間隙率 

(-) 0.55 0.45 0.46 
d と同じ数値

を設定 

s  
土壌の粒子密度 

(kg/m3) 2,600 2,700 2,700 
d と同じ数値

を設定 

pG
*1 土壌の希釈係数  

(-) 
0.079 0.072 0.071  

*1：地下数階を有する建物の建設作業に伴う掘削土壌の希釈係数は、埋設設備寸法、掘削形状及

び掘削深度から設定する。家庭菜園を考慮する場合は農作物の根の一部が掘削土壌に到達す

ることを想定し、さらに 0.1 を掛けた値を設定値とする。 

 

第 24 表 人為事象シナリオにおける線量の評価に用いる 

線量評価パラメータ及びその数値(2/3) 

<(1619)式において使用> 

記号 パラメータ 
1 号、2号及び 3号 

廃棄物埋設地 
備考 

)(iShhaboh  居住者の屋外における

核種𝑖の遮蔽係数 

 (-) 

居住者 参考文献(80) 

参考文献(52) Co-60，Nb-94， 

Ra-226，Th-229 
0.3 

Cs-137，Pb-210， 

Ac-227，Pa-231， 

U-235，Np-237 

0.27 

上記以外の核種 0.031 
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第 24 表 人為事象シナリオにおける線量の評価に用いる 

線量評価パラメータ及びその数値(3/3) 

<(14)式～(25)式、(58)式～(69)式において使用> 

記号 パラメータ 

3号 

廃棄物 

埋設地 

1 号廃棄物 

埋設地 
2 号 

廃棄物 

埋設地 

備考 1群 

から 

6群 

8 群 

(均質・ 

均一 

固化体)*1 

7,8 群 

(充填固

化体) 

)(tQco  埋設設備から

上部覆土への 

流出水量 

(m3/y) 

41,000 21,000 5,600 1,400 43,000 

 

)(tQgo  埋設設備から 

鷹架層への 

流出水量 

(m3/y) 

41,000 21,000 5,600 1,400 43,000 

 

)(tQg  鷹架層内地下

水流入量 

(m3/y) 

41,000 21,000 5,600 1,400 43,000 

𝑄 𝑡 の値と

等しいとして

設定 

)(tQgs  核種が流入す

る鷹架層から

尾駮沼又は沢

への地下水流

入量 

(m3/y) 

41,000 21,000 5,600 1,400 43,000 

𝑄 𝑡 の値と

等しいとして

設定 

*1：8群に埋設する充填固化体のうち、セメント破砕物充填固化体を含む。 
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第 25 表 廃止措置の開始後における評価の結果 

(人為事象シナリオ)(1/3) 

評価対象者個人 
3 号廃棄物埋設地 

線量(mSv/y) 

線量が最大となる

覆土完了後の時期

(y) 

(a) 建設業従事者 約 2.5×10-3 約 300 

(b) 居住者 約 1.61.9×10-2 約 300 

 

 

第 25 表 廃止措置の開始後における評価の結果 

(人為事象シナリオ)(2/3) 

評価対象個人被ばく経路 
1 号廃棄物埋設地 

線量(mSv/y) 

線量が最大となる

覆土完了後の時期

(y) 

(a) 建設業従事者 約 5.9×10-3 約 300 

(b) 居住者 約 4.24.4×10-2 約 300 

 

 

第 25 表 廃止措置の開始後における評価の結果 

(人為事象シナリオ)(3/3) 

評価対象個人被ばく経路 
2 号廃棄物埋設地 

線量(mSv/y) 

線量が最大となる

覆土完了後の時期

(y) 

(a) 建設業従事者 約 5.8×10-3 約 300 

(b) 居住者 約 3.13.7×10-2 約 300 
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第 1図 地下水位観測結果(F0-20 孔) 
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注 1：段丘面の形成年代及び隆起量は、小池・町田(2001)(8)に基づき作成。 

第 2図 下北半島の海成段丘面の形成年代と隆起量の関係 

 

第 3図 花粉分析による過去 26,000 年間の気温変動 
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第 4図 将来の気温の変動曲線(寒冷化ケース)(1/2)  

 

 

注 1：気温変動曲線は EPICA(2004)
(9)
に示される氷床コアの酸素・水素同位体比の知見から、 

過去 4回の変動周期の間氷期最盛期を 6,500 年前として重ね合わせた。 

 

第 4図 将来の気温の変動曲線(寒冷化ケース)(2/2) 
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注 1：36 地点の年降水量及び年平均気温は、気象庁のデータ(50)(51)を使用した。 

第 5図 敷地周辺と類似した気候因子を持つ 36 地点の 

年平均気温と年間降水量の関係  
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注 1：海水準変動曲線は Labeyrie et al(2003)
(17)

に示される酸素同位体比による海水準の知見から、 

過去 4回の変動周期の間氷期最盛期を 6,500 年前として重ね合わせた。 

第 6図 将来の海水準の変動曲線(1/2) 

 

  

注 1：海水準変動曲線は Labeyrie et al(2003)
(17)

に示される酸素同位体比による海水準の知見から、 

過去 4回の変動周期の間氷期最盛期を 6,500 年前として重ね合わせた。 

第 6図 将来の海水準の変動曲線(2/2)  
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注 1：尾駮沼底の標高は、国土地理院発行 2万 5千分の 1地形図「戸鎖」を参照。 

第 7図 寒冷化ケースにおける尾駮沼の河川化時期の予測 

(最も可能性が高い設定・最も厳しい設定) 
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注 1：尾駮沼底の標高は、国土地理院発行 2万 5千分の 1地形図「戸鎖」を参照。 

第 8図 温暖期継続ケースにおける尾駮沼の河川化時期の予測 

(最も可能性が高い設定・最も厳しい設定) 
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第 9図 温暖期継続ケースにおける侵食量と埋設設備の露呈時期(1/6) 

 

第 9図 温暖期継続ケースにおける侵食量と埋設設備の露呈時期(2/6) 
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第 9図 温暖期継続ケースにおける侵食量と埋設設備の露呈時期(3/6) 

 

 

第 9図 温暖期継続ケースにおける侵食量と埋設設備の露呈時期(4/6) 
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侵食速度：3.5m/万年 

最も厳しい設定 

最も可能性が高い設定 
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第 9図 温暖期継続ケースにおける侵食量と埋設設備の露呈時期(5/6) 

 

 

第 9 図 温暖期継続ケースにおける侵食量と埋設設備の露呈時期(6/6) 
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侵食速度：3.5m/万年 

相対海水準変動量の 
100%が下刻 

侵食速度：4.5m/万年 

2 号埋設設備 
露呈時期：4.0 万年後 

最も厳しい設定 

最も可能性が高い設定 
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第 10 図 敷地内の表流水流量の観測結果(2004 年～2011 年) 

 

 
注 1：36 地点の年平均気温は、気象庁のデータ(50)(51)(81)を使用した。 

第 11 図 敷地周辺と類似した気候因子を持つ 36 地点の年平均気温と 

蒸発散量の関係 
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１．基本方針 

放射線業務従事者を放射線から防護するために放射線量を監視及び管理す

る並びに必要な情報を適切な場所に表示する放射線管理施設を設置する。放

射線管理施設の設備及び主要な機器の種類は、次表に示すとおりである。 

(1) 屋内管理用の主要な設備及び機器の種類 

(ⅰ) 個人管理用測定設備 

放射線業務従事者及び一時立入者の外部被ばくに係る線量当量を

測定するため、個人線量当量測定器を設置する。 

なお、個人線量当量測定器は既許可から変更がない設備(以下「既

許可設備」という。)であり、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2

号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

(ⅱ) 放射線監視・測定設備 

外部放射線に係る線量当量率及び線量当量、空気中の放射性物質

濃度並びに作業区域等の表面の放射性物質の密度を監視及び測定す

るため、ダストサンプラ及び放射線サーベイ機器を設置する。また、

空間線量率を測定するため、エリアモニタを設置し、管理建屋の排

気口における放射性物質の濃度を監視及び測定するために排気用モ

ニタを設置する。さらに、汚染管理を行うために、放射線サーベイ

機器を設置する。 

なお、放射線サーベイ機器、エリアモニタ及び排気用モニタは既

許可設備並びにダストサンプラは既設設備であり、1 号廃棄物埋設

施設の設備を 1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

(ⅲ) 試料分析関係設備 

空気中の放射性物質濃度の測定を行うため、放射能測定装置を設

置する。 
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なお、放射能測定装置は既許可設備であり、1 号廃棄物埋設施設

の設備を 1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

(ⅳ) 出入管理設備 

管理区域への出入管理を行うため、管理建屋にゲートを設置する。 

なお、ゲートは既設設備であり、1号廃棄物埋設施設の設備を1号、

2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

(ⅴ) 除染設備 

汚染発生時の除染を行うため、シャワーを設置する。 

なお、シャワーは既設設備であり、1号廃棄物埋設施設の設備を 1

号、2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

(ⅵ) 表示設備 

放射線管理に必要な情報を適切な場所に表示するため、廃棄物埋

設地等に管理区域を設定する場合には、壁、柵等の区画物によって

区画するほか、外部放射線に係る線量、空気中の放射性物質の濃度

及び放射性物質の表面密度の基準により区域区分し、管理区域であ

る旨及び区域区分の状況を示す標識を管理区域の出入り口付近の目

のつきやすい箇所に設置する。 

また、管理区域の設定範囲を表示するとともに、外部放射線に係

る線量、空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質の表面密度の基

準による区域区分の状況を表示するため表示板を管理建屋のゲート

付近に設置する。 

なお、標識及び表示板は既設設備であり、1 号廃棄物埋設施設の

設備を 1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 
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*1：既許可設備 

*2：既設設備 

 

(2) 屋外管理用の主要な設備及び機器の種類 

(ⅰ) 個人管理用測定設備 

放射線業務従事者及び一時立入者の外部被ばくに係る線量当量を

測定するため、個人線量当量測定器を設置する。 

なお、個人線量当量測定器は既許可設備であり、1 号廃棄物埋設

施設の設備を 1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

(ⅱ) 放射線監視・測定設備 

外部放射線に係る線量当量率及び線量当量、空気中の放射性物質

濃度並びに作業区域等の表面の放射性物質の密度を監視及び測定す

るため、ダストサンプラ及び放射線サーベイ機器を設置する。また、

汚染管理を行うために放射線サーベイ機器を設置する。 

なお、放射線サーベイ機器は既許可設備、ダストサンプラは既設

設備であり、1号廃棄物埋設施設の設備を 1号、2号及び 3号廃棄物

埋設施設で共用する。 

設   備 主要な機器 

個人管理用測定設備 個人線量当量測定器*1 

放射線監視・測定設備 

放射線サーベイ機器*1 

ダストサンプラ*2 

エリアモニタ*1 

排気用モニタ*1 

試料分析関係設備 放射能測定装置*1 

出入管理設備 ゲート*2 

除染設備 シャワー*2 

表示設備 
標識*2 

表示板*2 
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(ⅲ) 試料分析関係設備 

空気中の放射性物質濃度の測定を行うため、放射能測定装置を設

置する。 

なお、放射能測定装置は既許可設備であり、1 号廃棄物埋設施設

の設備を 1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

(ⅳ) 出入管理設備 

管理区域への出入管理を行うため、管理建屋にゲートを設置する。 

なお、ゲートは既設設備であり、1号廃棄物埋設施設の設備を1号、

2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

(ⅴ) 除染設備 

汚染発生時の除染を行うため、シャワーを設置する。 

なお、シャワーは既設設備であり、1号廃棄物埋設施設の設備を 1

号、2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

(ⅵ) 表示設備 

放射線管理に必要な情報を適切な場所に表示するため、廃棄物埋

設地等に管理区域を設定する場合には、壁、柵等の区画物によって

区画するほか、外部放射線に係る線量、空気中の放射性物質の濃度

及び放射性物質の表面密度の基準により区域区分し、管理区域であ

る旨及び区域区分の状況を示す標識を管理区域の出入り口付近の目

のつきやすい箇所に設置する。 

また、管理区域の設定範囲を表示するとともに、外部放射線に係

る線量、空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質の表面密度の基

準による区域区分の状況を表示するため表示板を管理建屋のゲート

付近に設置する。 
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なお、標識及び表示板は既設設備であり、1 号廃棄物埋設施設の

設備を 1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

(ⅶ) その他 

周辺監視区域境界付近における外部放射線に係る線量当量を測定

するため、モニタリングポイント(積算線量計)を設置する。 

また、濃縮・埋設事業所敷地内の気象状況を観測するため、気象

観測機器を設置する。 

なお、モニタリングポイント(積算線量計)及び気象観測機器は既

許可設備であり、1号廃棄物埋設施設の設備を 1号、2号及び 3号廃

棄物埋設施設で共用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1：既許可設備 

*2：既設設備 

*3：ウラン濃縮工場と共用 

 

  

設   備 主要な機器 

個人管理用測定設備 個人線量当量測定器*1 

放射線監視・測定設備 
放射線サーベイ機器*1 

ダストサンプラ*2 

試料分析関係設備 放射能測定装置*1 

出入管理設備 ゲート*2 

除染設備 シャワー*2 

表示設備 
標識*2 

表示板*2 

放射線管理設備 
モニタリングポイント(積算線

量計)*1*3 

その他の設備 気象観測機器*1*3 
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２．放射線管理施設の設計方針 

放射線業務従事者及び放射線業務従事者以外の者であって管理区域に一時

的に立ち入る者(以下「一時立入者」という。)を放射線から防護するため、

放射線管理施設を設置する。 

主要な設備及び機器の種類は、以下に示すとおりである。 

a. 個人管理用測定設備(1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設共用) 

放射線業務従事者及び一時立入者の外部被ばくに係る線量当量を測定

するため、個人線量当量測定器を設置する。 

なお、個人線量当量測定器は既許可から変更がない設備(以下「既許

可設備」という。)であり、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号及び

3号廃棄物埋設施設で共用する。 

(a) 個人線量当量測定器     一式 

b. 放射線監視・測定設備(1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設共用) 

外部放射線に係る線量当量率及び線量当量、空気中の放射性物質濃度

並びに作業区域等の表面の放射性物質の密度を監視及び測定するため、

ダストサンプラ及び放射線サーベイ機器を設置する。また、空間線量率

を測定するためにエリアモニタを設置し、管理建屋の排気口における放

射性物質の濃度を監視及び測定するために排気用モニタを設置する。さ

らに、汚染管理を行うため、放射線サーベイ機器を設置する。 

なお、放射線サーベイ機器、エリアモニタ及び排気用モニタは既許可

設備並びにダストサンプラは既設設備であり、1 号廃棄物埋設施設の設

備を 1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

(a) 放射線サーベイ機器     一式 

(b) エリアモニタ        一式 

(c) 排気用モニタ        一式 
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(d) ダストサンプラ       一式 

c. 試料分析関係設備(1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設共用) 

空気中の放射性物質濃度の測定を行うため、放射能測定装置を設置す

る。 

なお、放射能測定装置は既許可設備であり、1 号廃棄物埋設施設の設

備を 1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

(a) 放射能測定装置       一式 

d. 出入管理設備(1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設共用) 

管理区域への出入管理を行うため、管理建屋にゲートを設置する。 

なお、ゲートは既設設備であり、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2

号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

(a) ゲート           一式 

e. 除染設備(1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設共用) 

汚染発生時の除染を行うため、シャワーを設置する。 

なお、シャワーは既設設備であり、1号廃棄物埋設施設の設備を1号、

2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

(a) シャワー          一式 

f. 表示設備 

放射線管理に必要な情報を適切な場所に表示するため、廃棄物埋設地

等に管理区域を設定する場合には、壁、柵等の区画物によって区画する

ほか、外部放射線に係る線量、空気中の放射性物質の濃度及び放射性物

質の表面密度の基準により区域区分し、管理区域である旨及び区域区分

の状況を示す標識を管理区域の出入り口付近の目のつきやすい箇所に設

置する。 

また、管理区域の設定範囲を表示するとともに、外部放射線に係る線
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量、空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質の表面密度の基準による

区域区分の状況を表示するため、表示板を管理建屋のゲート付近に設置

する。 

なお、標識及び表示板は既設設備であり、1 号廃棄物埋設施設の設備

を 1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

(a) 標識            一式 

(b) 表示板           一式 

g. 放射線管理設備(1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設共用) 

周辺監視区域境界付近における外部放射線に係る線量当量を測定する

ため、モニタリングポイント(積算線量計)を設置する。 

なお、モニタリングポイント(積算線量計)は既許可設備であり、1 号

廃棄物埋設施設の設備を1号、2号及び3号廃棄物埋設施設で共用する。 

(a) モニタリングポイント(積算線量計)    一式 

h. その他の設備(1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設共用) 

敷地内の気象状況を観測するため、気象観測機器を設置する。 

なお、気象観測機器は既許可設備であり、1 号廃棄物埋設施設の設備

を 1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

(a) 気象観測機器              一式 
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１ 

１．基本方針 

１．１ 1号廃棄物埋設施設 

（1）１．１ 主要な計装設備の種類 

(ⅰ) 廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度及び線量の監視

及び測定 

a. 排水中の放射性物質の濃度及び線量の監視測定設備 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間に

おいて、埋設設備からの放射性物質の漏えいを監視するため、排

水・監視設備からの排水中に含まれる放射性物質の濃度、必要に

応じて線量を監視及び測定する。この監視及び測定のため、廃棄

物埋設地に排水・監視設備を設置する。排水・監視設備は、ポー

ラスコンクリート層、排水管及び点検路により構成し、ポーラス

コンクリート層で集水して、排水管からの排水を回収できるよう

点検路を設置する。また、管理建屋に放射能測定装置及び放射線

サーベイ機器を設置する。 

廃棄物埋設地に設置する排水・監視設備は、既許可から変更が

ない設備(以下「既許可設備」という。)である。ただし、排水・

監視設備のうち点検路の構造を変更する。また、放射能測定装置

及び放射線サーベイ機器は、放射線管理施設の既許可設備であり、

既許可から監視及び測定の方法及び場所に変更がなく、1 号廃棄

物埋設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設で共用す

る。 

b. 地下水中の放射性物質の濃度及び線量の監視測定設備 

覆土完了から廃止措置の開始までの間において、廃棄物埋設地

からの放射性物質の漏えいを監視するため、廃棄物埋設地近傍
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（地下水流向の下流側）における地下水中の放射性物質の濃度、

必要に応じて線量を監視及び測定する。また、埋設する放射性廃

棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間において、周辺

監視区域境界付近における地下水中の放射性物質の濃度、必要に

応じて線量を監視及び測定する。これらの監視及び測定のため、

廃棄物埋設地近傍(地下水流向の下流側)及び周辺監視区域境界付

近に地下水採取孔を設置する。また、管理建屋に放射能測定装置

及び放射線サーベイ機器を設置する。 

周辺監視区域境界付近に設置する地下水採取孔は、既設設備で

あり、監視及び測定の方法及び場所に変更がなく、1 号廃棄物埋

設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設で共用する。

また、放射能測定装置及び放射線サーベイ機器は、放射線管理施

設の既許可設備であり、既許可から監視及び測定の方法及び場所

に変更がなく、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号

廃棄物埋設施設で共用する。 

(ⅱ) 事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量の

監視及び測定 

a. 周辺監視区域境界付近における線量の監視測定設備 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始まで

の間において、周辺監視区域境界付近における直接ガンマ線及び

スカイシャインガンマ線による線量を監視及び測定する。この監

視及び測定のため、周辺監視区域境界付近にモニタリングポイン

ト(積算線量計)を設置する。 

モニタリングポイント(積算線量計)は、放射線管理施設の既許

可設備であり、既許可から監視及び測定の方法及び場所に変更が
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なく、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋

設施設で共用する。 

b. 排気中の放射性物質の濃度の監視測定設備 

管理建屋から放出する気体廃棄物中の放射性物質の濃度を監視

及び測定する。この監視及び測定のため、管理建屋に排気用モニ

タ及び放射能測定装置を設置する。 

排気用モニタ及び放射能測定装置は、放射線管理施設の既許可

設備であり、既許可から監視及び測定の方法及び場所に変更がな

く、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設

施設で共用する。 

c. 排水中の放射性物質の濃度の監視測定設備 

管理建屋から放出する液体廃棄物中の放射性物質の濃度を監視

及び測定する。この監視及び測定のため、管理建屋に放射能測定

装置を設置する。 

放射能測定装置は、放射線管理施設の既許可設備であり、既許

可から監視及び測定の方法及び場所に変更がなく、1 号廃棄物埋

設施設の設備を 1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

d. 放射性物質の濃度及び線量の表示 

事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量を

表示する設備を管理建屋内に設置する。 

(ⅲ) 地下水の水位その他の廃棄物埋設地及びその周囲の状況の監視

及び測定 

定期的な評価等に必要なデータを取得するため、漏出防止機能、

人工バリア及び天然バリアの移行抑制機能並びに移行抑制機能に

影響を及ぼす廃棄物埋設地及びその周囲の状況を対象として監視
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及び測定する。 

a. 放射性物質の漏出を防止する機能の監視測定設備 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間に

おいて、埋設設備の漏出防止機能が維持されていることを確認す

るため、排水・監視設備からの排水量及び排水・監視設備からの

排水中に含まれる放射性物質の濃度、必要に応じて線量を監視及

び測定する。この監視及び測定のため、排水・監視設備、放射能

測定装置及び放射線サーベイ機器を設置する。 

排水・監視設備は、既許可設備である。また、放射能測定装置

及び放射線サーベイ機器は、放射線管理施設の既許可設備であり、

1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設

で共用する。 

b. 放射性物質の漏出を低減する機能及び生活環境への移行を抑制

する機能の監視測定設備 

覆土完了から廃止措置の開始までの間において、廃棄物埋設地

の移行抑制機能が維持されていることを確認するため、人工バリ

ア及び天然バリアの収着性及び低透水性の変化を監視及び測定す

る。各バリアの損傷を防止する観点から、本廃棄物埋設地の近傍

で埋設設備と同程度の深度に供試体を埋設し、状態の変化を確認

する類似環境下での原位置試験を行うとともに、必要に応じそれ

を補完する室内試験を実施する。監視及び測定の対象とする項目

は、廃棄物埋設地の安全性を確認する観点から、線量評価パラメ

ータのうち線量への感度が大きく、有意に変化が生じ得る可能性

があるもの並びにこれらに関係する種々の影響因子及び前提条件

から選定する。 
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移行抑制機能に影響を及ぼす廃棄物埋設地及びその周囲の状況

の監視及び測定のため、廃棄物埋設地、及び廃棄物埋設地近傍

(地下水流向の上流及び下流)及び周辺監視区域境界付近に地下水

位測定孔並びに廃棄物埋設地近傍(地下水流向の下流)に地下水採

取孔を設置する。また、管理建屋等に水質の分析装置を設置する。 

周辺監視区域境界付近に設置する地下水位測定孔は、既設設備

であり、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号廃棄物

埋設施設で共用する。 

 

（2）１．２ その他の主要な事項 

(ⅰ) 監視測定設備における留意事項 

廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度及び線量の監視

及び測定において、放射性物質の濃度の測定は屋内で実施するこ

とを考慮し、監視測定設備は、実用上必要な精度として、「線量

告示」に定められた周辺監視区域外の水中の濃度限度に対して

100分の1程度の値を測定できる性能を有した設計とする。また、

測定期間が長期にわたることから、必要に応じて測定設備の更新

を行う。 

廃棄物埋設地及び廃棄物埋設地近傍に設置する地下水採取孔及

び地下水位測定孔は、移行抑制機能を著しく損なわない設計とす

る。移行抑制機能を著しく損なわないとは、これらを設置するこ

とにより、難透水性覆土、下部覆土又は岩盤(鷹架層)の移行抑制

機能に著しい影響が生じないこととする。 

(ⅱ) 監視測定設備を設置した場所を経由した放射性物質の漏えいの

対策 
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廃止措置の開始後に監視測定設備を設置した場所を経由した放射性

物質の異常な漏えいが生じない対策として、覆土が完了し、排水・監

視設備による監視及び測定が終了した後に、有害な空隙が残らないよ

うに、点検路の解体及び埋戻しを行う。同様に、廃棄物埋設地及び廃

棄物埋設地近傍に設置する地下水採取孔及び地下水位測定孔は、各孔

による監視及び測定が終了した後に、有害な空隙が残らないように、

それぞれの孔内の埋戻しを行う。 

 

１．２ 2号廃棄物埋設施設 

（1） 主要な計装設備の種類 

(ⅰ) 廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度及び線量の監視

及び測定 

a. 排水中の放射性物質の濃度及び線量の監視測定設備 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間に

おいて、埋設設備からの放射性物質の漏えいを監視するため、排

水・監視設備からの排水中に含まれる放射性物質の濃度、必要に

応じて線量を監視及び測定する。この監視及び測定のため、廃棄

物埋設地に排水・監視設備を設置する。排水・監視設備は、ポー

ラスコンクリート層、排水管及び点検路により構成し、ポーラス

コンクリート層で集水して、排水管からの排水を回収できるよう

点検路を設置する。また、管理建屋に放射能測定装置及び放射線

サーベイ機器を設置する。 

廃棄物埋設地に設置する排水・監視設備は、既許可設備である。

また、放射能測定装置及び放射線サーベイ機器は、放射線管理施

設の既許可設備であり、既許可から監視及び測定の方法及び場所
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に変更がなく、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号

廃棄物埋設施設で共用する。 

b. 地下水中の放射性物質の濃度及び線量の監視測定設備 

覆土完了から廃止措置の開始までの間において、廃棄物埋設地

からの放射性物質の漏えいを監視するため、廃棄物埋設地近傍

（地下水流向の下流側）における地下水中の放射性物質の濃度、

必要に応じて線量を監視及び測定する。また、埋設する放射性廃

棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間において、周辺

監視区域境界付近における地下水中の放射性物質の濃度、必要に

応じて線量を監視及び測定する。これらの監視及び測定のため、

廃棄物埋設地近傍(地下水流向の下流側)及び周辺監視区域境界付

近に地下水採取孔を設置する。また、管理建屋に放射能測定装置

及び放射線サーベイ機器を設置する。 

周辺監視区域境界付近に設置する地下水採取孔は、既設設備で

あり、監視及び測定の方法及び場所に変更がなく、1 号廃棄物埋

設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設で共用する。

また、放射能測定装置及び放射線サーベイ機器は、放射線管理施

設の既許可設備であり、既許可から監視及び測定の方法及び場所

に変更がなく、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号

廃棄物埋設施設で共用する。 

(ⅱ) 事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量の

監視及び測定 

事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量の

監視及び測定するための監視測定設備は、既許可から監視及び測

定の方法及び場所に変更がなく、1 号廃棄物埋設施設の設備を共
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用することから、「１．１ (1) (ⅱ) 事業所及びその境界付近

における放射性物質の濃度及び線量の監視及び測定」のとおり。 

(ⅲ) 地下水の水位その他の廃棄物埋設地及びその周囲の状況の監視

及び測定 

定期的な評価等に必要なデータを取得するため、人工バリア及

び天然バリアの移行抑制機能並びに移行抑制機能に影響を及ぼす

廃棄物埋設地及びその周囲の状況を対象として監視及び測定する。 

a. 放射性物質の漏出状況の監視測定設備 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間に

おいて、埋設設備からの漏出状況を確認するため、排水・監視設

備からの排水量及び排水・監視設備からの排水中に含まれる放射

性物質の濃度、必要に応じて線量を測定する。この監視及び測定

のため、排水・監視設備、放射能測定装置及び放射線サーベイ機

器を設置する。 

排水・監視設備は、既許可設備である。また、放射能測定装置

及び放射線サーベイ機器は、放射線管理施設の既許可設備であり、

1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設

で共用する。 

b. 放射性物質の漏出を低減する機能及び生活環境への移行を抑制

する機能の監視測定設備 

覆土完了から廃止措置の開始までの間において、廃棄物埋設地

の移行抑制機能が維持されていることを確認するため、人工バリ

ア及び天然バリアの収着性及び低透水性の変化を監視及び測定す

る。各バリアの損傷を防止する観点から、廃棄物埋設地の近傍で

埋設設備と同程度の深度に供試体を埋設し、状態の変化を確認す
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る類似環境下での原位置試験を行うとともに、必要に応じそれを

補完する室内試験を実施する。監視及び測定の対象とする項目は、

廃棄物埋設地の安全性を確認する観点から、線量評価パラメータ

のうち線量への感度が大きく、有意に変化が生じ得る可能性があ

るもの並びにこれらに関係する種々の影響因子及び前提条件から

選定する。 

移行抑制機能に影響を及ぼす廃棄物埋設地及びその周囲の状況

の監視及び測定のため、廃棄物埋設地、廃棄物埋設地近傍(地下

水流向の上流及び下流)及び周辺監視区域境界付近に地下水位測

定孔並びに廃棄物埋設地近傍(地下水流向の下流)に地下水採取孔

を設置する。また、管理建屋等に水質の分析装置を設置する。 

周辺監視区域境界付近に設置する地下水位測定孔は、既設設備

であり、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号廃棄物

埋設施設で共用する。 

(2） その他の主要な事項 

(ⅰ) 監視測定設備における留意事項 

廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度及び線量の監視

及び測定において、放射性物質の濃度の測定は屋内で実施するこ

とを考慮し、監視測定設備は、実用上必要な精度として、「線量

告示」に定められた周辺監視区域外の水中の濃度限度に対して

100分の1程度の値を測定できる性能を有した設計とする。また、

測定期間が長期にわたることから、必要に応じて測定設備の更新

を行う。 

廃棄物埋設地及び廃棄物埋設地近傍に設置する地下水採取孔及

び地下水位測定孔は、移行抑制機能を著しく損なわない設計とす
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る。移行抑制機能を著しく損なわないとは、これらを設置するこ

とにより、難透水性覆土、下部覆土又は岩盤(鷹架層)の移行抑制

機能に著しい影響が生じないこととする。 

(ⅱ) 監視測定設備を設置した場所を経由した放射性物質の漏えいの

対策 

廃止措置の開始後に監視測定設備を設置した場所を経由した放

射性物質の異常な漏えいが生じない対策として、覆土が完了し、

排水・監視設備による監視及び測定が終了した後に、有害な空隙

が残らないように、点検路の解体及び埋戻しを行う。同様に、廃

棄物埋設地及び廃棄物埋設地近傍に設置する地下水採取孔及び地

下水位測定孔は、各孔による監視及び測定が終了した後に、有害

な空隙が残らないように、それぞれの孔内の埋戻しを行う。 

 

１．３ 3号廃棄物埋設施設 

3号(1号と異なる箇所) 

（1） 主要な計装設備の種類 

(ⅰ) 廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度及び線量の監視

及び測定 

a. 排水中の放射性物質の濃度及び線量の監視測定設備 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間に

おいて、埋設設備からの放射性物質の漏えいを監視するため、排

水・監視設備からの排水中に含まれる放射性物質の濃度、必要に

応じて線量を監視及び測定する。この監視及び測定のため、廃棄

物埋設地に排水・監視設備を設置する。排水・監視設備は、ポー

ラスコンクリート層、排水管及び点検管により構成し、ポーラス
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コンクリート層で集水して、排水管からの排水を回収できるよう

点検管を設置する。また、管理建屋に放射能測定装置及び放射線

サーベイ機器を設置する。 

放射能測定装置及び放射線サーベイ機器は、放射線管理施設の

既許可設備であり、既許可から監視及び測定の方法及び場所に変

更がなく、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号廃棄

物埋設施設で共用する。 

b. 地下水中の放射性物質の濃度及び線量の監視測定設備 

覆土完了から廃止措置の開始までの間において、廃棄物埋設地

からの放射性物質の漏えいを監視するため、廃棄物埋設地近傍

(地下水流向の下流側)における地下水中の放射性物質の濃度、必

要に応じて線量を監視及び測定する。また、埋設する放射性廃棄

物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間において、周辺監

視区域境界付近における地下水中の放射性物質の濃度、必要に応

じて線量を監視及び測定する。これらの監視及び測定のため、廃

棄物埋設地近傍(地下水流向の下流側)及び周辺監視区域境界付近

に地下水採取孔を設置する。また、管理建屋に放射能測定装置及

び放射線サーベイ機器を設置する。 

周辺監視区域境界付近に設置する地下水採取孔は、既設設備で

あり、監視及び測定の方法及び場所に変更がなく、1 号廃棄物埋

設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設で共用する。

また、放射能測定装置及び放射線サーベイ機器は、放射線管理施

設の既許可設備であり、既許可から監視及び測定の方法及び場所

に変更がなく、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号

廃棄物埋設施設で共用する。 
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(ⅱ) 事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量の

監視及び測定 

事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量の

監視及び測定するための監視測定設備は、既許可から監視及び測

定の方法及び場所に変更がなく、1 号廃棄物埋設施設の設備を共

用することから、「１．１ (1) (ⅱ) 事業所及びその境界付近

における放射性物質の濃度及び線量の監視及び測定」のとおり。 

(ⅲ) 地下水の水位その他の廃棄物埋設地及びその周囲の状況の監視

及び測定 

定期的な評価等に必要なデータを取得するため、漏出防止機能、

人工バリア及び天然バリアの移行抑制機能並びに移行抑制機能に

影響を及ぼす廃棄物埋設地及びその周囲の状況を対象として監視

及び測定する。 

a. 放射性物質の漏出を防止する機能の監視測定設備 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間に

おいて、埋設設備の漏出防止機能が維持されていることを確認す

るため、排水・監視設備からの排水量及び排水・監視設備からの

排水中に含まれる放射性物質の濃度、必要に応じて線量を監視及

び測定する。この監視及び測定のため、排水・監視設備、放射能

測定装置及び放射線サーベイ機器を設置する。 

放射能測定装置及び放射線サーベイ機器は、放射線管理施設の

既許可設備であり、1号廃棄物埋設施設の設備を1号、2号及び3

号廃棄物埋設施設で共用する。 

b. 放射性物質の漏出を低減する機能及び生活環境への移行を抑制

する機能の監視測定設備 
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覆土完了から廃止措置の開始までの間において、廃棄物埋設地

の移行抑制機能が維持されていることを確認するため、人工バリ

ア及び天然バリアの収着性及び低透水性の変化を監視及び測定す

る。各バリアの損傷を防止する観点から、廃棄物埋設地の近傍で

埋設設備と同程度の深度に供試体を埋設し、状態の変化を確認す

る類似環境下での原位置試験を行うとともに、必要に応じそれを

補完する室内試験を実施する。監視及び測定の対象とする項目は、

廃棄物埋設地の安全性を確認する観点から、線量評価パラメータ

のうち線量への感度が大きく、有意に変化が生じ得る可能性があ

るもの並びにこれらに関係する種々の影響因子及び前提条件から

選定する。 

移行抑制機能に影響を及ぼす廃棄物埋設地及びその周囲の状況

の監視及び測定のため、廃棄物埋設地、廃棄物埋設地近傍(地下

水流向の上流及び下流)及び周辺監視区域境界付近に地下水位測

定孔並びに廃棄物埋設地近傍(地下水流向の下流)に地下水採取孔

を設置する。また、管理建屋等に水質の分析装置を設置する。 

周辺監視区域境界付近に設置する地下水位測定孔は、既設設備

であり、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号廃棄物

埋設施設で共用する。 

 

(2) その他の主要な事項 

(ⅰ) 監視測定設備における留意事項 

廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度及び線量の監視

及び測定において放射性物質の濃度の測定は屋内で実施すること

を考慮し、監視測定設備は、実用上必要な精度として、「線量告
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示」に定められた周辺監視区域外の水中の濃度限度に対して 100

分の 1 程度の値を測定できる性能を有した設計とする。また、測

定期間が長期にわたることから、必要に応じて測定設備の更新を

行う。 

廃棄物埋設地及び廃棄物埋設地近傍に設置する地下水採取孔及

び地下水位測定孔は、移行抑制機能を著しく損なわない設計とす

る。移行抑制機能を著しく損なわないとは、これらを設置するこ

とにより、難透水性覆土、下部覆土又は岩盤(鷹架層)の移行抑制

機能に著しい影響が生じないこととする。 

(ⅱ) 監視測定設備を設置した場所を経由した放射性物質の漏えい

の対策 

廃止措置の開始後に監視測定設備を設置した場所を経由した放

射性物質の異常な漏えいが生じない対策として、覆土が完了し、

排水・監視設備による監視及び測定が終了した後に、有害な空隙

が残らないように、点検管の解体及び埋戻しを行う。同様に、廃

棄物埋設地及び廃棄物埋設地近傍に設置する地下水採取孔及び地

下水位測定孔は、各孔による監視及び測定が終了した後に、有害

な空隙が残らないように、それぞれの孔内の埋戻しを行う。 

 

２．監視測定設備に係る設計方針 

２．１ 1号廃棄物埋設施設 

a. 廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度及び線量の監視

測定設備 

(a) 監視測定設備の概要 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの



１５ 

間においてあっては、廃棄物埋設地の限定された区域(埋設設

備)から、覆土完了から廃止措置の開始までの間においてあっ

ては、廃棄物埋設地からの放射性物質の漏えいを監視及び測

定する設備を設置する。 

(b) 監視測定設備に関する設計 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの

間において、排水・監視設備から採取した排水中の放射性物

質の濃度及び線量を監視及び測定できる設備を有する設計と

する。 

覆土完了から廃止措置の開始までの間において、廃棄物埋

設地近傍の地下水採取孔から採取した地下水中の放射性物質

の濃度及び線量を監視及び測定できる設備を有する設計とす

る。 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始

までの間において、周辺監視区域境界付近における地下水中

の放射性物質の濃度及び線量を監視及び測定できる設備を有

する設計とする。 

(c) 主要な監視測定設備 

廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度及び線量の

監視測定設備を第 1表に示す。 

廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度及び線量の

監視測定設備として、排水・監視設備、地下水採取孔、放射

能測定装置及び放射線サーベイ機器(線量当量率サーベイメー

タ)を設置する。また、周辺監視区域境界付近における地下水

中の放射性物質の濃度及び線量の監視測定設備として、地下
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水採取孔、放射能測定装置及び放射線サーベイ機器(線量当量

率サーベイメータ)を設置する。 

周辺監視区域境界付近に設置する地下水採取孔は、既設設

備であり、既許可から監視及び測定の方法及び場所に変更は

なく、1号廃棄物埋設施設の設備を 1号、2号及び 3号廃棄物

埋設施設で共用する。また、放射能測定装置及び放射線サー

ベイ機器(線量当量率サーベイメータ)は、既許可設備であり、

既許可から監視及び測定の方法及び場所に変更はなく、1 号

廃棄物埋設施設の設備を1号、2号及び3号廃棄物埋設施設で

共用する。 

なお、既許可設備である放射線管理施設の放射能測定装置

及び放射線サーベイ機器(線量当量率サーベイメータ)を監視

測定設備として併用する。 

b. 事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量の

監視測定設備 

(a) 監視測定設備の概要 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始

までの間において、事業所及びその境界付近における廃棄物

埋設地からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の放

射線量並びに操業に伴い周辺環境に放出される放射性物質の

濃度及び線量を監視及び測定する設備を、事業所内及び周辺

監視区域境界付近に設置する。 

(b) 監視測定設備に関する設計 

(一) 周辺監視区域境界付近における直接ガンマ線及びスカイ

シャインガンマ線の放射線量の監視測定設備 
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埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開

始までの間において、周辺監視区域境界付近における直接

ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による線量を監視及

び測定できる設備を有する設計とする。 

(二) 排気中の放射性物質の濃度の監視測定設備 

管理建屋から放出する気体廃棄物中の放射性物質の濃度

を監視及び測定できる設備を有する設計とする。 

(三) 排水中の放射性物質の濃度の監視測定設備 

管理建屋から放出する液体廃棄物中の放射性物質の濃度

を監視及び測定できる設備を有する設計とする。 

(四) 放射性物質の濃度及び線量の表示 

公衆を放射線から防護するため、事業所及びその境界付

近における放射性物質の濃度及び線量を管理建屋に表示す

る設計とする。 

(c) 主要な監視測定設備 

事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線

量の監視測定設備を第 2 表に、それらの設置箇所を第 1 図及

び第 2図に示す。 

周辺監視区域境界付近にモニタリングポイント(積算線量

計)、管理建屋に排気用モニタ、放射能測定装置及び放射線サ

ーベイ機器(線量当量率サーベイメータ)を設置する。また、

事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量

を表示する設備を管理建屋内に設置する。 

放射性物質の濃度及び線量を表示する設備は、1 号廃棄物

埋設施設の設備として設置し、1号、2 号及び 3 号廃棄物埋設
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施設で共用する。 

モニタリングポイント(積算線量計)、放射能測定装置及び

放射線サーベイ機器(線量当量率サーベイメータ)は、既許可

設備であり、既許可から監視及び測定の方法及び場所に変更

がなく、1号廃棄物埋設施設の設備を 1号、2号及び 3号廃棄

物埋設施設で共用する。 

なお、既許可設備である放射線管理施設のモニタリングポ

イント(積算線量計)及び放射線サーベイ機器(線量当量率サー

ベイメータ)を監視測定設備として併用する。 

c. 地下水の水位その他の廃棄物埋設地及びその周囲の状況の監視

測定設備 

(a) 監視測定設備の概要 

事業所には、定期的な評価等に必要なデータを取得するた

め、人工バリア及び天然バリアの漏出防止機能及び移行抑制

機能並びに移行抑制機能に影響を及ぼす廃棄物埋設地及びそ

の周囲の状況を対象として監視及び測定する設備を設置する。 

(b) 監視測定設備に関する設計 

埋設設備の漏出防止機能が維持されていることを確認する

ため、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了ま

での間において、排水・監視設備からの排水量並びに排水中

に含まれる放射性物質の濃度及び線量を監視及び測定できる

設備を有する設計とする。 

廃棄物埋設地の移行抑制機能が維持されていることを確認

するため、覆土完了から廃止措置の開始までの間において、

人工バリア及び天然バリアの収着性及び低透水性の変化を監
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視及び測定できる設備を有する設計とする。各バリアの損傷

を防止する観点から、廃棄物埋設地の近傍で埋設設備と同程

度の深度に供試体を埋設し、状態の変化を確認する類似環境

下での原位置試験を行うとともに必要に応じそれを補完する

室内試験を実施できる設計とする。監視及び測定の対象とす

る項目は、廃棄物埋設地の安全性を確認する観点から、線量

評価パラメータのうち線量の感度が大きく、有意に変化が生

じ得る可能性があるもの並びにこれらに関係する種々の影響

因子及び前提条件から選定する。具体的な監視及び測定の項

目は、金属の膨張量(廃棄体)、分配係数並びに分配係数に関

連する間隙率及び密度(廃棄体及び埋設設備)、透水係数並び

に透水係数に関連する間隙率及び密度(難透水性覆土及び下部

覆土)とする。 

移行抑制機能に影響を及ぼす廃棄物埋設地及びその周囲の

状況については、覆土完了から廃止措置の開始までの間にお

いて、人工バリア及び天然バリアの収着性及び低透水性に影

響を及ぼす地下水の水位及び水質の変化を確認することがで

きる設備を有する設計とする。具体的な監視及び測定の項目

は、地下水の水位及び地下水の水質とする。 

(c) 主要な監視測定設備 

地下水の水位その他廃棄物埋設地及びその周囲の状況の監

視測定設備を第 3表に示す。 

地下水の水位その他廃棄物埋設地及びその周囲の状況の監

視測定設備として、排水・監視設備、地下水位測定孔、地下

水採取孔、放射能測定装置、放射線サーベイ機器(線量当量率
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サーベイメータ)及び水質の分析装置を設置する。 

放射能測定装置及び放射線サーベイ機器(線量当量率サーベ

イメータ)は、既許可設備であり、1 号廃棄物埋設施設の設備

を1号、2号及び3号廃棄物埋設施設で共用する。また、周辺

監視区域境界付近に設置する地下水位測定孔は、既設設備で

あり、1号廃棄物埋設施設の設備を 1号、2号及び 3号廃棄物

埋設施設で共用する。 

なお、既許可設備である放射線管理施設の放射能測定装置

及び放射線サーベイ機器(線量当量率サーベイメータ)を監視

測定設備として併用する。 

d. その他の主要な事項 

(a) 監視測定設備における留意事項 

監視測定設備は、「発電用軽水型原子炉施設における放出

放射性物質の測定に関する指針」(昭和 53年 9 月 29 日原子力

委員会決定)に示されている測定下限濃度、測定頻度及び放射

能計測方法を参考とする。 

廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度及び線量の

監視及び測定では、公衆に放射線障害が生じるおそれのある

放射性物質の異常な漏えいの有無を判断するために、測定さ

れた放射性物質の濃度が、「線量告示」に定められた周辺監

視区域外の水中の濃度限度に対して十分に小さい(1/100 程

度)値以上となった場合に監視強化を行う。放射性物質の濃度

の測定は屋内で実施することを考慮し、監視測定設備は、実

用上必要な精度として、「線量告示」に定められた周辺監視

区域外の水中の濃度限度を目安に、この監視強化の判断を行
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うことができるような目標検出限界値を有した設計とする。

また、測定期間が長期にわたることから、必要に応じて測定

設備の更新を行う。 

廃棄物埋設地及び廃棄物埋設地近傍に設置する地下水採取

孔及び地下水位測定孔は、移行抑制機能を著しく損なわない

設計とする。移行抑制機能を著しく損なわないとは、これら

を設置することにより、難透水性覆土、下部覆土又は岩盤(鷹

架層)の主要な移行抑制機能である低透水性に著しい影響が生

じず、廃棄物埋設地内への地下水浸入量の増加及び放射性物

質の生活環境への移行の促進が生じないこととする。 

監視及び測定は、必要に応じて、定期的な評価の結果に基

づいて見直す。 

(b) 監視測定設備を設置した場所を経由した放射性物質の漏え

いの対策 

廃止措置の開始後に監視測定設備を設置した場所を経由し

た放射性物質の異常な漏えいが生じない対策として、覆土が

完了し、排水・監視設備による監視及び測定が終了した後に、

有害な空隙が残らないように点検路の解体及び埋戻しを行う。

点検路は鉄筋コンクリート製であり、埋設設備の周囲に水平

方向に配置し、地表と連絡するための鉛直方向の立坑を設置

するが、立坑については、埋設設備の上方向で難透水性覆土

及び下部覆土内を貫通する箇所を解体し、有害な空隙が残ら

ないように埋戻しを行う。同様に、廃棄物埋設地及び廃棄物

埋設地近傍に設置する地下水採取孔及び地下水位測定孔は、

各孔による監視及び測定が終了した後に、有害な空隙が残ら
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ないように、それぞれの孔内の埋戻しを行う。 

(c) 監視測定設備の設置箇所 

周辺監視区域境界付近にモニタリングポイント(積算線量

計)、地下水採取孔及び地下水位測定孔、廃棄物埋設地に排

水・監視設備、廃棄物埋設地近傍に地下水採取孔、廃棄物埋

設地及びその近傍に地下水位測定孔、管理建屋に排気用モニ

タ、放射能測定装置及び放射線サーベイ機器、管理建屋等に

水質の分析装置を設置する。監視測定設備の設置箇所の概略

図を第 1図及び第 2図に示す。 

地下水採取孔の深さは、以下の考えに基づいて、数 m～数

10m とする。 

・地下水の採取対象層を第四紀層と岩盤(鷹架層)とし、そ

れぞれの地層の地下水を採取できる深さとすること 

・埋設設備を経由した地下水の移行経路に該当する深さと

すること 

・地下水中の放射性物質の濃度を分析する上で必要な水量

を確保できる深さとすること  
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第 1表 廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度及び線量の監

視測定設備 

監視測定対象 監視測定場所 監視測定設備 施設の区分*1 

排水中の放射

性物質の濃度

及び線量 

廃棄物埋設地 排水・監視設備 ×*2 

低レベル廃棄

物管理建屋 

放射能測定装置 ×(共用)*3 

放射線サーベイ機器 ×(共用)*3 

地下水中の放

射性物質の濃

度及び線量 

廃棄物埋設地 

近傍 
地下水採取孔 〇 

周辺監視区域 

境界付近 
地下水採取孔 △(共用)*3 

低レベル廃棄

物管理建屋 

放射能測定装置 ×(共用)*3 

放射線サーベイ機器 ×(共用)*3 

*1：〇：新設、△：既設設備、×：既許可設備 

*2：点検路については設計変更する。 

*3：1号廃棄物埋設施設の設備を 1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

 

第 2表 事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線

量の監視測定設備 

監視測定対象 監視測定場所 監視測定設備 施設の区分*1 

直接ガンマ線及びスカイ

シャインガンマ線 

周辺監視区域 

境界付近 

モニタリングポイント

(積算線量計) 
×(共用)*2,3 

排気中の放射性物質の濃

度 

低レベル廃棄物

管理建屋 

排気用モニタ ×(共用)*2 

放射能測定装置 ×(共用)*2 

排水中の放射性物質の濃

度 

低レベル廃棄物

管理建屋 
放射能測定装置 ×(共用)*2 

*1：〇：新設、△：既設設備、×：既許可設備 

*2：1号廃棄物埋設施設の設備を 1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

*3：ウラン濃縮工場と共用する。 
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第 3表 地下水の水位その他廃棄物埋設地及びその周囲の状況の監視

測定設備 

関係する
機能 

監視測定時期 監視測定項目 
監視測定
場所 

監視測定
設備 

施設の区分*1 

漏出防止
機能 

埋設する放射性廃棄
物の受入れの開始か
ら覆土完了まで 

排水中の放射性物
質の濃度及び線量 

廃棄物埋
設地 

排水・監
視設備 

×*3 

低レベル
廃棄物管
理建屋 

放射能測
定装置 

×(共用)*2 

放射線サ
ーベイ機

器 
×(共用)*2 

排水量 
廃棄物埋
設地 

排水・監
視設備 

×*3 

移行抑制
機能 

覆土完了から廃止措
置の開始まで 

地下水の水位 
(地下水流動場) 

周辺監視
区域境界
付近 

地下水位
測定孔 

△(共用)*2 

地下水の水質 

廃棄物埋
設地近傍 

地下水採
取孔 

〇 

低レベル
廃棄物管
理建屋等 

水質の分
析装置 

〇(共用)*2 

地下水の水位 
(覆土内地下水位) 

廃棄物埋
設地 

地下水位
測定孔 

〇 
地下水の水位 
(動水勾配) 

廃棄物埋
設地近傍 

地下水位
測定孔 

金属の膨張量 
(廃棄体) 

－*4 －*4 －*4 

分配係数並びに分
配係数に関連する
間隙率及び密度
(廃棄体及び埋設

設備) 
透水係数並びに透
水係数に関連する
間隙率及び密度
(難透水性覆土及
び下部覆土) 

*1：〇：新設、△：既設設備、×：既許可設備 

*2：1号廃棄物埋設施設の設備を 1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

*3：点検路は設計変更とする。 

*4：模擬試験体を埋設した廃棄物埋設地の類似環境下での原位置試験及び必要に応じてそれを補完する室内試  

験によって確認を行う。 
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第 1図 監視測定設備の設置箇所概略図（埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆

土完了まで） 

 

 

 
 

 
第 2図 監視測定設備の設置箇所概略図（覆土完了から廃止措置の開始まで） 
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２．２ 2号廃棄物埋設施設 

a. 廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度及び線量の監視

測定設備 

(a) 監視測定設備の概要 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの

間にあっては、廃棄物埋設地の限定された区域(埋設設備)か

ら、覆土完了から廃止措置の開始までの間にあっては、廃棄

物埋設地からの放射性物質の漏えいを監視及び測定する設備

を設置する。 

(b) 監視測定設備に関する設計 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの

間において、排水・監視設備から採取した排水中の放射性物

質の濃度及び線量を監視及び測定できる設備を有する設計と

する。 

覆土完了から廃止措置の開始までの間において、廃棄物埋

設地近傍の地下水採取孔から採取した地下水中の放射性物質

の濃度及び線量を監視及び測定できる設備を有する設計とす

る。 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始

までの間において、周辺監視区域境界付近における地下水中

の放射性物質の濃度及び線量を監視及び測定できる設備を有

する設計とする。 

(c) 主要な監視測定設備 

廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度及び線量の
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監視測定設備を第 4表に示す。 

廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度及び線量の

監視測定設備として、排水・監視設備、地下水採取孔、放射

能測定装置及び放射線サーベイ機器(線量当量率サーベイメー

タ)を設置する。また、周辺監視区域境界付近における地下水

中の放射性物質の濃度及び線量の監視測定設備として、地下

水採取孔、放射能測定装置及び放射線サーベイ機器(線量当量

率サーベイメータ)を設置する。 

周辺監視区域境界付近に設置する地下水採取孔は、既設設

備であり、監視及び測定の方法及び場所に変更はなく、1 号

廃棄物埋設施設の設備を1号、2号及び3号廃棄物埋設施設で

共用する。また、放射能測定装置及び放射線サーベイ機器(線

量当量率サーベイメータ)は、既許可設備であり、既許可から

監視及び測定の方法及び場所に変更がなく、1 号廃棄物埋設

施設の設備を1号、2号及び3号廃棄物埋設施設で共用する。 

なお、既許可設備である放射線管理施設の放射能測定装置

及び放射線サーベイ機器(線量当量率サーベイメータ)を監視

測定設備として併用する。 

b. 事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量の

監視測定設備 

事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線

量の監視測定設備は、既許可から監視及び測定の方法及び場

所に変更がなく、1 号廃棄物埋設施設の設備を共用すること

から、「２．１ b. 事業所及びその境界付近における放射

性物質の濃度及び線量の監視測定設備」のとおり。 
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c. 地下水の水位その他の廃棄物埋設地及びその周囲の状況の監視

測定設備 

(a) 監視測定設備の概要 

事業所には、定期的な評価等に必要なデータを取得するた

め、人工バリア及び天然バリアの移行抑制機能並びに移行抑

制機能に影響を及ぼす廃棄物埋設地及びその周囲の状況を対

象として監視及び測定する設備を設置する。 

(b) 監視測定設備に関する設計 

埋設設備からの漏出状況を確認するため、埋設する放射性

廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間において、排

水・監視設備からの排水量並びに排水中に含まれる放射性物

質の濃度及び線量を監視及び測定できる設備を有する設計と

する。 

廃棄物埋設地の移行抑制機能が維持されていることを確認

するため、覆土完了から廃止措置の開始までの間において、

人工バリア及び天然バリアの収着性及び低透水性の変化を監

視及び測定できる設備を有する設計とする。各バリアの損傷

を防止する観点から、廃棄物埋設地の近傍で埋設設備と同程

度の深度に供試体を埋設し、状態の変化を確認する類似環境

下での原位置試験を行うとともに必要に応じそれを補完する

室内試験を実施できる設計とする。監視及び測定の対象とす

る項目は、廃棄物埋設地の安全性を確認する観点から、線量

評価パラメータのうち線量の感度が大きく、有意に変化が生

じ得る可能性があるもの並びにこれらに関係する種々の影響

因子及び前提条件から選定する。具体的な監視及び測定の項
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目は、金属の膨張量(廃棄体)、分配係数並びに分配係数に関

連する間隙率及び密度(廃棄体及び埋設設備)、透水係数並び

に透水係数に関連する間隙率及び密度(難透水性覆土及び下部

覆土)とする。 

移行抑制機能に影響を及ぼす廃棄物埋設地及びその周囲の

状況については、覆土完了から廃止措置の開始までの間にお

いて、人工バリア及び天然バリアの収着性及び低透水性に影

響を及ぼす地下水の水位及び水質の変化を確認することがで

きる設備を有する設計とする。具体的な監視及び測定の項目

は、地下水の水位及び地下水の水質とする。 

(c) 主要な監視測定設備 

地下水の水位その他廃棄物埋設地及びその周囲の状況の監

視測定設備を第 5表に示す。 

地下水の水位その他廃棄物埋設地及びその周囲の状況の監

視測定設備として、排水・監視設備、地下水位測定孔、地下

水採取孔、放射能測定装置、放射線サーベイ機器(線量当量率

サーベイメータ)及び水質の分析装置を設置する。 

放射能測定装置及び放射線サーベイ機器(線量当量率サーベ

イメータ)は、既許可設備であり、1 号廃棄物埋設施設の設備

を1号、2号及び3号廃棄物埋設施設で共用する。また、周辺

監視区域境界付近に設置する地下水位測定孔は既設設備であ

り、1号廃棄物埋設施設の設備を 1号、2号及び 3号廃棄物埋

設施設で共用する。 

なお、既許可設備である放射線管理施設の放射能測定装置

及び放射線サーベイ機器(線量当量率サーベイメータ)を監視
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測定設備として併用する。 

d. その他の主要な事項 

(a) 監視測定設備における留意事項 

監視測定設備は、「発電用軽水型原子炉施設における放出

放射性物質の測定に関する指針」(昭和 53年 9 月 29 日原子力

委員会決定)に示されている測定下限濃度、測定頻度及び放射

能計測方法を参考とする。 

廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度及び線量の

監視及び測定では、公衆に放射線障害が生じるおそれのある

放射性物質の異常な漏えいの有無を判断するために、測定さ

れた放射性物質の濃度が、「線量告示」に定められた周辺監

視区域外の水中の濃度限度に対して十分に小さい(1/100 程

度)値以上となった場合に監視強化を行う。放射性物質の濃度

の測定は屋内で実施することを考慮し、監視測定設備は、実

用上必要な精度として、「線量告示」に定められた周辺監視

区域外の水中の濃度限度を目安に、この監視強化の判断を行

うことができるような目標検出限界値を有した設計とする。

また、測定期間が長期にわたることから、必要に応じて測定

設備の更新を行う。 

廃棄物埋設地及び廃棄物埋設地近傍に設置する地下水採取

孔及び地下水位測定孔は、移行抑制機能を著しく損なわない

設計とする。移行抑制機能を著しく損なわないとは、これら

を設置することにより、難透水性覆土、下部覆土又は岩盤(鷹

架層)の主要な移行抑制機能である低透水性に著しい影響が生

じず、廃棄物埋設地内への地下水浸入量の増加及び放射性物
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質の生活環境への移行の促進が生じないこととする。 

監視及び測定は、必要に応じて、定期的な評価の結果に基

づいて見直す。 

(b) 監視測定設備を設置した場所を経由した放射性物質の漏え

いの対策 

廃止措置の開始後に監視測定設備を設置した場所を経由し

た放射性物質の異常な漏えいが生じない対策として、覆土が

完了し、排水・監視設備による監視及び測定が終了した後に、

有害な空隙が残らないように点検路の解体及び埋戻しを行う。

点検路は鉄筋コンクリート製であり、埋設設備の周囲に水平

方向に配置し、地表と連絡するための鉛直方向の立坑を設置

するが、立坑については、埋設設備の上方向で難透水性覆土

及び下部覆土内を貫通する箇所を解体し、有害な空隙が残ら

ないように埋戻しを行う。同様に、廃棄物埋設地及び廃棄物

埋設地近傍に設置する地下水採取孔及び地下水位測定孔は、

各孔による監視及び測定が終了した後に、有害な空隙が残ら

ないように、それぞれの孔内の埋戻しを行う。 

(c) 監視測定設備の設置箇所 

周辺監視区域境界付近にモニタリングポイント(積算線量

計)、地下水採取孔及び地下水位測定孔、廃棄物埋設地に排

水・監視設備、廃棄物埋設地近傍に地下水採取孔、廃棄物埋

設地及びその近傍に地下水位測定孔、管理建屋に排気用モニ

タ、放射能測定装置及び放射線サーベイ機器、管理建屋等に

水質の分析装置を設置する。監視測定設備の設置箇所の概略

図を第 3図及び第 4図に示す。 
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地下水採取孔の深さは、以下の考えに基づいて、数 m～数

10m とする。 

・地下水の採取対象層を第四紀層と岩盤(鷹架層)とし、そ

れぞれの地層の地下水を採取できる深さとすること 

・埋設設備を経由した地下水の移行経路に該当する深さと

すること 

・地下水中の放射性物質の濃度を分析する上で必要な水量

を確保できる深さとすること 
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第 4表 廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度及び線量の 

監視測定設備 

監視測定対象 監視測定場所 監視測定設備 施設の区分*1 

排水中の放射

性物質の濃度

及び線量 

廃棄物埋設地 排水・監視設備 × 

低レベル廃棄

物管理建屋 

放射能測定装置 ×(共用)*2 

放射線サーベイ機器 ×(共用)*2 

地下水中の放

射性物質の濃

度及び線量 

廃棄物埋設地 

近傍 
地下水採取孔 〇 

周辺監視区域 

境界付近 
地下水採取孔 △(共用)*2 

低レベル廃棄

物管理建屋 

放射能測定装置 ×(共用)*2 

放射線サーベイ機器 ×(共用)*2 

*1：〇：新設、△：既設設備、×：既許可設備 

*2：1号廃棄物埋設施設の設備を 1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 
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第 5表 地下水の水位その他廃棄物埋設地及びその周囲の状況の 

監視測定設備 

関係する
機能 

監視測定時期 監視測定項目 
監視測定
場所 

監視測定
設備 

施設の区分*1 

漏出防止
機能 

埋設する放射性廃棄
物の受入れの開始か
ら覆土完了まで 

排水中の放射性物
質の濃度及び線量 

廃棄物埋
設地 

排水・監
視設備 

× 

低レベル
廃棄物管
理建屋 

放射能測
定装置 

×(共用)*2 

放射線サ
ーベイ機

器 
×(共用)*2 

排水量 
廃棄物埋
設地 

排水・監
視設備 

× 

移行抑制
機能 

覆土完了から廃止措
置の開始まで 

地下水の水位 
(地下水流動場) 

周辺監視
区域境界
付近 

地下水位
測定孔 

△(共用)*2 

地下水の水質 

廃棄物埋
設地近傍 

地下水採
取孔 

〇 

低レベル
廃棄物管
理建屋等 

水質の分
析装置 

〇(共用)*2 

地下水の水位 
(覆土内地下水位) 

廃棄物埋
設地 

地下水位
測定孔 

〇 
地下水の水位 
(動水勾配) 

廃棄物埋
設地近傍 

地下水位
測定孔 

金属の膨張量 
(廃棄体) 

－*3 －*3 －*3 

分配係数並びに分
配係数に関連する
間隙率及び密度
(廃棄体及び埋設

設備) 
透水係数並びに透
水係数に関連する
間隙率及び密度
(難透水性覆土及
び下部覆土) 

*1：〇：新設、△：既設設備、×：既許可設備 

*2：1号廃棄物埋設施設の設備を 1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

*3：模擬試験体を埋設した廃棄物埋設地の類似環境下での原位置試験及び必要に応じてそれを補完する室内試

験によって確認を行う。 

  



３５ 

 

第 3図 監視測定設備の設置箇所概略図(埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土

完了まで) 

 

 

第 4図 監視測定設備の設置箇所概略図（覆土完了から廃止措置の開始まで） 
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２．３ 3号廃棄物埋設施設 

a. 廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度及び線量の監視

測定設備 

(a) 監視測定設備の概要 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの

間にあっては、廃棄物埋設地の限定された区域(埋設設備)か

ら、覆土完了から廃止措置の開始までの間にあっては、廃棄

物埋設地からの放射性物質の漏えいを監視及び測定する設備

を設置する。 

(b) 監視測定設備に関する設計 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの

間において、排水・監視設備から採取した排水中の放射性物

質の濃度及び線量を監視及び測定できる設備を有する設計と

する。 

覆土完了から廃止措置の開始までの間において、廃棄物埋

設地近傍の地下水採取孔から採取した地下水中の放射性物質

の濃度及び線量を監視及び測定できる設備を有する設計とす

る。 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始

までの間において、周辺監視区域境界付近における地下水中

の放射性物質の濃度及び線量を監視及び測定できる設備を有

する設計とする。 

(c) 主要な監視測定設備 

廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度及び線量の
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監視測定設備を第 6表に示す。 

廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度及び線量の

監視測定設備として、排水・監視設備、地下水採取孔、放射

能測定装置及び放射線サーベイ機器(線量当量率サーベイメー

タ)を設置する。また、周辺監視区域境界付近における地下水

中の放射性物質の濃度及び線量の監視測定設備として、地下

水採取孔、放射能測定装置及び放射線サーベイ機器(線量当量

率サーベイメータ)を設置する。 

周辺監視区域境界付近に設置する地下水採取孔は、既設設

備であり、監視及び測定の方法及び場所に変更はなく、1 号

廃棄物埋設施設の設備を1号、2号及び3号廃棄物埋設施設で

共用する。また、放射能測定装置及び放射線サーベイ機器(線

量当量率サーベイメータ)は、既許可設備であり、既許可から

監視及び測定の方法及び場所に変更はなく、1 号廃棄物埋設

施設の設備を1号、2号及び3号廃棄物埋設施設で共用する。 

なお、既許可設備である放射線管理施設の放射能測定装置

及び放射線サーベイ機器(線量当量率サーベイメータ)を監視

測定設備として併用する。 

b. 事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量の

監視測定設備 

事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線

量の監視測定設備は、既許可から監視及び測定の方法及び場

所に変更がなく、1 号廃棄物埋設施設の設備を共用すること

から、「２．１ b. (ⅳ) b. 事業所及びその境界付近におけ

る放射性物質の濃度及び線量の監視測定設備」のとおり。 
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c. 地下水の水位その他の廃棄物埋設地及びその周囲の状況の監視

測定設備 

(a) 監視測定設備の概要 

事業所には、定期的な評価等に必要なデータを取得するた

め、人工バリア及び天然バリアの漏出防止機能及び移行抑制

機能並びに移行抑制機能に影響を及ぼす廃棄物埋設地及びそ

の周囲の状況を対象として監視及び測定する設備を設置する。 

(b) 監視測定設備に関する設計 

埋設設備の漏出防止機能が維持されていることを確認する

ため、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了ま

での間において、排水・監視設備からの排水量並びに排水中

に含まれる放射性物質の濃度及び線量を監視及び測定できる

設備を有する設計とする。 

廃棄物埋設地の移行抑制機能が維持されていることを確認

するため、覆土完了から廃止措置の開始までの間において、

人工バリア及び天然バリアの収着性及び低透水性の変化を監

視及び測定できる設備を有する設計とする。各バリアの損傷

を防止する観点から、廃棄物埋設地の近傍で埋設設備と同程

度の深度に供試体を埋設し、状態の変化を確認する類似環境

下での原位置試験を行うとともに必要に応じそれを補完する

室内試験を実施できる設計とする。監視及び測定の対象とす

る項目は、廃棄物埋設地の安全性を確認する観点から、線量

評価パラメータのうち線量の感度が大きく、有意に変化が生

じ得る可能性があるもの並びにこれらに関係する種々の影響
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因子及び前提条件から選定する。具体的な監視及び測定の項

目は、金属の膨張量(廃棄体)、分配係数並びに分配係数に関

連する間隙率及び密度(廃棄体及び埋設設備)、透水係数並び

に透水係数に関連する間隙率及び密度(難透水性覆土及び下

部覆土)とする。 

移行抑制機能に影響を及ぼす廃棄物埋設地及びその周囲の

状況については、覆土完了から廃止措置の開始までの間にお

いて、人工バリア及び天然バリアの収着性及び低透水性に影

響を及ぼす地下水の水位及び水質の変化を確認することがで

きる設備を有する設計とする。具体的な監視及び測定の項目

は、地下水の水位及び地下水の水質とする。 

(c) 主要な監視測定設備 

地下水の水位その他廃棄物埋設地及びその周囲の状況の監

視測定設備を第 7表に示す。 

地下水の水位その他廃棄物埋設地及びその周囲の状況の監

視測定設備として、排水・監視設備、地下水位測定孔、地下

水採取孔、放射能測定装置、放射線サーベイ機器(線量当量

率サーベイメータ)及び水質の分析装置を設置する。 

放射能測定装置及び放射線サーベイ機器(線量当量率サー

ベイメータ)は、既許可設備であり、1 号廃棄物埋設施設の

設備を 1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設で共用する。また、

周辺監視区域境界付近に設置する地下水位測定孔は既設設備

であり、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、2 号及び 3 号廃

棄物埋設施設で共用する。 

なお、既許可設備である放射線管理施設の放射能測定装置



４０ 

及び放射線サーベイ機器(線量当量率サーベイメータ)を監視

測定設備として併用する。 

d. その他の主要な事項 

(a) 監視測定設備における留意事項 

監視測定設備は、「発電用軽水型原子炉施設における放出

放射性物質の測定に関する指針」(昭和 53 年 9 月 29 日原子

力委員会決定)に示されている測定下限濃度、測定頻度及び

放射能計測方法を参考とする。 

廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度及び線量の

監視及び測定では、公衆に放射線障害が生じるおそれのある

放射性物質の異常な漏えいの有無を判断するために、測定さ

れた放射性物質の濃度が、「線量告示」に定められた周辺監

視区域外の水中の濃度限度に対して十分に小さい(1/100 程

度)値以上となった場合に監視強化を行う。放射性物質の濃

度の測定は屋内で実施することを考慮し、監視測定設備は、

実用上必要な精度として、「線量告示」に定められた周辺監

視区域外の水中の濃度限度を目安に、この監視強化の判断を

行うことができるような目標検出限界値を有した設計とする。

また、測定期間が長期にわたることから、必要に応じて測定

設備の更新を行う。 

廃棄物埋設地及び廃棄物埋設地近傍に設置する地下水採取

孔及び地下水位測定孔は、移行抑制機能を著しく損なわない

設計とする。移行抑制機能を著しく損なわないとは、これら

を設置することにより、難透水性覆土、下部覆土又は岩盤

(鷹架層)の主要な移行抑制機能である低透水性に著しい影響
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が生じず、廃棄物埋設地内への地下水浸入量の増加及び放射

性物質の生活環境への移行の促進が生じないこととする。 

監視及び測定は、必要に応じて、定期的な評価の結果に基

づいて見直す。 

(b) 監視測定設備を設置した場所を経由した放射性物質の漏え

いの対策 

廃止措置の開始後に監視測定設備を設置した場所を経由し

た放射性物質の異常な漏えいが生じない対策として、覆土が

完了し、排水・監視設備による監視及び測定が終了した後に、

有害な空隙が残らないように、点検管の解体及び埋戻しを行

う。点検管は、鉄筋コンクリート製の点検室及び点検室と地

表を連絡する鋼管部により構成され、埋設設備の側部に設置

するが、鋼管部については、埋設設備の上方向で難透水性覆

土及び下部覆土内を貫通する箇所を解体し、有害な空隙が残

らないように埋戻しを行う。同様に、廃棄物埋設地及び廃棄

物埋設地近傍に設置する地下水採取孔及び地下水位測定孔は、

各孔による監視及び測定が終了した後に、有害な空隙が残ら

ないように、それぞれの孔内の埋戻しを行う。 

(c) 監視測定設備の設置箇所 

周辺監視区域境界付近にモニタリングポイント(積算線量

計)、地下水採取孔及び地下水位測定孔、廃棄物埋設地に排

水・監視設備、廃棄物埋設地近傍に地下水採取孔、廃棄物埋

設地及びその近傍に地下水位測定孔、管理建屋に排気用モニ

タ、放射能測定装置及び放射線サーベイ機器、管理建屋等に

水質の分析装置を設置する。監視測定設備の設置箇所の概略
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図を第 5図及び第 6図に示す。 

地下水採取孔の深さは、以下の考えに基づいて、数 m～数

10m とする。 

・地下水の採取対象層を第四紀層と岩盤(鷹架層)とし、そ

れぞれの地層の地下水を採取できる深さとすること 

・埋設設備を経由した地下水の移行経路に該当する深さと

すること 

・地下水中の放射性物質の濃度を分析する上で必要な水量

を確保できる深さとすること 
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第 6表 廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度及び線量の監

視測定設備 

監視測定対象 監視測定場所 監視測定設備 施設の区分*1 

排水中の放射

性物質の濃度

及び線量 

廃棄物埋設地 排水・監視設備 〇 

低レベル廃棄物 

管理建屋 

放射能測定装置 ×(共用)*2 

放射線サーベイ機器 ×(共用)*2 

地下水中の放

射性物質の濃

度及び線量 

廃棄物埋設地 

近傍 
地下水採取孔 〇 

周辺監視区域 

境界付近 
地下水採取孔 △(共用)*2 

低レベル廃棄物 

管理建屋 

放射能測定装置 ×(共用)*2 

放射線サーベイ機器 ×(共用)*2 

*1：〇：新設、△：既設設備、×：既許可設備 

*2：1号廃棄物埋設施設の設備を 1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 
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第 7表 地下水の水位その他廃棄物埋設地及びその周囲の状況の 

監視測定設備 

関係する
機能 

監視測定時期 監視測定項目 
監視測定
場所 

監視測定
設備 

施設の区分*1 

漏出防止
機能 

埋設する放射性廃棄
物の受入れの開始か
ら覆土完了まで 

排水中の放射性物
質の濃度及び線量 

廃棄物埋
設地 

排水・監
視設備 

〇 

低レベル
廃棄物管
理建屋 

放射能測
定装置 

×(共用)*2 

放射線サ
ーベイ機

器 
×(共用)*2 

排水量 
廃棄物埋
設地 

排水・監
視設備 

〇 

移行抑制
機能 

覆土完了から廃止措
置の開始まで 

地下水の水位 
(地下水流動場) 

周辺監視
区域境界
付近 

地下水位
測定孔 

△(共用)*2 

地下水の水質 

廃棄物埋
設地近傍 

地下水採
取孔 

〇 

低レベル
廃棄物管
理建屋等 

水質の分
析装置 

〇(共用)*2 

地下水の水位 
(覆土内地下水位) 

廃棄物埋
設地 

地下水位
測定孔 

〇 
地下水の水位 
(動水勾配) 

廃棄物埋
設地近傍 

地下水位
測定孔 

金属の膨張量 
(廃棄体) 

－*3 －*3 －*3 

分配係数並びに分

配係数に関連する

間隙率及び密度

(廃棄体及び埋設

設備) 
透水係数並びに透
水係数に関連する
間隙率及び密度
(難透水性覆土及
び下部覆土) 

*1：〇：新設、△：既設設備、×：既許可設備 

*2：1号廃棄物埋設施設の設備を 1号、2号及び 3号廃棄物埋設施設で共用する。 

*3：模擬試験体を埋設した廃棄物埋設地の類似環境下での原位置試験及び必要に応じてそれを補完する室内試

験によって確認を行う。 
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第 5図 監視測定設備の設置箇所概略図(埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土

完了まで) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 6図 監視測定設備の設置箇所概略図（覆土完了から廃止措置の開始まで） 
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１．基本方針 

１．１ 気体廃棄物の廃棄施設 

(ⅰ) 構造 

1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設において発生すると想定される気体

廃棄物の放射能濃度は、周辺監視区域外における空気中の濃度限度を大き

く下回り、空気中の濃度限度を超えることは想定されず、気体廃棄物のを

処理する能力を有する廃棄施設及び保管廃棄する施設は設置しないことか

ら、「廃棄物埋設事業変更許可申請書」(平成 10 年 10 月 8 日付け、10 安

(廃規)第 49 号をもって事業変更許可)（以下「既許可申請書」という。）

からの変更はない。また、告示濃度以下の気体廃棄物を排気口から放出す

る。 

(ⅱ) 主要な設備及び機器 

該当なし 

(ⅲ) 廃棄物の処理能力 

該当なし 

(ⅳ) 廃気槽の最大保管能力 

該当なし 

(ⅴ) 排気口の位置 

排気口の位置は、低レベル廃棄物管理建屋屋上とする。 

１．２ 液体廃棄物の廃棄施設 

液体廃棄物処理設備は、周辺監視区域の境界における水中の放射性物質

の濃度を十分に低減できるよう、1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設にお

いて発生する放射性廃棄物を処理する能力を有することから、以下の記述

を除き、既許可の「四、ト (2) 液体廃棄物の廃棄施設」のとおりとし、

1 号廃棄物埋設施設の廃棄施設について 1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施
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設で共用する。ただし、排水口の位置の区分を(ⅳ)から(ⅴ)とする。なお、

液体廃棄物中の放射性物質が移行する尾駮沼の水産物摂取に係る線量で約

1.7×10-2μSv/y である。これに平常時における本施設からの直接ガンマ

線及びスカイシャインガンマ線によって公衆が受ける線量並びに廃棄物埋

設地の外への放射性物質の移行によって公衆の受ける線量を含めても約

23μSv/y である。 

(ⅰ) 構造 

1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設において発生すると想定される液体

廃棄物は、排水・監視設備からの排水及び排水の分析において付随的に発

生する廃液並びに設備・機器の点検、保修により発生する廃液である。こ

れらは必要に応じてろ過等の処理を行った後、放射性物質の濃度が周辺監

視区域外の水中の濃度限度を十分下回ることを確認して、事業所外へ放出

できる構造とする。また、告示濃度以下の液体廃棄物を排水口から放出す

る。 

(ⅳ) 廃液槽の最大保管廃棄能力 

1号、2号及び3号廃棄物埋設施設において発生する液体廃棄物の量は、

液体廃棄物処理設備の処理能力に対して十分小さく、廃液槽は設置しない

ことから、該当なし。 

１．３ 固体廃棄物の廃棄施設 

固体廃棄物処理設備は、液体廃棄物処理設備で発生する使用済樹脂等を

ドラム缶に固型化するのに十分対処できる処理能力を有する。また、保管

廃棄施設は、1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設において発生する固体廃

棄物を保管廃棄するのに十分な容量を有する。さらに、保管廃棄施設で保

管廃棄する放射性廃棄物は固体廃棄物のみであり、固体廃棄物はドラム缶

に固型化する等の放射性物質の飛散を防止する措置を講じて保管廃棄し、



３ 

 

保管廃棄施設での放射性物質による汚染の拡大はないことから、固体廃棄

物の廃棄施設は、既許可の「四、ト (3) 固体廃棄物の廃棄施設」のと

おりとし、1 号廃棄物埋設施設の廃棄施設について 1 号、2 号及び 3 号廃

棄物埋設施設で共用する。 
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２．設計方針 

２．１ 廃棄物埋設施設の安全設計に関する説明 

２．１．１ 廃棄施設に関する設計 

1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設において発生すると想定される気体廃

棄物は、排水・監視設備から回収する排水の分析等の作業において発生する

廃棄物である。取り扱う廃棄体は、放射能濃度が低い特徴があり、排水・監

視設備から回収する排水中に含まれる放射性物質の濃度は低いものと想定さ

れる。また、分析等の作業に伴って空気に移行する放射性物質の割合は

1×10-3～1×10-4(1)と十分小さく、気体廃棄物の年間推定最大放出放射能量

は、H-3 について 6×104Bq、H-3 以外について 3×103Bq と見積もっている。

ここで、年間推定最大放出放射能量を換気空調設備の交換空気量（約

1×1012cm3/3 ヶ月）で除することにより求めた空気中の放射性物質の濃度は

周辺監視区域外における空気中の濃度限度を超えることは想定されず、気体

廃棄物を処理する能力を有する廃棄施設及び保管廃棄するの廃棄施設は設置

しない。 

1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設において発生すると想定される液体廃

棄物は、排水・監視設備からの排水及び排水の分析において付随的に発生す

る廃液並びに設備・機器の点検、保修により発生する廃液であり、これらの

年間推定最大発生量は 22m3である。 

なお、ここでは 1週間当たり 1回の処理を想定する。 

排水・監視設備からの排水は、保守的な前提で評価した 1日当たりの最大

排水量 0.02m3が毎日発生すると想定し、1週間当たりでは 0.14m3となる。 

排水の分析において付随的に発生する廃液には、排水分析の際の洗浄水及び

排水分析の作業に伴って発生する雑廃液がある。それぞれの発生量は 1週間

当たりで 0.1m3ずつと想定し、合計で 0.2m3となる。 
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設備・機器の点検、保修により発生する廃液には、脱塩塔樹脂の取替・処

理及びろ過器フィルタモジュールの取替に伴って発生する雑廃液、使用済樹

脂受タンクデカント水及び換気空調設備フィルタの取替に伴って発生する雑

廃液がある。1 年に 1 回の頻度で実施する脱塩塔樹脂の取替・処理及びろ過

器フィルタモジュールの取替に伴って発生する雑廃液の発生量は、3 日間の

作業に伴って発生する雑廃液の量をそれぞれ 0.15m3 ずつと想定し、合計で

0.3m3となる。これにあわせて、使用済樹脂受タンクデカント水2m3が発生す

る。また、6 年に 1 回の頻度で実施する換気空調設備フィルタの取替を同時

に実施することを想定すると、3 日間の作業に伴って発生する雑廃液の発生

量は 0.15m3 となり、設備・機器の点検、保修により発生する廃液の発生量

は 2.45m3となる。 

1 週間当たりにおいて、連続的に発生すると想定される排水・監視設備か

らの排水(0.14m3)及び排水の分析において付随的に発生する廃液(0.2m3)と 1

年に 1回程度発生すると想定される設備・機器の点検、保修により発生する

廃液(2.45m3)が同時に発生する場合が液体廃棄物の最大の発生量(約 2.8m3)

となるが、発生量は収集タンクの容量である 3m3 以下であること、液体廃棄

物処理設備の処理能力は 1 日当たり 3 時間で 1 バッチ 3m3であることから、

十分な処理能力を有する。 

1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設には固体廃棄物の廃棄施設として、液

体廃棄物処理設備で発生する使用済樹脂等をドラム缶に固型化するのに十分

対処できる処理能力を有する固体廃棄物処理設備を設ける。また、1 号、2

号及び 3号廃棄物埋設施設で発生する固体廃棄物を保管廃棄する保管廃棄施

設を設ける。 

1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設において発生すると想定される固体廃

棄物は、液体廃棄物処理設備の脱塩塔から発生する使用済樹脂及び液体廃棄
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物処理設備のろ過器の逆洗により発生するスラッジ並びに 1 号、2 号及び 3

号廃棄物埋設施設の操業に伴う作業及び設備・機器の点検、保修により発生

する固体状の廃棄物であり、これらの年間推定最大発生量は 200L ドラム缶

換算で約 7 本である。保管廃棄施設の最大保管廃棄能力は 200L ドラム缶 80

本であり、十分な容量を有する。 

なお、201920 年度末時点での保管廃棄数量は 0本である。 

保管廃棄施設で保管廃棄する廃棄物は固体廃棄物のみであり、放射性物質

の流出による汚染拡大のおそれはない。また、固体廃棄物のうち、使用済樹

脂等はドラム缶に固型化すること、本施設の操業に伴う作業及び設備・機器

の点検、保修により発生する固体廃棄物は袋等に梱包することにより放射性

物質の飛散を防止する措置を講じて保管廃棄することから、放射性物質によ

る汚染の拡大のおそれはない。 

以上より、廃棄施設は、既許可の「添付書類五 ホ (5) その他の附属

施設」のとおりとし、1 号廃棄物埋設施設の廃棄施設を 1 号、2 号及び 3 号

廃棄物埋設施設で共用する。 

２．２ 核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に

関する説明 

２．２．１ 気体廃棄物 

1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設において発生すると想定される気体

廃棄物は、排水・監視設備から回収する排水の分析等の作業において発生

する廃棄物である。 

1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設で取り扱う廃棄体は、放射能濃度が

低い特徴があり、排水・監視設備から回収する排水中に含まれる放射性物

質の濃度は低いものと想定される。また、分析等の作業に伴って空気中に

移行する放射性物質の割合は 1×10-3～1×10-4 と十分小さく、気体廃棄物
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の年間推定最大放出放射能量は、H-3 について 6×104Bq、H-3 以外の合計

について 3×103Bq と見積もっている。ここで、年間推定最大放出放射能

量を換気空調設備の交換空気量（約 1×1012cm3/3 ヶ月）で除することによ

り求めた空気中の放射性物質の濃度は、操業中は、周辺監視区域外におけ

る空気中の濃度限度を大きく下回る。 

換気空調設備の排気口において、排気中の放射性物質濃度が「線量告示」

に定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を十分下回ることを確

認する。 

２．２．２ 液体廃棄物 

(ⅰ) 液体廃棄物処理 

1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設において発生すると想定される液体

廃棄物は、排水・監視設備からの排水及び排水の分析において付随的に発

生する廃液並びに設備・機器の点検、保修により発生する廃液であり、こ

れらの年間推定最大発生量は 22m3である。 

これらの液体廃棄物は、管理建屋内に設置する液体廃棄物処理設備にて、

必要に応じてろ過、脱塩の処理を行い、他の一般排水とともに排水口から

事業所外へ放出する。 

(ⅱ) 液体廃棄物の管理 

液体廃棄物の放出に当たっては、サンプルタンクにて試料の採取を行い、

放射能測定装置により、放射性物質の濃度が「線量告示」に定める周辺監

視区域外における水中の濃度限度を十分下回ることを確認する。 

２．２．３ 固体廃棄物 

(ⅰ) 固体廃棄物処理 

1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設において発生すると想定される固体

廃棄物は、液体廃棄物処理設備の脱塩塔から発生する使用済樹脂及び液体
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廃棄物処理設備のろ過器の逆洗により発生するスラッジ並びに 1 号、2 号

及び 3号廃棄物埋設施設の操業に伴う作業及び設備・機器の点検、保修に

より発生する固体状の廃棄物（液体廃棄物処理設備ろ過器フィルタモジュ

ール、換気空調設備のフィルタ、及びその他雑廃棄物）である。 

これらの固体廃棄物のうち、使用済樹脂及びスラッジは、固体廃棄物処

理設備によりドラム缶にセメントで固型化し、保管廃棄施設に保管廃棄又

は事業所内の埋設設備に埋設する。 

また、1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設の操業に伴う作業及び設備・

機器の点検、保修により発生する固体状の廃棄物は、固体廃棄物として保

管廃棄する。 

これらの固体廃棄物の年間発生予想量は、200L ドラム缶換算で約 7 本

である。 

 

 (ⅱ) 固体廃棄物の保管廃棄 

1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設の操業に伴う作業及び設備・機器の

点検、保修により発生する固体状の廃棄物のうち、ドラム缶の容器に収納

可能なものは、可燃性及び不燃性の廃棄物に区別して難燃性の袋等に梱包

することにより放射性物質の飛散を防止する措置を講じて、鋼製のドラム

缶の容器に封入して保管廃棄する。 

ドラム缶の容器に収納不可能な大型のものは、難燃性シートの二重包装

等により放射性物質の飛散を防止する措置を講じ、保管廃棄する。 

項 目 
年間発生予想量 

(200L ドラム缶換算) 

液体廃棄物処理設備脱塩塔樹脂及びろ過器スラッジ 約 4本 

液体廃棄物処理設備ろ過器フィルタモジュール 約 0.3 本 

換気空調設備のフィルタ 約 1.2 本 

その他雑廃棄物 約 1.5 本 
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固体廃棄物を保管廃棄する場合は、以下の措置を講ずる。 

・建物の遮蔽効果が期待できる管理建屋に保管廃棄する 

・廃棄物の種類及び廃棄物に含まれる放射性物質の数量を記録する。ま

た、廃棄物を容器に封入した場合には、容器の数量及び比重並びに廃

棄の日時、場所及び方法を記録する 

・放射性廃棄物を示す標識をつけ、記録と照合できる整理番号を付して

管理する 

・保管廃棄施設には、目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示す

るとともに、柵等の区画物によって区画する 

２．２．４ 線量評価 

(a) 低レベル廃棄物管理建屋から放出する放射性物質 

管理建屋から放出する放射性物質には、排気口から気体廃棄物として放

出するもの及び排水口から液体廃棄物として放出するものがある。これら

による線量の評価は、排気口からの気体廃棄物による年間推定最大放出放

射能量及び排水口から放出する液体廃棄物による年間推定最大放出放射能

量に基づいて行う。また、排気口から放出する気体廃棄物及び排水口から

放出する液体廃棄物中の H-3 を除いた放射性物質の組成は、廃棄体中の放

射性物質の組成に基づいて設定する。 

(一) 排気口から放出する気体廃棄物 

排気口から放出する気体廃棄物の年間推定最大放出放射能量は、放射性

物質を含む排水・監視設備からの排水の量を年間約 8m3 と想定し、これに

化学分析の際の飛散率(1)を考慮し、以下のとおりとする。 

 

年間推定最大放出放射能量 

(1 号、2号及び 3号の合計) 

3×103Bq/y(除く H-3) 

6×104Bq/y(H-3) 
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(二) 排水口から放出する液体廃棄物 

排水口から放出する液体廃棄物の年間推定最大放出放射能量は、排水・

監視設備からの排水及び排水の分析において付随的に発生する廃液並びに

設備・機器の点検、保修により発生する廃液の量を年間約 22m3 と想定し、

以下のとおりとする。 

 

年間推定最大放出放射能量 

(1 号、2号及び 3号の合計) 

3×107Bq/y(除く H-3) 

7×107Bq/y(H-3) 

 

(b) 線量評価結果 

線量評価シナリオごとの最大となる線量の計算結果を第 1表に示す。 

敷地境界付近における公衆の受ける線量が最大となる線量評価シナリオ

は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間において、

本施設に一時貯蔵及び埋設する廃棄体中に含まれる放射性物質からの外部

放射線に係る線量でその値は約 6.5μSv/y である。また、覆土完了から廃

止措置の開始までの間において、地下水中の放射性物質が移行する尾駮沼

の水産物摂取に係る線量でその値は約 0.59μSv/y である。 

この他、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始まで

の間において、考慮する線量評価シナリオは、排気口から放出する気体廃

棄物中の放射性物質の吸入摂取に係る線量で約 3.5×10-6μSv/y、排水口

から放出する液体廃棄物中の放射性物質が移行する尾駮沼の水産物摂取に

係る線量で約 1.7×10-2μSv/y であるが、これらの線量の値は小さい。 

また、1 号及び 2 号廃棄物埋設地からの線量を重畳した値は、埋設する

放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間においては、本施設に

一時貯蔵及び埋設する廃棄体中に含まれる放射性物質からの外部放射線に
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係る線量で被ばくの約 23μSv/y である。この期間は、埋設設備により放

射性物質の漏出を防止する機能を有することから、地下水中の放射性物質

が移行する尾駮沼の水産物摂取による内部被ばくは発生しない。 

覆土完了から廃止措置の開始までの間において、1 号及び 2 号廃棄物埋

設地からの線量を重畳した値は、地下水中の放射性物質が移行する尾駮沼

の水産物摂取に係る線量で約 3.8μSv/y である。この期間は、十分な厚さ

の覆土があるため、難透水性覆土及び下部覆土の厚さの最小値となる埋設

設備から 4m の位置で評価を行っても、約 1.0×10-4μSv/ｙであることか

ら、十分小さい値である。さらに 1号及び 2号廃棄物埋設施設に対しても

同様に評価を行った結果として約 1.0×10-3μSv/y であり、重畳したとし

ても対象位置が離れていることから、周辺監視区域の廃止後に敷地内へ立

ち入る人を考慮しても外部被ばく線量影響は無視できる。 

以上より、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間

にあっては公衆の受ける 1号及び 2号廃棄物埋設地からの寄与を考慮した

合計線量は約 23μSv/y、覆土完了から廃止措置の開始までの間にあって

は公衆の受ける 1号及び 2号廃棄物埋設地からの寄与を考慮した合計線量

は約 3.8μSv/y となり、本施設は、公衆に対して合理的に達成できる限り

十分に低い線量となる施設の設計となっている。 
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第 1 表 廃止措置の開始までの線量の計算結果(平常時) 

線量評価 

シナリオ*1 

3 号評価結果 

(μSv/y) 

1 号評価結果 

(μSv/y) 

2 号評価結果 

(μSv/y) 

評価結果の重畳 

(μSv/y) 

覆土前 
覆土 

完了後 
覆土前 

覆土 

完了後 
覆土前 

覆土 

完了後 
覆土前 

覆土 

完了後 

(a) 排気口から放

出する気体廃棄物

中の放射性物質の

吸入摂取による内

部被ばく*2 

約 3.5×10-6  約 3.5×10-6 

(b) 液体廃棄物中

の放射性物質が移

行する尾駮沼の水

産物摂取による内

部被ばく*2 

約 1.7×10-2  約 1.7×10-2 

(c) 地下水中の放

射性物質が移行す

る尾駮沼の水産物

摂取による内部被

ばく 

－*4 約 0.59 －*4 約 1.9 －*4 約 1.3 -*4 約 3.8 

(d) 本施設に一時

貯蔵及び埋設する

廃棄体中に含まれ

る放射性物質から

の外部被ばく 

約 6.5 －*5 約 27*6 －*5 約 25*6 －*5 約 23*7 -*5 

      合計*3 約 23 約 3.8 

*1：「廃棄物埋設事業変更許可申請書」(平成 10 年 10 月 8 日付け、10 安(廃規)第 49 号をもって事業変更

許可) (以下「既許可」という。)において評価対象としている「沢への放射性物質の移行による外部被

ばく及び内部被ばく」は、1 号及び 2 号廃棄物埋設施設については、他の被ばく経路と比べて線量が無

視できる程小さい。また、3号廃棄物埋設施設における線量も同じく低く(約9.3×10-6μSv/y)、廃棄物

埋設地から放射性物質の移行に伴う公衆の受ける線量は、「廃棄物埋設地から放射性物質が地下水によ

って尾駮沼へ漏出し、その水産物を摂取することよる内部被ばく」にて代表できる。 

*2：覆土完了後に廃棄施設等を供用することを想定し、覆土完了後も考慮する。 

*3：線量合計値に関しては、最大線量時期を考慮せず、単純に合計したもの 

*4：埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間においては、放射性物質の漏出を防止す

ることから公衆への影響は発生しない。 

*5：覆土完了後は、十分な厚さの覆土があるため、周辺監視区域の廃止後に敷地内へ立ち入る人の外部被

ばく線量影響は無視できるほど小さい。 

*6：1 号埋設設備 7,8 群の漏出防止対策の追加及び 1 号廃棄物埋設地に埋設する廃棄体の種類の追加及び数

量の変更並びに 2号廃棄物埋設地に埋設する廃棄体の数量の変更に伴う影響はなく、公衆の受ける外部

被ばく線量は既許可での評価値を上回ることはない。 

*7：各廃棄物埋設施設からの方位及び距離を考慮し、重畳させたもの 
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１．基本方針 

１．１ 通信連絡設備等の構造 

 １．１．１ 通信連絡設備 

 １．１．１．１ 1 号廃棄物埋設施設 

 事業所には、異常が発生した場合において事業所内の管理建屋、1 号、

2 号及び 3 号廃棄物埋設地へ通信連絡を行う所内通信連絡設備及び事業

所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡を行う所外通信連絡設

備を設置する。なお、通信連絡設備は既設設備であり、1 号廃棄物埋設

施設の設備を、1号、2 号及び 3号廃棄物埋設施設で共用とする。 

所内通信連絡設備は、本施設に異常が発生した場合において、事業所

内にいる人に対し退避又は作業指示の連絡を行うための機能を有し、事

業所内の各所の者へ連絡を行うことができる設計とし、ページング設備、

所内携帯電話、業務用無線設備(アナログ式)、業務用無線設備(デジタ

ル式)の異なる通信回線を使用することにより、多様性を確保するとと

もに、複数の設備を設置する。 

所外通信連絡設備は、本施設に異常が発生した場合において、事業所

外の通信連絡を行う必要がある場所と通信連絡ができる設計とし、緊急

時電話回線、ファクシミリ装置、携帯電話、衛星電話の異なる通信回線

を使用することにより、多様性を確保するとともに、複数の設備を設置

する。 

通信連絡設備は、異常が発生した場合であっても、通信連絡ができる

ようバッテリ及び非常用電源設備の供給電源設備を設置する。 

管理建屋内へ警報装置を設置し、サイレンを鳴動させることができる

設計とし、サイレンを鳴動させるスイッチは制御室に設置する。 
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 １．１．１．２ 2 号廃棄物埋設施設 

通信連絡設備は、1 号廃棄物埋設施設の設備を共用することから、

「１．１．１．１ 1 号廃棄物埋設施設」のとおり。 

 １．１．１．３ 3 号廃棄物埋設施設 

通信連絡設備は、1 号廃棄物埋設施設の設備を共用することから、

「１．１．１．１ 1 号廃棄物埋設施設」のとおり。なお、ページング

設備は管理建屋、1 号及び 2 号廃棄物埋設地に設置しており新たに配備

するものではないが、3 号廃棄物埋設地のページング設備は新たに配備

し設置する。 

１．１．２ 安全避難通路 

１．１．２．１ 1号及び 3号廃棄物埋設施設 

管理建屋及び廃棄物埋設地には、事業所内の人が退避するための設備とし

て、安全避難通路を設置する。 

a. 管理建屋における安全避難通路 

管理建屋には、災害時において、管理建屋内から屋外へ安全に人が退避す

るため、建築基準法に準拠し、人の立ち入る区域から出口までの通路、階段

を安全避難通路として設置する。 

また、安全避難通路には、建築基準法に準拠し、外部電源喪失時に機能す

る非常用照明設備を設置するとともに、消防法に準拠し、単純、明確かつ永

続的な避難方向を明示した標識を設置する。 

b. 廃棄物埋設地における安全避難通路 

(一) 覆土開始まで 

廃棄物埋設地には、災害時において、人の安全な退避のため、安全避難通

路を設置する。安全避難通路には、単純、明確かつ永続的な避難方向を明示

した標識を設置する。廃棄物埋設地には、可搬型照明を設置する。 
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(二) 覆土開始から覆土完了までの間 

廃棄物埋設地に設置する点検管(1 号廃棄物埋設地では点検路)には、災害

時において、人の安全な退避のため、安全避難通路を設置する。安全避難通

路には、外部電源喪失時に機能する非常用照明及び単純、明確かつ永続的な

避難方向を明示した標識を設置する。 

１．１．２．２ 2号廃棄物埋設施設 

管理建屋及び廃棄物埋設地には、事業所内の人が退避するための設備とし

て、安全避難通路を設置する。 

a. 管理建屋における安全避難通路 

管理建屋には、災害時において、管理建屋内から屋外へ安全に人が退避す

るため、建築基準法に準拠し、人の立ち入る区域から出口までの通路、階段

を安全避難通路として設置する。 

また、安全避難通路には、建築基準法に準拠し、外部電源喪失時に機能す

る非常用照明設備を設置するとともに、消防法に準拠し、単純、明確かつ永

続的な避難方向を明示した標識を設置する。 
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２．設計方針 

２．１ 通信連絡設備等に関する設計 

２．１．１ 通信連絡設備 

２．１．１．１ 1号廃棄物埋設施設 

事業所には、異常が発生した場合において事業所内の管理建屋、1 号、

2 号及び 3 号廃棄物埋設地へ通信連絡を行う所内通信連絡設備及び事業

所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡を行う所外通信連絡

設備を設置する。通信連絡設備は、1 号廃棄物埋設施設の設備を 1 号、

2 号及び 3 号廃棄物埋設施設で共用する。また、管理建屋には警報装置

を設置する。 

通信連絡設備の一覧を下記表に示す。 

通信連絡設備の一覧 

種類 設置場所又は配布先 
外部電源喪失時

の供給電源 

通信 

回線 

所
内
通
信
連
絡
設
備 

ページング設備 
管理建屋、1号、2号及び 3号廃棄物埋設地に通話装置、

スピーカを設置 
バッテリ 有線 

所内携帯電話 個人配布 バッテリ 無線 

業務用無線設備 

(アナログ式) 

非常時対策組織の各班、本部及び現場指揮者の活動場所、

組数を考慮した数量を管理建屋及び事務所に、固有回線で

独立した無線設備を設置 

バッテリ 無線 

業務用無線設備 

(デジタル式) 

非常時対策組織の各班、本部及び現場指揮者の活動場所、

組数を考慮した数量を管理建屋及び事務所に、固有回線で

独立した無線設備を設置 

バッテリ 無線 

所
外
通
信
連
絡
設
備 

緊急時電話回線 事業部対策本部室の本部、各班に各 1台以上設置 
電気通信事業者

の局舎より供給 
有線 

ファクシミリ装置 事業部対策本部室に複数台設置 
非常用電源設備

*1
 

(コンセントに供

給) 

有線 

携帯電話 非常時対策組織の本部、班長の人数分を個人配布 バッテリ 無線 

衛星電話 事業部対策本部室に複数台設置 バッテリ 無線 

*1：非常用電源設備とは、濃縮・埋設事務所に設置しているものをいう。 
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(一) 所内通信連絡設備 

事業所内の管理建屋、1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設地へ音声により

連絡を行う設備は、異なる通信回線を使用することにより、多様性を確

保するとともに、複数の設備を設置する。警報装置を設置し、管理建屋

内へサイレンを鳴動させることができる設計とし、サイレンを鳴動させ

るスイッチは制御室に設置する。また、外部電源が喪失した場合でも、

電源を供給できるようにバッテリ及び非常用電源設備を設置する。警報

装置を下記表に示す。 

警報装置 

種類 設置場所 外部電源喪失時の供給電源 回線 

警報装置 

管理建屋内へサイレンを鳴動させることができ

る設計とし、サイレンを鳴動させるスイッチは

制御室に設置 

バッテリ 有線 

 

(二) 所外通信連絡設備 

事業所外の通信連絡をする必要がある場所と音声により連絡を行う設

備は、異なる通信回線を使用することにより、多様性を確保するととも

に、複数の設備を設置する。ファクシミリ装置は音声による通信連絡を

行わない装置である。 

  ２．１．１．２ 2 号廃棄物埋設施設 

通信連絡設備は、1 号廃棄物埋設施設の設備を共用することから、

「２．１．１．１ 1 号廃棄物埋設施設」のとおり。 

２．１．１．３ 3号廃棄物埋設施設 

通信連絡設備は、1 号廃棄物埋設施設の設備を共用することから、

「２．１．１．１ 1 号廃棄物埋設施設」のとおり。なお、ページング
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設備は管理建屋、1 号及び 2 号廃棄物埋設地に設置しており新たに配備

するものではないが、3 号廃棄物埋設地のページング設備は新たに配備

し設置する。 

２．１．２ 安全避難通路 

２．１．２．１ 1号及び 3号廃棄物埋設施設 

(一) 管理建屋 

管理建屋には、災害時において、管理建屋内から屋外へ安全に人が退避

するため、建築基準法に準拠し、人の立ち入る区域から出口までの通路、

階段を安全避難通路として設置する。 

また、安全避難通路には、建築基準法に準拠し、外部電源喪失時に機能

する非常用照明設備を設置するとともに、消防法に準拠し、単純、明確か

つ永続的な避難方向を明示した標識を設置する。 

(二) 廃棄物埋設地 

覆土開始までは、災害時において、人の安全な退避のため、安全避難通

路を設置する。安全避難通路には、単純、明確かつ永続的な避難方向を明

示した標識を設置するとともに、安全避難通路は十分な幅が確保でき、避

難に際して緊急を要する事態は想定されないため、に可搬型照明を災害時

に速やかに使用可能なとなるよう埋設クレーンへ設置する。また、覆土開

始から覆土完了までの間において、点検管(1 号廃棄物埋設地では点検路)

に外部電源喪失時に機能する非常用照明及び単純、明確かつ永続的な避難

方向を明示した標識を備えた安全避難通路を設置する。 

２．１．２．２ 2号廃棄物埋設施設 

管理建屋には、災害時において、管理建屋内から屋外へ安全に人が退避

するため、建築基準法に準拠し、人の立ち入る区域から出口までの通路、

階段を安全避難通路として設置する。 



７ 

 

また、安全避難通路には、建築基準法に準拠し、外部電源喪失時に機能

する非常用照明設備を設置するとともに、消防法に準拠し、単純、明確か

つ永続的な避難方向を明示した標識を設置する。 

 

 

以上 


